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【事件番号】 ：　令和2年（ネ）311号

【判例ID】 28321584

【判示事項】 【事案概要】

一審原告らが、東北地方太平洋沖地震に伴う津波により、原子力発電

所から放射性物質が放出される事故が発生したことで、同人らないし

その被相続人の包括的生活利益としての平穏生活権を侵害されたと主

張して、一審被告会社に対しては原賠法３条１項に基づき、一審被告

国に対しては国賠法１条１項に基づき、損害賠償を求めた件につき、

一審被告国に対する請求を棄却し、一審被告会社に対する請求を一部

認容した原判決に対する控訴審において、原告の一審被告国に対する

控訴が棄却されるとともに、一審原告ら及び一審被告会社の控訴に基

づき原判決が変更され、一審原告らの請求が増減額された事例。

【裁判年月日等】 令和６年３月１８日／仙台高等裁判所／第３民事部／判決／令和２年

（ネ）３１１号

【事件名】 各損害賠償請求控訴事件

【裁判結果】 控訴一部棄却、原判決一部変更

【裁判官】 瀬戸口壯夫　綱島公彦　北川瞬

【審級関連】 ＜第一審＞令和２年８月１１日／仙台地方裁判所／第１民事部／判

決／平成２６年（ワ）２５２号／平成２６年（ワ）１６８１号／平成

２７年（ワ）１７２３号／平成２８年（ワ）７５３号／28282998

【出典】 D1-Law.com判例体系

【重要度】 1

【本文】 ■28321584

仙台高等裁判所

令和２年（ネ）第３１１号

令和０６年０３月１８日

控訴人兼被控訴人（１審原告）７５名及び控訴人（１審原告）６名

別紙１「１審原告ら目録」記載のとおり

上記８１名訴訟代理人弁護士　別紙２「代理人目録」記載１のとおり

東京都（以下略）

被控訴人兼控訴人（１審被告）　東京電力ホールディングス株式会社

（以下「１審被告東電」という。）

同代表者代表執行役　ｂｅ

同訴訟代理人弁護士　別紙２「代理人目録」記載２のとおり

東京都（以下略）

被控訴人（１審被告）　国（以下「１審被告国」という。）

同代表者法務大臣　ｃｄ

同指定代理人　別紙２「代理人目録」記載３のとおり

主文
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１　１審原告ら（ただし、１審原告番号Ｔ１及びＴ２－１ないし５を

除く。）の１審被告国に対する控訴をいずれも棄却する。

２　１審原告番号３－１ないし５、４の１・２、５－１、６－１・

２、７、８－１・２、１１－１・２、１２－１ないし４、１３－１、

１４－２－１、１６－２－１、１８－１・３、１９、２０、２４－

１・２、２７－１、２８－２、３２－１ないし３、３４－１・２・

４、Ｔ１及びＴ２－３ないし５の控訴に基づき、原判決中、同１審原

告らの１審被告東電に対する請求に関する部分を次のとおり変更す

る。

（１）　１審被告東電は、上記１審原告らに対し、当該各１審原告に

係る本判決別紙３「認容額等一覧表」の「当審認容額」欄記載の各金

員及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の

割合による金員を支払え。

（２）　上記１審原告らの１審被告東電に対するその余の請求をいず

れも棄却する。

３　前項以外の１審原告らの１審被告東電に対する控訴をいずれも棄

却する。

４　１審被告東電の控訴に基づき、原判決中、１審原告番号１２－５

－１、１３－３ないし５、１６－１、２８－１、３４－３－１・２、

３５及び３６－１ないし３の１審被告東電に対する請求に関する部分

を次のとおり変更する。

（１）　１審被告東電は、上記１審原告らに対し、当該各１審原告に

係る本判決別紙３「認容額等一覧表」の「当審認容額」欄記載の各金

員及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の

割合による金員を支払え。

（２）　上記１審原告らの１審被告東電に対するその余の請求をいず

れも棄却する。

５　１審被告東電のその余の控訴を棄却する。

６　訴訟費用は、２項及び４項の１審原告らと１審被告東電との関係

では、１、２審を通じて本判決別紙４「訴訟費用負担割合等一覧表」

の「訴訟費用負担割合」欄の割合を該当する各１審原告の、その余を

１審被告東電の負担とし、１、３項に関する控訴費用は同各項の１審

原告らの、５項に関する控訴費用は１審被告東電の各負担とする。

７　この判決は、２項（１）及び４項（１）に限り、仮に執行するこ

とができる。ただし、１審被告東電が２項及び４項の１審原告らに対

し、当該各１審原告に係る本判決別紙４「訴訟費用負担割合等一覧

表」の「担保金」欄記載の各金員の担保を提供するときは、担保を提

供した１審原告との関係でその仮執行を免れることができる。

事実及び理由

第１　控訴の趣旨

　１　１審原告ら
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　　（１）　原判決中、１審原告ら敗訴部分を下記（２）及び（３）

の範囲で取り消す。

　　（２）　１審被告らは、１審原告ら（ただし、１審原告番号Ｔ１

及びＴ２－１ないし５を除く。）に対し、連帯して当該各１審原告に

係る本判決別紙３「認容額等一覧表」の「１審原告らの当審不服額」

欄記載の金員及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みま

で年５分の割合による金員を更に支払え。

　　（３）　１審被告東電は、１審原告番号Ｔ１及びＴ２－１ないし

５に対し、当該各１審原告に係る本判決別紙３「認容額等一覧表」の

「１審原告らの当審不服額」欄記載の金員及びこれに対する平成２３

年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を更に支払

え。

　２　１審被告東電

　　（１）　原判決中、１審被告東電敗訴部分を取り消す。

　　（２）　前項の部分につき、１審原告らの請求をいずれも棄却す

る。

第２　事案の概要

　１　事案の要旨（略称等は、原則として、原判決のそれによる。）

　　本件は、１審原告らが、平成２３年３月１１日発生の東北地方太

平洋沖地震（本件地震）に伴う津波（本件津波）により、１審被告東

電の設置する福島第一原子力発電所（福島第一原発）から放射性物質

が放出される事故（本件事故）が発生し、１審原告ないしその被相続

人（以下、一括して「被害者ら」ということがある。）の包括的生活

利益としての平穏生活権を侵害されたと主張して、１審被告東電に対

しては原子力損害の賠償に関する法律（原賠法）３条１項に基づき、

１審被告国に対しては国家賠償法（国賠法）１条１項に基づき、本判

決別紙３「認容額等一覧表」の「１審請求額」欄記載の各金員（個々

の請求額は相続等により異なるが、原則として被害者一人当たり４２

２０万円（慰謝料３８４０万円と弁護士費用３８０万円）で、請求額

の合計は約３４億４０００万円）及びこれに対する平成２３年３月１

１日（本件事故日）から支払済みまで民法所定（平成２９年法律第４

４号による改正前のもの）の年５分の割合による遅延損害金の連帯支

払を求めた事案である（ただし、１審原告番号Ｔ１及びＴ２－１ない

し５は、１審被告東電のみに対して損害賠償を請求している。以下、

１審被告国に対する請求に関する記載であることが明らかな場合に

は、上記１審原告らを除く旨を明記せず、単に「１審原告ら」という

ことがある。）。
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　　本件事故当時の被害者らの居住地は、福島県の〈１〉ｃｅ郡ｃｅ

町（ｃｅ町）、〈２〉同郡ｃｆ町（ｃｆ町。上記の者の居住地は居住

制限区域又は避難指示解除準備区域）、〈３〉同郡ｃｇ町（ｃｇ町。

同じく居住制限区域）、〈４〉同郡ｃｈ村（ｃｈ村。同じく避難指示

解除準備区域）、〈５〉ｃｉ市ｃｊ区（ｃｊ区。同じく避難指示解除

準備区域）、〈６〉同市ｃｋ区（ｃｋ区。同じく緊急時避難準備区

域）又は〈７〉その他の地区（ｃｌ市、ｃｍ市、千葉県）であった

（以下では指定が解除済みかを区別せず、単に「居住制限区域」等と

いい、また当該の各指定区域をいう趣旨で地域としての町村ないし区

の名称のみを表示することがある。）。

　　なお、１審原告らに係る相続ないし訴訟承継の状況については、

本判決別紙１「１審原告ら目録」及び同別紙３「認容額等一覧表」の

とおりである。

　２　原判決及び本件控訴

　　（１）　原判決は、１審被告国に対する請求については、経済産

業大臣（経産大臣）は、原子力安全・保安院（保安院）が平成２１年

９月に１審被告東電から貞観津波（西暦８６９年に東北地方沿岸を

襲った貞観地震によって発生した巨大津波）に関する論文を踏まえて

計算した福島第一原発の津波波高がＯ．Ｐ．（ｃｎ港工事基準面）＋

約８．６ないし８．９ｍであった旨の説明（平成２１年説明）を受け

たことによって同原発の第１ないし第４建屋等の敷地高Ｏ．Ｐ．＋１

０ｍを超える津波が到来する可能性を認識し、その後も１審被告東電

が津波対策を講じなかったことから、平成２２年３月頃には電気事業

法（電事法）４０条に基づく技術基準適合命令を発すべき状況にあっ

たが、本件事故前の原子炉施設における津波防護に関する考え方から

すると、第一に検討された内容は防潮堤の設置であり、本件事故の時

点でも研究途上段階にあった施設の水密化等を内容とすることは考え

にくく、１審原告らが主張する１審被告国の福島第一原発に係る規制

権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法であるとはいえないし、

権限不行使と被害者らの損害との間に因果関係も認められないと判断

して、いずれも棄却した。
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　　他方、１審被告東電に対する請求については、〈１〉避難慰謝料

に加え、故郷喪失・変容慰謝料、健康不安慰謝料（避難中に抱いた本

件事故による放射線量の将来の健康に対する影響に関する不安による

精神的苦痛に対する慰謝料）及びこれらにおいて評価できなかった

様々な精神的苦痛に対するその余の慰謝料を認め、〈２〉被害者らの

うち、（ⅰ）生活地域がｃｅ町であった者の避難慰謝料及び故郷喪

失・変容慰謝料は合計して１５００万円、（ⅱ）ｃｆ町、ｃｇ町、ｃ

ｈ村又はｃｊ区であった者の避難慰謝料は８５０万円（月額１０万円

の本件事故のあった平成２３年３月から平成３０年３月までの８５か

月分）、故郷喪失・変容慰謝料は１００万円、（ⅲ）ｃｋ区であった

者の避難慰謝料は１８０万円（同１０万円の平成２４年８月までの１

８か月分）、故郷喪失・変容慰謝料は居住年数が長期であった者に

限って認めて５０万円とし、〈３〉いずれについても上記各期間中に

死亡した者についても減額せず満額を認め、〈４〉故郷喪失・変容慰

謝料については居住年数が長期（ただし、ｃｋ区であった者について

は特に長期）であれば増額するなどとした上で、〈５〉本判決別紙３

「認容額等一覧表」の「第１審」欄のとおり慰謝料額や既払額を認定

するなどし、１審原告番号６－３、１５－３・４、２９、３３－３・

４については既払額が上回るなどとして全部棄却し、その余の１審原

告らの請求を一部認容した（認容額の合計は約１億４４００万円）。

　　（２）　１審原告らは、請求棄却部分を一部不服として控訴を提

起した（個々の不服額は本判決別紙３「認容額等一覧表」の「１審原

告らの当審不服額」欄のとおりであり、相続等により異なるが、原則

として被害者一人当たり５００万円）。

　　１審被告東電は、請求認容部分を全部不服として控訴を提起し

た。

　３　前提事実等

　　次のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」欄の「第２

部　前提事実等」のとおりであるから、これを引用する。

　（原判決の補正）

　　（１）　１１頁１９行目の「同郡ｃｈ村」の前に「同郡ｃｇ町

（以下「ｃｇ町」という。）、」を加える。

　　（２）　３４頁２２行目の「本件の口頭弁論終結時点」を「原審

口頭弁論終結時点」に改める。

　　（３）　４８頁３行目末尾の次に改行して次のとおり加える。

　　「９　第五次追補の公表

　　原子力損害賠償紛争審査会（審査会）は、先に提起されていた７

件の集団訴訟における１審被告東電の損害賠償債務が最高裁の決定に

よって確定したことを受け、当審係属中の令和４年１２月２０日、

「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損

害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補（集団訴訟の確定判決

等を踏まえた指針の見直しについて）」（甲Ａ３３４。以下「第五次

追補」という。）を公表した。
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　　第五次追補は、概要、〈１〉本件事故による慰謝料の類型とし

て、「日常生活阻害慰謝料」（原判決のいう「避難慰謝料」に相当す

る。以下、後述の他の精神的損害に対する賠償を含め、基本的に原判

決がこれに相当する慰謝料を認めている場合は原判決の用語に合わせ

る。）に加え、「生活基盤喪失・変容による精神的損害」の賠償（同

「故郷喪失・変容慰謝料」に相当）、「相当量の線量地域に一定期間

滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害」の賠償（同

「健康不安慰謝料」に相当）及び「過酷避難状況による精神的損害」

の賠償を認めた上、〈２〉避難慰謝料を被害者一人当たり月額１０万

円とし、（ⅰ）住居が帰還困難区域及びこれを含むｃｏ町とｃｅ町の

各全域であった者については、避難相当期間の目安を平成３０年３月

末までの８５か月間として合計８５０万円、（ⅱ）居住制限区域と避

難指示解除準備区域であった者については、同目安を同じく８５か月

間として合計８５０万円、（ⅲ）緊急時避難準備区域であった者につ

いては、同目安を平成２４年８月末までの１８か月間として合計１８

０万円とし、〈３〉故郷喪失・変容慰謝料を上記（ⅰ）の者につき７

００万円、上記（ⅱ）の者につき２５０万円、上記（ⅲ）の者につき

５０万円とし、〈４〉健康不安慰謝料を本件事故発生時に計画的避難

区域又は特定避難勧奨地点に住居があった子ども及び妊婦について６

０万円、その余の者について３０万円とするほか、〈５〉「過酷避難

状況による精神的損害」に関し、本件事故発生時に福島第一原発から

半径２０ｋｍ圏内に居て避難等を余儀なくされた者について３０万円

とするなどし、〈６〉要介護状態にあること等を避難慰謝料の増額事

由としている（甲Ａ３３４に加え、甲Ａ３３６も参照）。

　　10　第五次追補を踏まえた１審被告東電の賠償基準

　　１審被告東電は、令和５年１月３１日付けプレスリリース「中間

指針第五次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に対する追

加の賠償基準の概要について」（甲Ａ３３７）により、第五次追補を

踏まえた追加賠償を行うこととした。その追加賠償の概要は、本判決

別紙５のとおりである。」

　　（４）　４８頁５行目の「賠償の状況」の前に「原審口頭弁論終

結時点における」を加え、６行目末尾の次に改行して次のとおり加え

る。

　　「　そして、当審における審理内容を踏まえれば、１審被告東電

が１審原告らに対して支払った精神的損害（ただし、後記の避難慰謝

料、故郷喪失・変容慰謝料、健康不安慰謝料及びその他の慰謝料に係

るものに限る。）に関する賠償額の合計は、本判決別紙３「認容額等

一覧表」の「当審既払額」欄のとおりと認められる。以下、原判決別

紙１６「慰謝料額等一覧表」の「既払額」欄と金額を異にした部分に

ついて補足する。
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　　１審原告番号１２－５、１３－３ないし５、１８－３、２４－１

及びＴ２－３ないし５については、原判決別紙１０に基づき再計算し

て当審における１審被告東電の主張額（本判決別紙９の該当する１審

原告番号の「精神的損害」の「包括慰謝料」欄）のとおり訂正する。

また、１審原告番号１６－１・２については、原判決では要介護の避

難慰謝料増額分２２５万円を同１６－２のみの既払金としていたとこ

ろ、証拠（乙Ａ６１）を踏まえると同１６－１に７５万円、同１６－

２に１５０万円が支払われたとみるのが相当である。

　　さらに、弁論の全趣旨によれば、１審被告東電は、原審口頭弁論

終結後の令和５年４月７日に１審原告番号２８－１に対して１７０万

円、同年６月９日に１審原告番号２８－２に対して８５万円の各慰謝

料を支払ったと認められるので、これを既払額として加算する。

　　１審原告番号３６－１ないし３の亡父に関しては、原判決を補正

して後述するとおり、本件事故による精神的損害に対する慰謝料とす

べき部分の減額によるものである。」

　４　当事者の主張の要旨

　　当審における当事者の補充主張の要旨を本判決別紙６から１０

（ただし、別紙８中の「１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）

（別表）」は本判決別紙９をさすものと読み替える。）までのとおり

添付するほか、原判決「事実及び理由」欄の「第３部　当事者の主張

の要旨」のとおりであるから、これを引用する。

第３　当裁判所の判断

　１　要旨

　　当裁判所は、１審被告国に対する請求については、原判決と同

様、経産大臣は、１審被告東電から保安院が平成２１年説明を受けた

ことにより津波によって福島第一原発の原子炉の安全性が損なわれる

おそれがあると認識し、平成２２年３月頃には１審被告東電に対して

電事法４０条に基づく技術基準適合命令を発すべき状況にあったが、

本件事故前の我が国の津波防護に対する考え方からすれば、原子炉施

設の水密化等を内容とすることは考えにくく、経産大臣が上記命令を

発しなかったことが許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと

まではいえず、その規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法

であるとまではいえないし、その権限不行使と本件事故（１審原告ら

の損害）との間の因果関係も認められないから、１審被告国が１審原

告らに対して国賠法１条１項に基づく損害賠償責任を負うとはいえ

ず、いずれも棄却すべきであると判断する。
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　　他方、１審被告東電に対する請求については、第五次追補と原判

決の考え方を踏まえ、〈１〉被害者らのうち、（ⅰ）生活地域がｃｅ

町であった者の避難慰謝料は８５０万円（月額１０万円の８５か月

分）、故郷喪失・変容慰謝料は７００万円、（ⅱ）ｃｆ町、ｃｇ町、

ｃｈ村又はｃｊ区であった者の避難慰謝料は８５０万円（前同）、故

郷喪失・変容慰謝料は２５０万円、（ⅲ）ｃｋ区であった者の避難慰

謝料は１８０万円（月額１０万円の１８か月分）、故郷喪失・変容慰

謝料は５０万円をそれぞれ基準とし、〈２〉故郷喪失・変容慰謝料

は、居住年数が長期（ｃｅ町であった者についてはある程度長期）で

あれば増額し、本件事故後の上記８５か月又は１８か月内に死亡した

者についても減額しないが、〈３〉避難慰謝料については上記各期間

内に死亡した者については死亡月までの分に限って認めることとし、

〈４〉放射能による健康不安慰謝料及びその他の慰謝料（第五次追補

にいう「過酷避難状況による精神的損害」はこの中で考慮する。）に

ついては、原判決の認定額は、第五次追補で認められるべき金額を下

回るなど当審において変更を相当とすると認めるに足りる事情は認め

られないから、原判決の裁量的判断を尊重して基本的にこれを是認す

ることとして、〈５〉本判決別紙３「認容額等一覧表」の「控訴審」

欄のとおり慰謝料額や既払額を認定するのが相当であると判断する

（認容額の合計は約１億５８００万円）。

　　その理由は、１審被告東電に対する請求についての上記変更部分

を含めて後記２のとおり補正し、後記３から６までのとおり当審にお

ける１審原告ら及び１審被告東電の各補充主張とこれに対する判断を

付加するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第４部　当裁判所の

判断」の第１章及び第２章のとおりであるから、これを引用する。

　２　原判決の補正

　　（１）　１２６頁２行目の「また」から３行目末尾までを次のと

おり改める。

　　「また、避難慰謝料は、避難による日常生活阻害に対するもので

あるし、本件事故後の相当の避難期間内（平成３０年３月末まで。た

だし、緊急時避難準備区域は平成２４年８月末まで。以下、本判決に

おいて「避難相当期間」ということがある。）に死亡した被害者につ

いては、その死亡の時期は客観的、外形的に明らかで原判決でも認定

されているから、平成２３年３月から死亡月までの分に限り算定する

のが相当である。他方、故郷喪失・変容慰謝料については、本件事故

による生活地域の状況の変容はその時点で一回的、確定的に生じたも

のというべきであるから（１審被告東電が主張する本件事故後の復興

状況等は、このような変容による慰謝料を算定する上での事後的な一

事情として斟酌されるにとどまる。）、このような死亡者についても

同額と算定する（なお、１審被告東電は、一部の１審原告らにつき、

事後的に収集した登記記録その他の証拠を提出するなどし、避難相当

期間内に避難先に自宅を取得したなどとして、その時点で避難生活を

終了したと主張するが、この主張が採用できないことは、後記５

（２）で説示するとおりである。）。」
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　　（２）　１２６頁８行目の「６地域となる」を「６地域を問題と

すれば足り、生活地域がその他のｃｌ市、ｃｍ市又は千葉県であった

被害者については、故郷喪失・変容慰謝料は認められず、避難慰謝料

については個別事情を基に算定する。」に改める。

　　（３）　１２６頁１０から１１行目の「避難慰謝料及び故郷喪

失・変容慰謝料の合計額は１５００万円」を「避難慰謝料は基準額８

５０万円（月額１０万円の８５か月分）、故郷喪失・変容慰謝料は７

００万円（合計１５５０万円）」に改め、１１行目の「また、」の次

に「同地域の被害状況に鑑みて」を加え、１２行目の「長期」を「あ

る程度長期」に改める。

　　（４）　１２６頁１５行目の「８５０万円」を「基準額８５０万

円（月額１０万円の８５か月分）」に、同行の「１００万円」を「２

５０万円」にそれぞれ改める。

　　（５）　１２６頁１９行目の「避難慰謝料は１８０万円」を「避

難慰謝料は基準額１８０万円（月額１０万円の１８か月分）」に、２

０から２１行目の「ｃｋ区における居住年数が長期であった原告らに

限り、認める」を「５０万円とする」に、同行の「特に長期」を「長

期」にそれぞれ改める。

　　（６）　１３５頁１６行目の「大きく変容し」の次に「、ｃｋ区

は、本件事故によって生活地域の状況が相当程度変容し」を加え、２

０行目の「１００万円」を「ｃｆ町、ｃｇ町、ｃｈ村及びｃｊ区につ

いては２５０万円、ｃｋ区については５０万円」に改め、２４行目冒

頭から１３６頁６行目末尾までを削る。

　　（７）　１３６頁２４行目の「１５００万円」を「避難慰謝料は

基準額８５０万円（月額１０万円の８５か月分）、故郷喪失・変容慰

謝料は７００万円」に、２６行目の「長期」を「ある程度長期」にそ

れぞれ改める。

　　（８）　１５６頁５から６行目の「大きく変容したとは認められ

ない」の次に「が、相当程度変容したと認められる」を加え、６行目

末尾の次に改行して次のとおり加える。

　　「ク　１審被告東電の主張する原審口頭弁論終結後の復興状況に

ついて

　　令和４年１２月に公表された第五次追補が示した「生活基盤喪

失・変容による精神的損害」の内容や１審被告東電自身がｃｋ区の緊

急時避難準備区域を含め、この第五次追補に準拠した損害賠償を行う

旨を表明していることを踏まえると、原審口頭弁論終結後の一部地域

の避難解除を始めとする諸般の事情を考慮しても、先に原判決を補正

して認定した故郷喪失・変容慰謝料についての本判決の認定判断は左

右されない。」

　　（９）　１５６頁８行目冒頭から１１行目末尾までを次のとおり

改める。
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　　「　故郷喪失・変容慰謝料は、本件事故により一回的かつ確定的

に生じたものであり、本件事故後の避難相当期間内に死亡した者につ

いても、死亡していない者と同額と算定するのが相当である。他方、

避難慰謝料は、避難生活の継続により日々発生する精神的苦痛を償う

ものであるから、本件事故後の上記期間内に死亡した者については、

その死亡月までの分を算定するのが相当である。」

　　（10）　１６８頁１４から１５行目の「様々な精神的苦痛」の次

に「（第五次追補にいう「過酷避難状況による精神的損害」もこれに

含まれる。）」を加える。

　　（11）　１７１頁１４から１５行目の「別紙１６「慰謝料等一覧

表」（以下「別紙１６」と表記する。）」を「本判決別紙３「認容額

等一覧表」の「控訴審」欄」に改め、以下、原判決中「別紙１６」と

あるのを「本判決別紙３「認容額等一覧表」の「控訴審」欄」にそれ

ぞれ読み替える。

　　（12）　１７８頁７行目末尾の次に「１審原告番号５－２は、当

審係属中の令和２年１１日５日、死亡した。その夫である１審原告番

号５－１は、令和３年９月２４日、両名の子らとの間で、同１審原告

が本訴請求債権を単独相続する旨の遺産分割協議をした。」を加え、

２３行目の「原告番号５らの認容額」を「１審原告番号５－１の上記

相続後の認容額」に改める。

　　（13）　１８１頁１９行目末尾の次に改行して次のとおり加え

る。

　　「　なお、１審被告東電は、当審において、１審原告番号６－１

に対して４８０万円を更に支払ったと主張するが、その主張内容等

（１審被告東電準備書面（19）・１６頁参照）からすれば、これは同

１審原告の亡姉の死亡慰謝料として支払われたものとうかがわれ、後

記５（３）のとおり同一世帯構成員内で弁済充当をすべきとする１審

被告東電の主張は失当であるから、同姉に係る損害賠償分を請求して

いない同１審原告の既払額として控除すべきものには当たらない。」

　　（14）　１８６頁５行目末尾の次に改行して次のとおり加える。

　　「　なお、１審被告東電は、１審原告番号８－１に対して１０万

円を更に支払ったと主張するが、その主張内容等（１審被告東電準備

書面（19）・２１頁参照）からすれば、これはペット喪失に係る賠償

として払われたものであるとうかがわれるところ、ペットに関しては

原判決が証拠として掲げた同１審原告の陳述書（甲Ｂ８－１）も本人

尋問も全く触れておらず、原判決でも言及がないから、本件でペット

喪失に係る慰謝料が認定されていたとはいえず、既払額として控除す

るのは不相当である（仮に控除するのであれば慰謝料の認定額も同額

分を増額すべきこととなり、結局控除後の最終的な金額は変わらな

い。）。」

　　（15）　１９０頁２２行目冒頭から２５行目末尾までを次のとお

り改める。
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　　「　証拠（当審提出の甲Ｂ１１－５・６）及び弁論の全趣旨によ

れば、本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年

数は、１審原告番号１１－１が１０年、１審原告番号１１－２が２１

年であると認められる。」

　　（16）　１９１頁１５行目末尾の次に改行して次のとおり加え

る。

　　「　なお、１審被告東電は、１審原告番号１１－１に対して５万

円を更に支払ったと主張するが、その主張内容等（１審被告東電準備

書面（19）・３１頁参照）からすれば、これはペット喪失に係る賠償

として払われたものであるとうかがわれるところ、１審原告１１－１

の陳述書（甲Ｂ１１－１）には飼い猫との離別に関する記述があるも

のの、原判決はこれを証拠として採用しておらず、もとより認定もし

ていないから、前述したところと同様、既払額として控除するのは不

相当である。」

　　（17）　２００頁２２行目末尾の次に「１審原告番号１４－１

は、当審係属中の令和３年５月２２日、死亡した。その相続人は子で

ある１審原告番号１３－１及び同１４－２－１であり、法定相続分は

各２分の１である。」を加える。

　　（18）　２１２頁１５行目冒頭から１７行目末尾までを次のとお

り改める。

　　「　証拠（当審提出の甲Ｂ２０－３）及び弁論の全趣旨によれ

ば、１審原告番号２０の本件事故が発生するまでの生活地域における

おおよその居住年数は、３９年であると認められる。」

　　（19）　２１７頁１３行目の「原告番号２５が主張するとおりで

ある」の前に「区域設定が旧緊急時避難準備区域であることを除

き、」を加える。

　　（20）　２２３頁７行目の「現在」を「原審口頭弁論終結時点に

おいて」に改め、１１行目末尾の次に「１審原告番号２７は、当審係

属中の令和２年１２日１６日、死亡した。その妹である１審原告番号

２７－１は、令和３年３月１０日、他の姉妹との間で、同１審原告が

本訴請求債権を単独相続する旨の遺産分割協議をした。」を加え、２

２行目の「原告番号２７」を「１審原告番号２７－１」に改める。

　　（21）　２２３頁２５行目の「甲Ｂ２８－２」の次に「、当審提

出の甲Ｂ２８－３」を、２２４頁２から３行目の「区域設定」の次に

「及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年

数」をそれぞれ加え、４行目冒頭から６行目末尾までを削り、１１行

目の「裏付ける書証」を「裏付けるに足りる的確な書証」に改め、１

５行目末尾の次に「１審原告番号２９の本件事故が発生するまでの生

活地域におけるおおよその居住年数は、１年であると認められる。」

を加える。

　　（22）　２３８頁６行目冒頭から１９行目の「控除すると」まで

を次のとおり改める。
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　　「　なお、弁論の全趣旨によれば、１審原告番号３６－１ないし

３と１審被告東電との間では、ＡＤＲ手続において、同１審原告らの

父が死亡したことについて、死亡慰謝料５５０万円（遺族への慰謝料

を含む死亡慰謝料の全体を１１００万円とした上、本件事故の寄与度

を５割として乗じた額）等の支払がされたことが認められるが、これ

は死亡そのものに対して支払われたものであって、本件において既払

額として控除するのは相当ではない。１審原告らの父の精神的損害に

対する賠償として支払われた３２万円及びその後のＡＤＲ手続におい

て１審原告３６－１ないし３に対して支払われた各８０万円（合計２

４０万円）に限り、上記認定の同１審原告らの父の慰謝料の合計額か

ら控除するのが相当である。

　　上記慰謝料の合計額から１審被告東電による精神的損害に対する

賠償額（３２万円＋２４０万円＝２７２万円）を控除すると」

　３　当審における１審原告らの補充主張（責任論）とこれに対する

判断

　　（１）　１審原告らは、敷地の浸水を前提とする施設の水密化防

護措置は我が国においても実績があり、海外でも一般的であったし、

防潮堤等の設置だけでは不十分であるという考え方は十分有力なもの

だったなどとして、福島第一原発においても敷地の浸水を前提とした

原子炉施設の水密化という津波対策が技術的に可能な選択としてあり

得たのであって、平成２２年３月頃の時点で経産大臣が技術基準適合

命令を発していれば本件事故の発生前に水密化は完成しており、本件

事故は回避できたと主張する。

　　しかし、１審原告らが当審で追加提出した敷地の浸水を前提とす

る施設の水密化等の防護措置の実績・実例や防潮堤等の設置だけでは

不十分であるという考え方として指摘するもの（甲Ｃ２９４－１・

２、３８１、３８２－１・２等）を検討しても、飽くまで本件事故後

のものを含む個別の原子力発電所における事例や個別の研究者ないし

有識者の意見、検討途上の論点の指摘などにすぎず、本件事故前にお

いて、水密化を津波対策の必須ないし重要な要素とする考え方が確立

した一般的なものであったとまではにわかに認め難い。特に、津波対

策としての水密化を検討するに当たっては、施設や設備に対する津波

の衝撃力や水圧及び津波による漂流物の衝撃力も考慮する必要がある

ところ（甲Ｃ３８２－２・１３頁、甲Ｃ３８３・６頁、丙Ｃ２９９－

４・６２８丁、丙Ｃ３３１・４－１４頁）、本件事故前にこのような

問題点が十分に認識され、これに対する技術が実用的なものとして確

立していたとは認めるに足りない。現に本件事故を受けて中部電力株

式会社が開発、設置した津波の敷地内侵入を前提にその建屋内侵入を

防止するための水密扉（丙Ｃ３９０）についても、防水性だけでなく

従前設計したことのないような耐衝撃性と耐圧性を備える必要があっ

たところ、機能面や運用面を考えるに当たり、これまでの知見は使え

ず、参考事例もすぐには探し出せず、手探り状態の中で何度も試行錯

誤を繰り返したとの指摘がされている（丙Ｃ３５６）。
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　　そうすると、仮に経産大臣が上記の時点で規制権限を行使して技

術基準適合命令を発したとしても、防潮堤等の設置に加え、又は単独

で施設等の水密化の措置が本件事故までに講じられた蓋然性があると

までは認められず、上記の主張は、採用できない。したがって、経産

大臣の上記権限不行使が、許容される限度を逸脱して著しく合理性を

欠いて国賠法１条１項の適用上違法であるとまではいえないし、その

権限不行使と本件事故（１審原告らの損害）との間に因果関係がある

とも認めるに足りない。

　　（２）　１審原告らは、仮に防潮堤の設置しか現実的な津波対策

がなかったとしても、貞観津波に関する知見を踏まえて予想される津

波につきパラメータースタディ等の試算をしていれば、敷地の東側に

も裕度をもった防潮堤等を設置すべきであったところ、経産大臣には

その工事完了まで原子炉の運転の一時停止を命じる義務があり、これ

を命じていれば本件津波による本件事故の発生を避けられた蓋然性が

あると主張する。

　　しかし、貞観津波については、本件事故の直前の平成２３年３月

頃の時点においても、約１１５０年前に発生した地震による津波とし

て研究が進展途上にあったものであり、その評価が固まっていたとま

ではいえないことに加え、福島第一原発の１号機から４号機の原子炉

建屋等の敷地高はＯ．Ｐ．＋１０ｍであったところ、平成２１年説明

で１審被告東電が保安院に報告した貞観津波を考慮した津波の波高は

Ｏ．Ｐ．＋約８．６ないし８．９ｍであり、保安院による平成２３年

３月７日のヒアリング時点の試算でもＯ．Ｐ．＋約８．７ないし９．

２ｍであったこと（甲Ａ２－１・本文編４０４頁、甲Ｃ２９）や過去

の発生歴から見込まれる同規模の地震ないし津波の発生周期等にも鑑

みれば、経産大臣が本件地震の発生前までの時点において、貞観津波

を踏まえた検討の結果として本件津波又はこれと同等の規模の津波の

発生が直ちに原子炉の運転の停止を命じねばならないほどに切迫して

いると認識すべきであったとまではいえず、経産大臣が原子炉の運転

の一時停止を命じなかったことが許容される限度を逸脱して著しく合

理性を欠くとは認められない。したがって、一時停止を命じなかった

ことが国賠法１条１項の適用上違法であるとはいえず、その余の点を

検討するまでもなく、上記の主張は採用できない。

　４　当審における１審原告らの補充主張（損害論）とこれに対する

判断

　　（１）　１審原告らは、〈１〉避難慰謝料の月額１０万円は避難

生活の過酷な実情に照らして低額にすぎるものであるし、避難慰謝料

算定の基礎となる避難相当期間を８５か月又は１８か月に限ったのも

不当である、〈２〉原判決が認定した故郷喪失・変容慰謝料、健康不

安慰謝料及びその他の慰謝料も被害の実態や１審被告東電の悪質さ等

からすれば低額にすぎるなどと主張する。
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　　（２）　本件は、１審被告東電の設置する福島第一原発から放射

性物質が放出される本件事故が発生したことにより包括的生活利益と

しての平穏生活権を侵害されたと主張するおおむね六つの生活地域に

居住していた被害者ないしその相続人である１審原告らによって提起

された集団訴訟であり、提訴以来、１審被告国の国家賠償責任の有無

のほか、主として被害者ら全体ないし生活地域が同じ被害者らに共通

する精神的損害についての審理が行われてきた。そして、この間に公

表された第五次追補は、１審被告東電に対する本件事故に起因する７

件の集団訴訟に関する控訴審判決が確定したことを契機として、これ

らの確定判決から、従前示されていなかった類型化が可能な損害費目

や損害額の算定方法等の新しい考え方が抽出可能かなどにつき、法律

の学識経験者から選任された専門委員による調査・分析を踏まえて策

定されたものであり（甲Ａ３３４）、本件事故がその内容、深刻さ、

周辺に及ぼした被害の規模、範囲、期間等において前例のないもので

あったことを踏まえ、本件事故に特有の事情を十分に考慮して策定さ

れたものであって、本件事故によって被害者に生じた精神的損害につ

いて、類型的に把握される要素をある程度網羅的に評価しており、類

型的に把握することのできない個別事情に基づく損害を除き、本件事

故による精神的損害の評価方法として一定の合理性を有するものであ

り、今後の迅速、公平かつ適正な賠償の実施等による被害者救済に資

するものということができる。

　　したがって、本件における被害者らの精神的損害の評価において

も基本的には第五次追補の考え方を十分に斟酌するのが相当である。

　　その上で検討すれば、１審被告東電は精神的損害に対するものと

は別に避難に伴う財産的損害に対する賠償を継続して行っているとこ

ろ、原判決が基準とし、第五次追補によっても改めて是認された避難

慰謝料の月額１０万円は、過酷避難に当たる場合にはその他の慰謝料

として考慮される余地があることにも照らすと、避難生活の継続に伴

う精神的苦痛を慰謝するに相当な額ということができ、低額にすぎる

とはいえない。また、生活インフラの再建等が一定程度終了し、避難

指示が解除されてから相当の期間が経過して帰還するか帰還せず他の

場所で生活するかを決定し得る状態になった時点をもって避難相当期

間の終期とすることは相当な枠組みであるし、いまだ帰還困難区域等

に指定されている地域であっても、本件事故から７年が経過した平成

３０年３月末までには、早期の帰還が困難であることを前提に、１審

被告東電からの従前の賠償や住居確保費用等の支払も基にして避難生

活が一応終了したと評価できる程度には安定した生活ができる状態と

なったとみるべきであるから、生活地域がｃｅ町、ｃｆ町、ｃｇ町、

ｃｈ村又はｃｊ区であった者については基本的に平成３０年３月まで

８５か月分の避難慰謝料を、ｃｋ区であった者については平成２４年

８月まで１８か月分の避難慰謝料を認めるのが相当である。上記

（１）〈１〉の主張は、採用できない。
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　　また、第五次追補の内容に加え、引用に係る原判決が認定した１

審被告東電による津波対策の先送りの事情、１審被告東電による１審

原告らに対する財産的賠償の状況その他一切の事情を勘案すれば、上

記２で補正の上で原判決を引用して説示したとおり、故郷喪失・変容

慰謝料につき、生活地域がｃｅ町であった被害者については７００万

円、ｃｆ町、ｃｇ町、ｃｈ村又はｃｊ区であった被害者については２

５０万円に増額し、ｃｋ区であった被害者についても原判決のような

限定を付さず一律５０万円を基本額として認めるとともに、原判決の

考え方等も踏まえてその居住年数が長期（ｃｅ町であった被害者につ

いてはある程度長期）であった被害者について本判決別紙３「認容額

等一覧表」の「控訴審」欄の「故郷喪失・変容慰謝料の増額」欄のと

おりの増額を認めるのが相当である。他方、避難慰謝料の認容状況等

も更に併せて考慮すれば、健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は、同

「健康不安慰謝料及びその他の慰謝料」欄のとおり基本的に原判決と

同額とするのが相当である。上記（１）〈２〉の主張は、これに沿う

限度で理由がある。

　５　当審における１審被告東電の補充主張とこれに対する判断

　　（１）　１審被告東電は、生活地域が同じであった者に対して一

律に同額の避難慰謝料と故郷喪失・変容慰謝料を認めるのは不当であ

り、個別事情に応じて算定すべきであるなどと主張する。

　　しかし、１審原告らは、主として被害者ら全体ないし生活地域が

同じ被害者らに共通する精神的損害についての損害賠償を請求してお

り、１審被告東電がこれに基づく損害賠償を行う旨を表明している第

五次追補と同様に、その共通部分に係る定型的な精神的損害につき、

一律の避難慰謝料や故郷喪失・変容慰謝料を認めることは不当ではな

い。上記主張は、採用できない。

　　（２）　１審被告東電は、一部の１審原告につき、対象期間中に

建物を新築して確保した住居に居住を開始したなどとして、その時点

で避難生活を終了したと主張する。

　　しかし、避難相当期間の経過前の時点においては、被害者らがも

ともと居住していた生活地域の将来像はいまだ不確定かつ流動的で同

地域に帰還するか否かを確定的に決められる状況にはなく、住居を確

保しただけで直ちに従前の日常生活を回復できるわけではないのであ

り、外形的、類型的に認定可能な死亡の事実や時期とは異なり、本件

事故から１２年以上も経過した現時点で改めて個別的事情を審理して

避難生活の終了について判断することは、個別の避難実施時期を問わ

ず一律に避難相当期間を定めた第五次追補の趣旨にも反すること等に

鑑みれば、上記のような場合も含めて一律に避難相当期間につき月額

１０万円の避難慰謝料を認めるのが相当である。１審被告東電の上記

主張は、採用できない。
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　　（３）　１審被告東電は、１審原告らに対しては財産的賠償も含

めて十二分の賠償を実施済みであり、因果関係が明らかでない損害へ

の賠償も合わせて過払になっている者もいるところ、１審原告らの請

求に対する判断に当たっては、慰謝料に財産的損害を含めた損害の全

額を認定した上で、財産的賠償も含めて世帯単位で既払額を算定して

損害の全額から控除し、残額がある場合に初めて慰謝料請求を認容す

べきであるなどと主張する。

　　しかし、１審原告らと１審被告東電は、従前、個別の項目ごとに

損害賠償請求とこれに対する支払を繰り返しており、財産的損害に対

する賠償や住居確保費用の支払に当たっては、これを当該支払項目の

みに充当する旨を黙示的に合意していたと認められ、これが精神的損

害に充当されるとはいえない。そして、本件事故によりその所有する

不動産や家財等の財産価値が毀損されたことによる損害賠償と、本件

事故がその内容、深刻さ、周辺に及ぼした被害の規模、範囲、期間等

において前例のないものであったことを踏まえ、本件事故に特有の事

情を考慮して裁判例の積み重ねによって順次認められるに至り、第五

次追補において集約、類型化された各種の精神的損害に対する賠償

（慰謝料）とは、本件事故に起因する損害賠償である点では共通する

といえるものの、その性質は全く異なるものである。また、前記のと

おり、第五次追補は、極めて特異で前例のない本件事故によって被害

者らに生じた精神的損害について、類型的に把握される要素をある程

度網羅的に評価しており、類型的に把握することのできない個別事情

に基づく損害を除き、本件事故による精神的損害の評価方法として一

定の合理性を有するものであり、今後の迅速、公平かつ適正な賠償の

実施等による被害者救済に資するものであって、１審被告東電におい

ても、その内容に即して賠償を行うことを表明している。それにもか

かわらず、１審被告東電が主張するように、本件訴訟において訴訟外

でその時点における一定の黙示的合意に基づいて賠償金が支払われた

はずの財産的損害につき改めて審理してその損害額を確定しなければ

１審原告らの慰謝料の認容額を判断できないというのでは、上記の第

五次追補の趣旨目的を無にするに等しいといわなければならない。そ

うすると、仮に前記の合意が直ちに特定の損害費目につき不可争力を

伴う和解契約を成立させるものとまではいえないとしても、現時点

で、財産的損害費目につき上記合意に基づいて過去に支払った賠償金

の一部を、本件で１審原告らが請求する慰謝料に対する弁済であると

主張することは、訴訟法上及び実体法上のいずれの見地からも信義則

に反し、許されないというべきである。上記主張が時機に後れた攻撃

防御方法であるとする１審原告らの主張は、このような趣旨をいうも

のとして是認することができる。また、精神的損害は、個々の被害者

について生ずるものであるから、既払額の算定は、世帯単位ではな

く、個人単位で行うべきものである。上記主張は、いずれも採用でき

ず、１審被告東電が行った財産的損害に対する賠償の状況は、慰謝料

を算定するに当たっての事情の一つとして考慮するにとどめるのが相

当である。
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　　（４）　１審被告東電は、一部の被害者ないしその世帯につき、

本件事故に起因しない財産的損害について賠償がされた場合や明らか

に過大に賠償金を受領している場合に当たるとして、このような賠償

額は慰謝料額から控除すべきであるとも主張する。

　　しかし、一見して明らかに過大な賠償金の受領等と認めるに足り

る的確な証拠がないことをひとまず措き、そのような主張のあった１

審原告ないしその世帯に限るとしても、１２年以上前に遡って当時の

具体的な生活状況や物損を含む賠償金受領の経緯等の個別的な事情に

立ち入って精査しその点を改めて逐一審理して明らかに過大な賠償金

の額を確定しなければ当該被害者につき認容すべき慰謝料額を判断で

きないのでは、第五次追補の趣旨目的を無にするに等しい点で変わり

はないから、１審被告の上記主張も実体法上及び訴訟法上の信義則に

反し、許されないというべきである（仮に財産的賠償や住居確保費用

の支払につきどうしても看過し難い程度に不当な支払や過払等を受け

た者がいるというのであれば、１審被告東電が該当者に対して個別に

不当利得返還等の請求をすれば足りる。）。

　　（５）　１審被告東電は、本件事故に関する１審被告国の国賠法

上の責任を否定した最高裁判決（最高裁令和３年（受）第３４２号同

４年６月１７日第二小法廷判決・民集７６巻５号９５５頁参照）を引

用して、１審被告東電においても本件事故を回避することは不可能で

あったとして、１審被告東電に重大な過失はないと主張する。

　　しかしながら、引用にかかる原判決が詳細に認定したところによ

れば、１審被告東電は、地震や津波及びこれに対する防護方法につ

き、経産大臣（保安院）を遥かに上回る知見と情報収集力を有してい

たことがうかがわれ、このような前提を捨象して両者を同一視するか

のような１審被告東電の主張は失当である。そもそも本件事故につい

て１審被告東電が負う損害賠償責任は原賠法３条１項で定められた無

過失責任であり、理論的にみれば１審被告東電の過失の有無や程度に

よって損害賠償責任を負う範囲自体が直ちに増減するわけではない。

１審被告東電の対応については、１審被告東電に法的過失が認められ

るか否かの見地からというよりも、原発施設の破壊による放射性物質

の放出という過去に前例のない特異な事故である本件事故の発生に

よって生じさせた被害者らの精神的苦痛の程度を適切に判断するため

の事情として検討すべきものである。地震という天災をそもそもの発

端とする本件事故において、被害者らの精神的苦痛の程度を左右する

大きな要素は、１審被告東電が予見された危険性に対してどの程度誠

実に向き合い、真摯にその対策に努めていたかという点にあり、本件

事故の発生につき１審被告東電に法的に過失を認め得るか否かという

問題とは必ずしも同一ではないと考えられる。
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　　しかるところ、引用にかかる原判決が認定したとおり、１審被告

東電は、平成１４年８月頃、保安院から文部科学省に設置された地震

調査研究推進本部の地震調査委員会が先に公表した、三陸沖北部から

房総沖にかけての日本海溝寄りの南北に細長い領域のどこでも明治２

９年に発生した明治三陸地震と同様の地震が発生する可能性があるな

どとする「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価につい

て」（長期評価）に基づく津波の高さの計算を求められたが、これと

異なる論文の存在を指摘するなどして長期評価の信頼性に疑義を呈し

て上記計算を免れた上、遅くとも平成２０年８月頃までには長期評価

に基づく内部的な計算で福島第一原発の敷地南側に最大でＯ．Ｐ．＋

１５．７ｍの津波（以下「本件試算津波」ということがある。）の到

来する可能性を認識したにもかかわらず、その結果を速やかに保安院

に報告せず、結局、本件事故まで長期評価を踏まえた津波対策をしな

かったものである。このような１審被告東電の津波対策先送り等の事

情からすれば、１審被告東電が原子力災害の発生の防止に関し万全の

措置を講ずべき責務を負う原子力事業者（原子力災害対策特別措置法

３条）として、地震やこれによる津波の到来の危険性に誠実に向き

合ってこれを予見し、これに対して真摯に対応していたとは到底いう

ことができず、１審原告らにおいて、本件事故はその発端こそ天災で

あっても本件事故そのものは人災ではないかという思いが捨て難いも

のとなり、精神的苦痛が増幅されたことが容易に推察される。本件津

波が本件試算津波とはその規模や方向性などの点において異なるもの

であったことからすると、１審被告東電が上記対策を講じていた場合

でも、本件事故に類似した何らかの事故発生の可能性があったことは

否定し難いとしても、その事故から生じた被害の規模（本件で問題と

なっている放射性物質の放出の有無及びその量）が本件事故と全く同

様となったことまで直ちに推定されるわけではない。１審被告東電が

平成１４年８月の時点で保安院の求めに応じて速やかに長期評価に基

づく計算を行ってこれに対する万全の対策（防潮堤の設置、建屋の移

設ないしその敷地のかさ上げや水密化技術の開発等）を検討、実施

し、又は上記計算を行った後速やかにその結果を保安院に報告すると

ともに当時考え得る限りの対策を講じていれば、事故の発生自体は防

止できなかったとしても、その規模（放射性物質放出の有無及び量）

は本件事故とはかなり異なるものになっていた可能性は否定し難い

し、少なくとも被害者らはそう考えるはずである。したがって、結果

回避可能性についての１審被告東電の主張を考慮しても、１審被告東

電が長期評価に基づく計算を取り入れた対策を講じないまま本件事故

の発生に至ったことは、本件において適切な慰謝料額を算定するに当

たっての重要な一事情であるというべきである（原判決は、特に健康

不安慰謝料及びその他の慰謝料の算定において、このような事情を考

慮したとうかがわれ、本判決もこれを是認する。）。

　６　その他の主張について
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　　１審原告ら及び１審被告東電がその他主張するところを検討して

も、原審における主張の繰り返しにとどまるか、上記判断を左右しな

い事情や独自の観点からの立論を述べるものにすぎず、以上の判断は

変わらない。

第４　結語

　　よって、１審原告ら（ただし、１審原告番号Ｔ１及びＴ２－１な

いし５を除く。）の１審被告国に対する控訴を棄却し、本判決別紙３

「認容額等一覧表」の「各控訴への判断」の「原告控訴」欄に「一部

認容」の記載のある１審原告らの控訴及び同「東電控訴」欄に「一部

認容」の記載のある１審原告らに対する１審被告東電の控訴に基づい

て各該当の１審原告らの請求につき同表の「当審認容額」欄及びこれ

に対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による

遅延損害金の支払を求める限度で認容する内容に原判決を一部変更

し、同表の「原告控訴」欄に「棄却」の記載のある１審原告らの１審

被告東電に対する控訴及び同「東電控訴」欄に「棄却」の記載のある

１審原告らに対する１審被告東電の控訴をいずれも棄却することとし

て、主文のとおり判決する。

第３民事部

　（裁判長裁判官　瀬戸口壯夫　裁判官　綱島公彦　裁判官　北川

瞬）

（別紙１）１審原告ら目録（省略）

（別紙２）

　　代理人目録

　１　１審原告ら訴訟代理人弁護士　Ｅ

　　Ｉ

　　Ｊ

　　Ｌ

　　Ｎ

　　ａａ

　　ａｂ

　　ａｃ

　　ａｄ

　　ａｅ

　　ａｆ

　　ａｇ

　　ａｈ

　　ａｉ

　　ａｊ

　　ａｋ

　　ａｌ
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　　ａｍ

　　ａｎ

　　ａｏ

　　ａｐ

　　ａｑ

　　ａｒ

　　ａｓ

　　ａｔ

　　ｂａ

　　ｂｂ

　　ｂｃ

　　ｂｄ

　２　１審被告東電訴訟代理人弁護士　ｂｆ

　　ｂｇ

　　ｂｈ

　　ｂｉ

　　ｂｊ

　　ｂｋ

　　ｂｌ

　　ｂｍ

　　ｂｎ

　　ｂｏ

　　ｂｐ

　　ｂｑ

　　ｂｒ

　　ｂｓ

　　ｂｔ

　　ｃａ

　　ｃｂ

　　同訴訟復代理人弁護士　ｃｃ

　３　１審被告国指定代理人（省略）

（別紙３）

（別紙４）

別紙５

別紙６

令和２年（ネ）第３１１号　損害賠償請求控訴事件

控訴人兼被控訴人（第一審原告ら）　控訴人番号１－１　外８２名
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被控訴人兼控訴人（第一審被告）　東京電力ホールディングス株式会

社

被控訴人（第一審被告）　国

　主要争点に関する一審原告らの主張の要約書

　　（第１分冊）責任論

仙台高等裁判所　第３民事部　御中

　　２０２３（令和５）年１０月３０日

　　控訴人ら訴訟代理人　弁護士　Ｅ

　　同　弁護士　Ｉ

　　同　弁護士　ａａ

　　目次

Ⅰ　最判令和４年６月１７日の誤り及び水密化等により本件事故を回

避できたこと

第１　はじめに

第２　原判決において適法に確定した事実からの逸脱

　１　多数意見の判示

　２　多数意見の民事訴訟法違反

　３　小括

第３　防潮堤等の設置を対策の基本として多重防護を否定した誤り

　１　防潮堤を「合理的で確実なもの」とした誤り

　２　我が国でも敷地の浸水を前提とする防護措置の実績はあったこ

と

　３　浸水を防ぐための防護措置についても法令の定めや指針が存在

しないこと

　４　海外でも敷地の浸水を前提とする溢水対策が一般的であったこ

と

　５　東電における津波対策の経過についての認識の誤り

　６　防潮堤等だけでは不十分との考え方が有力であったことはうか

がわれないとした誤り

　７　法令の趣旨、目的を無視した判断がなされていること

第４　明治三陸計算結果についての認識の誤り

　１　「本件試算」を「最悪の事態に対応したもの」とした誤り

　２　明治三陸計算結果を「試算」と呼ぶ誤り

　３　地震の規模の違いを強調した誤り

　４　約２．６ｍと約５．５ｍとを比べた誤り

第５　東側の防潮堤の要否を曖昧にした誤り

第６　敷地の浸水を前提とした津波対策が有り得たこと

　１　多数意見が多数の証拠を見落としていること

21/189第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 09:40
（審71）2-1-6



　　（１）事故前の規制機関において敷地の浸水を前提とする津波対

策を検討していたことを示すもの

　　（２）事故前の一審被告東電においても敷地の浸水を前提とする

津波対策を検討し、もしくは実施していたことを示すもの

　　（３）東電以外の事業者においても敷地の浸水を前提とする津波

対策を検討し、または実施していたことを示すもの

　　（４）本件事故前においても敷地の浸水を前提とする津波対策を

実施可能でありまたそれが必要であったことを示す専門家の知見

　　（５）その他

　２　敷地の浸水を前提とした水密化等の津波対策が可能であったこ

とを示す証拠で令和４年最判の各原原審において提出されていなかっ

たとみられるもの

　　（１）事故前の規制機関において敷地の浸水を前提とする津波対

策を検討していたこと示すもの

　　（２）事故前の一審被告東電においても敷地の浸水を前提とする

津波対策を検討し、もしくは実施していたことを示すもの

　　（３）事故前の東電以外の事業者においても敷地の浸水を前提と

する津波対策を検討し、または実施していたことを示すもの

　　（４）本件事故前においても敷地の浸水を前提とする津波対策を

実施可能でありまたそれが必要であったことを示す専門家の知見

　　（５）その他

　３　ｃｐ調書と東京地裁令和４年７月１３日判決について

第７　貞観津波による予見可能性と結果回避可能性

　１　貞観津波を考慮した防潮堤による結果回避可能性

　２　防潮堤が完成するまでの運転一時停止

第８　令和４年最判の多数意見が批判に晒されていること

　１　令和４年最判に対する被害者の声

　２　法学者による判例評釈でも批判されていること

　３　令和４年最判後も、東電の責任は認められていること

Ⅱ　貞観津波を考慮すべきであること

第１　ｃｑ氏の証人尋問で示されたこと

　１　「津波評価技術」は審査の基準にはなっていなかったこと

　２　産総研の貞観津波のモデルは十分に信頼できるモデルであった

こと

　３　知見が確立していなくとも原子力規制に取り入れられるべきこ

と

　４　堆積物調査よりもまず対策を優先すべきと東電に助言していた

こと

第２　平成２１年報告の時点において、精度及び確度を備えた見解で

はなかったとする一審被告国の主張の誤り
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　１　精度や確度を備えた津波の想定は不可能であること

　２　保安院や安全委員会では地震動の審議しかなされていないこと

　３　産総研の断層モデルが規制に取り入れられなかったことの不合

理性

　４　保安院は貞観津波に関する知見の検討状況を適宜確認していた

という主張に対する反論

第３　原判決の誤りを指摘する一審被告国の主張の誤り

　１　計算結果が１０ｍ盤を超えないことは原判決も意識しているこ

と

　２　想定を上回る津波が発生する可能性があることを意識していた

ことは考慮事情の１つとなり得ること

　３　一審被告東電の方針に合理性はなかったこと

　４　精度と確度を備えた貞観津波の波源の推定はほぼ不可能である

こと

第４　小括

Ⅲ　株主代表訴訟の現地進行協議により明らかになったこと

Ⅳ　結論

（注）目次及び本文で使用している略語は、原判決及び控訴審におけ

る一審原告らの主張書面の表記に倣うものである。

　　責任論の主要争点に関する一審原告らの主張の要約書

Ⅰ　最判令和４年６月17日の誤り及び水密化等により本件事故を回避

できたこと

第１　はじめに

　　最高裁第二小法廷は、令和４年６月１７日、本件福島第一原子力

発電所事故についての国の賠償責任を問う４つの事件について、長期

評価に基づく予見可能性を暗黙の前提としつつも、「仮に、経済産業

大臣が、本件長期評価を前提に、電気事業法４０条に基づく規制権限

を行使して、津波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を

講ずることを東京電力に義務付け、東京電力がその義務を履行したと

しても、本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入するこ

とは避けられなかった可能性が高く、…本件事故と同様の事故が発生

するに至っていた可能性が相当にあるといわざるを得ない」（判決書

１０頁）と判示し、結果回避可能性を否定して、本件事故についての

国の責任を認めた仙台高判令和２年９月３０日（甲Ｃ３７１の１・

２）、東京高判令和３年２月１９日（甲Ｃ３７２）及び高松高判令和

３年９月２９日（甲Ｃ３７３）を破棄し、自判することによって国の

責任を否定した（以下「令和４年最判」という。）。
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　　令和４年最判の多数意見において正当な点は、長期評価の信頼性

を黙示的に認めた点のみである。多数意見は、民事訴訟法上、最高裁

は下級審の事実認定に拘束されるにもかかわらず（同法３２１条１

項）、これを無視するという法令違反を犯し独自の事実認定をしてい

る。そもそも事実認定は、法準則・法命題を示すものではなく「判

例」を構成するものではなく、下級審裁判官に対する拘束力はまった

くない。しかもそこまでして行った事実認定も後記のとおり悉く誤っ

ている。

　　一方、ｃｒ裁判官の反対意見は、関係法令の解釈、予見可能性及

び結果回避可能性という主要な論点について漏れなくかつ的確に見解

を示した上、多数意見ひいては原子力安全・保安院の規制機関として

の在り方に対して冷静かつ論理的な批判を加えている。ｃｒ反対意見

こそ、下級審の裁判官に対して模範を示す「真の最高裁判決」である

というべきである。

　　以下においは、令和４年最判の多数意見の誤りを具体的に指摘す

るとともに、各論点におけるｃｒ反対意見についても適宜示していく

こととする。

　　なお、令和４年６月１７日には、国の賠償責任を否定する最高裁

判決が複数出されており、それぞれ細部は異なるが、このうち原審が

東京高裁（一審千葉地裁）の事件（令和３年（受）第１２０５号）に

ついての判決（甲Ｃ３７８の１・２）が他の判決をほぼ包含する内容

になっているため、特に断らない限り「令和４年最判」は当該判決を

指すものとし、原審が東京高裁以外の高裁判決は「令和４年最判の福

島高判」等と表記し、すべての原判決（ないし原審）を表記する場合

には「令和４年最判の各原判決（ないし原審）」と表記する。

第２　令和４年最判の「原判決において適法に確定した事実」からの

逸脱

　１　多数意見の判示

　　多数意見は、「原審の適法に確定した事実関係等」の、

「（７）　本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策の在

り方」として、「本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対

策は、…津波により上記敷地（引用者注：安全設備等が設置される原

子炉施設の敷地）が浸水することが想定される場合には、防潮堤、防

波堤等の構造物（以下「防潮堤等」という。）を設置することにより

上記敷地への海水の浸入を防止することが対策の基本とされていた」

（５～６頁）と判示した（下線部引用者）。同様の判示は各所で繰り

返され（８、１０頁）、多数意見において結果回避可能性を否定する

主要な根拠として用いられている（なお、多数意見はその法的位置づ

けを明確にしていないが、条件関係の定式「ＰなければＱなし」にあ

てはめるような判示をしていることから、因果関係の判断として結果

回避可能性を否定しているものと解される）。

　２　多数意見の民事訴訟法違反
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　　しかし、令和４年最判の各原判決は、敷地への浸水を前提とする

津波対策が採られた可能性を排除せず、かつ主要な論点の１つとして

して事実認定を行っている。すなわち、令和４年最判の多数意見が前

提とする、防潮堤等の設置を「対策の基本」とする事実認定はなされ

ていない。国の責任を認めた令和４年最判の各原判決である仙台高判

（一審福島地裁）、東京高判（同千葉地裁）及び高松高判（同松山地

裁）はもとより、国の責任を否定した東京高判（一審群馬地裁前橋支

部）（丙Ｃ３７３）さえもこのような事実認定を行っておらず、むし

ろ、水密化という、敷地の浸水を前提とする津波対策が十分あり得た

ことを前提とする判示をしている。

　　民事訴訟法３２１条１項が「原判決において適法に確定した事実

は、上告裁判所を拘束する」と規定するとおり、上告審は法律審であ

り事後審であるから、原判決が確定した事実を基礎としなければなら

ないのであって、新たな事実認定をすることは許されない。すなわ

ち、最高裁が自ら自由心証によって事実認定をし、原審の事実認定と

の異同を検討し、自己のそれを優越させることは許されない。それゆ

えに、新たな事実認定が必要となる訴えの変更や反訴の提起を上告審

ではすることができないとされている。上告審が原審の事実認定に介

入しようという場合は、原判決が「不適法」に確定した事実であるこ

とが前提条件となるため、原判決の事実認定に経験則違反や釈明権不

行使等を犯した「不適法」があることを明らかにしなければならない

1
。

　　原判決が適法に確定した事実認定を独自に覆した多数意見は、法

３２１条１項に違反している。最高裁が民事訴訟法に反してまでして

行った前記判示には、事例判断としても下級裁判所の裁判官が参照で

きるような規範性はまったくないというべきである。

　　さらに、民事訴訟法３１８条１項は、上告受理申立て理由につい

て、判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項に限定している

ところ、前記仙台高判、同東京高判及び同高松高判について、国は、

国賠法１条及び電気事業法４０条の解釈の誤りを指摘し上告受理の申

立てをしていた。しかしながら、多数意見は、前記仙台高判等に対し

国が指摘する当該法令の解釈の誤りについて一顧だにせず、事実認定

の相違のみによって原判決を破棄した。このような帰結から判断する

に、最高裁は、「法令の解釈に関する重要な事項」があると言えない

にもかかわらず上記各申立事件を受理したのであって、このことはそ

もそも最高裁は民事訴訟法３１８条１項に違反する上告受理を行った

ものとみるべきである。

　３　小括
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　　前記防潮堤等により敷地への海水の浸入を防止することを対策の

基本とするという多数意見の判示は、あくまで事実認定にとどまるも

のであるから、下級審の裁判所に対する拘束力があるとされる法準

則・法命題としての「判例」にはなり得ない。したがって、事実審ま

での訴訟資料が異なれば、異なる判断はあり得る。後記のとおり、本

訴では、予見可能性の点でも結果回避可能性の点でも、前記仙台高判

等の事件では提出されていなかった主張立証がなされているのである

から、多数意見の誤った事実認定にとらわれる必要はない。

第３　防潮堤等の設置を対策の基本として多重防護を否定した誤り

　１　防潮堤を「合理的で確実なもの」とした誤り

　　多数意見は、防潮堤等の設置を「津波による原子炉施設の事故を

防ぐための措置として合理的で確実なもの」（１０～１１頁）と判示

する。

　　しかしながら、津波は人工的にコントロールできない自然現象で

ある上、比較的最近のものを除き詳細な記録が少なく未解明な点が多

いため、いかに余裕をもって津波を想定し防潮堤等で対策しても、こ

れを超える津波が発生する可能性は否定できない。また、津波の波力

や漂流物の評価式は未だ確立しているとはいえず、現代の計算技術を

もってしても想定内の津波であっても防潮堤等が確実に機能する保障

はない。

　　このように、防潮堤等の設置による津波対策にも不確実な要素は

あり、深刻な災害を万が一にも引き起こしてはならない原子炉施設の

津波対策として、他の対策を必要としないほどの確実性を備えてはい

ない。この点で多数意見には根本的な誤解がある。

　　また、防潮堤等の設置は、水密化等他の津波対策と比較して長期

間を要する上、費用も多額に上り、その意味でも「合理的」とはいえ

ない。

　　結局のところ、多数意見が何をもって防潮堤等を「合理的」とし

たのか、意味不明である。

　２　我が国でも敷地の浸水を前提とする防護措置の実績はあったこ

と

　　多数意見は、「本件事故前に、我が国における原子炉施設の主た

る津波対策として、津波によって上記敷地（引用者注：安全設備等が

設置された原子炉施設の敷地）が浸水することを前提とする防護の措

置が採用された実績があったことはうかがわれず」（判決書１０頁）

と判示する。

26/189第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 09:40
（審71）2-1-6



　　しかしながら、我が国の原子力発電所の津波対策としても、例え

ば、ｃｓ原子力発電所では、設置当初から、敷地前面に巨大な砂丘が

存在するにもかかわらず、原子炉建屋等に防水構造の防護扉が設置さ

れている。福島第一・第二原子力発電所では、平成１４年の「津波評

価技術」の刊行に合わせて、４ｍ盤の浸水を前提とするポンプ用モー

ターのかさ上げや熱交換器建屋等の水密化等を実施している。日本原

電は、津波バックチェックに際して、平成２０年６月までにｃｔ原発

及びｄａ原発について「津波影響のある全ての管理区域の建屋の外壁

にて止水する」という基本方針を決定し、これを実行している。

　　我が国の原子炉施設において、敷地が浸水することを前提とする

防護の措置は本件事故前から幾つもの実績があったのであり、これを

見落として防潮堤等の設置を津波対策の基本とした多数意見の事実認

定が誤っていることは明らかである。

　　一方、本件事故前の我が国の原子炉施設において、防潮堤、防波

堤等の構造物で津波による敷地への海水の浸入をすべて防ぐという津

波対策が実施された例はない。本件事故直前の平成２２年１２月２４

日、東電・ｄｂ原発１号機について、敷地の南端の一部に高さ２ｍの

防潮堤を設置して敷地への浸水を防ぐという計画で、原子炉設置許可

が出された例があるに止まる
2
。

　３　浸水を防ぐための防護措置についても法令の定めや指針が存在

しないこと

　　多数意見は、「当該防護（注：敷地が浸水することを前提とする

防護）の措置の在り方について、これを定めた法令等はもちろん、そ

の指針となるような知見が存在していたこともうかがわれない」（１

０頁）と判示する。

　　しかし、そもそも我が国の原子炉施設は想定津波よりも十分高い

地盤に設置することとされていたのであり、一審被告東電が明治三陸

計算結果等の存在を隠していたこともあって、浸水を防ぐための防護

措置（防潮堤等の設置）の在り方についても、敷地を浸水させるよう

な想定津波に対する防護の措置（水密化等）の在り方についても、公

に議論されたことはほとんどなかった（丙Ｃ１２０・３８頁）。した

がって、水密化等についてのみならず、防潮堤等の設置の在り方につ

いても、法令等で定められておらず、指針となり得るだけの知見が存

在していたこともうかがわれないのであって、敷地の浸水を前提とす

る津波対策についてのみ法令等や指針となるような知見が存在しな

かったかのように述べる多数意見は、事実に基づかない明らかに偏っ

た判断をしている。
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　　ｃｒ反対意見では、「多数意見は、本件事故以前の津波対策につ

いて、津波により上記敷地の浸水が想定される場合、防潮堤等を設置

することにより上記敷地への海水の浸入を防止することを基本とする

ものであったことを強調するが、このことを定めた法令はもとより、

そのような指針が存在したわけでもなく、また、本件長期評価の公表

以前に、防潮堤等の設置により上記敷地の浸水を防止することを前提

として、原子炉の設置許可等がされた実績があったこともうかがわれ

ない。それまでは、想定される遡上波が到達しない十分高い場所に上

記原子炉施設が設置されることにより安全性が確保されているとし

て、津波による浸水が想定される場合の対策については、十分な検討

がされていなかったというべきであろう」（４４～４５頁）、「この

ような試算（引用者注：明治三陸計算結果）は、本件事故以前には公

表されなかったことがうかがわれ、そのような状況で、これを前提と

する専門家等の具体的な議論が広く見られなかったとしても、それは

むしろ当然のことであり、それが上記のような多重的な防護（引用者

注：水密化等）の必要性等を否定する理由となるものではない」（判

決書４７頁）という正当な指摘がなされている。

　４　海外でも敷地の浸水を前提とする溢水対策が一般的であったこ

と

　　多数意見は、「海外において当該防護（注：敷地が浸水すること

を前提とする防護）の措置が一般的に採用されていたこともうかがわ

れない」（判決書１０頁）とも判示する。

　　だが、台湾のｄｃ原発においては津波対策として高台に緊急用の

ガスタービン電源２基が設置されている（甲Ｃ２９４の１添付資料２

２）。米国東海岸のｄｄ湾奥にあるｄｅ原発、ｄｆ原発では、仮に設

計基準水位まで上昇した場合には敷地の浸水を覚悟して、非常用

ディーゼル発電機の吸気口や冷却水ポンプを十分高い位置に引き上げ

ている（甲Ｃ３８１・２２頁）。日本機械学会第１２次海外調査団の

報告書（甲Ｃ３８４）では、米国における溢水対策として、水密扉の

活用が幅広く行われていることが報告されており、この記載からして

も本件事故前から海外において敷地の浸水を前提とした津波対策が一

般的に採用されていたことは十分にうかがわれる。

　　ｃｒ反対意見でも、「その当時、国内及び国外の原子炉施設にお

いて、一定の水密化等の措置が講じられた実績があったことがうかが

われ、扉、開口部及び貫通口等について浸水を防止する技術的な知見

が存在していたと考えられる」（判決書４４頁）という正当な意見が

述べられている。

　５　東電における津波対策の経過についての認定の誤り
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　　多数意見は、「東京電力が本件試算津波と同じ規模の津波に対す

る対策等について検討した際に原審のいうような課題
3
を指摘する意見

が出されていたからといって、それだけで、東京電力が上記津波に対

する対策を講ずることとなった場合に、上記津波による本件敷地の浸

水を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置することを断

念したであろうと推認することはできず、むしろ、上記防潮堤等の設

置を実現する方策が更に検討されることとなった蓋然性が高い」（判

決書１０頁）と判示する。

　　まず、一審被告東電が平成２０年７月３１日のいわゆる「ｄｇ決

定」までに検討していたのは主に海中の防潮堤であるが、かかる防潮

堤でも明治三陸計算結果による敷地への遡上を完全に防ぐことまでは

想定されていなかった。その検討の際、ｄｈ部長が「発電所だけを守

ると周りに水がザブンと行ってしまうんだ」というような趣旨のこと

を発言し、以後は「モーターの水密化を指向する」（丙Ｃ３００の３

指定弁護士提示資料１０９参照）こととなって、防潮堤の検討は進ん

でいない。平成２２年８月２７日に開催された福島地点津波対策ワー

キング（第１回）でも、土木調査グループより、「土木側の対策とし

て防潮堤の設置を検討していたが、『発電所設備は、守れても発電所

周辺の一般家屋等に影響があるのは、好ましくない。』との社内上層

部の意向があり、本検討は中断中。よって、上記の状況を踏まえると

設備側での対応が必要」との報告がされている（甲Ｃ２８１）。平成

２３年２月１４日に開催された福島地点津波対策ワーキング（第４

回）では、建築耐震グループから「Ｒ／ＢおよびＴ／Ｂにおいても、

津波の遡上により浸水する可能性があることから対策の検討が必要。

（Ｄ／Ｇ、非常用電源室、非常用ポンプ（ＥＣＣＳ）等に対する対

策）」という報告がされており（甲Ｃ２８３）、一審被告東電が敷地

の浸水を前提とする対策を検討していたことは明らかである。

　　このように、一審被告東電は、平成２０年７月３１日までの時点

でもそれ以降でも、敷地の浸水を防ぐための防護措置を実現する方策

のみを検討していた訳ではない。多数意見はこのような一審被告東電

における検討経過を正確に理解できていない。

　６　防潮堤等だけでは不十分との考え方が有力であったことはうか

がわれないとした誤り

　　多数意見は、「本件事故以前において、津波により安全設備等が

設置された原子炉施設の敷地が浸水することが想定される場合に、想

定される津波による上記敷地の浸水を防ぐことができるように設計さ

れた防潮堤等を設置するという措置を講ずるだけでは対策として不十

分であるとの考え方が有力であったことはうかがわれず」（判決書８

頁）と判示する。

　　しかしながら、前記のとおり、我が国の原子炉施設の津波対策

は、安全設備等が設置される敷地を想定される津波の水位よりも十分

高くすることが基本であったため、敷地に浸水するような津波への対

策が公に議論されたことはほとんどない。そのため、防潮堤等の設置

で十分であるとの考え方が有力であった事実もない。
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　　それでも、土木学会の津波評価部会の主査であったｄｉ氏は、想

定を超える津波もあり得るという前提で、非常時に炉心を冷却するた

めの設備が確実に機能するよう然るべき防水性を確保すべき旨等と指

摘していたことが認められ（丙Ｃ３０９）、これに反対する意見が

あった事実は特段認められないのであるから、防潮堤等の設置だけで

は不十分であるとの考え方は十分有力なものであったのである。

　７　法令の趣旨、目的を無視した判断がなされていること

　　多数意見では、経済産業大臣が規制権限を行使した場合、東電が

どのような対策を現実的に選択した可能性があるかという点が強調さ

れているように解されるが、本来議論されるべきであったのは、法令

の趣旨、目的からして、東電がどのような対策を選択すべきであった

かという点である。

　　一審被告東電は、その設置、運転する原子炉施設について、深刻

な事故が万が一にも生じないよう、万全の措置を講じる義務を負って

いたところ、敷地を超える津波はクリフエッジ事象（注；設計上の想

定を大きく上回る津波のように、ある大きさ以上の負荷が加わったと

きに、共通の要因によって安全機能の広範な喪失が同時に生じて、致

命的な状態になるような状況）であり、特に常用・非常用の電源設備

が１０ｍ盤上に設置されたタービン建屋等の１階ないし地下１階に集

中している本件原発では、１０ｍ盤に遡上した津波が安全性に多大な

影響を及ぼすことは、本件事故前でも容易に想像できたはずである

（後記のとおり、一審被告東電は、長期評価に基づき、本件原発の敷

地に最大でＯ．Ｐ．＋１５．７０７ｍの高さの遡上波が来襲すること

を平成２０年４月頃までには想定していた。）。その観点からする

と、単に防潮堤を設置するということで満足せず、多重防護の考え方

に則り速やかに水密化等の津波対策を実施して、より万全を期すべき

だったことは明らかである。多数意見においては、原子炉施設におけ

る深刻な事故を万が一にも生じさせないことが原子力関係法令の趣

旨、目的であるとの規範が欠けており、このことは多数意見が誤った

根本原因である。

　　加えて、大規模な防潮堤等の設置には長期間を要する一方で、津

波はそれを引き起こすかもしれない地震について一定の発生確率が公

表されていても具体的にいつ発生するのか予測できないのであるか

ら、数年以上先に防潮堤等が設置されるということで許容すべきでは

なく、仮に防潮堤等の設置をさせるとしても、それが効果を発揮する

までの間の過酷事故のリスクを低減する目的で、水密化等の短期間で

効果を発揮する津波対策の実施を求めるべきであったことは明らかで

ある。
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　　この点、ｃｒ反対意見では、「…浸水の危険性は、いかにまれと

はいえ、数多くの人の生命、身体等に重大な危害を及ぼすという現実

の問題であり、取返しのつかない深刻な災害を確実に防止するという

法令の趣旨に照らすと、津波による浸水を前提としない設計をそのま

ま維持することは、もはやその合理性を認め難いものであった。本件

技術基準に従って講ずべき措置としては、単に、想定される津波を前

提とした防潮堤等の設置で足りるということはできず、極めてまれな

可能性であっても、本件敷地が津波により浸水する危険にも備えた多

重的な防護について検討すべき状況にあったというべきである。そし

て、本件非常用電源設備は、主要建屋の１階又は地下１階に設置され

ており、本件敷地を浸水させる津波の襲来という単一の要因によっ

て、その機能を全て喪失する危険性が高いことは明らかであり、その

多重的な防護の必要性が特に高いものであった。これらの事情を総合

すると、本件技術基準の適用に関し、上記水密化等の措置は、防潮堤

等の設置が完了するまでの間において、本件非常用電源設備の機能を

維持するために必要かつ適切な措置であるとともに、その後も、本件

非常用電源設備の多重的な防護を図るものとして必要かつ適切な措置

であったということができる」（判決書４７頁）という、正当な見解

が述べられている。

第４　明治三陸計算結果についての認識の誤り

　１　「本件試算」を「最悪の事態に対応したもの」とした誤り

　　多数意見は、「本件試算は、…安全性に十分配慮して余裕を持た

せ、当時考えられる最悪の事態に対応したものとして、合理性を有す

る試算であったといえる」（判決書８頁）と判示する。

　　確かに、明治三陸計算結果（「本件試算」）は、「津波評価技

術」のパラメータスタディを用いることによって一定の保守性を付与

されており、本件地震以前の津波対策において基礎となる合理性を有

してはいたが、試算当時、これよりも最悪の津波が考えられなかった

訳ではない。

　　まず、長期評価は、もっとも起こり易い地震を対象にした一般防

災向けの予測であって、原子炉施設に対する自然現象の想定のように

安全側に立って最大規模の自然災害を想定したものではない（甲Ｃ７

３）。

　　また、１８９６年明治三陸津波は、三陸沖北部から房総沖の海溝

寄りで過去４００年間に発生した３つの津波地震のうち、もっとも直

近で信頼できる記録が多数あるため、波源の信頼性が他の２つ（１６

１１年慶長三陸津波、１６７７年延宝房総沖津波）よりも高いことか

ら、長期評価における震源域の想定にそのモデル（ｄｊ and ｄ

ｋ,1996）が参考にされているに過ぎず、「長期評価」は、当該領域に

おいて、明治三陸地震よりも大規模な津波地震は当該領域で発生しな

いことを予測するものではない。実際、１６１１年慶長三陸地震は、

明治三陸地震よりも規模が大きい津波地震と考えられている。
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　　そして、「津波評価技術」のパラメータスタディは、マグニ

チュードやすべり量といった、波高に大きな影響を与える波源のパラ

メータについてはまったく不確かさを考慮しない。また、津波は地震

から完全に説明できるものではなく、パラメータスタディでは考慮さ

れない不確かさがあることは、ｄｉ氏も繰り返し指摘していることで

ある（丙Ｃ３０９・３２頁等）。

　　加えて、「津波評価技術」の明治三陸地震の波源は、パラメータ

スタディを実施しても多くの地点で計算値が観測値を下回っている

（丙Ｃ３５の３・２－１８２頁参照）。これらの点からしても、明治

三陸計算結果は、長期評価を考慮しての当時考えられる最悪の事態に

対応したものとはいえない。

　　さらに、貞観津波について産総研の研究グループが作成したモデ

ル１０に基づく津波水位計算では、パラメータスタディを実施しなく

ても、本件原発１号機から４号機取水口全面の水位において明治三陸

計算結果を上回るような数値が算出されている。しかもモデル１０

は、将来の津波堆積物調査によってさらにモデルが大きくなる可能性

が留保されている上、津波の浸水限界と堆積物の分布限界との差を考

慮していない最小限のモデルに過ぎない。

　　多数意見は明治三陸計算結果が「安全性に十分配慮して余裕を持

たせ」たことを強調しているが、誤解である。このような誤解が、多

重防護の考え方にもとづく津波対策を否定し、また設計上の余裕を最

小限に止めるという発想につながったものと推測される。

　　他方で、ｃｒ反対意見では、「本件試算における断層モデルのパ

ラメータは、明治三陸地震の断層モデルを前提にしているが、それは

一つのモデルにとどまり、実際に発生する津波地震における断層の数

値がこれらに必ず一致するものでもない。パラメータスタディにより

その不確定性が一定程度緩和されるにしても、評価対象地点の各数値

が科学的に正確なものと確認することは、原理的に不可能といってよ

い。地震及び津波が諸条件によって複雑に変化し、予測が困難な自然

現象であって、これらに関する研究や予測の技術も発展過程にあるこ

とを考え併せれば、本件長期評価に基づく津波の想定においては、本

件試算の各数値を絶対のものとみるべきではなく、これを基本とし

て、相応の数値の幅を持つものと考えるのが相当である」（判決書４

２頁）と妥当な評価が示されている。

　２　明治三陸計算結果を「試算」と呼ぶ誤り

　　なお、令和４年最判は、明治三陸計算を「本件試算」と呼び、そ

の計算結果による津波を「本件試算津波」と呼んでいるが、「試算」

とするのは誤導である。
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　　本件原発の津波評価を担当した土木グループのｄｌ氏、ｄｍ氏及

びｄｎ氏は、本件原発の津波バックチェックで長期評価を取り入れざ

るを得ないと認識しており、その方針によって原子力設備管理部は、

平成２０年１月、東電設計に「長期評価」を考慮した津波計算を東電

設計に委託したのであり、試しに計算をしたのではない。最大でＯ．

Ｐ．＋１５．７０７ｍの津波が来襲するという計算結果が一審被告東

電上層部にとって想定外に大きく、対策費用の増大や運転停止リスク

の発生が懸念される状況になったため、これを直ちに取り入れていな

いことにしたのである。その実態を覆い隠すため、後から「試計算」

だったと呼ぶことにしたに過ぎない。

　　実際、平成２０年当時に作成された資料に「試算」や「試計算」

という文字は見当たらない。一審原告らが知る限り、明治三陸計算結

果を「試計算」等と呼んだのは、平成２３年２月１４日の福島地点津

波対策ワーキングの配布資料（甲Ｃ２８３）が最初である。

　３　地震の規模の違いを強調した誤り

　　多数意見には、「本件長期評価が今後発生する可能性があるとし

た地震の規模は、津波マグニチュード８．２前後であったのに対し、

本件地震の規模は、津波マグニチュード９．１」（判決書９頁）とい

う判示がある。

　　まず、長期評価では明治三陸地震の津波マグニチュードはｄｏ

（1999）等により８．２とされているものの、ｄｏ（2003）（丙Ｃ３

８０）では８．６に改められた上、遡上高の平均値からすると９．０

という言及もなされ、明治三陸地震と東北地方太平洋沖地震とには、

津波マグニチュードに有意な差

　　次に、明治三陸計算結果で波源となった地震の推定規模（Ｍｗ

８．３）が東北地方太平洋沖地震を下回っていることは事実である

が、東北地方太平洋沖地震でより大きくすべったのは宮城県沖であ

り、岩手県と宮城県の沿岸部では福島県よりも相当高い津波が観測さ

れている。一方で、明治三陸計算結果では、Ｍｗ８．３ではあるもの

の、初めから本件原発における津波水位がもっとも高くなる位置に波

源が配置されている。波源の位置の違いを考えずに単純に地震の規模

の違いを強調することはできないのである。

　４　約２．６ｍと約５．５ｍとを比べた誤り

　　多数意見は、「本件試算津波による主要建屋付近の浸水深は、約

２．６ｍ又はそれ以下とされたのに対し、本件津波による主要建屋付

近の浸水深は、最大で約５．５ｍに及んでいる」（判決書９頁）と判

示しているが、約２．６ｍというのは敷地上の構造物の考慮がない進

行波としての津波高さである一方、最大約５．５ｍというのは構造物

にぶつかり、せり上がった本件津波の痕跡と考えられ、これらを無条

件で比較するのは間違いである。
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　　明治三陸計算結果の「鉛直壁を設置した場合の最大津波高さ分

布」（甲Ｃ２５１の２・資料２５）では、敷地南側から４号機タービ

ン建屋付近の鉛直壁でＯ．Ｐ．＋１５ｍを優に超える数値は算出され

ているのであって、せり上がりを考慮した最大浸水深の比較であれ

ば、明治三陸計算結果と本件津波に有意な差はない。

第５　東側の防潮堤の要否を曖昧にした誤り

　　多数意見は、「本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の

浸水を防ぐことができるものとして設計される防潮堤は、本件敷地の

南東側からの海水の浸入を防ぐことに主眼を置いたものとなる可能性

が高く」（判決書９頁）と判示するが、本件敷地の東側に防潮堤を造

る想定なのか、造るとしてどの程度の高さにするのかについては明示

していない。

　　一方で、多数意見は、「一定の裕度を有するように設計されるで

あろうこと」は認めている。それと同時に、多数意見は、知見が不確

実で高さの予測が困難な津波に対し、多重防護を否定して、防潮堤等

のみで津波による原子炉施設の事故を「確実」に防ぐことを主眼とし

ている。そうであれば、本件敷地の東側にも「本件試算津波」を考慮

したそれ相応の高さの防潮堤を造る想定でなければならない。本件敷

地南東側の浸水を防ぐことに主眼を置いて、ここには高さ１０ｍ以上

の防潮堤を造るだけでなく、同東側には高さ４～５ｍ程度の防潮堤を

造っていれば、建屋等の水密化等を実施していなくとも、全交流電源

を喪失するような浸水は防げた可能性が高い。

　　多数意見は、「本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に

浸入することを防ぐことができるものにはならなかった可能性が高

い」「本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性が相当に

ある」と結論づけているが、他方で、多数意見は、津波による原子炉

施設の事故を「確実」に防ぐという程の裕度を有するよう設計するは

ずであることも想定している。そうであるにもかかわらず、なぜ大量

の海水の浸入を防ぐことができなかったという結論になるのかについ

て、多数意見は具体的な理由付けを避けており、判断理由に不備があ

る。
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　　他方、ｃｒ反対意見では、明治三陸計算結果では取水ポンプの位

置において１０ｍ前後の津波が想定されたこと、明治三陸計算結果の

各数値を絶対のものとみるべきではなく、相応の数値の幅を持つもの

と考えるのが相当であること、遡上波が本件敷地に到達すれば深刻な

事態が生ずることは明らかであるから安全上の余裕を考慮した想定が

必要であることを挙げ、「本件技術基準の適用に当たり、本件敷地の

南東側からだけでなく、東側からも津波が遡上する可能性を想定する

ことは、むしろ当然」として、「本件長期評価を前提に、経済産業大

臣が技術基準適合命令を発した場合、東京電力としては、速やかに、

本件敷地の東側からも津波が遡上しないよう、適切な防潮堤等を設置

する措置を講じ、想定される遡上波が本件敷地に到達することを防止

する必要があったものであり、その実施を妨げる事情もうかがわれ

ず、それが実施された蓋然性が高い」（判決書４２頁）という妥当な

見解が示されている。

第６　敷地の浸水を前提とした津波対策が有り得たこと

　１　多数意見が多数の証拠を見落としていること

　　令和４年最判は一切証拠を引用していないので、多数意見が何を

根拠にして敷地の浸水を前提とした津波対策はあり得ないという判断

に至ったのかは不明であるが、原審が仙台高裁（一審福島地裁）の事

件を担当した一審原告ら弁護団から本件の一審原告らが提供を受けた

資料を見る限り、本件事故以前においても敷地への浸水を前提とする

津波対策が十分にあり得たことを示す証拠は、次に示すとおり多数提

出されている。そもそも上告審裁判所の領分を超えて事実認定に踏み

込んだこと自体が誤りであるが、その点は置くとして、重要な証拠が

これほどあるにもかかわらず精査した形跡がないという点でも多数意

見は明らかに説得力を欠くもので判決の体をなしていないといわなけ

ればならない。

　　以下では、多数意見が見落とした証拠を列挙し、防潮堤等以外に

も、水密化や高所設置等の敷地の浸水を前提とする対策があり得たこ

とを示す。

　　（１）　事故前の規制機関において敷地の浸水を前提とする津波

対策を検討していたこと示すもの

　　〈１〉　溢水勉強会において、「浸かったと仮定」した「津波溢

水　AM」を検討対象とし、事業者に平成２２年度までに実施させよう

としていたことを示す、「内部溢水、外部溢水の対応状況、－勉強会

の立上げについて－」（丙Ｃ５６の２）、「津波ＡＭ対策イメージ」

（甲Ｃ１８４添付資料１）

　　〈２〉　手書きのメモから、大物搬入口に水密扉を設置して水密

性を確保する対策を議論していたことがうかがえる、「内部溢水、外

部溢水第３回議事次第」（甲Ｃ１８４添付資料４）
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　　〈３〉　平成１８年６月９日に実施された福島第一原発５号機の

現地調査において、「TB　大物搬入口」、「SB　入口」、「タービン

建屋非常用電気品室の出入り口扉」に水密性の扉を設置し、「DG　給

気ルーバー」は高所に移す必要性等を認識していたことを示す、「国

内出張報告書」（丙Ｃ５５別紙１５、丙Ｃ６０の１）及び「溢水勉強

会の調査結果について」（丙Ｃ５５・１２頁）

　　〈４〉　平成１８年６月２８日に実施された北海道電力ｄｐ原発

１・２号機の現地調査において、原子炉建屋、タービン建屋及び循環

水ポンプ室の機器搬入口等における水密構造の扉の設置、循環水ポン

プ室のガラリ構造の対策の必要性等を認識していたことを示す、「国

内出張報告書」資料３「北電←ＮＩＳＡ・ｄｑ班長」（丙Ｃ５５別紙

１６、丙Ｃ６０の２・８頁）及び「溢水勉強会の調査結果について」

（丙Ｃ５５・１２～１３頁）

　　〈５〉　原子力安全委員会の耐震指針検討分科会地震・地震動第

ＷＧ第７回会合で、水をかぶってしまったときのことを想定して、

「非常用海水ポンプの据付高さが低く、かつ屋外に設置している場合

は電動機を保護するために隔壁に水密扉等を設け海水の浸入を防止す

べき」旨記載された資料
4
が配布されたことを示したｊｆ・聴取結果書

（甲Ｃ３７９）

　　〈６〉　１９９９年（平成１１年）ルブレイエ原発の事故を受け

た「ＪＮＥＳの見解」として、「外部事象（津波）による溢水及び内

部溢水の両方に対する施設側の溢水対策（機器水密構造等）の実態を

整理しておく必要がある」と加筆したことを示す、「ルブレイエ１～

４号機の大規模浸水事象」（甲Ｃ３３３・１２丁）

　　〈７〉　２００４年（平成１６年）マドラス原発事故を受けた

「具体的対策」として「防潮堤の設置及び必要に応じて建屋出入口に

防護壁の設置」とした「進捗状況管理表ＮＯ．８（インド津波と外部

溢水）」（丙Ｃ６２）

　　〈８〉　平成２１年９月７日、一審被告東電から貞観津波の試算

結果を見せられた際、「具体的な対策として『２Ｆのように、重要施

設を建屋内に入れたらどうか。』といった話をしたように記憶してい

る。その際、『水密』という言葉も使ったように記憶している」とあ

り、他にも「重要施設を建屋内に入れるだとか、水密化をするといっ

た提案をしたことはあった」という記載がある、ｄｒ・聴取結果書

（甲Ｃ２５６）

　　（２）　事故前の一審被告東電においても敷地の浸水を前提とす

る津波対策を検討し、もしくは実施していたことを示すもの
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　　〈１〉　一審被告東電が、平成１４年「津波評価技術」刊行に併

せて福島第一・第二原発の津波水位を再評価した際、ポンプ用モータ

のかさ上げ、建屋貫通部等の浸水防止対策、熱交換器建屋の水密化を

行い、さらに海底地形データ等を最新のものに更新して評価した平成

２１年にも本件原発でポンプ用モータのシール処理対策等を講じたこ

とを示す、東京電力・福島原子力事故調査報告書（丙Ｃ８９の１・１

７～１９頁）

　　〈２〉　一審被告東電が、平成１８年５月１１日開催の第３回溢

水勉強会において、本件原発５号機の津波による浸水の可能性のある

屋外設備（代表）として、「Ｓ／Ｂ入口」「Ｄ／Ｇ給気ルーバー」

「Ｔ／Ｂ大物搬入口」等を挙げ、これらの開口部の浸水防止対策の必

要性を示唆した、「１Ｆ－５　想定外津波検討状況について」（甲Ｃ

３９、丙Ｃ６０の１）

　　〈３〉　平成２０年２月１６日に実施された中越沖地震対応打合

せにおいて、津波高さを７．７ｍ以上に見直した時の津波対策検討と

して、非常用海水ポンプの機能維持（ポンプモータ予備品保有、防水

電動機の開発・導入、建屋設置によるポンプ浸水防止）及び建屋の防

水性の向上（津波に対する強度補強、貫通部、扉部のシール性向上

等）を挙げた「Ssに基づく耐震安全性評価の打ち出しについて」（甲

Ｃ１９０添付資料６スライド１３）

　　〈４〉　平成２０年３月５日に開催された他の事業者らとの打ち

合わせにおいて、一審被告東電のｄｍ氏が「原子炉施設等が浸水する

ような解析結果となれば、設備対策として施設の水密化等、ソフト面

においては発電所運転員が操作する諸手順書を作成する予定」と発言

したことを示す「津波バックチェックに関する打合せ」（丙Ｃ２９９

の４資料６５）

　　〈５〉　耐震バックチェック中間報告書の提出に当たり、「津波

に対する評価の結果、施設への影響が無視できない場合どのような対

策が考えられるか」という想定質問（SQ７－１－15）について、「非

常用海水ポンプ電動機が冠水し、故障することを想定した電動機予備

品準備、水密化した電動機の開発、建屋の水密化等が考えられる」と

いう回答を準備していた、「福島第一／第二原子力発電所『発電用原

子炉施設に関する耐震設計審査指針』の改訂に伴う耐震安全性評価

（中間報告）ＱＡ集」Ｒｅｖ９－１（甲Ｃ１９０添付資料１２）

　　〈６〉　平成２０年１１月９日に一審被告東電のｄｍ氏が日本原

電のｄｓ氏に対して、「１Ｆの非常用海水ポンプは屋外設備であり、

機電はまずはかさ上げを検討していると思います。なお、１Ｆには防

潮壁はありませんし、現時点では検討していません。一方、２Ｆの非

常用ポンプは屋内設置（熱交換器建屋内）であり、建屋水密化が第一

の対策工です」と送信した電子メール（丙Ｃ３０７資料３４）
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　　〈７〉　平成２３年２月１４日に開催された社内の検討会議にお

いて、「津波対策工（防波堤嵩上げ、防潮堤構築）を実施することに

より機器に与える波力を低減することは可能と思われるが、浸水をす

べて食い止める対策にはならない」、「津波対策（非常用ポンプ、建

屋等の浸水防止）については、土木・建築・機電が連携して検討して

いく必要あり」、「Ｒ／ＢおよびＴ／Ｂにおいても、津波の遡上によ

り浸水する可能性があることから対策の検討が必要（Ｄ／Ｇ、非常用

電源室、非常用ポンプ（ＥＣＣＳ）等に対する対策）」等が報告され

たことを示す、福島地点津波対策ワーキング（第４回）議事録Rev.１

（甲Ｃ２８３）

　　（３）　東電以外の事業者においても敷地の浸水を前提とする津

波対策を検討し、または実施していたことを示すもの

　　〈１〉　日本原電の常務会において、ｃｔ原発の敷地を浸水させ

る津波への対策例として、「現在の護岸背後に津波用の防波壁の設

置」の他、「浸水を防ぐ範囲を主要施設に限定し津波用の防波壁を設

置」「建屋側で水密性を確保」が報告されていたことを示す、平成２

０年３月１０日付「既設３プラントの耐震裕度向上工事の検討・実施

状況について」（丙Ｃ３０７・３０頁、資料１８）

　　〈２〉　日本原電の平成２０年６月１１日開催の耐震タスクにお

いて、ｃｔ原発、ｄａ原発１、２号機の津波対策を実施するにあた

り、「安全設計審査指針」、「津波対策検討（Ｈ１９委託）」、「ｃ

ｓ原子力発電所防水構造の防護壁等について」を総合的に判断し、

「津波影響のある全ての管理区域の建屋の外壁にて止水する」という

基本方針を立て、対象建屋につき、扉、シャッター対策や設備対策を

検討していたことを示す、「ｃｔ発電所、ｄａ発電所１、２号機　建

屋津波対策の方針について」（丙Ｃ３０７・３９頁、同資料２３）

　　〈３〉　ＪＡＥＡにおいて、「推本の津波」（「長期評価」を考

慮した津波）では再処理施設が浸水する想定になるため建屋の周りを

囲むなどして重要施設への浸水を防ぐ対策を検討中であることを示

す、平成２０年６月１０日「福島第一・第二原子力発電所津波評価の

概要」（丙Ｃ２９９の４資料１０９）、平成２０年７月２３日「津波

に関する４社情報連絡会　議事録」（丙Ｃ２９９の４資料１１５）

　　〈４〉　日本原電において、平成２０年８月以降も、推本津波に

対する対策として、「建屋付近の浸水前提の対策必要」であり、建屋

などの浸水防止対策を検討中であったことを示す「津波評価と対策方

針（案）について」（丙Ｃ３０７・４７頁、同資料２９）

　　〈５〉　日本原電のｃｔ原発及びｄａ原発１、２号機について、

将来想定しうる最大の津波（ｄａ２号は放水路溢水）により、原子炉

の停止、冷却、或いは閉じ込めに係わる機能設備が喪失することのな

いよう、安全機能設備を収納する建屋の防潮対策等を実施する方針が

具体化されたことを示す、平成２０年１１月１２日付「ｃｔ発電所及

びｄａ発電所１、２号機津波対策工事のうち建屋津波対策工事につい

て」（丙Ｃ３０７・５１頁、同資料３８）及び同年１２月２日承認

「技術検討書」（同５４頁、同資料４４）
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　　〈６〉　平成２０年１２月３日までに上記〈５〉の工事が決裁さ

れ、翌平成２１年９月３０日までに工事が完了したことを示す、「決

裁書」（丙Ｃ３０７・５５頁、同資料４５）及び「竣工届」（丙Ｃ３

０７・５６頁、同資料４６）

　　〈７〉　日本原電が平成２１年２月に作成していた、「津波は、

評価上建屋へ遡上はしません。しかしながら、万が一の対策として建

屋の一部の扉について水密性の高い扉及び、堰について自主的に設置

します」等と記載されている「想定ＱＡ」（丙Ｃ３０７・６３頁、同

資料４７）

　　〈８〉　ｄｔ大学名誉教授のｄｏ氏が、平成２０年１２月１０

日、一審被告東電の担当者らに対し、「ｃｓ原子力発電所では、最

近、津波対策として、壁の設置、水密化等を実施したようなので、参

考に調べておくと良い」と助言したことを示す、「福島地点津波評価

に関わるｄｏ先生ご説明　議事録」（甲Ｃ１９３添付資料４）

　　〈９〉　米・ｅａ原発やスイス・ｅｂ原発において、非常用電源

設備の設置された部屋が水密化され、米ｅｃ原発において、海水ポン

プの設置された建屋が水密化され、電気モーターを空冷するための吸

気口は、シュノーケルで高さ１３．５ｍにまで嵩上げされていること

を示す、「福島原発で何が起こったか　政府事故調技術解説」（甲Ｃ

６５・１２９～１３１、１３４頁）

　　（４）本件事故前においても敷地の浸水を前提とする津波対策を

実施可能でありまたそれが必要であったことを示す専門家の知見

　　〈１〉　「どの様に大きな構造物を作ったとしても、それを上回

る津波が来襲する恐れは常に存在する」、「ある津波を対策の対象と

しても、これを上回る津波のあることを常に念頭に置いた対策でなく

ては、被害を軽減できない」等と述べ、原子力発電所では「計画時の

浸水域外のため防水を考慮していない電気系統などが、塩水に使って

障害を起こす。わずかな隙間からケーブルに浸水し、結果として運転

に思わぬ障害を生ずる」と、想定を超える津波についても電源設備に

関する対策の必要性を説いた、ｄｉ「津波」電力土木No.217（1988）

（甲Ｃ８７）

　　〈２〉　「津波は構造物で十分に防げる」という考えは人間のお

ごりであるという信念を持ち、原子力潜水艦を例に挙げ、その発想を

原子力発電所に応用すれば想定津波を超えた場合でも冷却機能を維持

できるための対策が可能になると考えて、想定津波を超えた場合の対

策の必要性について事業者と話をしてきたことを述べる、ｄｉ・意見

書（丙Ｃ１２９）

　　〈３〉　敷地を超える津波への対策として、防潮堤だけでは十分

ではないとし、「例えば原発の入っている上屋を、水密性をよくする

とか、それに何かぶつかっても壁は壊れませんよとか、それから、こ

この冷却水が使えなくても、こっちがすぐ使えますよとか、そういう

余裕を持って作りましょうということです」等と述べ、やりように

よっては本件事故は防げたと述べる、ｄｉ・証人調書（丙Ｃ３００・

６２頁）
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　　〈４〉　「揺れに対する多重防護の考え方を津波にも適用する

と、例えば普通の構造物は補正係数１．０でよいが、非常用設備につ

いては３．０倍の高さにするとかといった手立てを講じるべきとは書

けなかったのか。そして３倍か２倍かを別途の場で議論するというの

が最良のやり方だったのではないか」という政府事故調の聴取者の質

問に対して、「当時もその認識はあったと思う」と答え、非常用電源

設備等を個別に２倍、３倍の高さの津波に備えるべきという認識が本

件事故前からあったことを示す、ｅｄ・聴取結果書（甲Ｃ３５３）

　　〈５〉　原子炉施設における津波対策として、ハード面の代表例

が防潮堤の設置や建屋の水密化、ソフト面の代表例が防災計画の立案

や非常時の対応訓練などとし、敷地への浸水を前提とした対策が当然

にあり得たことを示す、ｅｄ・意見書（丙Ｃ１２０）及び証人調書

（丙Ｃ２９３の１）

　　〈６〉　「個人的には、地震本部を前提とした対策として、その

津波を防ぐための防潮堤を建てるとか、たとえ津波により浸水したと

しても、建屋を守るために開口部である扉等を水密化するなどの強化

を行ったり、非常用発電機を高台に移し、冷却に必要な水を、高台に

作ったプールに備えるなど、東北地方太平洋沖地震発生前の当時にお

いても、様々な対策を講じることができたはずだと思っております」

と記載されている、ｄｏ・供述調書（甲Ｃ１９３・１７～１８頁）

　　〈７〉　平成２０年に東電設計から明治三陸計算結果を受け取っ

た際に考えられる津波対策として、「安全停止系保護のための水密

化」、「安全停止系が設置された建屋の水密化」、「可搬式設備によ

る補完措置」及び「バンカー施設の設置」があり、「防潮堤」は他の

選択肢と比較して費用対効果の劣る津波対策であるとの見解を示した

ｅｅ「予防と緩和の事前対応が可能だった津波対策、および、回避可

能だった福島原子力発電所事故」（甲Ｃ３８１）及び証人尋問調書

（甲Ｃ３８２の１・２）

　　〈８〉　「平成２０年に津波対策を見直す契機はあったものの、

その見直しはなされず、結果として今回の原子力事故を防ぐことがで

きなかった。当委員会は、…原子力発電所が設計上の想定を大きく上

回る津波に見舞われた場合、原子力施設において共通的な要因によっ

て安全機能の広範な喪失が一時に生じることがあることからすると、

原子力災害を未然に防止するという視点からは、シビアアクシデント

対策を含め、具体的な津波対策を講じておくことが望まれたと考え

る」（４９１頁）、「東京電力が津波に対して事前のＡＭ策を整備し

ていなかったことは、極めて大きな問題点の一つであったといえよ

う」（４９３頁）等、一審被告東電が敷地を超える津波に対しシビ

ア・アクシデント対策を含めて対策をしなかったことを非難する、政

府事故調　中間報告書（甲Ａ２の１）

　　（５）その他
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　　「安全性の向上にはあまり寄与しないものの数百億円をかけて交

換を実施した一方、プラントの稼働率に直接貢献しないバッテリー室

の水密化対策等は実施されなかった」（５０頁）と、敷地の浸水を前

提とするバッテリー室の水密化対策は本件事故前から実施可能であっ

たことを前提とした記載がある、東京電力「福島原子力事故の総括お

よび原子力安全改革プラン」（甲Ｃ３７）

　２　敷地の浸水を前提とした水密化等の津波対策が可能であったこ

とを示す証拠で令和４年最判の各原原審において提出されていなかっ

たとみられるもの

　　敷地の浸水を前提とした津波対策が可能であったことを示す証拠

は、上記１の他にも相当数存在するところ、下記に示す証拠は、令和

４年最判の各原審では提出されていなかったとみられるものであり、

これらを検討すれば、多数意見が誤っていることはよりいっそう明白

となる。

　（１）　事故前の規制機関において敷地の浸水を前提とする津波対

策を検討していたこと示すもの

　〈１〉　ｅｆ６、７号機を審査した際、一審被告東電に同３、４号

機についても津波の計算をさせたところ、想定波高が高くなったた

め、「水密扉を付けさせるなど色々な対応をさせた」とある、ｅｇ・

聴取結果書（甲Ｃ９６）

　〈２〉　「ＢＷＲ及びＰＷＲプラントに対するＡＳＰ評価の結果、

前兆事象と判断されたのは、仏国のルブレイエ発電所で発生した河川

氾濫による発電所の浸水事象のみであった」とした上で、「建屋内部

への外部からの浸水を防ぐことが可能な水密扉の設置等により、原子

炉の安全に係る機器の機能喪失を防ぐことを安全性向上策として検

討」（３－２４）した、原子力安全基盤機構「安全情報の分析・評価

に関する報告書＝前兆事象評価の適用＝」（2007）（甲Ｃ２９５）

　〈３〉　平成１９年１２月２１日、保安院・ＪＮＥＳにおいて、設

計想定を超える津波への対策として、「ＡＭ、設備遮水策等」を考え

ていたことを示す、「溢水対策勉強会について（案）」（甲Ｃ１８３

添付資料３）

　（２）　事故前の一審被告東電においても敷地の浸水を前提とする

津波対策を検討し、もしくは実施していたことを示すもの

　〈１〉　平成１７年１２月、保安院・ＪＮＥＳと想定外津波につて

の打合せをする際、一審被告東電として、「津波対策の話なら」とい

うことで出席したのは建築部門や機器部門の担当者であり、防波堤、

防潮堤等の土木構造物の計画、設計等を行う土木部門は津波対策を行

う部門としては認識されていなかったことを示す、ｅｈ・供述調書

（甲Ｃ１８３・２頁）
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　〈２〉　溢水勉強会における保安院の指示を受けて、平成１８年２

月１５日、一審被告東電において、「津波来襲による炉心損傷を防ぐ

ための合理的な対策を検討する」等として、「進入経路の防水化」、

「海水ポンプの水密化」、「電源の空冷化（Ｄ／Ｇ）」、「（引用者

注：全電源喪失を念頭に置いた）さらなる外部電源の確保」等を検討

していたことを示す、ｅｈ・供述調書（甲Ｃ１８３・１１頁）及び同

調書資料５「想定外津波に対する機器影響評価の計画にについて

（案）」

　〈３〉　一審被告東電は、伊勢湾台風等の水害を契機に昭和５２年

に水害対策設計基準を制定し、変電所等において、建物の防水構造化

（防水壁、建物基礎の嵩上げ、防水（潮）扉等）、機器の基礎及び架

台の嵩上げ、防水形密閉化機器の使用、排水ポンプの設置、洞道部と

変電所接続部の防水対策等を実施していることを示す、「大規模水害

時に対する現状の対策（電力、通信、ガス）」（平成１９年１月２９

日開催　中央防災会議・大規模水害対策に関する専門調査会（第３

回）資料７）（甲Ｃ２９４の１添付資料〈６〉）

　〈４〉　一審被告東電は、地下式変電所の水害対策として、「個

別」に出入口、開口部の防水扉や防潮扉等の設置、給排気口の防水壁

の設置をしている他、「標準」としてケーブル引出口の耐水壁・防水

管の設置等を行っていることを示す、「東京電力の水害対策」（平成

１９年３月１５日開催　中央防災会議・大規模水害対策に関する専門

調査会（第４回）資料２）（甲Ｃ２９４の１添付資料〈７〉５頁）

　〈５〉　明治三陸計算結果の津波対策としては、「まず、１０ｍ盤

への津波の遡上を阻止するために、敷地南部に防潮堤を建設する」と

ともに、「海水ポンプ周囲に囲いを構築する方向で対応したものと考

えます」としつつ、「もっとも、その場合、国や県、地元の方々等

へ、試算結果の津波への対策等を説明する段階で、防潮堤ができるま

での間についてもできるだけ早く安全対策を講じるように求められた

り、社内的にもできるだけ早く安全対策を完了するように求められる

可能性はあったと考えます。そのような要望に対しては、比較的工期

等の短い防潮堤や防潮板、扉の水密化、貫通部の止水処理の対策で、

建屋内への浸水を防止することが対策として挙げられた可能性はある

と考えます」、「当時では、防潮堤の建設がなくても、これらの措置

で安全性が保たれているとの判断をした可能性が高いと考えます」等

と述べたことが記載されている、ｅｉ・供述調書（甲Ｃ３８３・３～

４頁）
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　〈６〉　「検察官から、仮に平成２０年当時に、高さ海抜１５メー

トルの津波対策が必要であると想定された場合でも、防潮板を設置す

ることは技術的に可能だったと考えられるかどうか尋ねられました

が、先ほどお話ししたとおり、防潮板の設置は、その発想も自然な流

れで短期間でなされており、その構造や工事も特殊な工法等を用いて

いるものではありませんから、仮に平成２０年当時に、高さ海抜１５

メートルの津波対策が必要であると想定された場合でも、防潮板を設

置することは技術的には可能だったと考えられます」（１５頁）、

「検察官から、仮に平成２０年当時に、高さ海抜１５メートルの津波

対策が必要であると想定された場合でも、防潮壁を設置することは技

術的に可能だったと考えられるかどうか尋ねられましたが、先ほどお

話ししたとおり、防潮壁は、防潮板と構造、性能、工事内容がほぼ同

じで、その発想自体も自然な流れでなされているものですから、仮に

平成２０年当時に、高さ海抜１５メートルの津波対策が必要であると

想定された場合でも、防潮壁を設置することは技術的には可能だった

と考えられます」（１７頁）、「検察官から、仮に平成２０年当時

に、高さ海抜１５メートルの津波対策が必要であると想定された場合

でも、水密扉を設置することは技術的に可能だったと考えられるかど

うか尋ねられましたが、先ほどお話ししたとおり、水密扉の設置は、

その発想も自然な流れでなされており、その構造や工事も殊更特殊な

工法等を用いているものではありませんでしたから、仮に平成２０年

当時に、高さ海抜１５メートルの津波対策が必要であると想定された

場合に水密扉を設置することは技術的には可能だったと考えられま

す」（２１頁）、「検察官から、仮に平成２０年当時に、高さ海抜１

５メートルの津波対策が必要であると想定された場合でも、これら貫

通部への止水処理を行うことは技術的に可能だったと考えられるかど

うか尋ねられましたが、先ほどお話ししたとおり、貫通部への止水処

理は、その発想は容易ですし、その構造や工事も殊更特殊な工法等を

用いているものではありませんでしたから、仮に平成２０年当時に、

高さ海抜１５メートルの津波対策が必要であると想定された場合に、

貫通部への止水処理をすることは技術的には可能だったと考えられま

す」（２７頁）等の記載がある、ｃｐ・供述調書（甲Ｃ２９７）

　（３）　事故前の東電以外の事業者においても敷地の浸水を前提と

する津波対策を検討し、または実施していたことを示すもの

　〈１〉　中部電力株式会社が、ｃｓ原子力発電所３、４号機につい

て、「津波による水位上昇に対しては、〈１〉敷地はＴ．Ｐ．＋6.0～

8.0ｍに整地され、敷地前面には高さＴ．Ｐ．＋10～15ｍ、幅約60～80

ｍの砂丘が存在する、〈２〉原子炉建屋等の出入口には腰部防水構造

の防護扉等が設置されている」等として、「原子炉の安全性に問題と

ならない」としつつ、「津波に対する安全余裕の向上策」として「建

屋やダクト等の開口部からの浸水への対応を進めている」等と保安院

に報告する、「ｃｓ原子力発電所３、４号機　津波に対する総合的な

対策について」（甲Ｃ２２５の２）
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　〈２〉　中部電力取締役であるｅｊ氏が、２００３年９月より以前

に、「敷地の前には海面から１０～１５ｍの高さの砂丘があります。

砂丘は６０～８０ｍの奥行きがあり、自然堤防の役割を果たしていま

す。したがって、津波が砂丘を超えて発電所敷地に入ってくることは

ないと考えています。仮に浸水があった場合でも、原子炉建屋などの

重要な建物の出入口は防水扉で守られているため、海水が入ることは

ありません」と述べていることを示す、月刊エネルギー２００３年９

月号「中部電力取締役ｅｊ氏に聞く　東海地震とｃｓ原子力発電所　

“安政東海地震”を最強地震として耐震設計」（甲Ｃ２２６）

　〈３〉　米・ｅｃ原発の地震・津波対策としての海水ポンプモータ

のシュノーケル管の設置、ポンプ室入口に水密ドアの設置、米・ｅｋ

原発における洪水対策としてのタービン建屋において防水扉の設置、

非常用ディーゼル発電機の上層階設置、台湾・ｄｃ原発におけるダム

の高所設置、ガスタービン発電機２基の高所設置や非常用海水ポンプ

室の水密化等が紹介されている、ｅｌ「海外における津波・洪水対

策」（甲Ｃ２９４の１添付資料２２）

　〈４〉　米・ｅｃ原発は、１９７０年代、プラント近傍で活断層が

見つかったことによる津波対策として、「鉄筋コンクリートで建屋を

補強」、「建屋内に水密ドアを設置」、「海水ポンプに高さ１４ｍの

鉄鋼製の円筒（シュノーケル）を設置」、「ディーゼル発電機（１／

２号機でクロスタイ可能）、非常用炉心冷却系、開閉所、淡水貯水池

等を高所に設置」等の敷地の浸水を前提とする外部溢水対策が実施さ

れていること等を示す、日本電気協会原子力規格委員会「浸水防止設

備技術指針JEAG4630－2016」（甲Ｃ３３４）

　〈５〉　米国における溢水対策として、「安全上重要な施設の設置

高さを考慮することはもちろんであるが、水密扉の活用が幅広く行わ

れている」、「ｅｋでは非常用ディーゼル発電機室等に水密扉が設置

され、空気取り入れのルーバーが高い位置に配置されている」等記さ

れている、日本機械学会第１２次海外調査団「原子力の安全規制の最

適化に関する研究会　米国原子力発電所等訪問調査報告書（福島第一

原子力発電所事故対応等）」（2013）（甲Ｃ３８４）

　（４）　本件事故前においても敷地の浸水を前提とする津波対策を

実施可能でありまたそれが必要であったことを示す専門家の知見

　〈１〉　「敷地高さを越える高さの津波が襲来する可能性が明らか

になった場合、２００２年当時の知見において、具体的にどのような

対策が考えられるでしょうか。それらの優先順位についても述べて下

さい」という質問に対し、「安全停止系保護のための水密化」や「安

全停止系が設置された建屋の水密化」等の敷地の浸水を前提とした津

波対策に高い優先順位を付けた、ｅｅ「関西弁護団からの質問に対す

る回答書」（甲Ｃ１８７）
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　〈２〉　敷地南側でＯ．Ｐ．＋１５．７ｍの津波を想定した場合の

「最短期間で講ずるべき実現可能な対策」として、電源設備の被水回

避（電気室周りの建屋の水密化）をもっとも優先度が高いとした、ｅ

ｍ・ｅｎ「津波対策に関する意見書」（甲Ｃ２９３の１～３）及び両

名の証人調書（甲Ｃ３４５の１・２、甲Ｃ３４６の１・２）

　〈３〉　「津波の予見性があり、仮に防潮堤を建設したとしても、

それを越流してくる津波に関して、第２の防護対策、つまり水密化を

実施するという発想は、多重防護の観点から、『原発関係者の常識』

であった」、「ドライサイトコンセプトという概念が仮にあったとし

ても、外国とは異なり、必ず海岸線に接し、地震国である日本の原子

力発電所では、『ドライサイトコンセプト』にかかわらず、防波堤・

防潮堤を建設することだけではなく、水密化を実施し、場合によって

は、重要機器や可搬設備の高所設置も考慮する、という津波対策は、

本件事故以前からありました」等と述べる、ｅｏ「東京電力株主代表

訴訟における結果回避可能性に関する意見書」（甲Ｃ２９４の１・

２）及び同人の証人調書（甲Ｃ３８５の１・２、甲Ｃ３８６の１・

２）

　〈４〉　一審被告東電は、平成２０年の津波シミュレーションを

行った後、「非常用ディーゼル発電機及びその他の非常用電源を原発

敷地内の高台に移動させる」、「非常用電源とプラント間の水密接続

を確立する」、「非常用電源設備や冷却ポンプを専用の水密性の高い

建物または区画に設置する」等、敷地への浸水を前提とした津波対策

もできたことを述べる、ｅｐ＆ｅｑ,“Why Fukushima Was

Preventable”（訳：「福島原発事故は予防することができた」）（甲

Ｃ３８８）

　〈５〉　「津波について『〈１〉サイトに入れない（防潮堤等）→

〈２〉建屋に入れない（水密性）→〈３〉機器の耐水性』も一般的な

意味での深層防護」と述べ、本件事故以前からある深層防護の考え方

を突き詰めれば、本件事故以前でも建屋の水密化や機器の耐水化を発

想可能であったことを示唆する、ｅｒ「地震・津波・航空機衝突対策

に関する規制基準」（2015）（甲３１９）

　（５）　その他

　〈１〉　保安院が平成２３年３月３０日に緊急安全対策の指示をし

た際、「抜本対策／中長期」の「具体的対策の例」として、「設備の

確保」には「防潮堤の設置」と並んで「水密扉の設置」、「その他必

要な設備面での対応」等が挙がっている、「福島第一原子力発電所事

故を踏まえた対策」（甲Ｃ５５）

　〈２〉　我が国のほとんどの原子力発電所において概ね同年５月中

に「建屋への浸水対策」（短期対策）が実施され、さらに「津波に対

する防護措置」（中長期対策）として建屋周りの水密化（水密扉への

取替等）が予定されていたことを示す、「福島第一原子力発電所事故

を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施状況の確認結果につい

て」（甲Ｃ６２）

　３　ｃｐ調書と東京地裁令和４年７月１３日判決について
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　　ところで、前記１、２で列挙した各証拠のうち、２（２）〈６〉

として挙げたｃｐ氏の供述調書（甲Ｃ２９７）は特に重要である。ｃ

ｐ氏は、本件事故後のｅｆ原発において、再稼働に向けて設備面での

安全対策をとりまとめた一審被告東電の社員であり、この調書は、一

審被告東電元役員らが被告人となった本件事故に係る刑事事件におい

て弁護側から請求され取り調べられたものである。

　　ｃｐ調書の中には、前記記述の他にも、バルコニー型の防潮板が

発想されるようになるまで１～２日程だったこと（１０頁）、そもそ

も、扉を水密化するとの発想は、ｅｆ原発が建設された当初から、配

管破断による漏えい等による内部溢水を考慮して扉を水密化している

箇所があったために出てきたもので、ごくごく自然な発想だったこと

（１８頁）、配管による壁の貫通部に対してシリコンゴム材を埋め込

むなどして止水するとの発想は、原子力発電所の建設段階から、風雨

を防ぐために配管や電気ケーブル等による壁の貫通部にシリコンゴム

材を入れていたことがあったことから、その延長線上の発想であった

こと（２２頁）が述べられている。

　　ｅｆ原発で平成２０年当時にこれらの発想ができたのに、本件原

発に限って同じことを発想できない理由はない。

　　翻って考えてみれば、一審被告東電において、本件原発１号機

タービン建屋地下で平成３年に発生した海水の漏えい事故を受け、重

要機器が内部溢水により被水・浸水して機能を失わないよう水密化対

策を実施している（丙Ｃ８９の１・３８頁、甲Ｃ３７・３４頁）ので

あるから、同じ技術を津波対策に応用できないはずはない。本件事故

直後に、我が国のほぼすべての原子力発電所で防水化・水密化による

津波対策が速やかに実施され若しくは実施されることになったのも、

本件事故前からそのような技術があり、そのような発想ができたから

である。内部溢水では水密化を考えるが外部溢水では考えられないと

か、本件事故からたったの１、２か月で水密化の技術が進展したと

か、そのようなことがあろうはずもない。

　　このｃｐ調書が証拠として提出されている東京地裁令和４年７月

１３日判決（東京電力株主代表訴訟）では、

　　「当時の我が国の原子力事業者にとって、ドライサイトコンセプ

ト以外の津波対策措置を発想することは十分に可能であった」（甲Ｃ

３９０の１・３４頁）、

　　「１０ｍ盤を超える高さの津波が襲来することを前提とした場合

に速やかに実施可能な津波対策として、主要建屋や重要機器室の水密

化を容易に着想して実施し得た」（同３５頁）

　　と、令和４年最判の後であるにもかかわらず妥当な判断がなされ

ている。

第７　貞観津波による予見可能性と結果回避可能性

　１　貞観津波を考慮した防潮堤による結果回避可能性
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　　令和４年最判では予見可能性の根拠として「長期評価」ないしこ

れを前提とする明治三陸計算結果のみが用いられているが、本件の一

審原告らは、敷地東側からも大きく浸水することを想定させる津波と

して貞観計算結果も主張している。したがって、本件では南東側から

の浸水にのみ主眼を置いた防潮堤を想定すればよいということにはな

らない。

　　原審の原告ら第３３準備書面において主張したとおり、一審被告

東電が平成２１年に保安院に提示した貞観津波の「モデル１０」によ

る本件原発１号機から４号機東側の水位は、パラメータスタディ未実

施であったにもかかわらず、パラメータスタディが実施されている明

治三陸計算結果と同等以上になっていた。「モデル１０」はあくまで

も貞観津波のｃｍ・ｅｓ平野における津波堆積物の分布を説明する最

低限のモデルに過ぎなかったのであるから、その不確定性の考慮は不

可欠であった。波源モデルの不確定性を考慮する方法としては、「津

波評価技術」のパラメータスタディ以外に方法はなかったのであるか

ら、パラメータスタディを実施させることは不可欠であったといえ

る。一審被告東電も、「モデル１０」等にパラメータスタディを行

い、津波解析・津波波力低減に関する模型実験の入力条件を検討して

おり（甲Ｃ２８３「福島地点における土木関係津波対策検討計画につ

いて」）、その必要性は十分認識していたはずである。

　　「モデル１０」に「津波評価技術」のパラメータスタディを行っ

て津波水位を計算すれば、本件原発の東側から１０ｍ盤上に遡上する

結果になったことが想定される。なお、一審被告東電は、パラメータ

スタディを行えば、「２～３割程度、津波水位が大きくなる可能性」

を保安院に報告していたが、明治三陸計算結果の数値等を踏まえれ

ば、「２～３割」というのは最低限の想定で、実際にはそれ以上に水

位が大きくなった可能性が高い（原審原告ら第３３準備書面３２頁参

照）。

　　そして、これを考慮した対策として１０ｍ盤の敷地東側（海側）

に防潮堤を築くとしたら、当然、壁に波がぶつかってせり上がる高さ

が考慮され、その上で工学的な余裕をも考慮して設計がなされたはず

であるから、防潮堤は少なくとも地盤面から４～５ｍ程度の高さに

なったと想定される。したがって、貞観津波の「モデル１０」を考慮

した防潮堤が本件津波の前に完成していれば、他に水密化等の多重防

護がなくとも、本件津波による全（交流）電源喪失は避けられた蓋然

性が十分にある。

　２　防潮堤が完成するまでの運転一時停止
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　　貞観津波の「モデル１０」にパラメータスタディを適用した計算

結果（「貞観計算結果」）を基礎にした技術基準適合命令に対し、防

潮堤のみで対策をするとすれば、建設期間等を考慮に入れると防潮堤

が機能を発揮するまでに数年以上の歳月を要する。深刻な災害を万が

一にも起こしてはならないという責務を負う原子力規制機関として

は、殊に堆積物調査の結果から貞観津波がいつ再来してもおかしくな

いと言われていた状況からすると、数年以上もの間、津波による全

（交流）電源喪失の危険性を放置することは許されない。したがっ

て、もし多数意見に則って防波堤・防潮堤以外に短期間で実施可能な

津波対策が一切ないのであれば、経済産業大臣としては、併せて本件

原発の一時停止を一審被告東電に対して命じなければならなかったと

いうことになる。令和４年最判では、ｃｒ反対意見のみならずｅｔ補

足意見においても、原子炉の一時停止は実際に検討されるべき手段の

１つとして言及されており、防潮堤等以外に対策方法がないのだとす

れば、原子炉の一時停止は防潮堤等が完成するまでの長期間に原子炉

の安全を確保するための唯一無二の現実的な対策方法だったというべ

きである。そして、本件原発を一時停止させておけば、防潮堤等が全

くできていなくても、本件事故を回避することは十分にできた。

　　そこで、令和４年最判の多数意見の論理を前提とした場合には、

経済産業大臣において、遅くとも後記のとおり保安院が貞観津波を考

慮して対策する必要性を認識した平成２２年３月頃には、一審被告東

電に対し、本件原発において貞観計算結果を踏まえた防護措置を命ず

る義務が生じ、当該防護措置が講じられるまで本件原発の運転の一時

停止を命ずる義務があったというべきである。一審原告らはこの主張

を原審においては論点を絞るため一旦保留した経緯があるが、令和４

年最判が論点としての重要性を復活させたことから、控訴審において

追加的に主張することとなったものである。

　　ちなみに、仮に津波想定の大幅な引き上げによって大規模な津波

対策が実施されることが公になれば、経済産業大臣が命じなくとも、

地元自治体と結んだ安全確保協定等から、本件原発は対策が完了する

まで運転停止を余儀なくされたはずである。平成１７年から平成２５

年までｃｅ町の町長を務めていたｆａ氏も、「私は、ｃｅ町の町長と

して、東電からＯ．Ｐ．＋１５．７ｍという津波水位計算結果を知ら

されていれば、必ず、『原発を直ちに止めろ。』と言っていました」

（甲Ｃ３９１）と述べている。

第８　令和４年最判の多数意見が批判に晒されていること

　１　令和４年最判に対する被害者の声

　　本準備書面では一部しか引用できていないが、ｃｒ反対意見は、

原子力発電に本来要請されていた安全性の程度を正確に理解したうえ

で、長期評価の信頼性を明確に認め、多数意見の事実誤認と規範的判

断の欠如を冷静に指摘し、正当な内容になっている。
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　　令和４年最判は全員一致ではなく３対１のスプリットデシジョン

である。最高裁における少数意見が、年を経て、多数意見に転ずる例

は少なくない。最近では、非嫡出子の相続分について、長い間少数意

見にとどまっていた意見が多数意見に転じた。最高裁においてのみ少

数意見を公表することが認められている趣旨は、少数意見が多数意見

に転じうることを見据えたものと理解することができる。

　　令和４年最判の多数意見が、原子力発電所に求められる安全性の

レベルや予見可能性の論点には直接判断を示すことなく、結果回避可

能性の点のみで一審被告国の責任を否定したことについては、すでに

批判の声が数多く挙がってる。このような声を無視しては、司法の権

威は失墜するばかりである。

　　令和４年最判を受けた原発事故の被害者らの声をごく一部である

が紹介する。

　・「これでもかというくらい無責任な判決だ。」

　　「日本はまた原発事故を繰り返すと思う」（福島訴訟原告団長ｆ

ｂさん）（甲Ｃ３９２・２０２２年６月１８日福島民友ニュース）

　・「誠に残念だ。国と東電は４０年間も『（原発は）安心安全だ』

と言い続けてきた。なぜそう言えたのか」（千葉訴訟原告ｆｃさん）

（同・２０２２年６月１８日福島民友ニュース）

　・「我々の何を見ていたのか。最高裁の判事は人間なのか。何でこ

んな判決になったのか不思議でしょうがない。」

　　「古里に住めないということは、地図には載っているが、存在が

無くなったということ。最高裁には、そのことを理解してほしかっ

た」（福島県ｃｉ市から避難した原告ｆｄさん）（甲Ｃ３９３・２０

２２年６月１７日付毎日新聞）

　・「国民を愚弄している」（福島県ｆｅ市の農家ｆｆさん）（甲Ｃ

３９４・２０２２年６月１８日付時事通信）

　・「子どもや将来世代にも恥ずかしい判決だと思う」（関西訴訟原

告代表ｆｇさん）（甲Ｃ３９５・２０２２年６月１８日付朝日新聞）

　　原発事故によって生活や仕事、住む場所等を失い、１１年以上を

経過しても元の居住地に戻ることが許されないなど深刻な被害を受け

ている被害者らとして、当然の声である。

　　このような最高裁判決が出された背景として、最高裁第二小法廷

判事と一審被告東電との間に人的な癒着構造があることもつとに指摘

されている（甲Ｃ４００）。

　２　法学者による判例評釈でも批判されていること

　　また、この判決の評釈は、次のとおりほとんどが否定的なものと

なっている。

　・「多数意見は、行政機関は特定の問題について何もしない方が責

任が問われにくいという誤ったシグナルを国に送るおそれがある」

（甲Ｃ４０１　ｆｈ・環境と公害９頁）
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　・「本判決は、その論証の過程を十分に説明しないまま、国の賠償

責任の否定という結論を先行させているきらいがあるようにも思われ

る」

　　「上記根拠〈１〉（引用者注：「防潮堤等を設置するという措置

に加えて他の対策が講じられた蓋然性があるとか、そのような対策が

講じられなければならなかったということはできない」）について

は、ほとんどその結論を述べるのみで、その前提となった知見やそれ

に対する具体的な評価等を明らかにしていないため、その射程が不明

確なものとなっている」（甲Ｃ４０３　ｆｉ・ジュリスト１５７９号

８６頁）

　・「最高裁として初めてこの点（引用者注：本件事故の国の責任）

に関する判断を示したものとして意義がある。とはいえ、速やかに変

更されるべきである」

　　「水密化措置が採られるべきであったし、水密化が確実な津波対

策にならないのであれば、運転は許されるべきでなかった」（甲Ｃ４

０５　ｆｊ・令和４年重判５３頁）

　・「本判決は、原発という特殊性を考慮せずに、一般的な国家賠償

の問題として取り扱っていることが特徴的といえる。そして、事故は

事前の対応をしても起こったという因果関係（らしき）問題に矮小さ

れてしまっているが、本来は、事故が起こるまでの間に、権限のある

国がその権限を行使することを怠っていたかどうかが問題になるもの

である」

　　「最高裁は、前提となる事実について高裁までの議論を必ずしも

基本としておらず、判断内容があたかも事実審かのようにも見られる

ものであった」

　　「この判決は、このような結論に至る理由（法律論）の見当たら

ない『理屈なき結論』ともいえるようなものであり、民事訴訟手続上

の問題があるといえる」（甲Ｃ４０６　ｆｋ・判例時報２５４３・２

５４４号合併号１２９頁）

　・「予見可能性の対象、原発規制の法令の根拠、一定のリスクに対

する規制権限行使のあり方等についての検討がなされていないこと

は、法廷意見の判旨を不明確なものにしている」

　　「…建屋の水密化措置に関する判断（過失の結果回避義務の有無

に関する）に対しては、批判が可能であると考える。…部分的に別の

判断をすることは可能であったのではないか」（甲Ｃ４０７　ｆｌ・

Law and Technology９９号８７頁）

　３　令和４年最判後も、東電の責任は認められていること

　　このように多くの誤りを含んだ令和４年最判ではあるが、本件は

これと訴訟資料が異なるため、これを変更すべきことを真正面から宣

言しなくとも、一審原告らの請求を認容することは十分にできるはず

である。

　　御庁第２民事部では、令和４年最判後であっても、下記のとおり

一審被告らの責任の重大性を的確に指摘する判断は示されている。
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　〈１〉　仙台高裁令和４年１１月２５日判決（甲Ｃ４０８）

　　「ｄｇ副本部長らは、他社の原子力発電所における津波対策とし

て、建屋の止水扉の設置や壁を高くするなどの対策を講じた例がある

ことも調査検討していたのに…、土木学会で波源モデルを見直すこと

として対策を先送りした。すなわち危険性を認識していたにもかかわ

らず、その危険性をより小さく見積もるために土木学会による判断を

経るという名目で時間を稼ぎ、一方で、防潮堤の建設以外の津波対策

については何ら検討せず、本件事故の発生まで、津波による浸水に

よって全電源を喪失し、原子炉が損傷するという重大事故が発生する

ことを未然に防止する措置を何ら講じなかったのである。

　　このような被告の対応は、原子力発電所を設置運転し、地域社会

に深刻な被害を及ぼす原発事故を未然に防止する責務を負っている原

子力事業者として、福島第一原発における津波による原子炉損傷とい

う重大事故の発生の危険について３年も前から具体的な危険として予

見していたにもかかわらず、津波対策により原発が運転停止に追い込

まれる状況は何とか避けたいなどという経営上の判断を優先させ、原

発事故を未然に防止すべき原子力発電事業者の責務を自覚せず、結果

回避措置を怠った重大な責任があったと認めるのが相当である。」

　〈３〉　仙台高裁令和５年３月１０日判決（甲Ｃ４０９）

　　「津波により浸水すれば炉心溶融に至る重大な事故が発生する具

体的な危険があると認められる原子力発電所については、そのような

重大事故により大量の放射性物質が拡散すれば、地域住民の生命身体

の危険が生じ、日常生活の平穏が侵害され、地域社会そのものが崩壊

する重大な危険があるのであるから、運転中の原子力発電所の安全確

保に関する電気事業法による規制権限をもっぱら委ねられていた経済

産業大臣としては、原子力利用の安全の確保という原子力基本法の基

本方針に従い、かつ、電気工作物の維持及び運用を規制することに

よって公共の安全を確保するという電気事業法１条に定める目的を踏

まえ、遅くとも平成１４年末には、電気事業法４０条に基づき、被告

東電に対し、長期評価によって想定される津波に対し、原子炉施設に

ついて適切な防護措置を講ずるよう命ずる技術基準適合命令を発すべ

き義務を負うに至ったと認めるのが相当である。

　　経済産業大臣が、長期評価が公表された翌年である平成１５年以

降も、平成２３年３月１１日の東北地方太平洋沖地震による津波に

よって本件事故が発生するまで、８年２か月もの間、このような技術

基準適合命令を発しなかったことは、電気事業法４０条により与えら

れた規制権限を適正に行使しなかったものであり、原子力基本法の基

本方針に反し、電気事業法に違反する違法な不作為であったと認めら

れる。」
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　　「経済産業大臣が技術基準適合命令を平成１４年末に発していれ

ば、長期評価により想定される最大でＯ．Ｐ．＋１５ｍ程度の津波高

さとなる想定津波を前提とし、かつ、『安全上の余裕』を確保した上

で、防潮壁の設置、あるいは『重要機器室の水密化』及び『タービン

建屋等の水密化』などの防護措置を講じ、本件津波に対しても、非常

用電源設備等が浸水して原子炉が冷却できなくなって炉心溶融に至る

ほどの重大事故が発生することを避けられた可能性は、相当程度高い

ものであったと認められる」

　　「長期評価公表以降、経済産業大臣が適時適切に規制権限を行使

していれば、本件津波によって福島第一原発が炉心溶融を起こして水

素爆発するなどという重大事故がおきなかった可能性は相当程度高

かったと認められるのであり、安全対策を講じさせるべき規制権限の

行使を８年にわたり怠った国の責任も重大である。

　　その間、平成１６年１２月２６日にスマトラ沖地震の津波により

インドのマドラス原発が冷却に必要なポンプ室が水没して運転不能に

なる深刻な事故を起こし、保安院は、この事故を契機に溢水勉強会で

津波に対する原子力発電所の安全対策を検討し、平成１８年には、施

設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性がある津波を

想定し、既設の発電用原子炉施設について津波に対する安全性を再評

価する耐震バックチェックも行っていたのであるから、なおさら責任

は重い。」

　　「本件事故以前から、国内外において、防潮堤等の設置にとどま

らず、機器室の水密化や建屋の水密化等の検討が行われ、実際にこれ

らの措置を採用した原子力発電所も存在しており、最新の科学的知見

を総合すれば本件津波による浸水から電気設備等を防御する水密化の

措置がとられた可能性も高く、原子炉の冷却機能が喪失し、放射性物

質を閉じ込めておくことができなかった場合に数多くの人の生命、身

体や環境に重大な影響を与えることから、多重防御の考え方に立って

対策を講じ、本件事故をも回避できるに足る対策がとられた可能性は

相当高い。

　　しかし、津波の想定や想定される津波に対する防護措置について

幅のある可能性があり、とられる防護措置の内容によっては、必ず本

件津波に対し施設の浸水を防ぐことができ、全電源を失って炉心溶融

を起こす重大事故を防ぐことができたはずであると断定することまで

はできないものである。」
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　　このように、一審被告らの責任の重大性を指摘するところまでは

正当な判断を示しているものの、令和４年最判の結論に整合させよう

とするあまり、規制権限不行使と結果発生との因果関係について「必

ず…断定することまではできない」という過度に厳格な判断基準を用

いて当てはめるという、明らかな誤りを犯している。すなわち、最高

裁判例において、訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許さない

自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、

「高度の蓋然性」があることが証明されていればそれで足り、その判

定は「通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる」

か否かでなされるとされてきた（最判昭和５０年１０月２４日民集２

９巻９号１４１７頁＝ｄｔ大病院ルンバール事件判決等）。「必ず…

断定することまではできない」という判断の仕方は、上記の最高裁判

例が示している判断基準をはるかに超えて、一点の疑義も容れない確

実性を求めるもので、確立した判例と整合しない。そもそも、規制権

限は、原発事故が及ぼす被害の重大性に鑑み、万が一にも深刻な事態

が起こらないようにするために発動されるのであるから、高度の蓋然

性をもって結果発生を防ぎえるのであれば積極的に行使されるべきで

ある。仙台高裁令和５年３月１０日判決の因果関係に関する上記判示

は規制権限の行使による結果発生の回避について一点の疑義も許さな

い確実性を求めているに等しく、原子力規制法令の趣旨に反すもので

ある（甲Ｃ４１０～４１４参照）。

　　本件においては、このような誤りを再び繰り返すことなく、憲法

と法律に則り、良心にしたがって、一審被告らの責任を正しく認定す

べきである。

Ⅱ　貞観津波を考慮すべきであること

第１　ｃｑ氏の証人尋問で示されたこと

　　ｃｑ氏は、産業技術総合研究所に所属する研究者であり、原子力

安全・保安院が発足した平成１３年頃から、原子力発電所の審査に携

わってきた経歴を有する、地質学の専門家である。

　　東京地方裁判所における令和３年２月２６日と同年５月２７日の

同人の証人尋問では、次の事実が証言された。

　１　「津波評価技術」は審査の基準にはなっていなかったこと

　　これまで主張してきたように、土木学会原子力土木委員会津波評

価部会が作成した「津波評価技術」（2002）は、原子力事業者が自ら

作成したに等しいお手盛り的民間規格であり、原子力規制機関はエン

ドースすらしていなかった。

　　ｃｑ氏は、「津波評価技術」について、「基本的に原子力安全・

保安院の中ではこういうものはなかったと思うんですよ。ですからそ

れは土木学会でそういうことやられるのはまあ土木学会として御自由

にやられてもいいですけども、その安全審査としてこれに従わないと

いけないとか、そういうルールは私は一切聞いたことがないです」

（甲Ｃ３６７の１・１７頁）と証言し、本件事故前にはこれを読んだ

ことすらなかったことも証言した（甲Ｃ３６６の１・４頁）。
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　　このようなｃｑ氏の証言から、「津波評価技術」は原子炉の安全

審査の基準になっておらず、事業者が勝手にこれに依拠しているだけ

だったことが改めて確認されたということができる。

　２　産総研の貞観津波のモデルは十分に信頼できるモデルであった

こと

　　「宮城県沖地震における重点的調査観測」における産総研の津波

堆積物調査は、既に北海道の調査で実績のあるメンバーが実施し、平

成１８年度までにｃｍ平野で２００点以上
5
、ｅｓ平野でも５０点弱の

地点で試料を採取し、平成１８年度までにｃｍ平野とｅｓ平野の貞観

津波の堆積物の主な分布は押さえられていた。このような詳細な堆積

物調査によって、貞観津波の波源（断層）モデルの信頼性は従来のも

のよりも格段に向上した。少なくとも、産総研の調査に基づくモデル

は、貞観津波について本件事故前の最新、最善の知見だった（甲Ｃ３

６６の１）。

　　ｃｑ氏は次のようにも証言している。

　　「貞観の場合は津波堆積物のデータというのはそのｃｍ平野とか

ｅｓ平野とか福島県の北部とかもう２００点以上のデータを集めてい

るわけです。で、それに基づいてモデルができているんで、それは元

のデータとしては非常にしっかりしていて、それを説明するモデルだ

という意味ではまあそれより大きい可能性は残されているけれども、

その時点では十分信頼できるモデルだというふうに考えるのが、まあ

常識的なところだと思います」（甲Ｃ３６７・１９頁）

　　「信頼に足るデータに基づいて作られたモデルであるということ

は言えるってことです。ですからそれは考慮すべきものかなというふ

うに、まあ私は思っていました」（同）

　３　知見が確立していなくとも原子力規制に取り入れられるべきこ

と

　　産総研の調査研究に基づいた貞観津波のモデル１０は、将来改善

される可能性が留保されたモデルであり確立されたものではなかった

が、地震や津波の予測には将来改善の余地がある不確かさはつきもの

であり、一定の不確かさのある知見でも専門家による調査研究に基づ

く最新の知見であればそれを考慮して原子炉の安全を確保するのが原

子力規制において当然のことであった。

　　ｃｑ氏は次のように証言している。

　　「この当時（注：平成２１年６月）は、その貞観地震の津波に基

づいたモデルですけれども、震源断層モデルというものが作られて公

表もしていたわけですよね。それは、このここで出された福島県沖の

塩屋崎沖地震といわれているものよりも規模はかなり大きいというこ

とも分かっていたし、安全審査では最新の知見を考慮するというルー

ルになっていたと思いますので、当然それは考慮する必要があるだろ

うというふうに思って（注：合同ＷＧで）発言しました」（甲Ｃ３６

６の１・３２頁）

54/189第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 09:40
（審71）2-1-6



　　「確かなことって数千年前の津波ですから分かるわけはないです

けれども、その可能性がありますというような見解が出たときには、

できるだけそれを尊重するべきだというのが私の考えというよりもそ

の安全審査の基本的な考え方だったと思います」（同３４頁）

　　「今言ったように（注：貞観津波の知見が）確定するっていうの

は基本的にはないということですから、確定していないからどうこう

ということではなくて、やはり最新の知見に基づいて対策をすべきだ

というふうには思います」（甲Ｃ３６６の１・５０頁）

　　「それ（注：知見が確定していないからといって、津波対策を先

延ばしにするのはなく、その時点での最新、最善の知見に基づいて対

策すべきということ）が原子力施設の安全指針の考え方だというふう

に思って、私は今までそこのワーキンググループに参加していたし、

メンバーも基本的にはそういう考え方だったと思います」（同頁）

　　「原子力というのは前も言いましたように最新の知見を使うとい

う意味ではそれ（注：もうちょっと完全にするための調査）を待って

ということではないと思うんですよ。そのモデルは確立するまで待つ

と、待って評価をして対策をしなさいということではないというふう

に私はずっと考えていたので、だからしつこく言うわけですよ、保安

院の会議でもその今まで活断層の調査もそんな確立してたというわけ

ではないけども、まあそれらしいデータがあるとやはり考慮しなさい

ということをずっと言い続けてきた。で、それはそういう方法という

のは今までの審査でも、まあそういうやり方というのは多くの委員が

共有していたと思うんですよね。で、それに基づいて発言をしていた

と、ですからモデルは確立される必要はないと、その前にその何年も

かかるわけですから、その前にもう危険そうだというふうに分かった

時点でやっぱり対策をするんだというのは、それは基本的に安全指針

の精神、新しい安全指針の精神だったというふうに私は思っていまし

た」（甲Ｃ３６７・１８～１９頁）

　　「基本的な考え方としてやはりある程度証拠があって、原子力発

電所にとって脅威になるような自然現象というのは考慮しましょうと

いう、基本的な考え方はあったと思います」（同１９頁）

　　なお、一審被告東電の土木グループが平成２０年６月１０日のｄ

ｇ副本部長に対する説明の際に用いた資料（丙Ｃ２９９の４資料１０

９）には、「基準地震動Ｓｓの策定過程に伴う不確かさ（ばらつき）

については、適切な手法を用いて考慮することとする」とあり、「不

確かさを考慮すべきとする指針の精神」等から「長期評価」に基づい

て実際に発生していない福島沖海溝沿いを波源とする津波を確定論と

して考慮し検討を実施中であると記載されている。

　４　堆積物調査よりもまず対策を優先すべきと東電に助言していた

こと

　　ｃｑ氏の証言によると、合同ＷＧの後、これから津波堆積物調査

をすることについて説明に来た一審被告東電の社員（ｄｌ氏ら）に対

し、ｃｑ氏は次のように意見を述べたという。
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　　「今さら調査してはもう無駄だと、先に対策した方がいいんじゃ

ないですか」（甲Ｃ３６６の１・４１頁）、

　　「今から調査しても無駄ですよと、まあもうモデルもできている

ので、やはりそれを参考にすぐに対策を考えたほうがいいですよ」

「津波堆積物今さらやってやり直して時間をかけてやるものではない

んじゃないか」「もうこちらでかなり調査行っているので、まあ今さ

らやってもあまり意味はないんじゃないですか」「早く対策をしたほ

うがいいですよ」（甲Ｃ３６７・５頁）、

　　「それなりに余裕を見た想定をする必要がある」（同１３頁）

　　ｃｑ氏によると、

　　「産総研でやった調査を消すことはできないので、それに基づい

た津波モデルがある以上、少なくともそれを考慮した対策は必要なん

じゃないですかということはずっと思っていた」（甲Ｃ３６６の１・

４１頁）

　　ということである。

　　なお、ｃｑ氏によると、ｄｌ氏は先にｄｋ氏に相談したところ、

ｄｋ氏からｃｑ氏に相談しろと言われたため、ｃｑ氏に面談を求めた

という。ｄｋ氏は原子力の安全審査に関わった経験がないため、貞観

津波について相談されてもどうしたらいいか分からずに、そのように

述べたと考えられる（甲Ｃ３６７・２０頁）。

第２　平成２１年報告の時点において精度及び確度を備えた見解では

なかったとする一審被告国の主張の誤り

　１　精度や確度を備えた津波の想定は不可能であること

　　一審被告国は、「規制権限の不行使の国賠法上の違法性が問題と

なる場面において、ある科学的知見に基づいて予見可能性が認められ

るためには、少なくとも、原子力規制に関係する各専門分野の学識経

験者等の専門家の間で、当該科学的知見が原子力規制に取り入れるべ

き精度及び確度を備えた正当な見解として是認される知見でなければ

ならず、これに当たるか否かについては、当該知見の形成過程や同知

見に対する専門家による評価等に基づいて判断されるべきである」

（第１準備書面２７頁）と主張する。

　　しかしながら、そもそも、津波やその原因となる地震について、

過去のデータは限られており、そのメカニズムの解明や将来の予測に

係る理論の構築も生成途上なのであるから、「精度」や「確度」を備

えた津波の想定は不可能である（甲Ｃ１、９２参照）。一審被告国

は、「精度」や「確度」を備えた津波想定ができるかのような主張を

している点で、根本的に誤っている。
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　　津波の想定に当たって科学的知見を考慮するという点に異論はな

いが、「精度」や「確度」を備えた想定は不可能である一方で、深刻

な事故が万が一にも発生しないようにするという原子力規制の目的か

らすれば、不確かさを伴っていても、相応の根拠、信頼性があり、か

つ原子炉の安全性が損なわれる事態を示唆するような知見について

は、経済産業大臣（ないしその所管する保安院）において積極的に考

慮する義務があったというべきである。

　２　保安院や安全委員会では地震動の審議しかなされていないこと

　　一審被告国は、「保安院（合同ＷＧ）や原子力安全委員会におけ

る各審議のいずれにおいても、これを根拠に具体的な津波対策を直ち

に講じるべきものとはされなかったことから、平成２１年１１月の時

点において、原子力安全委員会の構成員を含む専門家の間で、いまだ

原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な知見として

是認される知見ではなかったということができる」（第１準備書面２

８頁）と主張する。

　　しかしながら、保安院（合同ＷＧ）や原子力安全委員会の各審議

で、産総研のモデルに基づいた津波対策を直ちに講じるべきという意

見が出されなかったのは、各審議の対象となった本件原発の耐震バッ

クチェック中間報告書において津波評価が対象とされていなかったか

らに過ぎない。むしろ、合同ＷＧにおける本件原発の地震動の評価に

際して、ｄｋほか（2008）（甲Ｃ２６）に掲載されたモデル８及びモ

デル１０に基づいた地震動の計算結果を一審被告東電に示させ、Ｓｓ

－１の周期毎の最大振幅幅の２分の１程度以下であることを確認して

いることや、産総研の研究成果等を踏まえて適切な対応をとるべきと

されたこと（原審第３３準備書面第５（５７頁以下）参照）、このよ

うな保安院の評価に対し原子力安全委員会でも特に異論は出されな

かったことからすれば、ｄｋほか（2008）で示された貞観地震の断層

モデルは専門家の間で原子炉の安全確保に取り入れるような相当の科

学的根拠を伴った知見であるとして是認されたということができる。

　　なお、一審被告東電は、地震・津波の専門家に対して、自社に都

合の悪い意見を出さないよう事前に「ネゴ」していたことが認められ

る（原審第３３準備書面第５・２（６０頁））のであるから、合同Ｗ

Ｇや原子力安全委員会の各審議において、ｃｑ委員以外の専門家が貞

観地震を考慮すべきであるとの意見を積極的に述べなかったことにつ

いては殊更に重視すべきではない。
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　　また、合同ＷＧは事業者の地震想定等に過誤、欠落が疑われる点

について専門家が指摘し意見を述べる場であり、事業者が直ちに津波

対策を講じるべきか否かを判断するのは専ら保安院（正確にはこれを

所管する経済産業大臣）の役割であって、合同ＷＧの役割ではない。

ｃｑ氏は、合同ＷＧの役割について、別事件において、「この会に

入ってほしいといわれたときは、要するにアドバイザーですと。それ

ぞれの専門家として原子力発電所の施設の安全に影響がありそうだと

思うことはすべて言ってほしいと。最終的にどういう判断をするか

は、それは原子力安全保安員の事務局で判断しますということを言わ

れていた」、「ＮＧかどうかという判断は原子力安全・保安院がする

ものだというふうに思ってました」（甲Ｃ３６６の１・３０頁）と証

言している。したがって、合同ＷＧで直ちに対策をすべきという意見

が出なかったとしても、それは専門家の意見として対策をしなくても

よいという意味に解することはできない。

　　合同ＷＧにおけるｃｑ委員の発言からすれば、保安院は、貞観津

波についての産総研の研究成果は直ちに規制に取り入れて津波対策を

実施させなければならないような信頼性を備えたものであるというｃ

ｑ氏の見解を知っていたか、若しくは容易に知ることができたとい

え、一審被告東電による津波対策の先送りを容認してきた保安院の責

任は重い。ｆｍ主査も、合同ＷＧ（作業部会）の意見を放置したこと

は保安院の責任であると述べている（甲Ｃ３７４）。

　３　産総研の断層モデルが規制に取り入れられなかったことの不合

理性

　　（１）　断層モデルに大きな変更が見込まれる状況ではなかった

こと

　　一審被告国は、ｄｋほか（2008）が、貞観津波の評価検証に必要

な津波堆積物調査を終了しておらず、中間的な報告に止まるもので

あった上、近い将来修正される可能性も十分に見込まれる状況にあっ

たと主張する（第１準備書面２８頁）。

　　しかしながら、前記第１・２のとおり、ｄｋほか（2008）の基礎

となっているｃｍ平野・ｅｓ平野の津波堆積物調査は平成１８年度ま

でに概ね終わっているのであり、ｆｎほか（2010）（丙Ｃ７１）の基

礎となったｆｏ地区（福島県ｃｆ町）の津波堆積物調査も平成２０年

度までに終わっている（丙Ｃ６９・１５４頁）。平成２０年度成果報

告書によると、平成２１年度には「平成１７－２０年度に実施したｆ

ｐ海岸および三陸沿岸での研究成果を取りまとめ、同地域の補足調査

を行い、その結果も加えて「連動型」宮城県沖地震の活動履歴の推定

を行う」（甲Ｃ３７５・７５頁）、「ｃｍ・ｅｓ平野およびｆｐ海岸

の完新世地殻変動調査を継続し、平成１９年度に構築した貞観津波の

波源モデルを改善する」（同９９頁）とされており、既に発表されて

いる断層モデルに大きな変更が見込まれる状況ではなかった。

　　（２）　知見が修正される可能性があるからといって規制権限の

行使をためらうべきではないこと
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　　一審被告国は、将来の調査の進展により、従前の評価に疑義が呈

されたり、当該堆積物が当初想定された津波とは異なる別の津波によ

るものであると修正されることもあるとも主張している（第１準備書

面２９頁）が、同じような修正はたとえば歴史地震に係る史料の解釈

でも当然に有り得ることである。ｃｑ氏が別事件で証言したように、

知見が完全なものとなってから対策をさせるのではなく、不確かさが

あったとしても現在の最善の知見によって原子炉の安全性が損なうお

それが認められた場合にはこれを考慮して速やかに対策させるのが原

子力規制の基本的考え方である。一審被告国は、ｄｋほか（2008）で

貞観津波の津波堆積物であると認定されていたものの中に、ｆｎほか

（2010）でそのように認定されなくなったものがあると主張するが、

全体としては津波堆積物の認定に大きな修正はなく、断層モデルの作

成に当たって特段の影響を及ぼした形跡はない。

　　（３）　津波堆積物は原子力規制において相当重視されていたこ

と

　　一審被告国は、津波堆積物から過去の津波の浸水域を復元する手

法も確立しているとはいい難いものであったと主張している（第１準

備書面２９頁）が、当該手法に依拠した北海道の「５００年間隔地

震」は中央防災会議において取り上げられて原子力の安全審査でも考

慮されるようになっていること（丙Ｃ３２１参照）、ｆｑ室長におい

て「既往津波の堆積物調査の結果のような『事実』については、基本

的にはすべて考慮すべき『最新の知見』に当たると考えられます」と

述べていること（甲Ｃ２０９（刑事甲Ｂ７９）１２頁）、「活断層等

に関する安全審査の手引き」（平成２０年６月２０日原子力安全委員

会了承）（甲Ｃ３７６）では「歴史記録にない巨大地震発生の可能性

を検討する観点から、…津波堆積物等に関する既存又は新規の調査・

研究結果を慎重に検討すること」（Ⅲ２（２）〈３〉）、「巨大地震

や津波の規模の評価において、津波堆積物の時代を特定し、津波遡上

高（海岸から内陸へ津波がかけ上がる高さ）とその空間的分布を活用

すること。」（解説２（２））と規定されていることからすれば、地

震よりもさらに稀な自然現象である津波を客観的に裏付ける津波堆積

物は、原子力規制において相当重視されており、これに基づいて浸水

域を復元する手法は原子力規制において用いられる程度に確立したも

のとなっていたということができる。

　　（４）　岩手県や茨城県等で津波堆積物を発見することは難し

かったこと

　　一審被告国は、貞観津波の断層モデルを正確に把握するために

は、断層の南北の広がり（長さ）の調査が不可欠であり、岩手県・福

島県や茨城県での調査が必要であると結論付けられていることを主張

する（第１準備書面３０頁）。

59/189第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 09:40
（審71）2-1-6



　　しかしながら、三陸海岸はリアス式海岸で平野が狭く、また福島

県南部から茨城県では段丘が高く平野が小さいため
6
、津波堆積物の調

査は困難であり、調査を行っても新たな津波堆積物が見つかる可能性

は高くなかった。もし津波堆積物が見つかっても、断層モデルの規模

がさらに大きくなる可能性はあったが、小さくなる可能性はほとんど

なかった（甲Ｃ２３６、３６６の１・２８頁）のであるから、調査よ

りも対策を優先させるべきであった。

　　なお、モデル１０の基礎とされた津波堆積物は、初めはｃｍ平野

とｅｓ平野のものだけであり、その後にもこれに福島県ｃｊ地区と同

県ｆｏ地区のものが加わったに止まるが、「宮城県沖地震における重

点的調査観測」においては、北は岩手県ｆｒ市から南は福島県ｆｓ市

まで、直線距離で約３００ｋｍの範囲で津波堆積物の調査が実施され

ており（丙Ｃ６９・１５４頁）、長さ２００ｋｍの断層長さを想定す

る上で調査範囲が狭すぎたということはない。

　　（５）　統括成果報告書を読んでいたかどうか疑わしいこと

　　一審被告国は、「重点的調査観測の最終成果物が公表されるに至

るまでの間、一審被告東電に対し、自主的な対応を要望するにとど

まったのは、当然のことであった」（第１準備書面３０頁）と主張し

ているが、最終成果物である統括成果報告書が公表されても、保安院

がこれを受けて特段の行動をとった形跡はなく、保安院の担当者が統

括成果報告書を読んでいたかどうかは疑わしい。

　　（６）　ｃｑ委員が文案を了解していたとはいえないこと

　　一審被告国は、ｄｒ審査官の他事件における証言を引用して、ｃ

ｑ委員が「東北電力や産業技術総合研究所の津波堆積物調査、それか

ら波源に対しての研究成果に応じて、地震動評価及び津波評価の観点

から、適切な対応を実施すべき」との文案を送付して了解を得ていた

と主張している（第１準備書面３１頁）。しかしながら、ｄｒ審査官

は、平成２３年３月７日の一審被告東電との打ち合わせで、「福島の

中間報告の評価を纏める際にｃｑ先生から、現状ある知見で評価する

ように書けと言われたが、知見の信頼性を踏まえてその時々に対応す

る、という要請にした」（甲Ｃ２６１（刑事甲Ｂ８６）資料１０・３

頁）と発言していることからすると、ｃｑ委員は上記のような文案を

了解していたとはいえない。

　　（７）　保守的な見地から計算を行ったわけではないこと

　　一審被告国は、一審被告東電がｄｋほか（2008）で提案された断

層モデルを基に津波高を試算したのは、同モデルが確立したものであ

るか否かにかかわらず、耐震バックチェックの実施に当たって、社内

検討の一環として保守的な見地から念のために行ったにすぎないと解

すべきであると主張する（第１準備書面３３頁）。
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　　しかしながら、一審被告東電において万が一にも深刻な事故を発

生させてはならないという真に保守的な考え方を有していたならば、

これが確立しているか否かにかかわらずｄｋほか（2008）のモデルを

基にして津波対策を直ちに始めたはずであり、「保守的な見地から念

のため計算を行った」という評価は誤りである。一審被告東電が平成

２０年１１月にｄｋほか（2008）の原稿に基づいてモデル８及びモデ

ル１０に基づいた本件原発等の津波水位を東電設計に計算させたの

は、従来の想定を大きく超えるような水位が算出される可能性が高い

ことを予想しつつ、もし予想どおりの結果となった場合には、土木学

会津波評価部会に検討を委託する、独自の津波堆積物調査を行う、東

北電力の耐震バックチェック報告書を書き換えさせる、専門家への

「ネゴ」を行って了解を得る等、大規模な津波対策を強いられるよう

な事態を避けるための工作を行っていく方針を決定しなければならな

かったからであると考えられる。

　　なお、一審被告東電のｄｌ氏は、平成２０年１１月１８日に東北

電力の担当者に送信したメールで、ｄｋほか（２００８）を用いない

ロジックとして「モデルの確定にはさらなる追加調査が必要、と記載

されていること」を持ち出すことについて、「非常に苦しいところで

すが、現時点ではそんな作戦しか思いつかず」と述べており（原審第

３３準備書面４１頁）、津波対策の先送りに正当性が乏しいことは自

覚していたものと認められる。

　４　保安院は貞観津波に関する知見の検討状況を適宜確認していた

という主張に対する反論

　　（１）　保安院は貞観津波を考慮して対策する必要性を認識して

いたこと

　　一審被告国は、「平成２２年３月下旬における保安院職員間の報

告は、保安院が貞観津波に関する知見を原子力規制に取り入れるべき

精度及び確度を備えたものと認識していたことを示すものではなく、

保安院が当時成果が公表されようとしていた宮城県沖地震における重

点的調査観測の成果を注視していたことを示すものであるというべき

である」（第１準備書面３７頁）と主張する。

　　しかしながら、保安院のｆｔ室長は、平成２１年９月当時、「合

同ＷＧにおいてｃｑ委員から強い指摘があったことを踏まえれば、

バックチェック最終報告での評価は貞観地震津波も考慮に入れて実施

されるべきであり、貞観地震津波をバックチェック最終報告から切り

離せばｃｑ委員らの理解が得られないのではないか」（甲Ｂ８５・８

頁）という認識を有しており、ｄｒ審査官も概ね同じ認識だったとい

える（丙Ｃ１２２、２７５の１・６５頁）。保安院は、本件原発にお

いて貞観津波を考慮する必要性を認識はしていたが、勉強不足の上、

「安全神話」のもと原発推進が国策となっていたこともあって、被告

東電の説明を「尊重」して規制権限行使を検討することを怠り、深刻

な事故が万が一にも起こらないようにするという重大な責務を棚上げ

したのである。
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　　さらに、平成２２年３月２３日にｆｔ室長がｄｒ審査官に送信し

たメールには「貞観の地震による津波は簡単な計算でも、敷地高は超

える結果になっている。防潮堤を作るなどの対策が必要になると思

う」とあり、同月２４日にｇａ審議官が関係各位に送信したメールに

は「１Ｆ３について、仮に中間報告に対する保安院の評価が求められ

たとしても、一方で貞観の地震についての検討が進んでいる中で、は

たして津波に対して評価せずにすむのかは疑問」、「津波の問題に議

論が発展すると、厳しい結果が予想されるので評価にかなりの時間を

要する可能性は高く、結果的に対策が必要になる可能性も十二分にあ

る」等とあること（甲Ｃ３３）からすると、もはやこの時点において

保安院は貞観津波についての対策の必要性を認識していたというべき

である。

　　（２）　保安院は検討状況を注視していたとはいえないこと

　　ただし、ｆｔ室長は政府事故調のヒアリングで、「ｃｑ先生が平

成２２年８月に書いたＡＦＥＲＣ…の記事を読んでから、貞観地震に

係る堆積物調査も重要であると考え始めた。これに伴い、高い津波が

来ると注意しなければならないと思うようになった」（甲Ｃ３４・３

頁）等と述べていることや、ｆｔ室長らは、平成２３年２月２２日、

ｃｑ委員からの情報をすっかり忘れ、貞観津波が間もなく長期評価に

取り入れられると聞いてびっくりしていること（甲Ｂ８６・７頁、丙

Ｃ１２２・２５頁）からすると、保安院の津波に対する意識は相対的

に低かったといえる。一審被告国は「検討状況を注視していた」等と

主張しているが、貞観津波に関する知見の検討状況を注視していたと

は到底いえない。

第３　原判決の誤りを指摘する一審被告国の主張の誤り

　１　計算結果が１０ｍ盤を超えないことは原判決も意識しているこ

と

　　一審被告国は、平成２１年報告が前提とするｄｋほか（2008）に

基づく想定津波は、１号機から４号機取水口前面で最大Ｏ．Ｐ．＋約

８．７ｍにとどまることから、この報告によって１０ｍ盤を超える津

波が予見できたとはいえない（第１準備書面４０頁）として、原判決

を批判する。

　　しかしながら、原判決は「貞観津波に関するｄｋ論文に基づく波

高を想定津波波高と仮定すると、福島第一原発１号機ないし４号機の

敷地高Ｏ．Ｐ．＋１０ｍとの差はわずか１ｍ強しかないことを認識し

たと認められる」（１１４頁）と判示しており、計算で示されている

波高が１０ｍ盤よりも低いことは明確に意識している。蓋し、Ｏ．

Ｐ．＋約８．７ｍの計算の基礎になったモデル１０は、浸水域と津波

堆積物の分布限界との差を意識せずに作成された貞観津波の最低限の

断層モデルに過ぎないにもかかわらず、パラメータスタディを実施し

なくても１０ｍ盤とは１ｍ強しか高さの差がないことからすると、貞

観津波のような津波が再来すれば、１０ｍ盤を超える可能性があると

いうことは現実的に認識できたというべきであり、原判決に誤りはな

い。
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　２　想定を上回る津波が発生する可能性があることを意識していた

ことは考慮事情の１つとなり得ること

　　一審被告国は、原判決が「想定を上回る津波が発生する可能性が

あることは否定できないこと」（１１４頁）と判示していることにつ

いて、「想定津波の高さを超える津波に対する対策を考慮すべきであ

るかのような原判決の前記判示は、誤りである」（第１準備書面４１

頁）と批判する。

　　しかしながら、原判決は、保安院は、Ｏ．Ｐ．＋５．４ｍないし

＋６．１ｍとされている従来の想定波高も絶対的なものではなく、自

然現象である以上これを上回る津波が到来する可能性を否定できない

ことについて明確に意識しており、新しい知見に基づいて従前の想定

を上回る津波波高が得られた場合、そのような高さの津波が到来する

可能性も認識できたはずであると考えたのであり、それだからこそ原

判決は「想定を上回る津波が発生する可能性があることは否定できな

い」と判示したものと解され、やはり原判決に誤りはない。なお、原

判決は、省令６２号４条１項の「適切な措置」の中にはシビア・アク

シデント対策も含まれるという正当な解釈を示しており（判決書６２

頁）、設計想定津波の高さを超える津波であっても、予見可能な高さ

の津波への対策については電事法４０条に基づき技術基準適合命令を

発令する権限を有していたという前提を採っているのであって、一審

被告国の主張はそもそも前提が違っている。

　　一審被告国は、保安院が、一審被告東電に対し、繰り返し、具体

的、物理的な津波対策を講じるよう求めていたことについて、これら

が１０ｍ盤を超える津波が福島第一原発に到来する予見可能性を認め

る事情となるかのように原判決が判示したことを指摘し、原判決が認

定した前記各事実は、いずれも、予見可能性を認める根拠にはならな

いとも主張する（第１準備書面４４頁）。しかしながら、保安院が溢

水勉強会以降、一審被告東電ら原子力事業者に対し繰り返し想定を超

える津波への対策を求めていた事実は、保安院が「津波評価技術」に

よる設計想定津波を絶対的なものとして受け止めず、これを超える津

波も到来し得ると認識していたことを示すものであり、津波の予見可

能性を認める一事情として考慮した原判決に誤りはない。

　３　一審被告東電の方針に合理性はなかったこと

　　一審被告国は、「貞観津波に関する前記知見の科学的、専門技術

的な信頼度及びその当時の貞観津波に関する知見の集積状況からすれ

ば、一審被告東電がその方針としたように、できる限り信頼性の高い

波源モデルを構築することができるよう自ら津波堆積物調査を実施し

た上で、必要な津波対策を講じるという考え方は、それ自体合理性を

有するもの」（第１準備書面４４～４５頁）と主張する。

　　まず、一審被告東電は、できる限り信頼性の高い波源モデルを構

築するために堆積物調査を実施したわけではなく、産総研のモデルの

妥当性を否定して貞観津波を想定した場合の本件原発への影響を少な

くするために津波堆積物調査をしていたに過ぎない（丙Ｃ３０４（ｊ

ｌ）２４～２６頁参照）。
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　　また、ｄｒ審査官は、一審被告東電の津波堆積物調査の計画を聞

いても「津波堆積物の調査をやっても出てこないこともある。津波堆

積物が出てこなかったから津波がなかった、そこまで津波が及んでい

なかったとすることは難しい」などとコメントしてｄｋのモデル８又

は１０で波高を試算するように話し（甲Ｃ２５６・２頁）、津波堆積

物調査結果の報告を受けても「津波堆積物が出てこないということ

で、津波の被害を議論できるものではない。対応をやった方が良

い」、「どのモデルを使うというよりは、貞観の地震に対しての具体

的な対応・対策を取るべきだ」と言った（同８頁）ということである

から、当時の保安院も、産総研の信頼できるモデルが発表されている

にもかかわらず独自に津波堆積物調査を実施して別の断層モデルをつ

くるという一審被告東電の方針に合理性を認めていた訳ではない。結

果的に一審被告東電による津波対策の先延ばしを容認してしまった事

実を正当化するために、「合理性を有する」などと主張しているに過

ぎない。

　４　精度と確度を備えた貞観津波の波源の推定はほぼ不可能である

こと

　　一審被告国は、貞観津波に関する知見を「原子力規制に取り入れ

るべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認され得るのに必要

な成果が公表される前に、本件地震が発生した」（第１準備書面４５

頁）と主張しているが、１０００年以上前の津波の波源について精度

と確度をもって推定するのはほとんど不可能である（甲Ｃ２３６、３

６６の１・５０頁、３６７・１８頁）。

　　そもそも、精度及び確度を備えた知見でない限り考慮しないとい

う考え方を保安院が示したことはなく、一審国の主張に係る「原子力

規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認さ

れ得るのに必要な成果が公表される」という基準は、本訴を含む原子

力損害賠償請求訴訟対策の後付けの基準に過ぎない。

第４　小括

　　以上のとおり、経済産業大臣は、保安院が遅くとも平成２２年３

月頃までに貞観津波を考慮して対策する必要性を認識するに至ったこ

とから、その頃において一審被告東電に対し本件原発について貞観計

算結果を踏まえた防護措置を命ずる義務が生じており、仮に防護措置

が防潮堤等の設置に限られるのであれば、当該防護措置が講じられる

までの間本件原発の一時停止を命ずるべきであり、それによって本件

事故を未然に防止することができたことは明らかである。

Ⅲ　株主代表訴訟の現地進行協議により明らかになったこと

　　東京高裁から送付された「現地進行協議報告書」（甲Ｃ３９８）

及び画像（甲Ｃ３９９）によって、東京地裁平成２４年（ワ）第６２

７４号等事件（東京電力福島第一原発事故・株主代表訴訟）において

令和３年１０月２９日福島第一原子力発電所で実施された現地進行協

議の結果が本件において詳らかにされた。
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　　これによって、前記Ⅰ、第６で指摘した敷地の浸水を前提とした

津波対策があり得たことが、以下のとおり改めて明らかになったとい

える。

　１　本件原発は海の近さを肌で感じられる場所に立地し、約３０

メートル以上の台地を２０ｍ以上掘削することで主要建屋はさほど高

くない地盤（１０ｍ盤）に設置されている（甲Ｃ３９８の４、１２、

１３頁）。一審被告らが健全な想像力を働かせていれば、１０ｍ盤を

超える津波によって全電源喪失等の重大な事故を引き起こすことは十

分に想定できた。

　２　１０ｍ盤上のタービン建屋等の構造躯体に本件津波によると見

られる損傷はない（同１０、１１、１５、２０、２１～２５、２８～

３０、３３～３７頁）。本件事故前から設置されていたと見られる１

０ｍ盤上の幾つかの扉についても、本件津波による損傷は確認できな

かった（同１７、１９、３４、３６、３７頁）。本件津波の波力や漂

流物の衝突はそれほど大きくはなく、事前の津波対策で十分に対処す

ることができた。

　３　令和３年１０月２９日当時、１～４号機タービン建屋海側（東

側）に防潮堤は既に設置され、これからさらに高い防潮堤の設置も予

定されている（同１２、１３頁）。水密扉の設置やルーバ下部を覆う

防潮板の設置などの水密化措置も実施されている（同１９、２６、２

７、３５頁）。本件原発において津波対策としての防潮堤の設置や水

密化措置は、物理的にも十分可能であった。

　４　なお、本証拠から被害の深刻さが次のように改めて浮き彫りに

なったことも重要である。

　　すなわち、本件原発周辺には未だに人が住めない帰還困難区域と

されている地域が広がっている（甲Ｃ３９８の２～３頁）。多くの人

や物量を投入しながらも高線量に阻まれて廃炉作業は進展していない

（同４～７頁）。サイト内は汚染水・処理水を貯蔵するためのタンク

で埋め尽くされ、当時、処理水の放出が間近に迫っる状況がみられた

（同８頁）。これらは本件事故による被害・影響は極めて深刻である

ことを示している。

Ⅳ　結論

　　本件原発の廃炉に向けて一審被告らは巨費をかけて多大な人員と

物量とを投入しているものの、高線量に阻まれて廃炉作業は進展して

いない。半減期が数十年、数百年、数千年以上の放射性物質がサイト

内に残存している。そして、本件原発周辺には未だに人が住めない地

域が存在する。帰還が可能になった区域はあるものの、地域コミュニ

ティは変貌し帰住を望まない避難者が圧倒的に多い。２０１２年２月

当時約１６万人の住民が避難をし、２０２３年２月の時点でもなお２

万７３９４人が避難生活を送っている。一審原告らは、本件事故前に

それぞれが享受したかけがえのないふるさとの恵みをことごとく奪わ

れた。
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　　本件の未曾有の原発事故による深甚かつ広汎な被害は、一審被告

国が、長期評価に基づき本件原発敷地内への浸水が予想されるように

なった時点又は貞観津波の新たな知見によりそれが再確認された時点

において規制権限を行使し、一審被告東電に対し敷地の浸水を前提と

する防護措置（水密化措置等）を命じ、あるいは防潮堤等の設置とあ

わせて本件原発の稼働の一時停止を命じていれば防ぐことができた。

これを怠った一審被告国の責任は極めて重い。司法が、一審被告国に

対し国家賠償を命じ、その責任の重大性を自覚させない限り、本件事

故のように放射性物質を広汎に拡散させる第二、第三の重大事故が、

一審被告国の規制権限の不行使により誘発されかねない。

　　令和４年最判は、本件訴訟において一審被告国の責任を認めるこ

とを妨げるものではない。そもそも、令和４年最判が、原判決が適法

に確定した事実を曲げてまでして行った事実認定に貴庁が拘束される

謂れは全くない。本件訴訟においては、敷地の浸水を前提とする防護

措置（水密化等）について令和４年最判とは異なる事実認定を可能に

させる重要な証拠が（令和４年最判の各原審では提出されていないも

のを含めて）数多く存在する。また、仮に、令和４年最判の事実認定

を前提にしたとしても、同最判が採り上げていない貞観津波の新知見

を踏まえた本件原発敷地内への浸水予想に基づく防護措置（防潮堤等

が完成するまでの間の原発稼働の一時停止）の有効性が、本訴訟にお

いて論証されている。

　　したがって、本件控訴審判決では令和４年最判の結論と異なる判

断、すなわち一審被告国の責任を認める判断がなされるべきである。

　　一審原告らは、司法によって正義が貫かれ、１２年以上に及ぶ苦

難の避難生活が本件控訴審判決によって十分に報われ、本件控訴審判

決がこれからの原子力発電の安全を確保する確固とした礎となること

を心より望むものである。

　　以上

１　ｇｂ「重点講義民事訴訟法（下）第２版補訂版」７２４頁　有斐

閣　２０１４

２　東電は、平成２３年１月に着工したが、その２か月後に発生した

本件事故の影響で工事は中断しており、防潮堤は未だ設置されていな

い。
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３　東京高判令和３年２月１９日には、「このような防潮堤を設置す

ることについては、一審被告東電内部における耐震バックチェックの

過程において、平成２０年推計に基づく想定津波に対応するための防

護措置を検討する中で、防潮堤や防波堤による防護措置について、い

くつものシミュレーションをするなどして具体的に検討がされたもの

の、（ⅰ）Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ盤に既存の施設を維持しつつ鉛直壁を設

置することの技術的問題、（ⅱ）Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ盤だけでなく、取

水口やポンプのあるＯ．Ｐ．＋４ｍ盤への浸水に対する対応の問題、

（ⅲ）工事に要するコストと時間の問題、（ⅳ）防潮壁を高く設置し

た場合にそこに反射した波が周辺集落に向かう波を大きくする可能性

があるという問題などが指摘されていたことが認められる」（甲Ｃ３

７２・１４８頁）という判示がある。

４　甲Ｃ３８０　震震Ｗ第７－１号　コメント回答「地震随伴事象　

津波に対する安全性評価」のことと思われる。これによると、「止め

る」「閉じ込める」「冷やす」のうち、「止める機能」と「閉じ込め

る機能」は津波による影響を受けないとされ、「冷やす機能」のみ津

波の影響を評価する必要があるとされているが、その方法は防波堤、

防潮堤等の敷地への浸入を防止ものに限る旨の記載はない。

５　なお、「ｅｓの測線で合計３９地点」（甲Ｃ３６６の１・２５

頁）とあるが、「ｇｃ町の測線で合計３９地点」（甲Ｃ２４１・５６

頁）の誤りである。

６　ｈｔｔｐｓ：／／（以下略）

別紙７

令和２年（ネ）第３１１号　損害賠償請求控訴事件

控訴人兼被控訴人（第一審原告ら）　控訴人番号１－１　外８２名

被控訴人兼控訴人（第一審被告）　東京電力ホールディングス株式会

社

被控訴人（第一審被告）　国

　主要争点に関する一審原告らの主張の要約書

　　（第２分冊）損害論

仙台高等裁判所　第３民事部　御中

　　２０２３（令和５）年１０月３０日

　　控訴人ら訴訟代理人　弁護士　Ｅ

　　同　弁護士　Ｉ

　　同　弁護士　ａｃ

　　目次

Ⅰ　被侵害利益（法益）の評価について

第１　原審に対する不服

　１　被害の現状を忠実に斟酌するべきであること

　２　侵害された一審原告らの平穏生活権は現実に回復していないこ

と
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第２　一審被告東電の主張に対する反論

　１　平穏生活権が法律上保護されるべき利益であること

　２　「権利侵害」の要件充足は明白であること

　３　慰謝料の「補完的機能」の意義についての理解に誤りがあるこ

と

　４　「平穏生活権」の普遍的価値を理解していないこと

　５　旧緊急時避難準備区域における精神的損害の重大性を看過して

いること

　６　その他一審原告らの個別事情に関する一審被告東電の主張につ

いて

Ⅱ　避難慰謝料について

第１　原審に対する不服（１か月の慰謝料額について）

　１　原審における避難慰謝料の認定額

　２　避難生活の過酷な実情を踏まえた算定をすべきこと

　３　中間指針等における避難慰謝料額の定め方について

第２　原審に対する不服（期間について）

第３　一審被告東電の主張に対する反論

　１　中間指針等の基準に基づく賠償額では不十分であること

　２　一審原告らの避難が終了したとの主張は失当であること

　３　自宅の再築によって被害者の精神的な損害が収束する関係には

ないこと

Ⅲ　故郷喪失慰謝料について

第１　原審の判示

　１　ｃｅ町について

　２　ｃｆ町、ｃｇ町、ｃｈ村、ｃｊ区、ｃｋ区について

第２　被害実態に照らし故郷喪失・変容慰謝料の額が低額に過ぎるこ

と（社会学の知見に基づく解析から）

　１　はじめに

　２　社会学の手法による分析の意義

　３　故郷喪失（故郷剥奪）被害の実相について

　　（１）　「故郷」の構成要素

　　（２）　「故郷」の共同性

　　（３）　一審原告らの「故郷」の共同性

　　（４）　被害のあらわれ方の違いについて

　４　故郷の機能としての地域生活利益

　５　故郷喪失・変容損害の深刻さについて

第３　避難指示解除の有無によって賠償額に差異を設けるべきでない

こと

第４　帰還を断念した被害者にとっての「故郷喪失」
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　１　はじめに

　２　人口・世帯の推移

　　（１）　ｃｅ町

　　（２）　ｃｆ町

　　（３）　ｃｇ町

　　（４）　ｃｈ村

　　（５）　ｃｉ市ｃｊ区

　　（６）　ｃｉ市ｃｋ区

　３　人口の推移から窺える「故郷喪失」

第５　帰還した被害者にとっての「故郷変容」

　１　はじめに

　２　人口・世帯構成

　３　自然、産業、教育、各インフラ

　　（１）　ｃｅ町

　　（２）　その他の自治体

　４　小括

Ⅳ　健康不安慰謝料について

第１　避難することに科学的根拠があること（いわゆる低線量被ばく

に関して）

　１　ＬＮＴモデルの相当性

　２　ＷＧ報告書の問題点

　３　国内法規制について

　４　ＬＮＴモデルの妥当性についての他の裁判例

　５　小括

第２　（仮に科学的根拠がなくても）避難することが相当であること

Ⅴ　その他の慰謝料について

第１　原審の認定に対する不服

第２　一審被告東電の主張に対する反論

Ⅵ　増額事由について

第１　原審に対する不服

第２　一審被告東電の主張に対する反論

　１　一審被告東電の主張

　２　加害行為の悪質性は慰謝料額の算定において当然に斟酌される

こと

　３　本件原発事故を惹起した一審被告東電及び国の悪質性

　　（１）　一審被告東電による津波対策先送りの履歴

Ⅶ　第五次追補について

第１　第五次追補と一審判決との相違
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　１　中間指針第五次追補の策定

　２　第五次追補と原判決の比較（居住地域別）

　　（１）第五次追補による賠償額

　　（２）原判決の認容額

　　（３）小括

第２　その他の増額事由

第３　基礎となる賠償額と個別の増額の関係

　１　基礎となる賠償額について

　２　増額について

　３　小括

第４　第五次追補で残された課題

　１　中間指針第五次追補の課題

　２　故郷喪失・変容損害における地域間格差（地域の分断）

　３　避難慰謝料

　４　被害評価の構造的な課題

　　（１）　被害法益・被害事実と認定額の齟齬

　　（２）　主観訴訟による被害回復であること

　　（３）　原状回復を命じられないこと

　　（４）　有責性と認容額の関係

　　（５）　被害回復に向けた司法の責任

Ⅷ　弁済の抗弁について

第１　「弁済の抗弁」は時期に遅れた攻撃防御方法であること

第２　一審被告東電が「弁済の抗弁」を主張することの意味

Ⅸ　一審原告らの個別具体的事情について

Ⅰ　被侵害利益（法益）の評価について

第１　原審に対する不服

　１　被害の現状を忠実に斟酌するべきであること

　　本件のような損害賠償請求事件においては、被害の内実を適切に

把握した上で、違法に侵害された被侵害利益（法益）の性質、内容、

重要性を適切に評価することが極めて重要である。
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　　一審被告らは、本件原発事故により、一審原告らの「平穏生活

権」を違法に侵害し、その結果、一審原告らに対し、筆舌に尽くし難

い著しい精神的苦痛を与えた。その被害は、安全神話の裏切り、本件

原発事故発生当初の避難時の死の恐怖、放射性物質の拡散情報（特に

ホット・スポットの出現予想）が的確に伝達されなかったために強い

られた可能性のある被ばくの不安、将来の（晩発性）健康被害の恐

れ、避難先等での心ない差別的言動による苦痛、家族の分離による苦

痛、将来の生活の見通しが立たない不安、「ふるさと・コミュニ

ティ」の喪失による苦痛を含むものであり、内容は複雑多岐にわた

り、被害の程度は極めて深刻である。原審の認定した賠償額は、本件

における被侵害利益の重要性を充分に評価したものということはでき

ない。

　　したがって、裁判所は、一審原告らの被害の実相を充分に踏ま

え、本件原発事故による被侵害利益の重要性をより高く評価するべき

である。

　２　侵害された一審原告らの平穏生活権は現実に回復していないこ

と

　　原審は、各地域の人口やインフラの状況等の資料を基に、「故郷

喪失変容」の程度を認定するという判断過程を経ている。

　　しかし、原告らの元居住地域は、いずれも、放射性物質を飛散さ

せるという原子力発電所事故の性質により、住民相互の精神的・人格

的交流の面において変容させ、分断させ、破壊されたのであり、故

に、インフラの復旧によって地域コミュニティの変容・喪失が回復す

るものではなく、その破壊は不可逆的である。このような地域コミュ

ニティ破壊の影響は、ｃｅ町、ｃｆ町、ｃｇ町、ｃｈ村、ｃｊ区、ｃ

ｋ区のいずれにおいても何ら異ならない。

　　したがって、原審が、各地域の人口やインフラの状況等の資料を

基に、「故郷喪失変容」の程度を認定するという判断過程を採ったこ

とは、一審原告らの平穏生活権の実質、それがどのような過程（原

因）で侵害されたのか、侵害された状態がいかに不可逆的であるのか

についての理解が不十分であることによるもののというべきである。

第２　一審被告東電の主張に対する反論

　１　平穏生活権が法律上保護されるべき利益であること

　　一審被告東電は、「居住者が『故郷』（生活地域）の恩恵を享受

することを期待したとしても、その期待は法律上保護される利益であ

るとはいえない」などと主張する。

　　しかし、人がその地域で生活する利益、自らその地域を生活の本

拠として選択する利益が法律上保護される利益であることは、憲法２

２条１項が「何人も、…居住、移転…の自由を有する」とすることか

ら明白である。

　　したがって、一審被告東電の主張は、個人の生活に関わる法的利

益の何たるかを理解しないものである。

　２　「権利侵害」の要件充足は明白であること
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　　一審被告東電は、原判決が、問題とする権利又は法律上保護され

る利益の内容、性質、外延や、それに対する侵害の有無・程度をいず

れも明らかにしていないと主張する。

　　しかし、「権利侵害」とは、違法であること、即ち、その人の法

律上保護されるべき利益が社会通念に照らし受忍すべき限度を超えて

制約を受けることを意味するものである。

　　したがって、「権利侵害」を認定するに際しての「平穏生活権」

の侵害の認定においては、各一審原告らが、元の居住地域で暮らし、

家庭や職場等における各種活動を通じて人格を発展、形成させる利益

が法律上保護すべき利益であることが確認されるとともに、これが本

件原発事故により社会通念に照らして受忍すべき限度を超えて侵害さ

れたことが明らかにされれば足りる。

　　然るに、原審は、一審原告らが法的に保護されるべき権利、利益

を有していたこと、本件原発事故によってこれが侵害されたこと、本

件原発事故による当該侵害が社会通念上受忍すべき限度にとどまらな

いことを明確に指摘しているのであるから、一審被告東電が主張する

ような判断の誤りは存在しない。

　３　慰謝料の「補完的機能」の意義についての理解に誤りがあるこ

と

　　一審被告東電は、原判決が、慰謝料の補完的機能に反し、財産的

損害の賠償状況やそれに基づく平穏生活の回復状況を踏まえることな

く高額の慰謝料を認定している旨主張する。

　　しかし、慰謝料の「補完的機能」とは、財産的損害の賠償によっ

ては十分には償い切れない損失を補う機能のことで、むしろ慰謝料額

を増額させる方向に働く概念であるから、慰謝料額を減額する方向で

慰謝料の「補完的機能」を持ち出すのは誤りである。

　　また、一審被告東電の主張するような、「中間指針は…（中

略）…訴訟において通常認定される額よりも高額の（少なくともそれ

を下回ることのない）賠償額を示したものである」との事実もない。

　４　「平穏生活権」の普遍的価値を理解していないこと

　　一審被告東電は、原告らの平穏生活権について、個々の一審原告

らの価値観や選択に関わらず、一律に慰謝料の評価根拠要素としてい

る一審原告らの主張が、実態を伴わないものであると主張する。

　　しかし、「権利侵害」による損害が賠償の対象とされるのは、人

格的生存に不可欠なものとして普遍的かつ客観的な価値を有するから

である。原判決が、包括的な平穏生活権を保護すべき法的な利益とし

た上で、その侵害に対する賠償を認めたのも、包括的な平穏生活権が

普遍的かつ客観的価値を有するものと判断したからであるから、一律

に慰謝料の評価根拠要素とするのはむしろ当然である。

　５　旧緊急時避難準備区域における精神的損害の重大性を看過して

いること
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　　（１）　一審被告東電は、旧緊急時避難準備区域においては、大

きな生活状況の変容が生じているといえず、原判決が「居住年数」が

長かったことによって慰謝料を認めたことは不当であるとする。

　　しかし、故郷を考える上で大きな考慮要素となるのは、その生活

地域たる故郷で育まれた地域コミュニティであるところ、地域コミュ

ニティは、その地域で生活することで育まれるものであるから、その

地域での居住年数をかけて地域コミュニティを育んだことを慰謝料額

算定において考慮することは何ら不当ではない。

　　（２）　また、一審被告東電は、元の居住地の本件事故以前の姿

への思い入れなどの主観的感情は法律上保護されるべき利益とはいえ

ないとするが、ふるさとにおける平穏な生活が法律上当然に保護され

るべき利益であることは前記のとおりである。

　　（３）　さらに、一審被告東電は、緊急時に屋内避難または避難

ができるよう準備を指示されたにとどまり、平成２３年９月末にはそ

のような指示が解除され、相当数の住民が自主的な避難を選択するこ

となく居住を継続している状況に鑑み、賠償させるべき精神的損害が

生じたと評価できないと主張する。

　　しかし、旧緊急時避難準備区域の住民らは、原子力発電所の事故

により放射性物質が拡散され、かつ、確かな情報もないパニックの中

で、被ばくの危険を避けるために避難したのである。このような当時

の状況からすれば、本件事故直後の旧緊急時避難準備区域の放射線被

害の危険や避難の切迫性は具体的なものであった。

　　さらに、旧緊急時避難準備区域に居住していた一審原告らは、地

域社会との結びつきを突然に奪われ、全く異なる環境での避難生活を

一から始めざるを得ず、著しい精神的苦痛を被った。

　　にもかかわらず、一審被告東電が、ｃｋ区に居住していた一審原

告らの避難と損害との間に相当因果関係がないかのごとく主張するの

は、一審被告東電において、一審原告らがこうした本件事故直後の生

命・身体への深刻な不安から避難せざるを得ず、また、その後も帰還

できなかったことの経過及び理由を全く理解していないことを示すも

のである。

　６　その他一審原告らの個別事情に関する一審被告東電の主張につ

いて

　　（１）　一審被告東電は、原告番号３２－１、同３４－４、同１

３－４及び同１３－５について、「自己の意思に基づく新たな生活」

を開始したことを理由として、慰謝料額が過大であると主張する。

　　しかし、本件原発事故による故郷喪失・変容慰謝料は、本件事故

前の生活地域における人を中心とした平穏な生活利益を奪われたこと

による慰謝料であるから、実際に自らの故郷を喪失した後に他の地域

での生活を選択したからといって、故郷における平穏な生活を奪われ

たことに何ら変わりはない。
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　　（２）　また、一審被告東電は、原告番号１６－１についても、

もともと宮城県ｇｄ市に生活の本拠があるなどとするが、同１６－１

本人は同１６－２と同居していたのみならず、ｃｅ町で生まれ育ち、

終の棲家として、慣れ親しんだｃｅ町の地域コミュニティの下での平

穏な生活の中にあったのであるから、慰謝料額が過大などとは決して

評価するべきでない。

　　（３）　さらに、一審被告東電は、原告番号３６についても、平

成２３年５月２７日に死亡していることを理由に慰謝料額が高額に過

ぎるとの主張をしている。しかし、同３６は、ｃｊ区ｇｅで生まれ育

ち、８０年以上もの間、自分の人生を地域のコミュニティとともに歩

んできたのであるから、その地域と人生との結びつきたるや想像を絶

するほど強固なものであったことは明白である。そして、同３６は、

本件事故によってその人生そのものというべき故郷を奪われたのであ

るから、その精神的苦痛が甚大であることは当然であるし、そうであ

れば原審の認定額が過大であるなどと言えるはずもない。このような

同３６の被った精神的苦痛は、同３６本人が避難中に命を落としたか

らといって軽減されるものではなく、むしろ、その意に反して故郷か

ら引き離されたまま亡くなった無念を思えば、むしろ同３６の苦痛は

増大したものとみるべきである。

Ⅱ　避難慰謝料について

第１　原審に対する不服（１か月の慰謝料額について）

　１　原審における避難慰謝料の認定額

　　原審は、避難慰謝料月額１０万円という金額は、負傷を伴う精神

的損害ではないことを勘案しつつ、自賠責保険における慰謝料額（日

額４，２００円、月額換算１２万６，０００円）を参考にしたもので

あり、時間の経過による逓減がされていないことからすれば合理的な

金額であるとした。

　２　避難生活の過酷な実情を踏まえた算定をすべきこと

　　しかし、避難の実情を想起するならば、本件原発事故における避

難の苦痛が「自賠責基準よりも高いか低いか」といった水準で論じら

れる被害ではない。

　　また、一審原告らの避難生活が過酷を極めてきたことに照らし、

原審の判断は不当というほかない。

　　何より、本件のようにかつて例のない大規模かつ広域の原発事故

による損害額について、通常時の損害賠償事件を参考に安易にこれを

算定することには慎重であるべきで、少なくとも、「青い本」におい

て１か月の入院慰謝料が３２万円ないし６０万円とされていることを

参考に避難慰謝料を算定するのが相当である。

　　また、本件原発事故から時間が経過すればするほど、避難の長期

化や故郷喪失の固定化が進み、往々にして、身体的、精神的なダメー

ジが深刻化していくものであるから、時間の経過とともに被害が回復

するという交通事故の経験則は、むしろ当てはめることができない。

　３　中間指針等における避難慰謝料額の定め方について
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　　原審は、一審被告東電が中間指針等に基づき支払ったとする１か

月１０万円の避難慰謝料の全額を精神的損害であると考えているよう

である。

　　しかし、中間指針等で定められた１か月１０万円の避難慰謝料

（精神的損害）には、精神的損害についての賠償額のほかに被害者ら

の生活費増加分も含まれるとされている。

　　そうすると、仮に、避難慰謝料の金額が１か月１０万円で妥当と

しても、一審被告東電は、原告らに対し、純粋な避難慰謝料として１

か月１０万円の支払いを行っていないことになるから（生活費増加分

相当額の避難慰謝料が未払いとなる。）、原審の判断は不当である。

第２　原審に対する不服（期間について）

　　原審は、避難等に係る慰謝料が支払われた期間も、各地域の避難

指示が解除された時期に照らして合理的な期間ということができると

し、避難慰謝料の算定根拠となる避難期間を、ｃｆ町、ｃｇ町、ｃｈ

村及びｃｊ区については８５か月、ｃｋ区については１８か月とし

た。

　　しかし、避難指示が解除され、物理的に戻ることが可能になった

からといって、その段階で、避難慰謝料が打ち切られると考える原審

の判断は、次のとおり、不当である。

　　ｃｆ町、ｃｇ町、ｃｈ村、ｃｊ区、ｃｋ区の帰還率は依然として

低い。帰還率が低いということは、帰還していない住民にとって、故

郷での自然とのかかわり、人とのつながりが失われたままということ

である。そして、帰還者数が増えないことが、次の帰還をしない人を

作るという悪循環を作り、これにより、避難者らが帰還できない事情

は解消されず、低い帰還率は固定化している。

　　一審原告らの中には、避難先で事業を再開し、あるいは進学や就

業により、人生の再構築の緒についた者もある。しかし、それは、も

う一度同じ苦労を強いられるのは到底耐え難いという苦渋の選択によ

るものであるから、これをもって一審原告らが任意に避難生活を終え

たと評価することは許されない。

　　また、帰還しないという選択をしたからといって、このような選

択が社会通念上不相当であり、避難指示が解除されたならば帰還する

べきであるという評価をすることも許されない。

　　特に、低線量被ばくによる健康被害や健康不安の可能性を考慮し

た避難には合理性が認められるから、そのような不安を法的に保護す

べき間は、避難期間が継続しているものと取り扱うべきである。

第３　一審被告東電の主張に対する反論

　１　中間指針等の基準に基づく賠償額では不十分であること

　　一審被告東電は、中間指針等に定める避難等による慰謝料額につ

いて、自賠責基準を参考にしたものであることや、過去の裁判例も検

討されたことなどを理由に、合理性・相当性を有すると主張する。
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　　しかし、「仙台高裁令和２年９月３０日判決の損害論－現賠審基

準の合理性と低線量放射線の危険性について－」の指摘からも分かる

とおり、中間指針等に基づく賠償は、避難者の被害の実態を十分に把

握しないまま策定されたもので、個々の避難者の事情を賠償額算定の

基礎としておらず、本件原発事故に関する一審被告東電及び国の帰責

性（悪質性）も考慮していない。したがって、中間指針等に基づく賠

償額をもって必要かつ充分な賠償であるとすることは、論理的にあり

得ない。

　２　一審原告らの避難が終了したとの主張は失当であること

　　一審被告東電は、一審原告らの「避難」は既に終了したと主張す

る。

　　しかし、避難指示が解除されても帰還しないことが社会通念上相

当と認められる状況において、「避難」が終了したものと扱うこと

は、避難指示が解除されたならば帰還可能であるとの前提を一審原告

らに強い、あたかも故郷（地域コミュニティ）が回復したかのような

評価をするに等しく、明らかに被害の実態に反する。

　３　自宅の再築によって被害者の精神的な損害が収束する関係には

ないこと

　　一審被告東電は、一審原告らの「避難終了時期」から、一審原告

らの精神的損害の賠償には理由がないとも主張する。

　　しかし、本訴訟において一審原告らが請求しているのは、包括的

生活利益としての平穏生活権の侵害に基づく慰謝料である。そして、

その根拠となる事実は、「生活を丸ごと奪われる」ことによる全生活

的・全人格的ともいうべき広範かつ多岐にわたる多様で複雑な被害実

態である。したがって、一審原告らは、新しい自宅が確保されれば直

ちに回復されるような被害を根拠として慰謝料を請求しているもので

はないから、一審被告東電の主張は失当である。

　　原発ＡＤＲを運営し多くの被害者の被害実態を把握する原子力損

害賠償紛争解決センターの総括委員会も、第２５回原賠審において、

帰還可能日を慰謝料の終期とすることに反対している。

Ⅲ　故郷喪失慰謝料について

第１　原審の判示

　　一審原告らが被った故郷喪失・変容に関する慰謝料についての原

審の判示は、要約すると次のとおりである。

　１　ｃｅ町について

　　原審は、ｃｅ町の一審原告らについて、１，５００万円が相当と

認めた。さらに居住期間が長期であった一審原告らは、精神的苦痛が

特に大きいと認められるとして、故郷喪失・変容慰謝料を増額した。

　２　ｃｆ町、ｃｇ町、ｃｈ村、ｃｊ区、ｃｋ区について
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　　（１）　原審は、ｃｆ町、ｃｇ町、ｃｈ村、ｃｊ区の一審原告ら

に、避難慰謝料８５０万円とは別に、これらの精神的苦痛を慰謝する

ための慰謝料を故郷喪失・変容慰謝料として１００万円を認め、居住

年数が長期の一審原告らには、上記精神的苦痛が特に大きいと認め、

故郷喪失慰謝料を増額して認定した。

　　（２）　ｃｋ区の一審原告らの内、居住期間が長期であった一審

原告らには、避難慰謝料１８０万円のみによっては慰謝されない精神

的苦痛があると認められるとし、５０万円の故郷喪失慰謝料を認め、

さらに、居住期間が特に長期であった一審原告らには、上記精神的苦

痛が特に大きいと認められるとして、故郷喪失・変容慰謝料を増額し

た。

第２　被害実態に照らし故郷喪失・変容慰謝料の額が低額に過ぎるこ

と（社会学の知見に基づく解析から）

　１　はじめに

　　原審が認容した故郷喪失・変容慰謝料は、一審原告らが被った多

様で甚大な被害に照らせば、あまりにも低額である。

　２　社会学の手法による分析の意義

　　社会学による分析からは、故郷の複雑性はすでに解明されてお

り、複雑性を理由に避難慰謝料と故郷喪失慰謝料を合算することは許

されない。

　３　故郷喪失（故郷剥奪）被害の実相について

　　（１）　「故郷」の構成要素

　　一審原告らが本件事故により奪われた「故郷」とは、〈１〉人と

自然の繋がり、〈２〉人と人との関わり、〈３〉その永続性や持続性

が三位一体になった場所である。そして、その「故郷」は、かかわり

とつながりが生活や文化、歴史や伝統として編み込まれた場所であ

り、そこで生きる人々が関わりとつながりを編み足しながら、生活や

文化、歴史や伝統を継いでいく場所である。

　　（２）　「故郷」の共同性

　　一審原告らの故郷においては、個々の生活は共同性のもとで成立

する。共同性が機能しなければ個々の生活も成り立たず、かかる共同

性が一審原告らの故郷の本質である。そのような共同性が失われた生

活というのは、「故郷の生活」とはいえない。

　　（３）　一審原告らの「故郷」の共同性

　　故郷での生活に不可欠な故郷の共同性は、ｊｇ教授が整理による

故郷の３つの構成要素（〈１〉人と自然の関わり、〈２〉人と人との

つながり、〈３〉その持続性と永続性）の観点から整理することがで

きるところ、一審原告らは、本件原発事故が無ければ、この〈１〉か

ら〈３〉のいずれについても、これを存分に享受できていたのであ

る。

　　（４）　被害のあらわれ方の違いについて
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　　一審原告らが被った故郷喪失・変容損害は、避難指示が解除され

たか否かによって、その被害のあらわれ方が異なっているものの、一

審原告らの故郷のいずれにも発生している。

　４　故郷の機能としての地域生活利益

　　「共同性ある故郷での生活」は、上記〈１〉から〈３〉の各構成

要素の観点からして、そこで居住する住民の生活に多くの有形、無形

の財産的な利益を与える機能を有している。まさに、この機能（地域

生活利益）こそが、一審原告らが損害として主張してきた地域生活利

益である。

　５　故郷喪失・変容損害の深刻さについて

　　一審原告らは、上記の広範な機能を有する故郷を、本件事故に

よって奪われた。ｊｇ教授が「故郷剥奪は、生活の質（Ｑｕａｌｉｔ

ｙ　Ｏｆ　ｌｉｆｅ）の低下をもたらす」と評価する故郷喪失・変容

損害について、その深刻さの程度を誤って過小に捉えることは許され

ない。

　　また、住民たちが先祖代々から強い思い入れを有し、自らの努力

を費やして維持、発展してきた故郷の共同性という故郷の本質が失わ

れ、住民たちが受けた精神的な苦痛は多大なものがある。

　　その結果、一審原告らは、故郷の破壊により、地域生活利益を失

い、生計の維持を困難にする有形、無形の財産的損害を被った。

　　そして、これらの被害は、避難指示解除の有無や解除の時期に

よって現れ方こそ異なるものの、共通して発生しているものであり、

一審原告らが請求する故郷喪失・変容慰謝料は、これらの損害をその

内実とするものである。

第３　避難指示解除の有無によって賠償額に差異を設けるべきでない

こと

　１　また、避難指示解除の時期によって、故郷喪失・変容損害に質

的な差異は無いにもかかわらず、原審では居住地域ごとに故郷喪失慰

謝額に差額を設けた点も不当である。

　　上記の通り、一審原告らが喪失した「故郷」が、〈１〉人と自然

との繋がり、〈２〉人と人との関わり、〈３〉その永続性や持続性が

三位一体となった場所であり、共同性こそが「故郷」の本質であるこ

とを明らかにし、かかる本質は、避難指示解除の時期にかかわらず、

同様であることを明らかにした。

　２　そして、本件事故によって毀損された一審原告らの「故郷」の

共同性は、避難指示が解除されても回復しないことが、当審で改めて

明らかとなった。

　３　原審判決でも、故郷喪失・変容慰謝料に関する判示において、

各地域の変容により帰還した場合に本件原発事故前と同様の生活を送

ることができないこと、または、変容によって帰還を断念することが

不合理ではないと認定している。
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　４　ところが、原審は、損害評価においては、避難指示解除の有無

や時期に応じて認容額に大幅な差を設けた。しかしながら、本件原発

事故により帰還を断念した避難者にとって、「故郷」の避難指示の解

除は被害回復に向けた事象といえるものではないし、被った損害に質

的な差が生まれるものでもない。

　　したがって、避難指示解除の有無や時期に応じて認容額に大幅な

差を設けた原審の損害評価は不当である。

第４　帰還を断念した被害者にとっての「故郷喪失」

　１　はじめに

　　本件原発事故により避難を余儀なくされ、最終的に帰還を断念し

た被害者にとって、「故郷」の避難指示の解除は、被害回復に向けて

作用する関係には無い。

　　そして、以下に述べるとおり、避難指示が解除されても、故郷へ

の帰還を断念する被害者がいることは、むしろ一般的な傾向である。

帰還を断念した被害者は、故郷をまさに喪失したのであり、避難指示

の解除の有無による損害の差異は存しない。

　２　人口・世帯の推移

　　本件原発事故によって避難を強制された地域では、避難指示解除

の時期を問わず、いずれの地域でも帰還を断念した被害者が相当数存

在することが、各被災地の人口動向から顕著である。

　　（１）　ｃｅ町

　　ｃｅ町における住民登録人口の推移は以下の通りである。

　　本件原発事故から１０年を経過する中で、住民登録人口が１，３

００人余り減少している。かかる減少幅には自然減も含まれているも

のの、相当数の住民が避難指示解除を待たずに、帰還を断念したこと

が示唆される。

　　（２）　ｃｆ町

　　ｃｆ町における住民登録人口等の推移は以下の通りである。

　　ｃｆ町は、東日本大震災発災当時、住民登録人口は２万１，４３

４人、住民世帯数は７，６７１世帯であった。平成２９年３月３１日

に町の一部について避難指示が解除されたものの、令和３年２月２８

日の時点での住民登録人口は１万６，６５０人に減少した。本件原発

事故から１０年を経過する中で、住民登録人口が４，７００人余り減

少している。かかる減少幅には自然減も含まれているものの、相当数

の住民が避難指示の解除を待たずに、帰還を断念したことが示唆され

る。

　　また、上記の通り、令和３年２月時点で、２万余りが避難中で

あったところ、令和４年１０月３１日時点の避難者数も１万９，５９

３人であり、ほとんど変動は無く、帰還はほとんど進んでいない。
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　　一方で、平成２９年以降の居住人口・居住世帯数の推移は以下の

通りである。原発事故当時は住民で無かった新たな移住者が一定数存

在するとはいえ、居住人口の回復スピードは停滞したままである。避

難指示が解除されてから約５年半が経過しても、居住人口は本件原発

事故当時の人口の１０分の１に満たない。

　　また、居住世帯の構成には質的な変化がある。令和４年１０月時

点の居住人口１，９３２人に対し、世帯数は１，１８８世帯であり、

１世帯あたりの家族人数の平均が約１．６人とどまる。単身者や二人

暮らしの世帯ばかりであることが容易に推察される。本件原発事故当

時は、三世代家族が少なくなかったこととの対比で、世帯構成に質的

な変化が生じている。帰還した町民においても、かつて同居していた

複数世代が全員で帰還したのでは無く、世代によって異なる居住地を

選択していることが強く示唆される。

　　児童数も回復の兆しが見られない。ｃｆ町における令和２年度の

児童数・生徒数は、小学生２２名（平成２２年度は１，１６２名）中

学生５名（事故当時は６１１名）であったところ、令和３年４月の新

入生も、小学生４名と中学生５名、令和４年４月の新入生も、小学生

４名と中学生３名にとどまる。低調な推移が固定化しつつある。

　　（３）　ｃｇ町

　　ｃｇ町における人口等の推移は以下の通りである。令和３年２月

時点で、未だ１万人を超える住民が町外に避難している状況であっ

た。

　　令和４年６月１日時点の避難者数は９，９２１人であり、令和３

年２月２８日時点の避難者数１万０，７００人との比較で７７９人減

少している。

　　他方で、令和３年２月２８日時点の町内在住者は１，５８５人で

あったのに対し、令和４年６月１日時点の町内在住者は２，００１人

であり、増加数は４１６人にとどまる。かかる増加数には、本件原発

事故当時、ｃｇ町に在住していなかった在住者が含まれていることも

踏まえると、ｃｇ町に帰還すること無く、住民登録を他の自治体に移

した被災住民が相当数存在することが示唆される。

　　また、令和２年度の児童数は、小学生３５名（平成２２年度は９

３７名）中学生１５名（平成２２年度は５５０名）であったところ、

令和４年度の児童数は、小学生３５名、中学生２１名である。

　　平成２９年４月１日に避難指示解除準備区域、居住制限区域にお

ける避難指示が解除され６年を経過するなかで、若い世帯が戻らない

傾向が固定化しつつある。

　　（４）　ｃｈ村

　　ｃｈ村における、人口などの推移は以下の通りであり、令和３年

３月１日時点でも９１７名が避難を継続していた。

　　令和４年２月１日時点でも、住民登録人口１，３３２人に対し、

避難者は８６４人であり、約６５％にのぼる。
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　　令和３年３月１日時点で帰村者数３２６人であったところ、令和

４年２月２日時点でも３３５人にとどまる。帰村者が大幅に回復する

傾向は見いだしがたい。

　　また、平成２２年度におけるｃｈ村の児童数は６８人であったも

のの、令和２年度の児童数は８人であった。令和３年度の新入生は小

学生１名、中学生１名、令和４年度の新入生は、小学生３名、中学生

１名であり、児童数が回復する傾向は見いだしがたい。

　　（５）　ｃｉ市ｃｊ区

　　ｃｉ市のうち、ｃｊ区の旧避難指示解除準備区域では、下記・表

１のように住民登録が半分程度に減少している。

表１　ｃｊ区（旧避難指示解除準備区域）

　　また、住民登録状況の（人口）の減少幅と比べて、世帯数の減少

幅は小さく、単身世帯が増えていることが分かる。これは、復興事業

などで新たにｃｊ区に居住し始めた人が多くおり、平成２３年３月１

１日以前から居住していた世帯は上記人口数の減少割合以上に減少し

ていることを推測させる。

　　一審被告東電が提出した書証で、令和４年７月３１日時点の人口

等が明らかにされたものの、住民登録世帯数（２，５５４世帯）、住

民登録人口６，３０６人）ともに前年比でさらに減少しており、帰還

断念者がさらに増加したことが示唆される。

　　また、一審被告東電は、令和４年８月の新聞記事から、ｃｊ区の

高齢化率の低下を指摘するが、６５歳以上の割合（高齢化率）は、依

然として５割程度である。また、当該新聞記事では、避難指示解除後

の居住者の回復の伸びが緩やかになっていることも報じており、今後

の居住者の回復は頭打ちになることが示唆される。

　　（６）　ｃｉ市ｃｋ区

　　ｃｉ市のうち、ｃｋ区の旧避難指示解除準備区域では、下記・表

２のように住民登録人口が半分以下に減少している。

表２　ｃｋ区（旧避難指示解除準備区域）

　　一審被告東電が提出した書証で、令和４年７月３１日時点の人口

等が明らかにされたものの、住民登録世帯数（２３３世帯）、住民登

録人口（６３３人）ともに前年比でさらに減少しており、帰還断念者

がさらに増加したことが示唆される。

　　また、旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域を除くエリア

では、下記・表３のように、本件事故当時との対比で住民登録世帯数

が増加に転じているにもかかわらず、住民登録人口は減少したままで

あり、ｃｊ区と同様、単身世帯が増えていることが分かる。

表３　ｃｋ区（旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域を除く区

域）
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　　ｃｉ市の児童数の減少は顕著で、平成２３年度の予定数は、小学

校４，０５８名・中学校１，９８３名であるところ、令和２年４月６

日の在籍数は、小学校２，０１１名・中学校１，１７８名で、小学

生・中学生という今後を担う世代の減少が顕著である。今後、本件原

発事故当時の水準に回復することは期待しがたい。

　３　人口の推移から窺える「故郷喪失」

　　各被災地の人口動向から、本件原発事故によって避難を強制され

た各地域では、帰還を断念した被害者が相当数存在することが、顕著

である。

　　一審原告らに限らず、相当数の被害者が、本件原発事故により、

「故郷」への帰還を断念し「故郷喪失」に至った。

　　被災自治体が実施する意向調査結果もこれを裏付けている。

第５　帰還した被害者にとっての「故郷変容」

　１　はじめに

　　避難指示の解除によって、故郷への帰還を果たした被害者も、確

かに一定数存在する。しかし、いずれの地域でも、生活基盤が不可逆

的に破壊され、変容したままである。すなわち、帰還を断念した被害

者のみならず、避難指示の解除によって帰還した被害者にとっても、

もとの生活は全く回復できていない。かかる実態からも、避難指示の

解除の有無によって被害の軽重を評価することは、やはり失当であ

る。

　２　人口・世帯構成

　　上記の通り、各被災地の居住人口は回復していない。

　　帰還者は高齢者が多く、特に若年層は帰還していない。このよう

な原発事故後の各被災地自体における帰還者数の推移や世帯構成に照

らすならば、今後も帰還者数の回復の見通しは立たない。

　　各被災地自体が実施している住民意向調査からも、今後帰還者数

の回復は見込めない。

　３　自然、産業、教育、各インフラ

　　（１）　ｃｅ町

　　ｃｅ町では、特定復興再生拠点区域において、避難指示がようや

く解除されたが、直ちに多くの帰還者が出ているという状況ではな

く、インフラ面などで生活上の課題も大きい。また、森林など、本件

事故前の自然とのかかわりの場所は、いまだ帰還困難区域であるか、

中間貯蔵施設となっているのであり、帰還したとしても、本件事故前

と同様の自然とのかかわりを持つこともできない。現在でも、人と人

とのつながり、自然とのかかわりは失われたままであり、人や自然が

帰還、回復していない以上、その永続性も途絶えたままである。

　　（２）　その他の自治体

　　避難指示が解除されてから、相応の期間が経過した自治体でも、

地域社会の破壊は、商業や農業をはじめとする産業、福祉、教育な

ど、実に多岐にわたる。
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　　避難指示が解除されてから６年以上経過したｃｇ町における同種

事案の現地進行協議などを通じ、避難指示が解除されてもなお、地域

での様々な営みは容易に回復しないことが改めて明らかにした。

　４　小括

　　避難指示の解除によって、故郷への帰還を果たした被害者も、確

かに一定数存在する。しかし、いずれの被災地でも、本件原発事故の

影響により、生活基盤が不可逆的に破壊され、変容したままであり、

日々の生活に不安抱えている。すなわち、帰還を断念した被害者のみ

ならず、避難指示の解除によって帰還した被害者にとっても、もとの

生活は全く回復できていない。かかる実態からも、避難指示の解除の

有無によって被害の軽重を評価することは、慎重でなければならな

い。

Ⅳ　健康不安慰謝料について

第１　避難することに科学的根拠があること（いわゆる低線量被ばく

に関して）

　１　ＬＮＴモデルの相当性

　　ＬＮＴモデルは科学的に採用されるべきモデルであり、ＬＮＴモ

デルに科学的根拠がないとする原審の認定は相当ではない。

　２　ＷＧ報告書の問題点

　　原審は、概ねＷＧ報告書の見解を採用し、ＬＮＴモデルは、「科

学的に証明された真実として受け入れられているのではなく、科学的

な不確かさを補う観点から、公衆衛生上の安全サイドに立った判断と

して採用されている」などと判断している。

　　しかし、ＷＧの報告書に関して言えば、年間２０ｍＳｖ以下であ

れば安全であるとの科学的な証明が存在するわけではなく、この数値

は、ＩＣＲＰによって定められた政策的な参考数値である。

　　また野菜不足等との比較についても、あえて単純に比較している

のは、ＷＧの目的が避難者や福島県民の不安を沈静化するための情報

発信にあったからである。

　３　国内法規制について

　　医療法施行規則は第３０条の１９において、三月間につき１．３

ｍＳｖ以下（年間５．２ｍＳｖ以下）の実行線量を超えないことを求

めている。

　　また、医療法施行規則第３０条の１９は、放射線診療従事者等に

係る実効線量限度５年間を１００ｍＳｖ（１年平均２０ｍＳｖ）する

などの基準を定めている。この年間２０ｍＳｖを一審原告らに当然の

ように当てはめることは、放射線医療従事者と同等のリスクの甘受を

一審原告らに求めることと同じであるから、少なくとも、本件原発事

故による一審原告らの被ばく量が年間２０ｍＳｖを下回ったとしても

一審原告らが健康不安を抱くことには十分な科学的根拠がある。
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　　したがって、原判決が一審原告らの被ばく量が年間２０ｍＳｖを

下回ったとしても、一審原告らが健康不安をいだくことに科学的根拠

があるとはいうことはできないと認定したのは、社会通念に反し、不

当である。

　４　ＬＮＴモデルの妥当性についての他の裁判例

　　ＬＮＴモデルの妥当性については、本件と同様、本件原発事故に

より旧居住地からの避難を余儀なくされた福島県及び隣接県の住人が

賠償請求等を請求した事案である仙台高裁令和２年９月３０日判決

（平成２９年（ネ）第３７３号、令和２年（ネ）第５６号、令和２年

（ネ）第６２号。以下、「仙台高裁令和２年９月３０日判決」とい

う。）においても認定されている。

　５　小括

　　以上のとおり、本件原発事故による一審原告らの被ばく量が年間

２０ｍＳｖを下回ったとしても一審原告らが健康不安を抱くことには

十分な科学的根拠がある。

第２　（仮に科学的根拠がなくても）避難することが相当であること

　　避難の合理性は、科学的一般人（科学的な知見を有する一般人）

を基準に決せられるべきではなく、あくまでも、通常人・一般人を基

準に決せられるべきである。

　　そして、一般人から見て、被ばく量が年間２０ｍＳｖを下回った

ら「安心」であるとはいえないから、避難しないことが相当というこ

ともできない。

　　したがって、仮に科学的に解明されていないとしても、科学的に

解明されていないことによる不安を強いられない利益も、それ自体保

護されるべきである。

　　そして、賠償の範囲についても、対象区域内にどの程度の放射性

物質が放出されたか知らないまま避難をしたことから、将来健康被害

が生じるという不安を抱いたことによる精神的苦痛に矮小化されるも

のではなく、判決の認定した健康不安慰謝料はさらに広い内容で認め

られるべきであるし、判決の慰謝料の認定額も低すぎると言うべきで

ある。

Ⅴ　その他の慰謝料について

第１　原審の認定に対する不服

　　避難及び避難生活に伴う様々な精神的苦痛はそれぞれの一審原告

ら毎に様々である。避難慰謝料や故郷喪失・変容慰謝料では斟酌しき

れない事柄も多々あることから、故郷喪失・変容慰謝料及び健康不安

慰謝料において評価しきれない被害の実情をより積極的に斟酌すべき

である。その意味で、原審の「その他の慰謝料」の枠組み自体は適切

であったが、その他の慰謝料」の認定額は、やはり低額に過ぎる。

第２　一審被告東電の主張に対する反論
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　　一審被告東電は、甚だ不明瞭なブラックボックスともいうべき慰

謝料項日を設けて窓に慰謝料額を認定する原判決の判断枠組みは、裁

判所の裁量権の行使として社会通念上許容される範囲を著しく超え、

違法であるなどと主張する。

　　しかし、避難及び避難生活に伴う様々な精神的苦痛は、一審原告

ら毎に様々であり、避難慰謝料や故郷喪失・変容慰謝料では斟酌しき

れない事柄も多々ある。したがって、そのような事柄を「その他慰謝

料」として認定しても、その認定が裁量権の範囲を超えることはな

い。

　　また、本件では、未曾有の原発事故という不法行為が厳然と存在

し、これを争う余地はないのであって、そのような不法行為による損

害賠償の場面において、当該原発事故による多様且つ複雑な無形の損

害を適正に慰謝料額に反映させるためには、損害の公平な分担という

不法行為制度の趣旨に照らし、「その他の損害」という項目立てをす

るのがむしろ合理的である。

Ⅵ　増額事由について

第１　原審の認定に対する不服

　　本件原発事故は、もともと国の原子力発電事業推進政策の下に福

島第一原発を設置し運転してきた末の事態にほかならない。そして、

国の原子力発電事業推進政策は、一審被告国と一審被告東電とが互い

に協力しながら積極的に推進してきたものであり、その互いの協力推

進の結果、あえて津波対策よりも経済合理性を大きく優先させ、本件

原発事故を引き起こした。

　　したがって、賠償額については、一審被告東電の悪質さを踏まえ

て慰謝料額を増額させるべきであるし、これを監督すべきであるのに

しなかった一審被告国の悪質さも慰謝料の増額事由として斟酌するべ

きである。

第２　一審被告東電の主張に対する反論

　１　一審被告東電の主張

　　一審被告東電は、「不法行為においては、・・加害者に（重過失

とはいえない）過失があることによっては、損害額が「加重」される

ことにはならない。このことは、帰責事由として過失を要しない原賠

法のもとでも同じであり、少なくとも重過失とはいえない過失で賠償

額自体が加重されることはない。」、「一審被告東京電力が本件津波

を予測して結果回避措置を講ずべき義務を負っていた中でこれを怠っ

た義務違反があるということはできず（そのため、本件事故の発生に

ついて過失があったといえない。）、ましてやその行為態様には故意

重過失にわたるような何ら悪質な点はない。」と主張する。

　２　加害行為の悪質性は慰謝料額の算定において当然に斟酌される

こと
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　　一般論として、不法行為による加害行為の悪質性は慰謝料額に反

映されるものである。本件以外の原発避難者訴訟、例えば仙台高裁令

和２年９月３０日判決においても「一審被告東電の義務違反の程度は

決して軽微とはいえない程度であったというべきであり、一審原告ら

に対する慰謝料の算定に当たって考慮すべき要素の一つとなる。」と

して、一審被告東電の行為の悪質性が慰謝料増額事由となるとされて

いる。

　　本件においても、原審が一審被告東電の行為（作為・不作為）の

悪質性を認定し、これを十分考慮して慰謝料を算定すべきとしている

こと、本件事故は、本件原発の安全確保のために一審被告らが手を尽

くしたけれども防げなかったという事故ではなく、一審被告東電が津

波対策の重要性を何度となく認識しつつも、意図的に対策を先送りす

るため、一審被告国の規制機関に対し不十分且つ不誠実な報告を行

い、規制機関からの指示があっても実質的なサボタージュを行って対

策を講じず、一審被告国がそれに甘んじていた結果、本件事故が発生

したものであること及び一審被告らが本件原発事故を惹起したことの

違法性及び責任非難が極めて重大であること等を、慰謝料の増額とい

う形で、一審原告らの各慰謝料額の算定に適切に反映させるべきであ

る。

　３　本件原発事故を惹起した一審被告東電及び国の悪質性

　　（１）　一審被告東電による津波対策先送りの履歴

　　本件事故は、本件原発の安全確保のために一審被告らが手を尽く

したけれども防げなかったという事故ではない。一審被告東電が津波

対策の重要性を何度となく認識しつつも、〈１〉「４省庁報告書」・

「７省庁手引き」の修正要求）、〈２〉「長期評価」に基づく津波計

算の拒否と不正確な調査報告、〈３〉「長期評価」によるシミュレー

ション結果に基づく津波対策の先延ばし、〈４〉貞観津波を考慮しな

いための画策、〈５〉耐震バックチェックの期限の著しい延期等に終

始した。そして、一審被告東電は、意図的に対策を先送りするため、

一審被告国の規制機関に対し不十分かつ不誠実な報告を行い、規制機

関からの指示があっても実質的なサボタージュを行って対策を講じ

ず、一審被告国がそれに甘んじていたために、本件事故が発生したの

である。

Ⅶ　第五次追補について

第１　第五次追補と一審判決との相違

　１　中間指針第五次追補の策定

　　令和４年１２月２０日、原子力損害賠償紛争審査会（以下「原賠

審」という。）は、中間指針第五次追補（以下、「第五次追補」とい

う。）を策定したが、原判決における認容額は、第五次追補の水準を

も下回っており、本件事故の被害回復として不十分な水準にとどまっ

ている。かかる不合理は、直ちに是正されなければならない。

　２　第五次追補と原判決の比較（居住地域別）

　　（１）　第五次追補による賠償額
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　　帰還困難区域　精神的損害等の賠償として、１，５８０万円／人

　　居住制限区域　精神的損害等の賠償として、１，１３０万円／人

　　旧緊急時避難準備区域　精神的損害等の賠償として、２３０万

円／人

　　（２）　原判決の認容額

　　帰還困難区域　１，５００万円を相当と認めた上で、居住年数が

長期であった一審原告に対し、個別の増額を認めた。

　　居住制限区域　避難慰謝料として８５０万円、故郷喪失・変容慰

謝料として１００万円を相当と認めた上で、居住年数が長期であった

一審原告に対し、個別の増額を認めた。

　　旧緊急時避難準備区域）　避難慰謝料を１８０万円と算定した上

で、居住年数が長期であった一審原告には５０万円の故郷喪失・変容

慰謝料を認めつつ、居住年数が特に長期であった一審原告には増額し

た。

　　（３）　小括

　　原判決は、個別の事情に応じた増額を認めているものの、基礎と

なる賠償額はいずれも第五次追補の水準を下回っている。

第２　その他の増額事由

　　第五次追補では、ほかに、要介護者・障がい者・その介護者など

類型的に通常の避難者と比べて精神的苦痛が大きい被害者について日

常生活阻害慰謝料の増額、相当量の線量地域に一定期間滞在したこと

に伴う健康不安による精神的損害についての増額を定めた。

第３　基礎となる賠償額と個別の増額の関係

　１　基礎となる賠償額について

　　一審被告東電が指摘するとおり、第五次追補が定める賠償額は、

「あるカテゴリーの被害者に共通していると考えられる損害について

最も合理的と考えられる水準を指針として定めたもの」である。

　　そして、本訴訟における一審原告は、すべての世帯について個別

の陳述書を作成し、法廷で一審被告らによる反対尋問も経る中で被害

実態を供述し、原判決は、一審原告らが主張する各世帯の被害事実

を、ほぼすべて認定した。

　　すなわち、「最も合理的と考えられる水準を下回る被害」を被っ

たにすぎない被害者など、一審原告らにおいては一人として存在しな

いことを原判決は正面から認定している。なお、原判決で居住年数等

が明らかではないと指摘された世帯については、当審における追加立

証によって明らかにされた。

　２　増額について

　　他方で、原判決は、一審原告らの居住年数等に応じた増額を認め

ている。
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　　第五次追補の枠組みを前提とするならば、かかる増額は追加賠償

対象と明記しているところの「個別具体的な事情」による損害認定で

あり、一審被告東電が主張するところの「類型的に把握することので

きない個別の被害事実」に基づく増額である。

　　もっとも、原判決による増額認定にも問題がある。

　　第五次追補では、上記の通り、要介護者の介護を恒常的に行って

いるものに対し、類型的に増額を認めているところ、原判決による増

額では、ＡＤＲや一審被告東電が既に自主的に認めていた増額幅すら

下回る事例が散見される。

　３　小括

　　原判決が認容した基礎となる賠償額は、第五次追補の水準に満た

ず、一審被告東電自身が認めた増額幅をも下回るものも散見される。

かかる点は、直ちに是正されなければならない。

第４　第五次追補で残された課題

　１　中間指針第五次追補の課題

　　不法行為法及び環境法を専門とするｇｆ教授は、第五次追補の策

定を受け、故郷喪失・変容損害評価における地域の分断や、避難慰謝

料の増額を課題として指摘している。

　２　故郷喪失・変容損害における地域間格差（地域の分断）

　　第五次追補が定める生活基盤喪失・変容損害についてｇｆ論文

は、「問題は、喪失と変容を截然と区別し、それを政府指示による区

域に割り付け、しかも、それぞれの金額に大きな差を設けたこと、そ

して、自主的避難等対象区域についてはこれを認めなかったことであ

る。」と指摘する。

　　原判決は、帰還困難区域以外の地域についても、故郷変容損害を

認容しているものの、各地域の認定額を基礎とした「微調整」の域を

出ていない。ｇｆ論文が危惧するところが、そのまま現実化してい

る。

　　本件事故によって一審原告らが被った故郷喪失・変容損害が、政

府指示による区域分けによって質的に異なるものではないことは、本

訴訟における立証から明らかになった。故郷喪失・変容損害の評価に

あたっては、一審原告らそれぞれの被害実態に照らした適正な損害評

価がなされることを求める。

　３　避難慰謝料

　　原判決は、避難慰謝料については、一審被告東電の主張額をその

まま是認している。

　　しかし、原判決が認定したところの一審原告らの過酷な避難生活

に照らせば、一律に月額１０万円では、到底、被害回復には至らな

い。
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　　ｇｆ論文も、これまでの指針における避難慰謝料の水準につい

て、高松高裁判決などを参考に増額を検討すべきであると指摘してい

る。第五次追補が参考にした高裁判決の一つである高松高裁判決で

は、一律月額１２万円で避難慰謝料を認定し、かかる認定は最高裁で

も維持された。

　　また、一審被告東電は、避難慰謝料には生活費増加分も含まれて

いるとして賠償してきた。世帯分離がなされた世帯では、類型的に生

活費が増加する世帯であることを踏まえるならば、世帯分離の有無に

よって、避難慰謝料の認定額にも差異が設けられるべきところ、原判

決ではかかる差異は捨象され、一律同額の認定となっている。避難慰

謝料の算定にあたっては、それぞれの避難生活の実情に応じた丁寧な

損害評価がなされるべきである。

　４　被害評価の構造的な課題

　　（１）　被害法益・被害事実と認定額の齟齬

　　これまで指摘した故郷喪失・変容損害に関する地域格差や、高松

高裁判決の水準での避難慰謝料の増額は、第五次追補の枠組みを前提

として克服可能であることは上記の通りである。しかし、それによっ

て、一審原告らの被害が十全に回復されるかという課題設定をするな

らば、かかる課題は未だ解決には至っていない。

　　原判決では、一審原告らに関する多様で膨大な被害事実を認定し

たが、認容額はかかる被害事実との対比で極めて不十分な水準にとど

まっている。

　　その背景には、現在の我が国の法制度が、「被害の切り捨て」を

許容する構造になっていることが挙げられる。原賠審専門委員会で座

長を務めたｆｌ氏（ｇｇ大学大学院法務研究科教授）の論文を参照し

ながら、以下、整理する。

　　（２）　主観訴訟による被害回復であること

　　ｆｌ氏は、中間指針第五次追補で明記された生活基盤損害につい

て、「生活基盤損害は、一見すると客観的損害のようにも見えるが、

そうではない。やはり、個々人に属人的に発生した損害であり、その

意味で主観的な損害ではある（そうでなければ、現行法の下では賠償

の対象とならない）」と指摘する。

　　すなわち、現行法上、主観的な損害以外は、裁判所は加害企業や

国に被害回復を命じることはできないため、本件事故により発生した

膨大な損害のうち、個人の法益に還元されない法益・利益は免責され

る構造になっている。

　　他方において、諸外国では、加害企業に対し、環境汚染に対する

見合った責任を全うさせることによって、事業者は、常に最新の知見

を採用し、自然環境に対する被害を防止するインセンティブが働く構

造になっている。主観訴訟という「狭い土俵設定」で被害回復を求め

なければならない日本とは対照的である。

　　（３）　原状回復を命じられないこと
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　　空間線量の原状回復を求めた訴訟で、令和２年３月１２日仙台高

裁判決は、「実現可能な義務の具体的内容が合理的に限定されている

とはいえない」「実現可能な執行方法が存在しない」として、請求を

棄却した。

　　元に戻して欲しいという被害者の切実な訴えを、我が国の司法手

続では実現できない状況に陥っている。加害者に対し、原状回復を命

じられない帰結として、ｊｈ地域の山林では未だ高線量の放射性物質

は除染されておらず、被害が継続している。

　　原状回復不能の被害をもたらしたがゆえに、「実現可能な義務の

具体的内容が合理的に限定されているとはいえない」、「実現可能な

執行方法が存在しない」として一審被告らの原状回復責任が免責され

るなか、原判決では、原状回復不能な被害をもたらしたことを、慰謝

料算定の考慮要素とした形跡はない。

　　（４）　有責性と認容額の関係

　　原判決は、一審被告東電に対し、慰謝料増額事由としての一審被

告東電の悪質性を認定した。

　　しかし、原判決の認容額は、第五次追補を下回る水準にとどまっ

ており、一審被告東電の悪質性の認容額への反映は極めて限定的であ

る。

　　ｆｌ氏も、一審被告東電の悪質性の肯定事例、否定事例との間

に、認容額に大きな差が無いことが指摘している。

　　確かに日本では懲罰的損害賠償を採用しないものの、交通事故に

おける損害賠償実務では、加害者の行為態様の悪質性に基づく賠償額

の増額は認められている。しかしながら、第五次追補の策定過程おい

て、原賠審では、一審被告東電の悪質性を踏まえた基準設定という議

論には至らなかった。

　　（５）　被害回復に向けた司法の責任

　　一審原告らの最大の願いは、「元に戻して欲しい」というもので

あり、それが叶わないのであれば「被害に見合った責任を果たして欲

しい」というものである。

　　しかしながら、こういった被害者の切実な願いに、司法は応えき

れていない。ｆｌ氏の整理によれば、上記の通り、原発事故の被害者

は、主観的な権利・法益しか裁判の土俵に乗せることができず、原状

回復も実現させることはできず、一審被告東電の責任を断罪したとて

認容額は顕著には変わらない状況にある。

　　「伝統的な見解」を強く意識した第五次追補の枠組みで、被害回

復が「終息」したことにされてしまうならば、事業者や国に対し、将

来の被害防止や原状回復のインセンティブが全く働かない現在の枠組

みに、司法がお墨付きを与える結果となる。

90/189第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 09:40
（審71）2-1-6



　　もっとも、現在の日本の法制度を前提としても、適正な被害回復

の方法はある。ｇｈ教授は、各被害者が被った非貨幣的な損失の評価

として、表明選考評価法が適切であることを仙台高裁の法廷で明らか

にした。また、ｇｆ教授は、非財産的な損害における損害評価に、原

状回復費用を考慮要素とすることは、これまでの不法行為理論からも

妥当であることを指摘している。

　　原判決が認定するとおり、一審被告東電は、本件事故を予見しつ

つ、これを隠蔽し、本件事故が発生した。そのような事故を引き起こ

した事業者に、環境に与えた損害を回復させるインセンティブが全く

働かないような損害評価を裁判所が是認することは、到底、歴史の評

価に耐えられるものではない。

Ⅷ　弁済の抗弁について

第１　「弁済の抗弁」は時期に遅れた攻撃防御方法であること

　１　原審の審理計画において、一審被告東電は、一審原告らに対す

る財産的賠償の既払金について「事情としての主張である」旨を明確

にしていた。ところが、一審被告東電は、原審の最終盤において突

如、既払金に基づく弁済の抗弁の主張を展開し、控訴審においても、

弁済の抗弁の主張を行っている。

　　今般の一審被告東電による弁済の抗弁の内実は、既払いの財産的

賠償をも含めて、一から一審原告らに主張の負担を課し、１０年前に

さかのぼって全ての被害を立証し尽くせというものである。一審原告

らは原発事故によって多岐にわたる被害を被ってきたところ、本訴訟

は、一審被告東電による自主賠償や原発ＡＤＲでは回復されなかった

「切り捨てられた被害」の回復を求めるものである。本訴訟では、精

神的苦痛及び無形の損害に焦点を絞り、原審における各世帯の尋問な

どを通じてその被害実態を明らかにし、原発事故から１０年を経過し

た現段階に至ってようやく控訴審に至っている。一審原告らには高齢

者も多く含まれており、訴訟係属中に死亡に至った者も存在する。

　　一審被告東電による弁済の抗弁は、原審での審理の「ちゃぶ台返

し」に他ならず、加害者の訴訟対応として、まさに信義に反するもの

である。

第２　一審被告東電が「弁済の抗弁」を主張することの意味

　　原発事故によって、被害者はまさに多岐にわたる被害を受け、一

審被告東電は、原賠審が定める指針に基づき、損害項目ごとの合意の

積み上げによる賠償をしてきた。

　　かかる「合意」の内容は、被害者の納得を得られているものとは

到底言い難く、特に、疎明資料が不足する被害については「最低限の

基準」として原賠審が策定した基準に基づく賠償水準に甘んじざるを

得なかった。

　　本訴訟は、原賠審が正面から取り上げることが困難であった、ふ

るさと喪失損害及び被ばくによる損害、並びに救済水準が著しく低い

ままになっている避難慰謝料に対象を絞り、その被害回復を求めるも

のである。
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　　一審原告は、かかる被害の立証を重ねて現在に至っているとこ

ろ、今般の一審被告東電による「弁済の抗弁」なる主張は、原賠審が

策定した「最低限の基準」に基づく「合意」がなされた損害項目をも

含めた全ての被害を、被害者が１０年前にさかのぼって全ての被害を

立証し尽くせというものである。

　　原発事故から１０年を経過し、原賠審では被害者の疲弊が憂慮さ

れている中で、一審被告東電は原発事故の責任を何ら顧みることな

く、また原発事故によって生じた被害・損害について全く理解しよう

ともせず、さらには原発賠償のこれまでの実務をことさらに無視する

主張を展開し始めたのである。

　　かかる一審被告東電の主張が認められないことは明白であり、一

審被告東電の弁済の抗弁は排斥されるべきである。

Ⅸ　一審原告らの個別具体的事情について

　一審原告らの避難慰謝料、故郷喪失変容慰謝料、その他の慰謝料の

各算定額の基礎となるべき個別具体的事情は、最終準備書面の別紙に

記載のとおりである。

別紙８

　　１審被告東京電力の主張

第１　はじめに

　　本件訴訟は、本件事故当時、福島県内に居住していたとする１審

原告らが、東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波によってその後

本件原発で発生した本件事故により損害を受け、訴訟外において１審

被告東京電力から支払われた賠償金によってもいまだ填補されていな

い損害があるとして、１審被告東京電力に対し、原賠法３条１項に基

づき、一律に、慰謝料３８４０万円（健康不安慰謝料及び故郷喪失慰

謝料として３０００万円並びに避難慰謝料として８４０万円（一月当

たりの損害を４５万円とし、既払金１０万円を控除した金額の２４か

月分））、及び、弁護士費用３８０万円の合計４２２０万円の賠償を

求めるものである。

　　１審被告東京電力は本件訴訟の１審原告らに対し、１審被告東京

電力控訴審準備書面（１９）記載のとおり賠償金を支払済みであると

ころ、世帯合計の既払金額は、避難指示区域に居住していた旨申告し

た１審原告らについては世帯平均で約１億４４２２万７１９９円、多

い世帯では４億９６４４万３１９４円にのぼり、同様に旧緊急時避難

準備区域に居住していた旨申告した１審原告らについては世帯平均で

約１８５４万４９６０円、多い世帯では２４１４万６８４３円にのぼ

る。すなわち、本件は、このように本件事故による損害が既に賠償さ

れているにもかかわらず、１審原告らがさらなる追加の賠償金の支払

を求めている事案である。

第２　原判決の誤り及び損害算定に当たり考慮すべき事情等
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　　本件事故による利益侵害の有無や程度は個々の１審原告らの具体

的事情によって様々であるところ、各自の個別事情の差異が大きいこ

とが明らかな中で原判決が「一律」に「避難慰謝料」及び「故郷喪

失・変容慰謝料」について慰謝料を認定したこと、並びに、居住歴の

みを基準として「故郷喪失・変容慰謝料」について慰謝料の増額又は

認定を行ったことは誤りである（下記１）。

　　この点、１審被告東京電力は中間指針等を踏まえた自主賠償基準

に基づき、１審原告らを含む避難指示区域の居住者に対し、財産的損

害の賠償や住居確保費用の支払等も実施した上で、さらには慰謝料名

目でも賠償を実施している。それらの賠償の中には、既払金に対応す

る損害が認められないものや、各自の損害を把握することなく定型的

な金額を支払っている賠償項目等が含まれており、実際、本件訴訟の

１審原告らに関しても実損害を超える賠償がなされている事実が確認

されている（下記２）。そうであるにもかかわらず、第五次追補を踏

まえた自主賠償基準による額によっては填補されていない損害として

さらに加えて慰謝料が認められる余地はなく、その点において原判決

には重大な誤りがある。

　　さらに、１審被告東京電力は第五次追補の公表を踏まえ、新たに

自主賠償基準を策定のうえこれに基づく賠償を実施することとしてい

るところ、中間指針等（第五次追補を含む。）の位置付け等に鑑みれ

ば、中間指針等が想定していないような損害の主張・立証がなされな

い限り、自主賠償基準による額を超える損害は認められない。なお、

原判決は区域外（ｃｍ市）に生活の本拠を有していた１審原告１名

（１審原告番号６－３）を除く全原告について、「健康不安慰謝料」

及び「その他の慰謝料」を認定したものであるが、第五次追補が賠償

すべき損害の目安として示した慰謝料額は、本件事故に関する確定済

みの高裁判決を詳細に調査・分析の上で、本件事故から一般的に生じ

た被害として類型的に把握される要素を網羅的に評価の上で定められ

たものである。したがって、慰謝料の細目（名目）ごとではなく総額

ベースで検討する必要があり、「健康不安慰謝料」及び「その他の慰

謝料」との名目を付して慰謝料の上乗せを行うことがあってはならな

い（下記３）。

　　そして、審理において明らかになっている個別事情を踏まえて検

討しても、いずれの１審原告についても第五次追補に基づく賠償基準

に基づき１審被告東京電力が支払予定の金銭を超える損害の発生が認

められないことについては、１審被告東京電力控訴審準備書面（１

０）及び同（１２）において詳述したとおりであるが（下記４）、そ

の概要については改めて本書添付の（別紙）において述べる。

　１　各自の個別事情の差異が大きいことが明らかな中で「一律」に

「避難慰謝料」及び「故郷喪失・変容慰謝料」を認定したことの誤り

　　本件事故による利益侵害の有無や程度は個々の１審原告らの具体

的事情によって様々である。そして、１審原告らが訴訟において慰謝

料を請求するものである以上、そうした個別事情を踏まえた損害認定

がなされるべきである。
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　　原判決は１審原告らについて世帯毎の事実認定を一応は行ってい

るものの、個別事情に基づく適切な損害認定を行っておらず、本件事

故時の居住地域及び居住歴にのみ依拠して「避難慰謝料」及び「故郷

喪失・変容慰謝料」に関し機械的・定型的な慰謝料額の適用を行って

おり、不当である（控訴理由書「第２」３（１）（２））。

　　また、同じ避難等対象区域又は同じ自治体の居住者であっても、

本件事故による精神的損害は個別事情によって大きく異なるのであっ

て、安易に共通損害を認め一律の追加賠償を認めたことは誤りである

（控訴理由書「第２」３）。なお、本件訴訟の審理において明らかと

なっている個別事情を踏まえて検討しても、いずれの１審原告につい

ても第五次追補に基づく１審被告東京電力の自主賠償基準に基づく額

を上回る個別損害は立証されていないことについては、下記４及び

（別紙）のとおりである。

　２　財産的損害を含めて十分な賠償を実施済みであること

　（１）慰謝料の評価・算定において財産的損害の賠償状況が十分に

考慮されなければならないこと

　　精神的損害の額を認定するに際しては、財産的損害の名目による

支払も含め、既になされた賠償の状況を勘案の上、被害者に生じた損

害の填補として不足が生じているか否かが検討される必要がある。

　　すなわち、我が国における不法行為に基づく損害賠償制度は、

「不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするも

の」（最大判平成５年３月２４日民集４７巻４号３０３９頁）とさ

れ、「損害」とは、不法行為がなかったならば存在したであろう財産

状態（利益状態）と当該不法行為がされた現在の財産状態（利益状

態）との差を金銭評価した差額と捉えられている。そうである以上、

精神的損害を含めた「損害」は、被害者に生じた被害の回復の観点、

すなわち侵害行為前の状態と侵害行為後の状態との「差」をいかに埋

めるかという観点で認定されるものでなくてはならない。

　　この点について、一般に慰謝料には補完的機能又は調整的機能と

呼ばれる機能があることが指摘されており（ｇｉ編『新注釈民法（１

５）債権（８）』（有斐閣、２０１７年）８８０頁〔ｇｉ執筆部

分〕）、最判平成６年２月２２日民集４８巻２号４４１頁は、「ここ

で留意を要するのは、上告人らによる本訴請求は慰謝料を対象とする

ものであるが、物質的損害の賠償は別途請求するというのではなく、

かえって他に財産上の請求をしない旨を上告人らにおいて訴訟上明確

に宣明し、上告人ら自身これに拘束されているのが本件であることで

ある。」とした上で、「本訴請求の対象が慰謝料であるとはいえ、他

に財産上の請求権の留保のないものとして、原審が慰謝料額を認定す

るに当たっても、その裁量にはおのずから限界があり、その裁量権の

行使は社会通念により相当として容認され得る範囲にとどまることを

要するのは当然である。」と判示し、「他に財産上の請求」があるか

否かが慰謝料額の認定に当たって考慮されるべき重要な要素とされて

いる上、かかる考慮を欠くとして原判決を破棄している。
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　　他方で、生活妨害に関する慰謝料が請求された場合、判例実務

上、一般に、身体傷害等といった被害が生じておらず単なる生活妨害

が生じたにとどまる事案における慰謝料の額は、月額数千円から高く

ても月額１、２万円といった水準にとどまっている
1
。

　　このように、一般に、財産的損害があるにもかかわらずその賠償

が行われていない場合には、包括慰謝料が多額になることはあるが、

財産的損害の賠償が十分になされていて、請求内容が純粋に精神的苦

痛の慰謝のみの慰謝料の場合は、特に単なる生活妨害を超えた身体傷

害等の被害を伴わない類型のケースでは、相対的に低額にとどまって

いることが指摘できる。その意味で、財産的損害の賠償の有無は、慰

謝料額の認定に大きく影響するのであり、慰謝料は財産的損害に対す

る賠償との関係では補完的・調整的な機能を有するものであるといえ

る
2
。

　　以上により、本件において１審原告らが請求する精神的損害の評

価・算定に当たっては、財産的損害について十分な填補がなされてい

るとの事情が十分に考慮されなければならない。

　　特に、１審被告東京電力は被害者が早期に移住等を行い、避難生

活を終了させ、新たな生活の本拠を定めて、速やかに第二のふるさと

での生活を始められるようにするという趣旨から、（財産的損害に対

する賠償と位置付けることはできず、精神的損害に対する賠償である

ことが明らかな）住居確保費用の賠償を実施している。このような住

居確保費用の賠償を考慮しないことなどあり得ない。

　　この点、原判決は財産的損害に対する賠償状況を勘案しておら

ず、裁判所の裁量の限界を超えるものといわざるを得ない（裁判所の

裁量にはおのずから限界があり、裁量権の行使は社会通念により相当

として容認され得る範囲内にとどまることを要することにつき前掲・

最判平成６年２月２２日民集４８巻２号４４１頁。）。

　（２）各種の名目のもとで被害者の損害を填補するに十分な賠償を

行っていること

　　１審被告東京電力が自主賠償基準に基づき実施している財産的損

害の賠償においては、極めて多数に及ぶ被害者に対し迅速に賠償を行

う観点から、個別に損害の有無・数額を確認することなく、損害が大

きい者の場合にも十分な填補となるような水準の賠償額となるよう賠

償額が設定されている。

　　１審原告らに対しても、慰謝料とは別にそうした各種の賠償を累

次にわたり行ってきており、慰謝料も含めた世帯単位の既払金総額

は、避難指示区域に居住していた旨申告した１審原告らについては世

帯平均で約１億４４２２万７１９９円、多い世帯では４億９６４４万

３１９４円にのぼり、同様に旧緊急時避難準備区域に居住していた旨

申告した１審原告らについては世帯平均で約１８５４万４９６０円、

多い世帯では２４１４万６８４３円にのぼる。

95/189第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 09:40
（審71）2-1-6



　　こうした各種の項目による手厚い賠償が１審原告らの精神的苦痛

を慰謝するものとして機能していることは疑いを容れないのであっ

て、損害の填補状況に関する事情は慰謝料の評価・算定において十分

に考慮されなければならない。

　（３）１審被告東京電力による賠償の規模・実態及びその十分性

　　ア　慰謝料以外の名目による賠償の規模・実態

　　１審被告東京電力控訴審準備書面（２）、同（３）及び同（５）

等において述べたとおり、１審被告東京電力は、精神的損害に加え、

「財産的損害」の名目での賠償金として、追加的費用、物品購入費

用、包括・簡易請求による支払、就労不能損害、生命・身体的損害

（入通院慰謝料を除く）、動産・不動産に対する賠償、事業損害に対

する賠償といった多様な名目の下で幅広く賠償を実施している。そし

て、これら財産的損害の名目で行われた賠償は、それぞれの賠償項目

のもとで支払われる金額に見合う損害が必ずしも生じているものでは

なく、訴訟において認定され得る損害額を超えた賠償を行っている部

分がある。

　　すなわち、本来、損害の賠償である以上は各被害者における損害

の有無やその数額を個別に審査の上で支払をすべきところであるが、

避難指示の対象となった地域の居住者の早期の生活安定に資するべく

従来の「損害」の概念を超えて「住居確保費用」などの賠償を実施し

ているほか、多数にのぼる被害者の方々に対しできる限り迅速に賠償

を実施するため、一人当たりの賠償額をあらかじめ設定するなど可能

な限り定型化を図っており、かつその賠償額は、被害の程度が大きい

場合にもその被侵害利益が填補される水準の金額となるよう賠償基準

が定められ、運用されている。このような財産的損害の賠償状況は、

慰謝料の評価・算定において十分に考慮されなければならない。

　　（ア）既払金に対応する損害が認められない賠償項目

　　１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）（別表）に記載の賠償

金のうち、黄色に塗られたセルの賠償項目については、これらの支払

額に見合う損害が生じていない中で支払がなされている。

　　ａ　住居確保費用

　　（a）１審被告東京電力が中間指針第四次追補（甲Ａ１０）を踏ま

えて行っている「住居確保費用」の賠償は、自宅住居に係る財物損害

の賠償に加えて、移住先住居の購入に際しての支出（帰還の場合には

本件事故前に居住していた住宅の修繕又は建替えのための費用）を追

加的な費用として填補するもので、その実質は、本件事故による財物

損害の額を超えて、新規の資産取得のために必要となった支出に係る

部分を填補するものである。
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　　これは、物の滅失・毀損に対する損害賠償額は特段の事由のない

限り滅失毀損当時の交換価格によりこれを定めるという判例（最判昭

和３２年１月３１日民集１１巻１号１７０頁）の枠を超えて、被害者

支援という政策的見地から、財物の交換価値（時価）の賠償を超えて

支払を行っているものであって、財産的損害の賠償額として算定され

得る範囲を超えて、まさに避難生活を終了して生活再建を図り平穏な

生活を回復するための資金として支払われているものである。した

がって、住居確保費用として支払われた賠償金については、これに見

合う損害の発生が認められない。

　　（b）１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）（別表）右端付近

の「住居確保費用」欄に記載の金額をみると、本件訴訟の１審原告ら

の多くの世帯が「住居確保費用」の賠償金を受領済みであり、多い世

帯では約５８９０万円（世帯番号８）、約５５６０万円（世帯番号

１）、約４８１０万円（世帯番号１６）といった金額が「住居確保費

用」の名目のみで支払われている。

　　（c）例えば世帯番号８の１審原告らに対しては、宅地・建物等不

動産に対する賠償として約１億１０８０万円、これとは別途に住居確

保費用のみで合計約５８９０万円が支払われているところ、住居確保

費用の賠償請求に際し直接賠償手続において提出された資料による

と、以下の２件の住居の取得費用及びリフォーム費用等について賠償

金が支払われていることが確認される。

　　〈１〉　宮城県ｃｍ市ｇｊ区のマンション購入費用

　　宮城県ｃｍ市ｇｊ区のマンション居室の取得費用５２２７万９３

７３円（乙Ｂ８の１、乙Ｂ８の２及び１審原告番号８－１本人調書

６～７頁）。

　　当該マンション居室は、２４階建のタワーマンション「ｊｉ」の

１１階にある居室であり、床面積は９０．１２ｍ
2
あり、家族３人で住

むのに十分な好環境といえる。さらに、同マンションが所在するｃｍ

市ｇｊ区には世帯番号８の１審原告らの三女も居住しており、親族と

の交流も容易な立地であり、１審原告らは平成２９年１２月に本物件

に入居して避難生活を終了したものといえる。

　　〈２〉　ｃｉ市ｃｊ区の事故時自宅のリフォーム費用及び建物新

築費用

　　世帯番号８の１審原告らは、本件事故時に居住していたｃｉ市ｃ

ｊ区の事故時自宅について、総額１億円以上もの費用をかけて母屋、

作業場、土留外構のリフォーム工事を行った他、床面積８６．１２ｍ
2

の納屋（乙Ｂ８の４）を新築している（乙Ｂ８の２～３）。

　　以上の多額の費用を投じたリフォーム及び納屋の新築によって、

世帯番号８の１審原告らは事故時自宅について、本件事故時よりも性

能や利便性を向上させることができたものと推察されるのであり、上

記１審原告らの平穏生活の回復に資していることは明らかである。
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　　（d）さらに別の世帯の例を挙げると、例えば世帯番号１６の１審

原告らに対しては、住居確保費用のみで合計約４８１０万円、このほ

かに宅地・建物等不動産に対する賠償として約７４５０万円が支払わ

れているところ、住居確保費用の賠償請求に際し直接賠償手続におい

て提出された資料によると、以下の２件の住居の取得費用について賠

償金が支払われていることが確認される。

　　〈１〉　宮城県ｇｄ市ｇｋの土地及び新築建物

　　宮城県ｇｄ市ｇｋ所在の土地（１８０．３２ｍ
2
）の購入費用及び

２階建ての建物（床面積合計１１３．４４ｍ
2
）の新築費用（１審原告

番号１６－１本人調書２１～２２頁）。

　　１審原告らは、原審での尋問が実施された平成３１年４月２３日

時点において、１審原告番号１６－１と共に、本件事故当時東京に居

住していた長男夫婦と同居していた（乙Ｂ１６の１、乙Ｂ１６の６、

本人調書２２頁）。このように、ｇｄ市ｇｋに取得した新居は１審原

告ら２名が居住するに十分な住環境を有するものであり、１審原告ら

は本物件に転居した平成２７年１０月時点で避難生活を終えたと評価

される。

　　〈２〉　宮城県ｇｄ市ｇｌの土地及び新築建物

　　宮城県ｇｄ市ｇｌの土地（３０６．５１ｍ
2
）の取得費用及び建物

（１０１．０２ｍ
2
）の新築費用（乙Ｂ１６の９の１・１９頁、２１

頁、３３頁、３６～３７頁、乙Ｂ１６の９の２、乙Ｂ１６の９の

３）。

　　１審原告番号１６－１は、自身が居住するために取得した〈１〉

の土地及び新築建物に加え、住居確保費用の支払を受けて〈２〉の土

地（購入価格１６３０万円）及び新築建物（請負代金４３１４万６０

００円）を取得し、本件事故当時宮城県ｇｄ市に居住しており避難等

対象者ではない同原告の妻を単身で居住させている。かかる用途に住

居確保費用の賠償金を用いることは、避難を余儀なくされた者が移住

先等を確保するために要した費用のうち居住用不動産に対する賠償金

では不足する分を填補するという住居確保費用の賠償の趣旨（乙Ｂ１

６の９の１・５頁）を外れるものである。

　　ｂ　就労不能損害及び営業損害の賠償金のうち「特別の努力」分

　　直接請求手続を通じた就労不能損害及び営業損害（逸失利益）の

賠償においては、本件事故後に得た収入のうち一定の範囲
3
について、

賠償金から控除せずに支払を行う「特別の努力」の取り扱いをしてい

る
4
。

　　１審被告東京電力が就労不能損害の算定において控除していない

「特別の努力」分については、差額説に基づいて算定される損害額を

超えてなされた支払であって、既払金に対応する損害の発生が認めら

れない。
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　　１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）（別表）においては、

表の中央付近「就労不能損害」の「特別の努力」欄に記載の金額がこ

れに該当する。「就労不能損害」の「特別の努力」分としては、１審

原告番号１－１の訴外子が約７２０万円、１審原告番号１２－４が約

４７０万円、１審原告番号７が約４３０万円を「特別の努力」分とし

て受領済みである。

　　なお、「特別の努力」の取り扱いに関しては、再就職等がその実

態として特別の努力によって成し遂げられたものであるか否かを何ら

問うことなく、本件事故後の収入を控除しない取り扱いが一律になさ

れている。例えば、１審原告番号１２－４は、本件事故後の平成２３

年７月にアイリスオーヤマ株式会社に就職し、それ以降は同社から給

与所得を得ていたが、１審被告東京電力はそうした避難先での転職が

特別の努力によりなされたものとして、転職先からの給与所得である

４６６万９４８１円を一切控除せずに同人に対して平成２３年３月か

ら平成２６年２月までの３６か月間について、月額１８万６４６７

円、合計６７１万２８１２円の就労不能損害の賠償を実施している

（１審原告番号１２－１本人調書２２頁、１審被告東京電力控訴審準

備書面（１９）別紙１２「（再掲）特別の努力該当額」参照）。これ

により、４６６万９４８１円が明らかに実損害を超える賠償となって

いる。

　　ｃ　生命・身体的損害のうち因果関係が診断書上「不明」「な

し」の中で支払われている賠償金

　　「生命・身体的損害」名目での賠償は、医療費、入通院慰謝料、

交通費、宿泊費、証明書類取得費用等を対象とするものであるとこ

ろ、直接賠償手続においては、請求者から提出された診断書において

疾病と本件事故との因果関係が「不明」「なし」とされている中でも

賠償を行っている場合がある。

　　１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）（別表）においては、

「精神的損害」の内訳として記載されている「生命・身体的損害（入

通院慰謝料）」の部分と、「財産的損害」の内訳として記載されてい

る「生命・身体的損害（入通院慰謝料除く）」の「因果関係不明」

「因果関係なし」に記載の各金額がこれに該当する。「因果関係不

明」とされているものであっても、入通院慰謝料名目で約２７５万

（２７５万１０００）円（１審原告番号１２－６）、入通院慰謝料以

外の生命・身体的損害として約１９０万（１８８万８１８２）円（１

審原告番号７）を賠償している例があり、さらに、「因果関係なし」

であっても、入通院慰謝料以外の生命・身体的損害として約７万（６

万８９００）円（１審原告番号３５）を賠償している例がある。

　　例えば世帯番号９の１審原告らのうち１審原告番号９－１は、本

件事故から３年半以上も経過してから発症した不眠症について、避難

生活との関連性が「不明」であるとの医師の診断があり（乙Ｂ９の

１）、本件事故との相当因果関係が確認できないにもかかわらず、通

院費用や通院慰謝料等として１１万４４８０円の賠償を受領してい

る。
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　　また、同じ世帯の１審原告番号９－２は、本件事故前から自律神

経失調証や不眠症、社会不安障害を発症したとの診断を受けており、

病院からも、病気と本件事故との因果関係について「傷病と避難生活

との関連性は不明」との回答を受けており（乙Ｂ９の２、乙Ｂ９の

３、本人調書２３～２４頁）、本件事故後の症状と本件事故に基づく

避難生活との間に相当因果関係は認められないにもかかわらず、通院

費用や通院慰謝料等として７２万５４００円の賠償を受けている。

　　本来、因果関係が「なし」である場合はもとより、これが「不

明」である場合にも、本件事故に起因するものとして賠償されるべき

損害は認められない。

　　ｄ　物品購入費用

　　１審被告東京電力は、避難生活中に生じた幅広い物品購入費用に

ついて賠償を実施しており、その対象は、家電製品、家具その他日用

品のほか、衣料品、就学先での学用品等の購入費用、スタッドレスタ

イヤ購入費用等、多岐にわたる。１審被告東京電力控訴審準備書面

（１９）（別表）記載の「物品購入費用」欄の金額は、これら物品購

入費用に対する賠償の合計額を示している。

　　そもそも避難生活に伴う「物品購入費用」については、直接請求

手続において、通常の生活費の増加分については「精神的損害」に含

めて賠償している（甲Ａ７（中間指針）「第３」６の備考２
5
参照）。

また、通常の生活費の増加分とは評価されないような家電製品、家具

など家財道具の新規購入費用については、本件事故時点で保有してい

た家財道具の財物価値の喪失・減少に対するものとして「家財賠償」

として賠償している。

　　すなわち、「物品購入費用」としてなされた賠償は、通常の生活

費の増加分であれ、それを超える家財道具の新規購入費用であれ、精

神的損害に含まれる生活費増加分や、物品購入費用とは別途に１審被

告東京電力が賠償を実施している家財賠償によって損害が填補されて

いる。これらの賠償を受領しながら「物品購入費用」としてさらに追

加で賠償されるべき損害はなく、「物品購入費用」としての支払に対

応する損害が生じているとは認められない。

　　「物品購入費用」名目での世帯単位の賠償額は、多い世帯で約４

００万円（世帯番号１７）にのぼる。

　　（イ）各自の損害を把握することなく定型的な金額を支払ってい

る賠償項目

　　１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）（別表）に記載の賠償

金のうち、薄緑色に塗られたセルの賠償項目については、これらの支

払額に見合う損害が生じているか否かを確認しない中で賠償されたも

のであり、支払額に見合う損害の発生が推認されない。

　　ａ　簡易請求方式・包括請求方式による定型的な賠償
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　　１審被告東京電力は、平成２３年１２月以降を対象として、実費

（避難・帰宅費用、一時立入費用、生命・身体的損害、検査費用

（人）、検査費用（物））の賠償に関し、「簡易請求方式」による賠

償を実施している。これは、各請求者に対する従前の賠償実績（平成

２３年１１月末までの期間に関する賠償の実績）に基づいてあらかじ

め設定した請求金額
6
をもとに、簡易に支払を実施するための手続であ

り、請求金額についての説明・疎明は不要とされている。

　　さらに１審被告東京電力は、平成２４年６月以降の期間を対象と

して、「包括請求方式」による簡易な請求方式を選択できるようにし

ている。すなわち、避難費用、帰宅転居費用、一時立入費用、家族間

移動費用、検査費用等に関し、損害の発生・数額について何らの説

明・疎明を求めることなく、将来分も含めて、以下の金額を対象者に

一律に支払うものとしている。

　　帰還困難区域：94万7000円／人（Ｈ24．６．１～Ｈ30．３．31）

　　旧居住制限区域：114万7000円／人（Ｈ24．６．１～Ｈ30．３．

31）

　　旧避難指示解除準備区域：114万7000円／人（Ｈ24．６．１～Ｈ

30．３．31）

　　旧緊急時避難準備区域：11万7000円／人（Ｈ24．６．１～Ｈ24．

８．31）

　　１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）（別表）記載の「包

括・簡易請求」欄の金額は、これら「簡易請求方式」「包括請求方

式」に基づいて支払われた賠償金の合計額を示しており、多くの世帯

がこれらの賠償金を受領している。

　　このような「簡易請求方式」「包括請求方式」による賠償額は、

対象期間における実際の支出の有無や金額を確認することなく支払わ

れているものであって、支払額に見合う損害の発生が推認されない。

　　ｂ　家財賠償のうち定額賠償分

　　１審被告東京電力は、家財の保有状況やその財物価値につき個別

の説明・疎明を求めることなく、世帯構成と避難区域の種類に応じて

下掲の表に基づき算定される金額の賠償を行っている。

　　１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）（別表）の「動産」の

うち「定額家財」欄に記載の各金額が上記の定型的な賠償分に該当し

7
、上から順に７５５万円（世帯番号１）、４６５万円（世帯番号

４）、４４５万円（世帯番号７）など、世帯ごとに定型的な方法で算

定された金額が賠償されている。

　　このような家財賠償の定額分については、各世帯に実際に生じた

損害の数額（本件事故による家財の財物価値の喪失・減少分）が明ら

かとなった中で支払われているものではなく、したがって、支払額に

見合う損害の発生が推認されない。

　　ｃ　不動産（土地、建物、構築物・庭木）に対する賠償金
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　　１審被告東京電力は、帰還困難区域に所在する不動産については

本件事故時点の価値相当額の全額を賠償し、本件の１審原告らを含む

旧居住制限区域・旧避難指示解除準備区域に所在する不動産について

は避難指示が６年（７２か月）継続した時点でその価値の全てが失わ

れたものとみなした上で、避難指示の解除までの期間に応じた割合分

の賠償を実施している。

　　不動産に関するこのような賠償額の算定方法は、多数の被害者に

対し迅速に賠償を実施する観点から、個々の不動産について本件事故

に起因する価値の減少分が主張・立証されずとも賠償を実施できるよ

う、簡易な一律の算定方法が用いられているものである。しかしなが

ら、少なくとも避難指示が解除されれば不動産を使用、収益又は処分

することに支障はなく、現に元の居住地に帰還し生活を送っている住

民もいるのであって、不動産（特に土地）について避難指示が６年

（７２か月）継続したことをもってその価値の全てが失われたものと

一律にみなすこと自体が不動産の価値に関する実態と乖離している。

　　また、全損として不動産の価額の全部を賠償した場合において

も、その所有権は１審原告らに残置されることとしているため、全損

として不動産の価額の全部に相当する賠償金を受領しながらも、不動

産の所有権者として当該不動産を使用、収益又は処分することが可能

である。

　　１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）（別表）の「不動産」

（土地、建物、構築物立木、その他）欄に記載の各金額が不動産に対

する賠償額を示しているところ、その額は例えば「土地」については

多い世帯で約９７２０万円（世帯番号１）、「建物」については多い

世帯で約２億０８８０万円（世帯番号１０）にのぼる。

　　この点、例えば１審原告番号５－１は、本件事故当時にｃｇ町に

所有していた自宅土地建物について、ＡＤＲ手続において本件事故に

より価値が全喪失したことを前提に、移住を可能にするだけの賠償が

されるべきとの強い主張により、経年減価等を考慮しない購入金額相

当額の賠償を受けたが、同原告らは、平成２９年５月には当該自宅を

第三者に約１９８０万円で売却しており（１審原告番号５－１本人調

書２５頁、乙Ｂ５の９の１～２）、最終的に本来的な自宅土地建物の

評価額と比較して二倍以上の利得を得ている。さらに、中間指針第二

次追補（甲Ａ９）においては、「（財物の）賠償後に東京電力株式会

社の費用負担による除染、修理等によって価値が回復した場合には、

当事者間の合意によりその価値回復分を清算することが考えられる」

とされているところ、１審被告東京電力はその費用負担による除染が

なされ財産的価値が回復した場合にも、その価値回復分を清算すると

いう取り扱いはしていない。

　　以上のような賠償実態に鑑みると、不動産に関し１審被告東京電

力が実施した賠償については、各不動産について損害の数額（本件事

故による財物価値の喪失・減少分）が明らかとなった中でなされたも

のではなく、したがって、支払額に見合う損害の発生が推認されな

い。

102/189第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 09:40
（審71）2-1-6



　　ｄ　団体請求を通じた賠償分

　　１審被告東京電力は、各世帯からの直接請求手続を通じた賠償の

ほか、農業者等がそれぞれの生産者団体等を通じて賠償を請求する方

式（「団体請求」）による賠償を実施している。

　　この団体請求においては、一律の算定方式に基づく賠償金の算定

を行うことを前提に、生産者団体等が各農業者等の請求をとりまとめ

た上で、１審被告東京電力に一括で賠償請求し、１審被告東京電力に

て形式的な確認をした上で各農業者等に対する賠償金の合計額を生産

者団体等に支払い、その後、生産者団体にて各農業者等に賠償金が分

配される仕組みとなっている。

　　団体請求による賠償においては、農地の面積等に一定の金額を単

純に乗じた額とするなど、実際の損害の有無を確認することなく賠償

額を機械的に算定する方式を採用している（例えば、本件事故時点に

おける農業収益が赤字であるような場合であっても、農地の面積に応

じた逸失利益の賠償を受けられることとなる。）。

　　この点、１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）（別表）の記

載上、「事業団体請求分」に掲載の金額が団体請求を通じた賠償額で

ある。本件の１審原告らについても多くの世帯が団体請求を通じて農

業賠償を受けており、その額は、多い世帯で約３５４０万円（世帯番

号１０）にのぼる。

　　例えば１審原告番号１－１に対しては、団体請求を通じて約１２

２０万円を賠償しているが、同人は本件事故当時東部建設株式會社を

経営しており、同人の陳述書（甲Ｂ１－１）や原審で行われた尋問

（１審原告番号１－１本人調書）によっても、同原告が本件事故時に

農業を営んでいた事実自体が確認できない。

　　同様に、１審原告番号８－１に対しても、団体請求を通じて約３

３６０万円を賠償しているが、同人の陳述書（甲Ｂ８－１）や原審で

行われた尋問（１審原告番号８－１本人調書）によっても、同原告が

本件事故時に農業を営んでいた事実自体が確認できない。

　　このように、本件事故前の営農の実態が不明である場合にも農業

賠償がなされており、実際に１審原告らにもそのような例が散見され

る。

　　ｅ　追加的費用名目での賠償金のうち証憑に基づかず支払われた

部分

　　１審被告東京電力は、避難の際の交通費や家族間移動費用等につ

いて、「追加的費用」として賠償を行っている。これらの費用に関し

ては、支出の発生・額について確認をすることなく、高い水準で定め

た標準額（同一都道府県内の移動であれば交通手段や実際の出費額を

問わず一律に１回当たり片道５０００円など）に基づき賠償を行って

いる。１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）（別表）の「追加的

費用（証憑無）」欄記載の金額は、このように証憑に基づくことなく

支払われた追加的費用の金額を集計したものである。
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　　例えば世帯番号５の１審原告ら（世帯構成員２名）に対しては、

「追加的費用（証憑無）」として合計約４５０万円もの金額が支払わ

れている。直接賠償手続における申告内容によると、１審原告番号５

－１が、本件事故発生から平成３０年３月３１日まで、本件事故時自

宅に一時立入及び１審原告番号５－２との面会のための移動を行った

として請求をしたもので、そのような移動がなされたことを前提とし

て標準交通費による額の賠償を受けた結果、一時立入費用として約４

４０万円もの金額が証憑もなく賠償されている（１審被告東京電力東

京電力準備書面（１９）・別紙５のうち「一次立入費用」及び「家族

間移動費用」との記載がある項目）。

　　このように、追加的費用名目での賠償金のうち証憑に基づかず支

払われた部分についても、支払額に見合う損害の発生が推認されな

い。

　　ｆ　住宅等の補修・清掃費用（定額分）

　　１審被告東京電力は、旧緊急時避難準備区域、屋内退避区域及び

ｃｉ市独自の一時避難要請区域内の所有建物に関する平成２５年３月

末日までに実施された補修・清掃に係る費用の賠償を行っている。こ

の「住宅等の補修・清掃費用」の賠償は、一律３０万円の定額賠償を

請求する方法と、生じた実費額を請求する方法のいずれかを選択でき

る方式としており、定額賠償を選択した場合、生じた実費額に関する

証票の提出は求められず、対象建物の補修・清掃のために実際に出費

をした費用が３０万円を下回っていたとしても３０万円の賠償金が支

払われる。１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）（別表）記載の

「住宅等の補修・清掃費用（定額分）」欄の金額は、上記の定額賠償

方式による賠償金額を示している。

　　以上のような賠償実態に鑑みると、住宅等の補修・清掃費用（定

額分）に関し１審被告東京電力が実施した賠償については、損害の数

額（実際に生じた費用の金額）が１審原告らによって主張・立証され

ない限り、支払額に見合う損害が生じたものとは認められない。

　　例えば、世帯番号Ｔ２の１審原告らについては、住宅等の補修・

清掃費用について、実際に出捐した金額が２万５０００円（税抜）で

あったにもかかわらず、３０万円の定額賠償を行っており（乙ＢＴ２

の９）、２７万３７５０円が実損害を超える賠償となっている。

　　（ウ）一応の証憑に基づき支払われているものの、これに対応す

る損害が生じていると認められない可能性のある損害項目

　　１審被告東京電力控訴審準備書面（１９）（別表）の賠償項目の

うち、薄いグレーの項目については、一定の証憑に基づいて賠償を

行っているものの、多数の被害者に対し迅速に賠償を実施する観点か

ら、定型的な処理の中で可能な限度での確認・算定を実施しているに

とどまる。

　　ａ　物品購入費用名目での賠償金のうち一応の証憑に基づき支払

われているもの
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　　物品購入による支出の事実自体が領収書等の客観的な資料により

裏付けられていない中で賠償を行っているケースも多い。

　　例えば、世帯番号１７（世帯構成員４名）の１審原告らに対して

は物品購入費用のみで約４００万円、世帯番号１０（世帯構成員４

名）の１審原告らに対しては約３８０万円の賠償が実施されている。

　　なお、上記のような物品購入費用の賠償のほかに、世帯番号１７

の１審原告ら及び世帯番号１０の１審原告らに対しては動産に対する

賠償もなされており、世帯番号１７の１審原告らに対しては約２２３

０万円、世帯番号１０の１審原告らに対しては約１６６０万円（家財

賠償の定額分のみで約１２９０万円（世帯構成員４名が２世帯を構成

していたとの申告に基づき２世帯分の算定にて賠償）及びその他の動

産（仏壇、墓石移転費用及び高額家財に対する賠償等）に対する賠償

として約３７０万円）を賠償している。

　　ｂ　追加的費用名目での賠償金のうち一応の証憑に基づき支払わ

れているもの

　　直接請求手続において一応の証憑に基づいて支払がなされている

追加的費用であっても、その内実としては本件事故と相当因果関係の

ある損害であるとは認められ得ないものが含まれる例もある。

　　例えば、世帯番号３４に対する「追加的費用（証憑有）」の支払

額は合計約５００万円であるところ、直接賠償手続における資料によ

ると、当該支払額には１審原告番号３４－４が東京都に所在する専門

学校に進学したことや婚姻後に千葉県に転居したことに伴う家賃（総

額４４３万１４２０円）が含まれており（乙Ｂ３４の６の３）、実損

害を伴わない賠償となっている。

　　ｃ　生命・身体的損害（因果関係あり）

　　さらに、生命・身体的損害の賠償について、避難生活と傷病との

因果関係が資料上「あり」とされている場合であっても、法的な因果

関係を認め難い中で支払われたものがある。

　　例えば１審原告番号８－１に対しては、「生命・身体的損害」の

「因果関係あり」の賠償金として合計５４万８８４０円が支払われて

おり、うち２２万２９３０円は「高脂血症」による通院に関するもの

である。しかし、同原告は、本件事故前から高脂血症の持病を有して

おり、同疾病に対する通院と本件事故との因果関係は認められない。

したがって、診断書の上では形式的には避難生活との関連性「あり」

とされているとはいえ、訴訟上、本件事故に起因する損害であるとの

評価は妥当しない。

　　（エ）小括
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　　以上述べたように、１審被告東京電力が訴訟外で支払った賠償金

には、訴訟において認められ得る損害額を超えたいわば余剰分がある

（支払の性質上余剰であるとみるしかない住居確保費用の賠償金のみ

をとっても、ほとんどの世帯に対し相当な金額が支払われてい

る。）。直接請求手続は、そのような余剰分が生じる仕組みを有する

賠償手続であるが、これは訴訟外での賠償を通じ極めて多数の被害者

を早期に救済することを念頭に策定されたものであって、訴訟外にお

いて賠償金を受領しながら上積みを求めて訴訟が提起された場合にま

で同様の考え方で賠償がなされることは全く念頭に置かれていない。

　　すなわち、原子力発電所等において万一原子力事故が発生した場

合、損害の発生が極めて広範囲に及び、その損害の性質としても多種

多様なものにわたり、原子力損害の賠償をめぐる紛争が多数生ずるこ

とが予想される。そして、多数の紛争が裁判所に係属した結果、事件

処理に長時間を要し、多数の被害者の実体法上・手続法上の権利が害

されることとなる上、原子力事故とは無関係の一般の事件処理も遅滞

することは必至である。そのような事態が生じれば、原子力事故の被

害者のみならず、国民一般の裁判を受ける権利が害されることにもな

り得る。中間指針等を踏まえた自主賠償基準に基づく直接請求手続で

の賠償の実施は、そのような事態を回避することをも視野に入れてな

されているものであって、そのような手続を通じて賠償金を受領した

上で不足があるとして訴訟提起に至った場合にまで、訴訟外における

支払の対象となった損害についてその有無や額は所与のものである

（支払に対応する損害が当然に認められる）との理解のもとで請求の

当否が判断される合理的な理由はない。

　　本件訴訟においても、各損害項目のもとで損害が十分に填補され

るよう策定された自主賠償基準に基づき賠償が行われてきたという実

態は、慰謝料の評価・算定において十分に斟酌される必要がある。

　　イ　実損害を超える賠償がなされている事実も本件において多く

確認されていること

　　上記「ア」に挙げたほか、１審原告らについては、以下のように

実損害を超える賠償が実施されたことが明らかとなっている。

　　（ア）地震による被害であるにもかかわらず賠償が実施されてい

る例

　　１審被告東京電力は、直接請求手続を通じた賠償の実施に当た

り、地震によるものではないこと、本件事故によるものであることを

確認した上で賠償金の支払を行っている。また、１審被告東京電力

は、建物の価値に対して賠償金の支払をするに際して、当該建物に地

震による被害があったときは、倒壊の場合は賠償金を支払わず、全壊

なら５０％のみを支払うものとし、半壊なら８０％のみを支払うもの

としており、その旨公表し、被害者に送付した書面にも記載してい

た。しかしながら、地震による被害であるにもかかわらず賠償金の支

払がなされている例が確認されている。
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　　例えば、１審原告番号１６－１は、本件地震により事故時自宅が

倒壊し、居住できない状態となった（本人調書２０頁、甲Ｂ１６の

２、甲Ｂ１６の３）にもかかわらず、自宅建物について総額１４３０

万３９１２円（構築物・庭木を合わせると１８３５万４６８０円）の

賠償を受けており、実損害を超える賠償が行われている。

　　また、世帯番号２７の１審原告は、本件地震により自宅が倒壊

し、避難を余儀なくされたにもかかわらず、本件事故による避難者と

して、１審被告東京電力から、本件地震により大規模な損害を受けた

と思われる家財の定額賠償として４４５万円、仏壇・仏具一式の賠償

として１０１万円を含む賠償を受けている。

　　（イ）事業に対し実損害を超える賠償が実施されている例

　　１審被告東京電力は、本件事故時に１審原告らが営んでいた事業

に対しても逸失利益や機械装置等に対する財物賠償を実施していると

ころ、１審原告らに対し実施された賠償についても実損害を超える賠

償が行われた例が存在する。

　　例えば、１審原告番号１０－１が自営する工務店事業について

は、平成２１年の売上はピーク時の１０分の１ほどであり、当該事業

から得られる収益は減価償却費を踏まえても年間３４０万１８３０円

であった。平成２２年はさらに売上が激減し、当該事業から得られる

利益はなく、減価償却費を踏まえても年間４５９万１６００円の赤字

であった。平成２１年分の業績を基準として、同人が避難指示区域内

にある物件から得ていた年間６６万円の不動産収入を踏まえても、こ

れらの事業から得られる利益は４０６万１８３０円にとどまる実情で

あった。そうした中でも、１審原告番号１０－１は、平成２２年分で

はなく、平成２１年分の業績を基準として、これらの事業に係る営業

損害及び逸失利益の賠償名目で同事業から得られる収益の約１３年分

に相当する５２０４万６６３１円もの支払を受けている。しかしなが

ら、前述のとおり、本件事故時点において工務店事業から得られる利

益はなく、減価償却費を踏まえても年間４５９万１６００円の赤字と

なる実情にあったのであるから、こうした既払金の大部分は実損害を

超えた支払である。こうした実情を措いて、平成２１年分の業績を基

準として見ても、１審原告は本件事故当時６７歳であり、本件事故前

から工務店事業については満７６歳になる令和元年１２月には廃業す

る予定であったとのことであるから、少なくとも平成２３年３月から

令和元年１２月までの約９年分を越える約４年分の利益に相当する１

３６０万７３２０円（３４０万１８３０円×４年）の既払金について

は実損害を超えた支払である（乙Ｂ１０の１０、乙Ｂ１０の１１、乙

Ｂ１０の１２、本人調書２６、４６頁、別紙１０－２）。

　　なお、１審原告番号１０－１の上記事業に関しては機械装置等に

係る財物賠償も実施されており、１審原告番号１０－１は別途６６４

万９９２９円の支払も受けている（別紙１０－２）。
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　　同原告の他に、１審原告らが営んでいた事業に関しては、少なく

とも世帯番号２、世帯番号１２、世帯番号２３、世帯番号１７（定額

賠償の実施に伴い実損害を超える賠償がされた例）及び世帯番号Ｔ１

の１審原告らに対し実損害を超える賠償が行われている。

　　ウ　ＡＤＲ手続における慰謝料の増額

　　以上に記載した直接賠償手続における賠償に加え、１審被告東京

電力は、１審原告らに対し、同原告らの個別事情を踏まえ、別紙記載

のとおり慰謝料の増額を行っている。

　　ＡＤＲ手続の性質に関しては１審被告東京電力控訴審準備書面

（７）・３５頁以下等でも論じたところであるが、同手続は被害者が

受けた損害の早期迅速かつ十分な賠償を目的とする手続であり、賠償

を受けたことにより実損害が推認されるものではないが、そのような

状況にもかかわらず１審原告らに対し慰謝料の増額が行われている例

があることについては、同原告らに生じた慰謝料を算定する上で十分

に斟酌されねばならない。

　３　中間指針等が想定していないような個別事情に基づく損害の主

張・立証がなされない限り、自主賠償基準による額を超える損害が認

められないこと

　（１）中間指針等（第五次追補を含む。）の機能・位置付けに鑑み

れば、中間指針等（第五次追補を含む。）が想定していないような損

害の主張・立証がなされない限り自主賠償基準による額を超える損害

が認められないこと

　　１審被告東京電力は、第五次追補の策定を受けて、これを踏まえ

た訴訟外での直接請求手続を通じた賠償を行う方針であり、令和５年

１月３１日に「中間指針第五次追補決定を踏まえた避難等に係る精神

的損害等に対する追加の賠償基準の概要について」（乙Ａ４４１）、

同年３月２７日に「中間指針第五次追補等を踏まえた追加の賠償基準

に係る具体的なお取り扱いについて」
8
をそれぞれ公表した。

　　中間指針等が示す賠償の目安額は本件事故から一般的に生じた被

害として類型的に把握される要素を網羅的に評価の上で定められたも

のである。特に、下記「イ」「ウ」において述べるように、第五次追

補による改定後の指針が示す損害額の目安は、本件事故に関する確定

判決の詳細な調査・分析等を経て示されたものである。したがって、

中間指針等を踏まえた自主賠償基準による額を超える個別事情に基づ

く損害が主張・立証されない限り、自主賠償基準による額を超える損

害が認められるべきでない。

　　ア　中間指針等の機能・位置付け
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　　原子力発電所等において万一原子力事故が発生した場合、損害の

発生が極めて広範囲に及び、その損害の性質としても多種多様なもの

にわたり、原子力損害の賠償をめぐる紛争が多数生ずることが予想さ

れる。そして、多数の紛争が裁判所に係属した結果、事件処理に長時

間を要し、多数の被害者の実体法上・手続法上の権利が害されること

となる上、原子力事故とは無関係の一般の事件処理も遅滞することは

必至である。そのような事態が生じれば、原子力事故の被害者のみな

らず、国民一般の裁判を受ける権利が害されることにもなり得る。

　　そこで、原賠法は、「文部科学省に、原子力損害の賠償に関して

紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自

主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、

政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会（以下、この

章において「審査会」という。）を置くことができる」（１８条１

項）と定め、迅速な賠償実施が可能となるよう、審査会の設置につい

て規定するとともに、審査会の所掌事務として、「原子力損害の賠償

に関する紛争について和解の仲介を行うこと」（同条２項１号）と並

び、「原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判

定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般

的な指針を定めること」（同条２項２号）を掲げている。

　　そして、同法は、かかる指針策定のために「必要な原子力損害の

調査及び評価を行うこと」（同項３号）をも審査会の所掌事務とし、

審査会に原子力損害の調査及び評価を行わせるための専門委員を置く

ことを認めている（原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令

４条）。

　　こうした法令上の定めにより、審査会は、原子力事故が発生した

際には、必要かつ十分な事実関係の調査・分析を行って審議・検討を

し、原子力損害の賠償に関する紛争についての「原子力損害の範囲の

判定の指針」等を示すことによって、広範囲に及び得る原子力損害の

賠償に関する紛争の適正・迅速な解決を促進することが法令上予定さ

れている

　　このように、中間指針等は、原賠法１８条に基づいて設置された

審査会により「一般的な指針」として定められた、被害回復のための

自主的紛争処理基準であり、裁判によらずとも迅速かつ適切な被害回

復を図ることを目的として策定されたものである。

　　本件事故に関しても、上記のような原賠法の規定に基づき、本件

事故後の平成２３年４月１１日付にて第一線の法学者及び放射線の専

門家等の委員からなる審査会が設置され、その後原子力損害の賠償に

関する紛争の解決基準である原子力損害の範囲の判定の指針等が順次

策定されている。そして、審査会が最も新しく策定・公表した指針

が、下記イに述べる第五次追補である。

　　イ　第五次追補による改定後の指針が示す損害額の目安は、本件

事故に関する確定判決の詳細な調査・分析等を経て示されたものであ

ること
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　　令和４年１２月２０日、審査会は「東京電力株式会社福島第一、

第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間

指針第五次追補（集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しにつ

いて）」（甲Ａ３３４）を公表した。

　　第五次追補の策定は、本件事故に係る７件の集団訴訟に関する控

訴審判決
9
が確定したことを契機として、中間指針等の見直しの要否の

検討を経てなされたものである。

　　第五次追補の策定に当たり、審査会は、「法律の学識経験者から

専門委員を任命し、確定判決における本審査会の指針の内容について

の評価、本審査会の指針には示されていない類型化が可能な損害項目

や損害額の算定方法等の新しい考え方が抽出可能か等について、必要

に応じ、ＡＤＲセンターにおける事例（和解・打切り）の情報提供も

受け、詳細に調査・分析を行うこと」を第５６回審査会において確認

した。その後、任命された専門委員
10
は第５８回審査会において中間報

告、第５９回審査会において最終報告をそれぞれ提出しており、最終

報告を踏まえて原子力損害賠償紛争審査会における検討がさらに数度

なされた上で、第６３回審査会における最終的な第五次追補（案）の

審議を経て第五次追補が策定・公表された
11
。

　　このような策定経緯に鑑みると、第五次追補は、本件事故に関す

る７件の確定済み高裁判決の分析結果を反映させたものであって、本

件事故による被害の実態に即し、本件事故から一般的に生じた被害と

して類型的に把握される要素を網羅的に評価した結果として示された

ものである。したがって、第五次追補による改定後の指針が示す損害

額の目安は、類型的に把握することのできない個別の被害事実が明ら

かになっているような場合を除き、本件事故による損害の評価として

十分な水準にあるものというべきである。

　　ウ　中間指針等が示す賠償額の目安額は、一般的に生じた被害と

して類型的に把握される要素について評価して定められたものである

こと

　　このように、中間指針等は、「当事者による自主的な解決に資す

る一般的な指針」（原賠法１８条２項２号）であって、そのような

「一般的な指針」としての位置付け・性質に鑑みれば、中間指針等が

示す賠償額の目安は、一般的に生じた被害として類型的に把握される

要素については網羅的に評価の上で定められたものである。

　　この点、以下に引用する第６０回審査会におけるｇｍ会長の補足

説明（乙Ａ４３７・１０頁）から、中間指針等が示す賠償の目安額は

本件事故から一般的に生じた被害として類型的に把握される要素を網

羅的に評価の上で定められたものであることは明らかである。
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　　ｇｎ委員：ｇｎでございます。私は専門家ではないので、１点お

伺いしたいんですが、人によってかなり差があるということで、何を

目安としてということがあるんですが、こういう場合は、一般的に、

あまり過酷状況がひどくない人、それから、最もひどい人の、例えば

平均値とか中間を取るんでしょうか。それとも、決めることができな

い場合は、一番ひどい場合、いわゆる我々の放射線の分野で言うと、

保守的にとか安全側にという言葉で大きい数字を取ることがあるんで

すが、この場合はどういう考え方をするのか御教示いただけたらと思

います。

　　ｇｍ会長：ここでの考え方は恐らく、最大公約数的といいます

か、人によって様々な違いがあるわけですが、全員に共通して定型的

に認められるのはこのぐらいであるという額を出すという趣旨であろ

うと思います。ただ、例外的にもちろん、それよりも少ないという方

がいるかもしれませんけれども、その場合に、少ない方に合わせると

いうのではなく、最も平均的な、共通している部分を賠償額として示

すというのがこれまでの指針の考え方であったと思います。ですか

ら、最大公約数という言い方がいいのかどうか分かりませんが、最も

共通して生じていると思われるレンジの額を提示する。それよりも、

個別事情によって多い方については、ＡＤＲで個別の証明をして、加

算するということもあり得るという趣旨であろうと思います。

　　ｇｎ委員：分かりました。ありがとうございます。

　　ｇｍ会長：はい。これまでの中間指針の考え方そのものは変わっ

ていないという趣旨であろうと思います。

　　また、その後に開催された第６１回審査会においても、ｇｍ会長

は以下のとおり中間指針等に定める賠償額が最低限の水準ではないこ

とを明示的に述べている（乙Ａ４３８・４４～４５頁）。

　　ｇｍ会長：もともと、指針というのは必ずしも最低限という趣旨

ではなくて、あるカテゴリーの被害者に共通に生じている損害につい

て、もし裁判をすれば大体どのくらいの額が認容されるであろうかと

いうところ、つまり最も合理的に算定した場合に共通して認容される

であろう額を示して、それを賠償の指針にするという趣旨で当初はつ

くられておりました。そうすると、その額よりも多い方、個別事情に

よって多い方もいれば少ない方も現実にはいるわけですが、しかし、

少ない方について額を減らすということはしませんので、そうすると

結果的には、あたかも最低限であるかのように機能する。個別事情に

応じて増やす方向でのみ修正がされるということになりますけど、し

かし、必ずしも生じている損害の中で最低の部分を取っているという

わけではなくて、共通して生じている損害を合理的に算定すればどう

なるかというところの基準を示そうとしたものであると理解しており

ます。

　（２）別の名目のもとで慰謝料が上乗せされてはならないこと
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　　１審原告らは、「包括的生活利益としての平穏生活権」の侵害に

対する慰謝料として、一律に「避難に伴う精神的苦痛に対する慰謝

料」及び「放射能による健康不安及びふるさと喪失による慰謝料」

（１審原告原審第６準備書面１５～２０頁）を請求している。１審原

告らのいう避難の苦痛や本件事故時の生活地域の変容によって個々人

が受けた影響が慰謝料の評価・算定における要素とされるとしても、

そのような要素は上記のように第五次追補が「避難費用及び日常生活

阻害慰謝料」の目安として示す額（帰還困難区域等及び旧居住制限区

域・旧避難指示解除準備区域について８５０万円、旧緊急時避難準備

区域について１８０万円）、「生活基盤喪失・変容による慰謝料」の

目安として示す額（帰還困難区域等について７００万円、旧居住制限

区域・旧避難指示解除準備区域について２５０万円、旧緊急時避難準

備区域について５０万円）や、「過酷避難慰謝料」又は「相当線量地

域における健康不安による慰謝料」の目安として示す額（帰還困難区

域等及び旧居住制限区域・旧避難指示解除準備区域について３０万円

12
）によって評価し尽くされているのであって、１審原告らの主張に

よっても、類型的に把握することのできない被害事実が個別事情に基

づき立証されない限りは、少なくとも第五次追補を踏まえた１審被告

東京電力の自主賠償基準による額を超える慰謝料が認定される余地は

ない。

　　また、原判決は区域外の１審原告（１審原告番号６－３）を除く

全原告に対し、〈３〉健康不安慰謝料及び〈４〉その他の慰謝料を認

定したものであるが、上述のとおり、第五次追補が賠償すべき損害の

目安として示した慰謝料額は、本件事故に関する確定済みの高裁判決

を詳細に調査・分析の上で、本件事故から一般的に生じた被害として

類型的に把握される要素を網羅的に評価の上で定められたものであ

る。したがって、慰謝料の細目（名目）ごとではなく総額ベースで検

討する必要があり、控訴審において、「健康不安慰謝料」や「その他

の慰謝料」等の新たな名目を付して慰謝料の上乗せを行うことがあっ

てはならない。

　　そもそも、精神的苦痛というものは、その性質上、細分化できな

いものであり、慰謝料の要素を切り分けて評価し、その算定を積み上

げることは、同一の精神的苦痛を様々な角度から評価しこれを積み上

げることになり、その結果、不可避的に重複評価を生じさせるもので

あって、慰謝料の算定方法として適切でない。そのため、慰謝料の項

目（名目）ごとに賠償額を比較し、各項目（名目）の額の多寡を比べ

ることに意味はなく、中間指針等で示された慰謝料の総額と同種の裁

判例において認定された慰謝料の総額とを比較することが重要であ

る。
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　　なお、第五次追補を含む中間指針等では、日常生活阻害慰謝料等

や、過酷避難慰謝料、生活基盤喪失・変容による慰謝料のように、慰

謝料額に項目（名目）を設けている。もっとも、このような項目（名

目）は、慰謝料額の目安を示すにあたって便宜的に呼称を付したもの

に過ぎない。例えば過酷避難慰謝料についてみると、避難に伴う日常

生活阻害慰謝料等と内容的にも重なり合う性質を有することを前提

に、同じ損害を二重に評価しないよう、慎重な検討がなされている

（第五次追補８頁
13
、第５９回紛争審査会におけるｆｌ専門委員発言

14

等）。その上で、原子力損害賠償紛争審査会は、本件事故に係る７件

の確定済みの高裁判決を分析・検討の上、これらの高裁判決において

認定された慰謝料額の総額を踏まえて、第五次追補を策定するに至っ

ている。このことは、「……損害額の目安数については、日常生活阻

害慰謝料８５０万円、生活基盤喪失慰謝料と過酷避難状況の加算額を

合計した１，５５０万円プラスアルファとすると、ここが確定判決と

同等の水準であることから、賠償額として妥当である旨と記載してお

ります。」とのｇｏ原子力損害賠償対策室室長代理の原子力損害賠償

紛争審査会第６２回議事録での発言にも表れている。

　４　第五次追補に基づく１審被告東京電力の自主賠償基準を上回る

個別損害が立証されていないこと

　　本件訴訟の審理において明らかとなっている個別事情を踏まえて

検討しても、いずれの１審原告についても第五次追補に基づく１審被

告東京電力の自主賠償基準に基づく額を上回る個別損害は立証されて

いない。この点については、提出済みの１審被告東京電力控訴審準備

書面（１０）及び（１２）において詳述した事情から明らかである

が、その概要について改めて本書添付の（別紙）において述べること

とする。

　５　小括

　　以上のとおり、本件訴訟の審理によって明らかとなった１審原告

らの個別事情及び１審被告東京電力が実施した賠償の実情に照らせ

ば、１審原告らについて、第五次追補に基づく１審被告東京電力の自

主賠償基準を上回る損害が認められないことは明らかである。

第３　慰謝料増額を基礎付けるような悪質性がないこと

　　本件訴訟において１審原告らは、本件事故以前における１審被告

東京電力の津波対策には故意又はそれに匹敵する重過失があり、そう

した事情が１審原告らの慰謝料増額事由を構成すると主張する。

　　１審被告東京電力には本件事故につき故意・重過失がないことに

ついては繰り返し主張してきたとおりであるが（１審被告東京電力控

訴審準備書面（８）、同（９）ほか）、その主張の概要を改めて簡潔

に述べることとする。

　１　令和４年６月１７日付け最高裁判決について

　　本最高裁判所の判決内容は以下のとおりである。
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　　・本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策は、津波

により安全設備等が設置された原子炉施設の敷地が浸水することが想

定される場合、防潮堤等を設置することにより上記敷地への海水の浸

入を防止することを基本とするものであった。

　　・したがって、経済産業大臣が、本件長期評価（※１審被告東京

電力訴訟代理人注：平成１４年７月に地震本部が公表した「三陸沖か

ら房総沖にかけての地震活動の長期評価について」（甲Ｃ１５）を指

す。）を前提に、電気事業法４０条に基づく規制権限を行使して、津

波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを東

京電力に義務付けていた場合には、本件長期評価に基づいて想定され

る最大の津波が本件発電所に到来しても本件敷地への海水の浸入を防

ぐことができるように設計された防潮堤等を設置するという措置が講

じられた蓋然性が高いということができる。

　　・そして、本件試算（※１審被告東京電力訴訟代理人注：１審被

告東京電力が本件長期評価に基づいて本件原発に到来する可能性のあ

る津波を評価すること等を関連会社に委託し、平成２０年４月頃にそ

の結果の報告を受けた「新潟県中越沖地震を踏まえた福島第一・第二

原子力発電所の津波評価委託　第２回　打合せ資料　資料２　福島第

一発電所　日本海溝寄りの想定津波の検討Ｒｅｖ．１」（甲Ｃ９４）

を指す。本件訴訟においては、「平成２０年試算」と呼称してい

る。）は、本件長期評価が今後同様の地震が発生する可能性があると

する明治三陸地震の断層モデルを福島県沖等の日本海溝寄りの領域に

設定した上、平成１４年津波評価技術が示す設計津波水位の評価方法

に従って、上記断層モデルの諸条件を合理的と考えられる範囲内で変

化させた数値計算を多数実施し、本件敷地の海に面した東側及び南東

側の前面における波の高さが最も高くなる津波を試算したものであ

り、安全性に十分配慮して余裕を持たせ、当時考えられる最悪の事態

に対応したものとして、合理性を有する試算であったといえる。

　　・そうすると、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場

合には、本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐ

ことができるように設計された防潮堤等を設置するという措置が講じ

られた蓋然性が高いということができる。

　　・他方、本件事故以前において、津波により安全設備等が設置さ

れた原子炉施設の敷地が浸水することが想定される場合に、想定され

る津波による上記敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防

潮堤等を設置するという措置を講ずるだけでは対策として不十分であ

るとの考え方が有力であったことはうかがわれず、その他、本件事故

以前の知見の下において、上記措置が原子炉施設の津波対策として不

十分なものであったと解すべき事情はうかがわれない。したがって、

本件事故以前に経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合

に、本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐこと

ができるように設計された防潮堤等を設置するという措置に加えて他

の対策が講じられた蓋然性があるとか、そのような対策が講じられな

ければならなかったということはできない。
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　　・ところが、本件長期評価が今後発生する可能性があるとした地

震の規模は、津波マグニチュード８．２前後であったのに対し、本件

地震の規模は、津波マグニチュード９．１であり、本件地震は、本件

長期評価に基づいて想定される地震よりもはるかに規模が大きいもの

であった。また、本件試算津波による主要建屋付近の浸水深は、約

２．６メートル又はそれ以下とされたのに対し、本件津波による主要

建屋付近の浸水深は、最大で約５．５メートルに及んでいる。そし

て、本件試算津波の高さは、本件敷地の南東側前面において本件敷地

の高さを越えていたものの、東側前面においては本件敷地の高さを超

えることはなく、本件試算津波と同じ規模の津波が本件発電所に到来

しても、本件敷地の東側から海水が本件敷地に浸入することは想定さ

れていなかったが、現実には、本件津波の到来に伴い、本件敷地の南

東側のみならず東側からも大量の海水が本件敷地に浸入している（※

１審被告東京電力訴訟代理人注：「２００８年試計算結果に基づく確

認の結果について」（丙Ｃ１３６）がその根拠であり、特に「図－

７　計算〈１〉による浸水深」が根拠である。）。

　　・これらの事情に照らすと、本件試算津波と同じ規模の津波によ

る本件敷地の浸水を防ぐことができるものとして設計される防潮堤等

は、本件敷地の南東側からの海水の浸入を防ぐことに主眼を置いたも

のとなる可能性が高く、一定の裕度を有するように設計されるであろ

うことを考慮しても、本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地

に浸入することを防ぐことができるものにはならなかった可能性が高

いといわざるを得ない。

　　・以上によれば、仮に、経済産業大臣が、本件長期評価を前提

に、電気事業法４０条に基づく規制権限を行使して、津波による本件

発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを東京電力に義務

付け、東京電力がその義務を履行していたとしても、本件津波の到来

に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することは避けられなかった可

能性が高く、その大量の海水が主要建屋の中に浸入し、本件非常用電

源設備が浸水によりその機能を失うなどして本件各原子炉施設が電源

喪失の事態に陥り、本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可

能性が相当にあるといわざるを得ない。

　　・そうすると、本件の事実関係の下においては、経済産業大臣が

上記の規制権限を行使していれば本件事故又はこれと同様の事故が発

生しなかったであろうという関係を認めることはできないことにな

る。

　２　最高裁判決の評価
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　　本最高裁判決は、その判決文からも明らかなとおり、「被告東京

電力による本件事故の結果回避可能性」がなかったことを明らかにし

たものである。本最高裁判決は１審被告国を直接の名宛人とするもの

ではあるが、１審被告国による当該規制を受ける立場にあった１審被

告東京電力の対応によっても本件事故又はそれと同様の事故が発生し

なかったであろうという関係を認めることはできないと明確に判断し

ている。すなわち、同判決の上記引用部分は、仮に１審被告国が規制

権限を行使したとしても、１審被告東京電力が本件事故を回避するこ

とができなかった、言い換えれば、１審被告東京電力において本件事

故の結果回避可能性がなかったことを明らかにしている。それゆえ、

１審被告東京電力に本件事故の発生に対する重過失があったとは評価

し得ない。

　　したがって、本件訴訟においても、「被告東京電力が仮に長期評

価の見解に基づく対応を実施していたとしても、本件事故又はそれと

同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはでき

ない」との法的評価がそのまま妥当することから、１審被告東京電力

に故意に匹敵する重過失が存在した旨を主張して慰謝料の増額を求め

る１審原告らの主張はその前提を欠くものであって、失当である。

　　なお、令和５年６月７日の口頭弁論期日の際に１審原告訴訟代理

人が行った意見陳述では、共用プール建屋の防護をしきりと強調して

いた。その背景として、当該建屋１階に設置されていた非常用ディー

ゼル発電機２台（２号機、４号機）は機能喪失しておらず、しかもこ

の２台はディーゼルエンジンの冷却方式が空冷式であったため、同じ

く当該建屋の地下１階に設置されていた非常用配電盤さえ被水してい

なければ電源を喪失せず本件事故を防げたという誤解があると思われ

る。しかし、実際には当該建屋地下１階に設置されていた高圧配電盤

（Ｍ／Ｃ）はタービン建屋地下１階の別の高圧配電盤（Ｍ／Ｃ）に接

続されており、本件事故時にはその接続先の高圧配電盤（Ｍ／Ｃ）が

被水して機能喪失していたため、いずれにせよこのルートでの電源供

給は不可能であった（丙Ｃ８９の２・添付資料７－３、７－４）。そ

のため、共用プール建屋の防護は本件の結論に何ら影響を与えないこ

とを付言しておく。

第４　弁済の抗弁

　１　弁済の抗弁に関する考え方

　　弁済の抗弁に関する１審被告東京電力の主張は控訴理由書「第

２」８、１審被告東京電力控訴審準備書面（５）及び同（６）におい

て行ったところであるが、以下ではその要点を主張することとする。

　（１）本件事故に基づく損害の賠償請求権である以上、費目を問わ

ず請求権として１個であること

　　本件事故から生じた損害に関する賠償請求権は、損害の性質や内

容等を問わず損害賠償請求権としては１個であり、その履行を求める

訴訟の訴訟物の個数は１個である（最判昭和４８年４月５日民集２７

巻３号４１９頁、乙Ａ２４６〔ｇｐ・ｄｔ大学名誉教授意見書〕）。

116/189第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 09:40
（審71）2-1-6



　　また、一般に慰謝料には補完的機能又は調整的機能と呼ばれる機

能があるとされ、それらの機能は、慰謝料の評価・算定は財産的損害

と一体的になされるべきとの考え方に基づいていることから、財産的

損害が十分であることは、慰謝料の算定に当たって考慮される必要が

ある（乙Ａ２４７〔ｇｉ・ｇｑ大学教授意見書〕４～５頁）。

　　判例上も、前掲・最判平成６年２月２２日民集４８巻２号４４１

頁は、「上告人らは、被上告人の安全配慮義務の不履行に起因すると

ころの、財産上のそれを含めた全損害につき、本訴において請求し、

かつ、認容される以外の賠償を受けることはできないのであるから、

本訴請求の対象が慰謝料であるとはいえ、他に財産上の請求権の留保

のないものとして、原審が慰謝料額を認定するに当たっても、その裁

量にはおのずから限界があり、その裁量権の行使は社会通念により相

当として容認され得る範囲にとどまることを要するのは当然であ

る。」と判示しているところ、かかる判断は「他に財産上の請求があ

るか否か」が慰謝料額の認定に当たって考慮されるべき重要な要素で

あるとするものであって、財産的損害と慰謝料を１つの請求権と捉え

ることを前提としている。

　　このように、財産的損害と精神的損害は同一の請求権を構成する

ものであって、その細目ごとにそれぞれ独立の損害として個々に損害

賠償請求権が成立するものではなく、精神的損害と財産的損害の別を

問うことなく既払金が弁済として充当されるべきことは当然の理であ

る。

　（２）一部請求における弁済の抗弁の判断方法について

　　上記（１）のとおり、不法行為に基づく損害賠償請求の請求権の

個数については、１つの加害行為に基づく損害賠償請求権においては

全ての損害を包括して１個の請求権が成立するというのが最高裁判例

の立場である。そうすると、本件事故による損害のうち慰謝料のみに

ついて賠償を求める１審原告らの請求は、一部請求である。

　　一部請求に対して既払金による弁済の抗弁が主張された場合の判

断方法としては、判例上、まずは各１審原告が被った財産的損害及び

精神的損害を含む全損害額を認定した上で、その全額から既払金全額

を差し引き、その残額が一部請求額を超えないときはその残額を、超

える場合には請求額を認容し、残額がなければ請求を棄却するものと

されており（いわゆる「外側説」。前掲・最判昭和４８年４月５日民

集２７巻３号４１９頁。なお、同判決以前においても、既に外側説が

実務の大勢を占めていた（同判決に関する最高裁判所判例解説民事篇

昭和４８年度４５４頁の脚注１４）。）、これが裁判実務における確

立した取扱いとなっている。

　　したがって、本件のような一部請求の場合の弁済の抗弁の判断に

当たっては、請求の外側を含めた損害全体を確定して弁済額を控除す

ることになる。

　（３）請求権１個説及び外側説からの帰結
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　　以上（１）（２）により、１審原告らの請求の判断に当たって

は、１審原告らの主張・立証に基づいて認定された損害の全額から弁

済額の全額を控除した残存額を算定した上、一部請求の額が残存額の

範囲内であるときはそのまま認容し、残存額を超えるときはその残存

額の限度で認容し、残存額がなければ請求を棄却することになる。

　（４）財産的損害も含めた全損害に対する賠償状況を踏まえた上で

未払いの損害があるか否かが判断されなければならないこと

　　上記（３）のとおり、本件訴訟において外側説に基づき未払いの

損害の有無が審理・判断されるとしても、（A）仮に訴訟外における賠

償金の支払に際し、確定効・不可争効のある合意が成立しているので

あれば、既払金について過不足が調整される余地はなく、結果とし

て、本件において請求対象とされている慰謝料部分のみをみた上での

不足の有無が争点となるに過ぎないこととなる。

　　あるいは、（B）仮に１審原告らに（損害項目ごとの）既払金に見

合う損害が生じていたとすれば、訴訟物とされている慰謝料請求権の

外側を構成する請求権部分とそれに対する弁済の額が一致することと

なり、この場合にも、実質的には、慰謝料部分のみをみた上での不足

の有無が争点となるに過ぎないこととなる。

　　しかしながら、まず上記（A）に関しては、直接請求手続において

は、賠償金の支払に際し、いわゆる清算合意は結ばれない。むしろ、

請求者は最終的に賠償金の総額で過不足が精算されることに同意して

おり、実際にも過不足を後日調整する運用がなされている。これらを

踏まえると、確定効・不可争効のある合意が成立していないことは自

明である（下記ア）。

　　なお、確定効・不可争効のある合意が成立していたとすればそれ

は財産的損害に対する賠償に限るものではなく慰謝料についても同様

であって、訴訟外において精神的損害の賠償を受けながら本件訴訟に

おいて改めて精神的損害の賠償を求めているという１審原告らの行為

自体、確定効・不可争効のある合意が訴訟外において成立していない

ことを前提とするものである。この点についても下記ア（ア）のとお

りである。

　　また、上記（B）に関しては、１審被告東京電力による訴訟外での

賠償は、損害の発生・数額を必ずしも個別に確認の上で行われている

ものではなく、既払金があるからといってそれに対応する損害が認め

られるものではない（下記イ）。

　　したがって、精神的損害のみをみて未払いの損害があるか否かを

判断することは誤りであり、財産的損害も含めた全損害に対する賠償

状況を踏まえた上で未払いの損害があるか否かが判断されなければな

らない。

　　ア　確定効・不可争効のある合意が成立しているものではないこ

と
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　　直接請求手続においては、賠償金の支払に際し、いわゆる清算合

意は結ばれない。むしろ、請求者は最終的に賠償金の総額で過不足が

精算されることに同意しており、実際にも、いったん合意された損害

項目であっても追加請求がなされ、逆に過剰な支払があればその後精

算される。これらを踏まえると、名目が付されている賠償項目ごとに

その損害を確定し不可争とする意思を当事者双方が有していないこと

は自明である。以下、これらの点について詳述する。

　　（ア）賠償金の精算の余地が留保されていること

　　直接請求手続において、１審被告東京電力が賠償金の請求に応じ

て請求者への支払に至った後、その前提となった事実関係・申告内容

が事実と異なっていることが判明した場合には、賠償金の返還等によ

る精算がなされるべきことは当然である。この点、例えば直接請求手

続を通じた住居確保費用の賠償に際し、請求者は、下記委任書の抜粋

のように「本確認事項の記載内容に同意するとともに、事実と相違な

いことを確認したうえで賠償を請求します」とした上で、「事実と異

なることが判明した場合には、賠償金の返還を含め精算されること」

について明示的に合意をしている。

　　この点について、直接請求手続を通じた請求を行うに際し、請求

者（世帯代表者、世帯構成員）は下記のような「同意書」又は「委任

書」に同意をしている（当該書式に記入・押印の上返送されることが

賠償金支払の条件となっている。）。

　　「同意書」及び「委任書」には、「東京電力より支払われた仮払

補償金と補償金（引用者注：同意書においては「賠償金」）の合計金

額が最終的な保証金額（引用者注：同意書においては「賠償金額」）

との間で差異が生じた場合は、過不足の金額について精算されるこ

と」との記載がある（それぞれの条項２（３））。したがって、直接

請求手続を通じた賠償においては、賠償実施の便宜上、特定の賠償項

目ごとに請求と支払がなされるものの、個々の賠償項目のもとでの請

求と支払についてその都度損害が確定されるものではなく、過不足が

調整される余地を留保の上で、確定効・不可争効のない合意に基づく

支払がなされているにすぎない。

　　なお、仮に確定効・不可争効のある合意が成立していたとすれ

ば、それは財産的損害に対する賠償に限るものではなく慰謝料につい

ても同様である（精神的損害とそれ以外とで異なる内容の合意がなさ

れているという事実はなく、１審原告らからもそのような主張はなさ

れていない。）。１審原告らは、訴訟外において精神的損害の賠償金

を受領しておきながら、本件訴訟を提起し改めて精神的損害の賠償を

求めているが、そのような１審原告らの行為は、訴訟外での賠償にお

いて確定効・不可争効のある合意が成立していないことを前提とする

ものである。
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　　また、上述のとおり、直接請求手続においては賠償金の「過」

「不足」の調整の余地が留保されているのであって、「不足」のみの

調整が予定されているものではないから、増額を前提とした最低限の

賠償として（すなわち本来支払われるべき額を超える賠償金であって

も精算はされず不足があった場合のみ追加の賠償がなされるものとし

て）支払われているものでもない。したがって、「不足」があるとし

て本件訴訟が提起されている以上、「過」剰な支払の有無や額につい

ても１審原告らの請求の当否の検討に際し斟酌されるべきこととな

る。これらの点からも、訴訟外での賠償に関し確定効・不可争効のあ

る合意が成立しているものではないことは明らかである。

　　（イ）実際にも、合意された項目であっても追加の請求は可能で

あるほか、過剰な支払があればその後の賠償での精算や返還がなされ

ていること

　　直接請求手続においては、上述のように、個々の賠償項目のもと

での請求と支払についてその都度損害が確定されず、賠償金の総額に

て過不足が生じた場合には調整されることに請求者が同意をしている

が、実際にも、ある名目の損害に関し特定の期間を対象とする賠償金

を請求・受領した後であっても、同一の名目・期間を対象とする追加

請求が可能な仕組みとなっている。

　　また、ある賠償項目に関し過剰な支払がなされたことが判明した

場合、その後の別項目での賠償の段階で過剰分を精算することも行わ

れている。

　　（ウ）財産的損害と精神的損害の既払金の総額をもって認定額へ

の充当を認めた裁判例

　　財産的損害と精神的損害の既払金の総額をもって認定額への充当

を認めた本件事故に関する裁判例としては、東京高判令和３年２月１

９日（原審：千葉地判平成２９年９月２２日）、札幌地判令和２年３

月１０日、千葉地判平成３１年３月１４日、福岡地判令和２年６月２

４日がある。

　　イ　１審被告東京電力による訴訟外での賠償は、損害の発生・数

額を必ずしも個別に確認の上で行われているものではなく、賠償金支

払の事実からこれに対応する損害が事実上推定されることもないこと

　　１審被告東京電力の自主賠償基準に含まれる財産的損害の賠償項

目の中には、多数の被害者に対する迅速な救済という観点から、本件

事故に起因する損害であることや実損害の額等を個別に確認すること

なく賠償がなされている賠償項目、個々の被害者に実際に生じた損害

についての主張や疎明を求めることなく被害を類型的に想定し、高い

水準で賠償額をあらかじめ設定する方式が採られている賠償項目も多

い。
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　　このように、賠償項目ごとにみると、賠償額に見合う損害が必ず

しも実際に生じていたものではなく、賠償金を受領する側としても、

定型的な算定方法が用いられている賠償項目に関しては実際に自己に

生じた損害額を請求しているわけではないことや、１審被告東京電力

から支払われる賠償金が場合によっては実際に生じた損害の額を超え

るものであることを当然に認識していたといえる。したがって、賠償

金の支払の事実をもって、その賠償項目に対応する損害の発生を推定

することは、その事実上の推定の基礎を欠く。

　　ウ　小括

　　以上述べたように、１審被告東京電力による訴訟外の賠償は、賠

償項目ごとに債権債務の額がその都度確定されるものではなく、最終

的に賠償金の総額にて過不足が生じた場合には精算されることを前提

に実施されているところ、訴訟外での賠償は、多くの請求者との関係

においては訴訟において認められるべき損害額を超えた支払がなされ

ている。

　　そして、当事者間においては、全損害との関係で生じた賠償金の

「過」不足の調整が予定されている。

　　これらの事情を踏まえれば、精神的損害のみをみて未払いの損害

があるか否かを判断することは誤りであり、財産的損害も含めた全損

害に対する賠償状況を踏まえた上で未払いの損害があるか否かが判断

されなければならない。

　　なお、仮に費目を問わない弁済充当を認めないとすれば、ある損

害項目について実損害を超える賠償が訴訟外でなされていたとして

も、別の損害項目で請求をすれば賠償が認められることとなる。１審

被告東京電力は迅速な被害回復の観点から、個々人に生じた実損害の

額を個別に確認することなく（実損害を超える支払が生じる余地の大

きい賠償方法を採用して）訴訟外での賠償を実施してきたものであ

り、その結果として実損害を超える賠償がなされている場合にまで、

別の損害項目のもとでのさらなる賠償が認められるとすれば、そのよ

うな結果は明らかに妥当性を欠く。この点からも、賠償金の名目を問

わず全損害に対する賠償状況を踏まえた上で、未払いの損害があるか

否かが判断されなければならないことは明らかである。

　（５）世帯構成員間で弁済の充当が認められるべきであること

　　１審被告東京電力は、１審原告らが所属する世帯に対してなされ

た賠償額のうち１審被告東京電力が弁済の抗弁として主張する額に関

し、当該賠償金を受け取った世帯構成員の受けた損害の認定額が弁済

の抗弁額を下回る場合には、当該過払い分は他の世帯構成員の未受領

の損害賠償請求権に充当されるべきであり、このような世帯構成員間

での弁済の充当は、精神的損害・財産的損害の別を問わず、かつ本件

訴訟の１審原告らであるか否か（訴訟当事者であるか否か）の別を問

わないものであることを主張する。
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　　この点は、控訴理由書「第２」８（２）において詳述したとおり

であるが、１審被告東京電力による賠償は、その性質上は世帯の共同

生活の基礎となる生活の再建に向けられた賠償であって、実質的に

は、「財布は１つ」の関係にある世帯の構成員全員に対する損害の填

補として支払われている。

　　すなわち、例えば家族で行った移動に係る費用の支出（交通費

等）や、生活費の追加的な支出など、賠償の対象とされた支出の多く

は、当該支出をすることによって当該世帯が全体として損害を被るこ

とを前提とするものであり、当該支出に対する賠償がなされたからと

いって、世帯構成員のうち誰が、どの程度の損害の填補を受けたかを

構成員ごとに分割して把握することはできない。むしろ当該支出に対

する賠償によって世帯構成員全員が不可分に損害の填補を受けている

というのが実態に即した正しい評価であるといえる。

　　このように、世帯全体での支出に対する賠償が世帯構成員全員に

不可分に損害の填補という効果を生じさせるものである以上、当該支

出に対する損害の填補としての賠償は、世帯構成員全体に対して支払

われたものであると解することが損害の実態に沿うものであり、当事

者の合理的意思とも合致する。

　　世帯構成員間での弁済の充当を認めた本件事故に関する裁判例と

しては、東京高判令和３年２月１９日（原審：前掲・千葉地判平成２

９年９月２２日）、福岡地判令和２年６月２４日、千葉地判平成３１

年３月１４日、東京地判昭和４５年８月３１日判タ２５４号１９７頁

がある。

　２　少なくとも、明らかに過大な賠償については認定額からの控除

が認められるべきであること

　（１）裁判例

　　本件事故に関する福島地判令和５年３月１４日（平成２７年

（ワ）第２３５号ほか）は、「原告らの中には、事実に反する申告を

するなどして、自主賠償基準で補償する趣旨にも沿わず、過大に賠償

金を受領している場合があることも認められ、慰謝料を増額すべきか

否か、弁済の抗弁を認めるか否かは、各原告に対し訴訟外で支払われ

た賠償金の趣旨、内容を踏まえ、個別に判断することとする。」（判

決５７～５８頁）と判示し、被告による弁済の抗弁を個別事情に基づ

いて認めた。

　　例えば、世帯２に係る説示は次のとおりであり、他の世帯も同様

である。
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　　「被告東電による上記８０７５万２４４０円の支払は、本来支払

う必要のなかった費用を含むといわざるを得ず、少なくとも、工房棟

建築工事９０５万５０００円についてその必要性と相当性が認められ

ない。被告東電と原告２－〈１〉は、直接請求手続において、本来支

払われるべき賠償額を超えた支払があれば賠償金の返還を含め精算す

ることを合意しているところ、請求者は世帯構成員を代表し、世帯構

成員の住居を確保するために支出する費用として請求手続を行ってお

り（証拠略）、住居確保損害の支払は同一世帯家族の生活再建を図る

ものであることを踏まえれば、上記９０５万５０００円の返還につい

て、世帯番号２の原告らが得られる賠償金と相殺する合意が成立して

いると認められる。よって、世帯番号２の原告らについて、被告東電

がさらに賠償すべき損害があるとは認められない」（判決６４頁）。

　（２）明らかに過大な賠償について認定額からの控除が認められる

べき１審原告ら

　　仮に、何らかの理由で既払額全額に対する弁済の抗弁が認められ

ないとしても、本件事故に起因しない損害について賠償がされた場合

や、実態と異なる被害状況の申告がされた場合など、自主賠償基準で

補償する趣旨にも沿わず、過大に賠償金を受領している場合には、弁

済の抗弁等に基づき認定額からの控除が認められるべきである。

　　具体的には、少なくとも（別紙）記載のとおり、世帯番号４、世

帯番号５、世帯番号１６、世帯番号１７、世帯番号２６、世帯番号２

８・同２９、世帯番号３３の１審原告らについては、明らかに過大な

賠償がなされていることから、認定額からの控除が認められる必要が

ある。

第５　結語

　　１審被告東京電力は、訴訟外において、中間指針等を踏まえた自

主賠償基準に基づき、慰謝料名目での賠償金のみを見ても類型的に把

握される損害が十分に填補される水準の賠償金を支払っているが、慰

謝料名目での賠償のほかにも財産的損害や住居確保費用についても賠

償を行っており、１審原告らに対しても、１審被告東京電力控訴審準

備書面（１９）（別表）記載のとおり、避難指示区域に居住していた

旨申告した１審原告らについては世帯平均で約１億４４２２万７１９

９円、多い世帯では４億９６４４万３１９４円にのぼり、同様に旧緊

急時避難準備区域に居住していた旨申告した１審原告らについては世

帯平均で約１８５４万４９６０円、多い世帯では２４１４万６８４３

円にのぼる賠償金を訴訟外で支払済みである。

　　そして、本件訴訟における１審原告らの個別事情の主張・立証状

況には差異があるが、原審において提出済みの個別準備書面並びに１

審被告東京電力控訴審準備書面（１０）、同（１２）及び同（２０）

において述べたとおり、いずれの１審原告らについても、その個別事

情を踏まえても１審被告東京電力の既払金を超える損害は立証されて

おらず、ましてや１審原告ら全員に共通する未払いの損害が一律に認

定される余地はない。
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　　したがって、いずれの１審原告らにも１審被告東京電力による既

払金を超えて賠償されるべき損害の発生は認められないから、原判決

の１審被告東京電力敗訴部分はいずれも取り消された上で、１審原告

らの１審被告東京電力に対する請求はいずれも棄却されるべきであ

る。

　　以上

１　最判平成７年７月７日民集４９巻７号１８７０頁、名古屋地判昭

和５４年９月５日判タ３９９号８３頁、高松地判平成８年１２月２６

日判時１５９３号３４頁（ｇｒ島事件判決）、那覇地判平成１９年３

月１４日自保ジャーナル１８３８号１６１頁。

２　この点については、ｇｓ・ｄｔ大学名誉教授も、「ある不法行為

によって財産的損害と精神的損害の双方が生じている場合に、慰謝料

（精神的損害の賠償）の決定に際しては、まず一般的に、財産的損害

の賠償も含めた損害賠償の全体を考慮に入れたうえで、慰謝料の裁量

的性質及び補完的・調整的機能を踏まえて判断する必要があり、次

に、その精神的損害と密接な関係を持つ特定の財産的損害の賠償の状

況を特に考慮に入れる必要がある。」と指摘するとおりである（乙Ａ

２４８〔ｇｓ・ｄｔ大学名誉教授意見書〕・６頁）。

３　月額５０万円を上限としている。

４　なお、個人事業主及び法人の営業損害（逸失利益）に関しては、

平成２４年３月以降に得た利益を「特別の努力」によるものとして賠

償金から控除せずに支払を行う取り扱いをしている。

５　避難等対象者が受けた精神的損害の損害額算定に当たっては、

「原則として、避難費用のうち『生活費の増加費用』を加算して、両

者を一括して一定額を算定することが、公平かつ合理的であると判断

した」とされている。

６　従前の請求において支払われた実績を万の位に切り上げた金額を

基に、その１００％、７５％、５０％及び２５％に相当する金額をあ

らかじめ請求書に印字し、請求者がこのいずれかを選択することによ

り請求がなされる。請求にあたって、請求者において請求金額に関す

る説明や資料の添付は不要とされる。なお、従前実績を超える支出が

生じた場合には、その旨を申告することにより別途賠償を受けること

ができる。

７　ただし、「定額家財」欄記載の金額は、墓石や仏壇に対する定額

の賠償分も含まれる。

８　ｈｔｔｐｓ：／／（以下略）

９　仙台高判令和２年３月１２日（ｆｓ訴訟）、東京高判令和２年３

月１７日（ｃｊ訴訟）、仙台高判令和２年９月３０日（生業訴訟）、

東京高判令和３年１月２１日（前橋訴訟）、仙台高判令和３年１月２

６日（ｇｔ訴訟）、東京高判令和３年２月１９日（千葉訴訟）、高松

高判令和３年９月２９日（松山訴訟）。
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１０　ｆｌ氏（ｇｇ大学大学院法務研究科教授）、ｈａ氏（ｄｔ大学

大学院法学政治学研究科教授）、ｈｂ氏（公証人）、ｈｃ氏（弁護

士）、ｈｄ氏（弁護士）。

１１　第五次追補「第１」の「１　経緯」参照。

１２　相当線量地域における健康不安による慰謝料について、子供及

び妊婦は６０万円。

１３　「過酷避難状況による精神的苦痛は、第１期において賠償すべ

きものとされている正常な日常生活の維持・継続が阻害されたために

生じた精神的苦痛と同時に生じるものといえる。また、過酷避難状況

による精神的苦痛は、避難生活の基盤が整備されるに伴い次第に縮減

する面があると考えられることや、本件事故発生当初の一時立入り制

限によってもたらされる苦痛は、過酷避難状況による精神的苦痛であ

るとともに、正常な日常生活の維持・継続が阻害されたことによる精

神的苦痛であるともいえることからすると、両者は、内容的にも重な

り合う性質を有するものといえる。以上に加え、過酷避難状況による

精神的苦痛と日常生活の維持・継続の阻害による精神的苦痛について

は、本件事故を原因として、突然の避難行為を余儀なくされ、その後

も生活の場を転々とせざるを得ない避難行為を余儀なくされたこと自

体によって前者の損害が、また、その結果として後者の損害がそれぞ

れもたらされたものであることに鑑みるならば、両者を別個の損害項

目とすることは必ずしも妥当とはいえず、同一の損害項目における損

害額算定における考慮要素とすることが相当である。」

１４　（相当線量地域における健康不安による慰謝料に関し）「この

慰謝料の算定方法でございますけれども、（中略）ここでの精神的損

害の基礎となる健康不安は、避難生活に伴う日常生活阻害慰謝料と期

間的に重なり合いを持っていることから、本件事故から平成２３年１

２月までの間における避難生活に伴う精神的損害の加算要素とするこ

とが適当であると考えております。」

　　（別紙）

第１　避難指示区域の１審原告らの損害について

　１　総論：十分な賠償が行われていること

　　１審被告東京電力は、中間指針等を踏まえた自主賠償基準に基づ

き、１審原告らを含む帰還困難区域、旧居住制限区域、旧避難指示解

除準備区域の居住者に対し、各種の財産的損害の賠償、住居確保費用

の賠償のほか、精神的損害を賠償している。本件訴訟の１審原告らも

その多くがこうした財産的損害の賠償を累次にわたって請求・受領し

ており、世帯単位の既払金総額は、避難指示区域については世帯平均

で約１億４４２２万７１９９円（多い世帯では４億９６４４万３１９

４円）にのぼる。

　　１審被告東京電力が訴訟外において相当規模の賠償金を支払済み

であるとの事実は、慰謝料の評価・算定において十分に勘案される必

要がある。
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　　また、上記のような財産的損害の賠償に加えて、中間指針等（第

五次追補を含む。）を踏まえた１審被告東京電力の自主賠償基準にお

いては、以下のような精神的損害の賠償を実施することとしている。

　　〈１〉　帰還困難区域等

　　一人１５８０万円（第五次追補前公表賠償額　１４５０万円）
15

　　（内訳）日常生活阻害慰謝料８５０万円、過酷避難慰謝料３０万

円、生活基盤喪失慰謝料７００万円

　　〈２〉　旧居住制限区域・旧避難指示解除準備区域

　　一人１１３０万円（第五次追補前公表賠償額　８５０万円）
16

　　（内訳）日常生活阻害慰謝料８５０万円、過酷避難慰謝料３０万

円、生活基盤変容慰謝料２５０万円

　２　個別事情

　（１）避難指示区域の自治体の状況について

　　避難指示区域の自治体の状況については１審被告東京電力控訴審

準備書面（１１）及び同（１４）から同（１７）にて詳述したとおり

である。

　（２）１審原告らの状況について

　　そして、１審原告らの個別事情は１審被告東京電力控訴審準備書

面（１０）、同（１２）及び同（２０）にて主張したところである

が、その要点を記載すれば以下のとおりである（なお、各主張に対応

する証拠については上記準備書面記載のとおりである。）。かかる１

審原告らの個別事情を踏まえれば、１審原告らに既払金を超える損害

は認められない。なお、１審原告らの個別事情のうち、自主賠償基準

で賠償する趣旨にも沿わず、過大に賠償金を受領していることを示す

事情については下線を付した。

　ア　ｃｅ町に住所地を有していた１審原告らについて

　（ア）世帯番号１の１審原告ら

　　世帯番号１の１審原告らは、本件事故後に二男家族（夫婦及び

孫）の住む宮城県ｃｍ市の市営住宅に避難し、以後は同所で生活をし

ていたが、平成２８年１２月にはｃｍ市内で土地を約２１４３万円で

取得し、平成３０年１１月には同土地上に約６５１０万円をかけて自

宅を新築すると、現在は同所で二男家族ととともに家族５人で暮らし

ている。

　　１審原告番号１－１（夫）は、本件事故当時は建設会社を経営し

ており、本件事故前から赤字が継続していたが、１審被告東京電力か

ら当該法人分として７７００万円を超える賠償金を受けて再興資金や

設備購入費、運転資金に充て、現在は１審原告ら夫婦と二男夫婦が役

員となって同社を運営している。

　　また、１審原告番号１－１は、本件事故当時、ｃｅ町ｈｅの部落

会の区長を務めていたが、同部落会とは現在も交流が続いている上、

移住先のｃｍ市ｈｆ区ｈｇでも町内会の住民と交流している。
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　　こうした事情からは、１審原告番号１－１らが主張するような

「精神的損害が時間の経過とともに増大している傾向」は全くうかが

えない。

　　さらに、本文第２の２（３）ア（イ）ｄ記載のとおり、１審原告

番号１－１は営農の実態がうかがえないにもかかわらず団体賠償を通

じ合計１２２２万０９１２円の賠償を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で７２６８万円、総額で４億１６

４３万６９７４円を支払済み。）

　（イ）世帯番号２の１審原告

　　世帯番号２の１審原告は、平成２３年６月には訴外長女が居住す

るｃｍ市ｈｈ区に借上住宅を確保し、平成３０年には同区に新築のタ

ワーマンションを１審被告東京電力の賠償を原資に購入した。同原告

は、同所で、週末のほとんどを長女と過ごすとともに、ｃｅ町からの

友人やｃｍ市の地元住民と交流を楽しんでいる。

　　同原告は、同タワーマンションの購入費用について住居確保費用

の支払を受けており、全額である１６５９万８６５７円が実損害を超

える賠償となっている。

　　また、同原告は、本件事故当時営んでいたクリーニング事業につ

いて、平成２２年分の収益が減価償却費を含め年間９万４０２５円の

収益にとどまり、かつ、自身も６４歳という年齢である状況で、営業

損害として当該収益の３９年分に相当する３６７万３７６８円もの支

払を受けている。あと１０年程度は事業を続ける予定であったとする

同原告の主張を前提としても、約２７３万３５１８円は実損害を超え

た支払となっている。

　　また、同原告は、本件事故との因果関係が不明な疾病に対する賠

償として、２４万９９５０円の賠償を受けており、全額が実損害を超

える賠償となっている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で１４５２万円、総額で６９３４

万２７８４円を支払済み。）

　（ウ）世帯番号１０の１審原告ら

　　１審原告番号１０－１は平成２３年３月１２日、同１０－２は同

月１８日に、利便性が良く、温泉等の設備を備えた同１０－１が所有

する宮城県ｈｉ町の居宅に避難し、ｆｓ市の復興公営住宅に転居する

までの約７年間を過ごしており、避難に伴う精神的苦痛の程度は軽微

である。

　　同原告らは、訴外長男が本件事故前から全国転勤を伴う職に就い

ていた上、本件事故後は訴外孫の就学環境を求め埼玉県ｈｊ市に転居

したに過ぎないにもかかわらず、訴外長男家族との別離について１審

被告東京電力から慰謝料として１２９万円の支払を受けている。
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　　また、本文第２の２（３）イ（イ）記載のとおり、１審原告番号

１０－１は、自身が営んでいた工務店事業について、５２０４万６６

３１円もの支払を受けて、その大部分が実損害を超えた支払となって

おり、少なくとも１３６０万７３２０円の既払金については明らかに

実損害を超えた支払となっている。

　　加えて、訴外長男は、１審被告東京電力から、住居確保費用とし

て７２６万４９９９円の支払を受けており、実損害を超える賠償と

なっている。

　　１審原告番号１０－１及び同１０－２は、家族別離を理由とし

て、ＡＤＲ手続において、合計１２９万円の慰謝料の増額を受けてい

る。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で６０３５万円、総額で４億９３

００万６６１４円を支払済み。）

　（エ）世帯番号１１の１審原告ら

　　世帯番号１１の１審原告らは、正当な理由なく本人尋問の取下げ

を行っており、１審原告らが主張する慰謝料の発生を基礎づけるに足

る事実を認定することができない。

　　仮に同原告らの主張を前提としても、同原告らは平成２３年３月

１８日にはｃｍ市に所在し、１審原告番号１１－２の妹が入居するマ

ンションの一室を確保し転居している。

　　また、１審被告東京電力は、１審原告らに対し、ＡＤＲ手続にお

いて１審原告番号１１－１が所有する居宅に対する賠償として２６２

２万７３６３円を支払っているが、同金額は住居確保費用を含むもの

であるから、実損害を超える賠償が行われている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で２９０６万円、総額で７４６４

万５３８５円を支払済み。）

　（オ）世帯番号１３の１審原告ら

　　世帯番号１３の１審原告らは、平成２３年７月には１審原告番号

１３－２の実家に近接した戸建て住宅を購入し、同所に転居して平穏

な生活を回復している。

　　同原告らは、ｃｍ市への転居後も本件事故前と大差ない態様で就

労、進学又は習い事等を行っており、既払金を上回る精神的損害の発

生はうかがわれない。

　　１審原告番号１３－１及び同１３－２は、家族別離を理由とし

て、ＡＤＲ手続において、それぞれ２３５万円及び２２５万円の慰謝

料の増額を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で７７３０万円、総額で９４０３

万４６５２円を支払済み。）

　（カ）世帯番号１５の１審原告ら
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　　世帯番号１５の１審原告らは、平成２３年４月１日には１審原告

番号１５－２の出身地であるｃｍ市にアパートを確保して居住を開始

し、平成３０年１０月頃には定住することを前提に同市内の２ＬＤＫ

のアパートに転居している。

　　１審原告番号１５－１は、１審被告東京電力から本件事故との因

果関係が不明な慢性湿疹、急性気管支炎、手湿疹等に対する賠償とし

て、合計３万６９５０円を受領しており、その全額が実損害を超えた

賠償となっている。

　　また、１審原告番号１５－１の訴外父は、１審被告東京電力か

ら、アルコール性肝硬変、糖尿病、肝癌及び結膜炎に対する賠償とし

て、合計２８万７４６１円を受領している。しかし、当該疾病につい

ても診断書上本件事故による避難生活との因果関係は「不明」とされ

ており、その全額が実損害を超えた支払である。

　　同様に１審原告番号１５－１の訴外母は、１審被告東京電力か

ら、左網膜剥離に対する賠償として、合計５万５７００円を受領して

いる。しかし、当該疾病についても診断書上本件事故による避難生活

との因果関係は「不明」とされており、その全額が実損害を超えた支

払である。

　　さらに、１審原告番号１５－１は、平成２３年４月１４日から同

年８月３１日までチェーンの理容店、同年９月２７日から平成２５年

４月１４日までｃｍ駅付近の理容店でそれぞれ勤務し、平成２５年９

月からは、自ら理容店を開業している。１審被告東京電力は、１審原

告番号１５－１に対し、本件事故前に営んでいた理容店の事業に係る

賠償金として営業損害も含めて３１７７万４５７７円を賠償している

ところ、営業損害の算定に際しては、１審原告番号１５－１が本件事

故後に理容師として得た収入を控除することなく賠償を行っており、

上記賠償額の一部が実損害を超える賠償となっている。

　　世帯番号１５の１審原告らは、家族別離を理由として、ＡＤＲ手

続において、それぞれ２２７万６０００円の慰謝料の増額を受けてい

る。加えて、１審原告番号１５－１は、ペット喪失慰謝料として１０

万円の慰謝料の増額を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で９４４８万５４００円、総額で

２億０９３５万２４０５円を支払済み。）

　（キ）世帯番号１６の１審原告ら

　　１審原告番号１６－１は、住民票上の住所地が宮城県ｇｄ市であ

り、本件事故時も長野県ｈｋ町に滞在していたなど、ｃｅ町における

居住実態が客観的に明らかになっていない。また、１審原告らの主張

を前提としても、１審原告番号１６－１がｃｅ町での生活を再開して

から本件事故までの期間は約半年足らずにとどまる。
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　　１審原告番号１６－１が本件事故により避難を余儀なくされたと

認められない点を措くとしても、世帯番号１６の１審原告らは、平成

２３年３月１２日には１審原告番号１６－１の住民票上の住所地であ

る宮城県ｇｄ市のアパートに移り、同月２０日又は２１日頃にはｃｍ

市のアパート２部屋を確保して居住した。平成２７年１０月には１審

被告東京電力の賠償金により宮城県ｇｄ市に購入した新居に移転して

いる。

　　また、本文第２の２（３）イ（ア）記載のとおり、１審原告番号

１６－１は、本件地震により倒壊した自宅建物について総額１４３０

万３９１２円（構築物・庭木を合わせると１８３５万４６８０円）の

賠償を受けており、少なくとも建物に対する賠償である１４３０万３

９１２円は実損害を超える賠償となっている。

　　さらに、本文第２の２（３）ア（ア）ａ（d）記載のとおり、世帯

番号１６の１審原告らに対しては、住居確保費用として約４８１０万

円が支払われており、同額が実損害を超える賠償となっているとこ

ろ、宮城県ｇｄ市ｇｌの土地（購入価格１６３０万円）及び新築建物

（請負代金４３１６万６０００円）については避難等対象者ではない

１審原告番号１６－１の妻を単身で居住させるために取得したもので

あり、同原告らは住居確保費用の賠償の趣旨に反する形での賠償を受

けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で３１２５万円、総額で１億７６

７６万１４９６円（１審原告番号１６－１の不動産賃貸業に対する賠

償を含む）を支払済み。）

　（ク）世帯番号１７の１審原告ら

　　世帯番号１７の１審原告らは、平成２３年４月には宮城県ｈｌ市

の借家を確保し、平成２６年１月には同市内に自宅を新築している。

　　同原告らは、１審被告東京電力から住居確保費用として２１６２

万２８０５円の賠償を受けており、同額が実損害を超える賠償となっ

ている。

　　加えて、同原告らは、平成２３年３月１１日から同年１１月３０

日までの間において、ｈｍ町所在の知人・親戚宅に宿泊した際に、４

万８０００円を支払ったと申告し、同額の賠償金を受領している。し

かしながら、１審原告らは、平成２３年３月１６日に宮城県ｈｎ市所

在の訴外姉宅に移動し、その後、同年４月にｈｌ市に借家を確保した

ものであるから、１審原告らがｈｍ町所在の知人・親戚宅に宿泊した

とは考え難く、仮にｈｍ町所在の知人・親戚宅に宿泊したとしても、

ｈｌ市所在の借家を確保した後のことであるから、上記４万８０００

円の支出について本件事故との相当因果関係は認められず、同額は実

損害を超える賠償となっている。
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　　さらに、１審原告らは、１審原告番号１７－３が平成２３年４月

２３日から同年１２月末の間、及び、平成２４年１月１日から同年８

月３１日の間に避難等対象区域又は自主的避難等対象区域に避難・滞

在した１８歳以下の者に該当すると申告して、合計４８万円の賠償金

を受領している。しかしながら、１審原告番号１７－３は、平成２３

年３月１６日以降、宮城県に避難・滞在しており、上記期間には避難

等対象区域又は自主的避難等対象区域に避難・滞在した事実はない。

１審原告らは、事実と異なる申告をすることで、自主賠償基準の趣旨

に反し、合計４８万円の賠償金を受領しており、少なくとも同額につ

いては相殺が認められるべきである。

　　１審被告東京電力は、１審原告番号１７－４の不動産賃貸事業に

おける逸失利益として合計３６０万円の賠償を実施しているが、当該

賠償は、同原告の実際の減収額ではなく、１審被告東京電力が定める

１か月当たりの最低補償額５万円を基に算定されたものである。１審

原告番号１７－４の申告によれば、平成２３年３月１１日から同年１

１月３０日までの９か月間につき、３４万０２７５円の減収（１年に

ならすと４３万３７００円）が生じたところ、１か月当たりの最低補

償額５万円を基に算定した４５万円という金額の方が大きいため、同

期間につき３４万０２７５円ではなく４５万円の賠償金を受領してお

り、その差額である１０万９７２５円が実損害を超える賠償となって

いる。

　　また、平成２３年１２月１日から平成２７年２月２８日までの期

間についても同様の算定がなされており、計５４万０４７５円（平成

２３年１２月１日から平成２４年１１月３０日までの期間につき、６

０万円－４３万３７００円＝１６万６３００円。平成２４年１２月１

日から平成２５年１１月３０日までの期間につき、６０万円－４３万

３７００円＝１６万６３００円。平成２５年１２月１日から平成２６

年１１月３０日までの期間につき、６０万円－４３万３７００円＝１

６万６３００円。平成２６年１２月１日から平成２７年２月２８日ま

での期間につき、１５万円－１０万８４２５円＝４万１５７５円。）

が実損害を超える賠償となっている。

　　さらに、将来分の逸失利益に係る賠償についても、３３万２６０

０円（１２０万円（６０万円の２倍相当額）－８６万７４００円（４

３万３７００円の２倍相当額）＝３３万２６００円）が実損害を超え

る賠償であることが明らかであるから、上記３６０万円のうち９８万

２８００円は実損害を超える賠償である。

　　また、１審原告番号１７－２は、通院証明書によれば、「原発事

故による避難生活に起因の有無」は「不明」とされる傷病について３

３万５０００円の賠償金の支払を受けており、実損害を超える賠償と

なっている。

　　１審原告番号１７－３も、診断書上、「原発事故による避難生活

に起因の有無」は「不明」とされる疾病について、１６万０８００円

の賠償金の支払を受けており、実損害を超える賠償となっている。
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　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で５８２６万円、総額で１億９６

２４万８６３２円を支払済み。）

　（ケ）世帯番号２３の１審原告

　　世帯２３の１審原告は、長男である１審原告番号２４－１、長男

の妻である１審原告番号２４－２及び訴外孫とともに平成２３年４月

に埼玉県ｈｏ市に２階建ての戸建住宅を確保し、孫らとの同居生活を

開始している。その後、１審原告番号２３は、平成２４年６月に１審

原告番号２４－１の転勤に伴い、同原告の通勤圏内であるｈｎ市のア

パートを確保し転居したのち、平成２８年１１月には、同市内に長男

が新築した自宅の隣地に自宅を新築し、転居している。

　　同原告は、本件事故時に営んでいた事務機器販売業について、本

件事故直前３期で得られた利益は平均すると年間約１１万円であり、

同原告が本件事故当時７３歳であったことに照らしても、本件事故の

有無にかかわらず、こうした本件事故直前３期の業績をこの先１０年

継続することができた蓋然性については大いに疑問があるにもかかわ

らず、同原告は、本件事故直前３期で得られた平均利益の３２年分に

相当する３６０万円を営業損害及び逸失利益の賠償名目で受領してお

り、その多くは本件事故による実損害を超えた支払となっている可能

性が高い。

　　加えて、同原告は、同事務機器販売業に関しては償却資産等の賠

償名目で別途６７万５５６０円の支払を受けているものの、そのうち

「償却資産－少額資産」名目で支払われた１０万円は、「費用処理を

行った少額資産について、賠償の請求を行います。」にチェックを入

れたのみの請求書に対して支払われたものであって、対応する損害の

発生を確認できないから、その全額が本件事故による実損害を超えた

支払となっている。また、「償却資産－定額賠償」名目で支払われた

５０万円は、平成１０年８月に購入した車両（平成２２年期末の未償

却残高１４万１９５３円）に対するものであるから、その多くは本件

事故による実損害を超えた支払となっている可能性が高い。

　　さらに、同原告は、本件事故後、医師から避難生活との因果関係

はない又は不明との診断を受けた疾病の治療費等や通院慰謝料名目で

３０万６７７６円の賠償を受けており、その全額が実損害を超える賠

償となっている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で１５８６万８２００円、総額で

３６６５万１０５４円を支払済み。）

　（コ）世帯番号２４の１審原告ら
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　　世帯番号２４の１審原告らは、本件事故時同居していた世帯番号

２３の１審原告とともに平成２３年４月にはｈｏ市に２階建ての戸建

住宅を確保し転居した。その後、１審原告番号２４－１は仕事の都合

でｈｐ市に単身赴任したが、平成２４年５月には、１審原告番号２４

－１を除く世帯２４の１審原告らは世帯番号２３の１審原告と同じア

パートの別室に転居した。その後、１審原告らと１審原告番号２３

は、１審被告東京電力の賠償金を原資に平成２６年１１月にｈｎ市内

に土地を取得し、同土地上に隣接する形で１軒ずつ自宅を新築し、１

審原告らは平成２７年９月に同所に移り住んだ。

　　以上のとおり、同原告らは、自身の選択により１審原告番号２３

と同居するのと大差ない状態を維持しながら、住宅２棟を保有して平

穏な生活を送っている。

　　１審原告番号２４－１は、１審被告東京電力から住居確保費用と

して２７６９万４１７６円を受け取っており、その全額が実損害を超

える賠償となっている。

　　１審原告番号２４－１及び同２４－２は、それぞれ家族別離並び

に家族別離及び幼児の世話を理由として、ＡＤＲ手続において、それ

ぞれ３９万円の慰謝料の増額を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で４４４２万円、総額で１億０６

９３万０３４８円を支払済み。）

　（サ）世帯番号２６の１審原告ら

　　世帯番号２６の１審原告らは、平成２３年３月２５日にはｃｍ市

の実家に避難した。１審原告番号２６－１は、ｃｍ市出身であり、２

５年以上生活していた上、同２６－２も本件事故前に５年程度同２６

－１の実家で生活していたから、避難に伴う苦痛は限定的である。そ

の後、同原告らは、住居確保費用を含む１審被告東京電力の賠償金を

原資に平成２８年７月、ｈｎ市内に８０００万円の自宅を購入して移

り住み、避難生活を終了している。

　　世帯番号２６の１審原告らが受領した住居確保費用３８９２万８

３２５円は、その全額が実損害を超える賠償となっている。

　　また、同原告らは、訴外長女が本件事故時岩手県ｈｑ市に居住し

ており、事故時自宅に生活の本拠がなかったにもかかわらず、１審被

告東京電力に対し避難者である旨事実と異なる申告をして賠償を請求

し、訴外長女に対する賠償として慰謝料名目の１４５０万円を含め

て、合計で１５５４万８２２５円の賠償を受け、１審原告番号２６－

１の口座にて受領している。当該訴外長女に対する賠償全額は、同人

の事故時住所について事実と異なる申告をして受領したものであり、

少なくとも同金額に対する相殺が認められるべきである。
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　　また、世帯番号２６の１審原告らは、訴外二男が遅くとも平成２

６年６月３０日に、本件事故前から予定されていた専門学校への入学

のため新潟県ｈｒ市に転居しており、同日以降は避難生活を送ったと

評価することはできないにもかかわらず、慰謝料名目の１４５０万円

を含めて、合計で１５４７万１０００円の賠償を受け、１審原告番号

２６－１の口座に支払を受けている。したがって、訴外二男に対する

賠償の少なくとも一部は実損害を超える賠償となっている。

　　さらに、世帯番号２６の１審原告らは、本件事故との因果関係が

ない訴外長女の進学先及び訴外二男の就職先の下宿費用について賠償

合計４９６万６３８６円の賠償金を受領しており、その全額が実損害

を超える賠償となっている。

　　加えて、同原告らの訴外長男は平成２４年６月から平成２６年２

月の期間について就労していた期間があり、本件事故時の収入を上回

る収入を得ていたにもかかわらず、当該収入を控除せずに４６７万７

６５９円の賠償を受けており、実損害を超える賠償となっている。

　　そして、１審原告番号２６－１及び同２６－２は、診断書上避難

生活との因果関係がないとされた傷病及び診断書の提出自体がない傷

病について５万３９７５円の賠償を受けており、その全額が実損害を

超える賠償となっている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で７２５０万円、総額で１億９７

９１万７６０６円を支払済み。）

　イ　ｃｇ町に住所地を有していた１審原告らについて

　（ア）世帯番号４の１審原告ら

　　世帯番号４の１審原告らは、平成２３年６月に長男宅が所在する

ｃｍ市に借上住宅を確保し、平成２６年９月には１審被告東京電力の

賠償金を原資に同市内に約３０００万円でマンション（以下「本件マ

ンション」という。）を購入し、転居している。

　　他方、同原告らは、本件マンションの他に、１審被告東京電力か

ら受け取った住居確保費用の賠償金を原資として平成２９年７月２４

日に「住み替え用」の不動産として、約２７０平米のｃｍ市ｇｊ区

（以下略）の土地（以下本節において「本件土地」という。）を購入

した。さらに、１審原告番号４－１は、令和元年１２月１７日には本

件土地上に建物を新築し、同月１８日には本件マンションを売却して

売却代金を取得している。

　　住居確保費用の支払は、財物損害の額を超えて新規の資産取得費

用を填補するものであり、その性質上、全額（３４０３万８８１７

円）が実損害を超える賠償である。さらに、本件マンションが１審原

告らの居住に十分な住環境を有する中、これに加えて住み替え用とし

て本件土地を購入することは、避難を余儀なくされた者が移住先等を

確保するために要した費用のうち居住用不動産に対する賠償金では不

足する分を填補するという住居確保費用の賠償の趣旨を外れるもので

ある。
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　　また、１審原告番号４－１は本件事故との因果関係が不明な疾病

に対する賠償として３万３１５０円、同４－２は、本件事故との因果

関係が無い又は不明な疾病に対する賠償として１５万１６２０円の賠

償を受けており、実損害を超えた賠償を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で１７０４万円、総額で１億１１

６６万５０９５円を支払済み。）

　（イ）世帯番号５の１審原告ら

　　世帯番号５の１審原告らは、平成２３年３月２２日には１審原告

番号５－１の姉が居住する山梨県ｈｓ市で市営住宅を確保し、同年１

２月にはｃｍ市の戸建住宅に転居した上で、平成２６年１月には１審

原告番号５－１の実家のある千葉県ｈｔ市に１審被告東京電力の賠償

金（住居確保費用２４４９万４９０１円、不動産賠償４９２８万５７

２４円）を利用して約６２００万円を費やして自宅を購入した。

　　同原告らは本件事故時においてｃｇ町に約２年半程度しか居住し

ておらず、ｃｇ町の滞在歴は必ずしも長いとは言えない。

　　また、本文第２の２（３）ア（イ）ｃ記載のとおり、同原告らは

事故時自宅土地建物について経年劣化等を考慮しない購入金額相当額

での賠償を受けた上で、当該自宅土地建物を第三者に約１９８０万円

で売却しており、本件事故時自宅について、本件事故時の客観的価値

の二倍以上の利益を得ている。

　　さらに、同原告らは、上述のｈｔ市の新居とは別に、令和２年２

月２７日、千葉県ｉａ市（以下略）所在の土地を１１００万円で取得

しているところ、当該取得費用について、１審被告東京電力から住居

確保費用として取得費用相当額の１１００万円の賠償を受けている。

　　しかしながら、１審原告らは、現在の自宅であるｈｔ市の新居に

移住することで避難を終了しているものであり、１審原告らが上記ｉ

ａ市の土地を移住のために用いた事情も窺われない。さらには、１審

原告番号５－１は、令和３年５月２７日に、上記ｉａ市の土地を第三

者に売却していることが確認され、これによる売却代金を得たものと

みられる。

　　上記のとおり、住居確保費用の支払は、財物損害の額を超えて新

規の資産取得費用を填補するものであり、その性質上、全額が実損害

を超える賠償であるが、移住のために取得されたものではない不動産

の取得費用に住居確保費用の賠償金を用いることは、避難を余儀なく

された者が移住先等を確保するために要した費用のうち居住用不動産

に対する賠償金では不足する分を填補するという住居確保費用の賠償

の趣旨から外れるものである。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で１７００万円、総額で１億１２

６３万４９２１円を支払済み。）

　（ウ）世帯番号７の１審原告

　　世帯番号７の１審原告は、平成２３年３月１２日には宮城県所在

の実家に避難し、同年８月にはｈｎ市の借上住宅を確保している。
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　　１審原告番号７は混合性不安抑うつ障害により通院をしたとし

て、直接請求手続を通じ、通院慰謝料、生命・身体的損害による就労

不能損害及び通院実費等として総額１９５万９５８２円の賠償金を受

領しているが、当該傷病と本件事故による避難生活との因果関係は不

明であり、むしろ医師の作成した通院証明書によるとその原因につい

ては勤務先での人間関係になじめなかったためとも診断されており、

本件事故とは無関係である。このような事情の下で支払われた生命・

身体的損害の賠償金１９５万９５８２円は、その全額が実損害を超え

た支払である。

　　また、本件事故後の退職・求職や転職は同原告本人の選択による

ものであり、収入の減少と本件事故との相当因果関係は認められない

にもかかわらず、同原告は直接請求手続において、就労不能損害とし

て、生命・身体的損害による就労不能損害分も含め、合計１１０５万

１４５７円の賠償を受けており、その全額が実損害を超えた支払に当

たる。仮に当該相当因果関係の点を措くとしても、就労不能損害の賠

償額の算定にあたっては、本件事故後に得た収入（４２９万８８０５

円）は控除されておらず、同金額は明らかに実損害を超える賠償に該

当する。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で８５２万円、総額で４７６７万

６９９２円を支払済み。）

　（エ）世帯番号１２の１審原告ら

　　世帯番号１２の１審原告らは、平成２３年３月には宮城県ｉｂ郡

ｉｂ町に借家を確保し、同年７月には同町で住宅（以下本節において

「ｉｂ町の自宅」という。）を購入して入居した。なお、１審原告ら

は、後述のとおりｉｂ町の自宅取得について１審被告東京電力に住居

確保費用を請求し、支払を受けたが、同原告らは令和４年１１月には

ｉｂ町の自宅を売却し売却代金を取得している。

　　１審原告番号１２－１は、インターネットや雑誌広告を通じて電

動エアガンの製作販売事業を行っており、かつ、主な商圏はもともと

ｆｓ市にあり、本件事故により商圏が失われたとは考え難く、平成２

４年１月には事業を再開している。そのような状況にもかかわらず、

１審原告番号１２－１は、事業再開後の収入を一切控除せず、１審被

告東京電力から営業損害として平成２３年３月から４年後の平成２７

年２月までの逸失利益等に加えて、それ以降の将来分の逸失利益を含

めた合計１６２７万０５４７円の賠償を受けている。

　　また、１審原告番号１２－４は、本文第２の２（３）アｂ記載の

とおり、本件事故後に転職先で得た賃金を一切控除することなく就労

不能損害の賠償を受けており、転職先で得た賃金相当額である４６６

万９４８１円は実損害を超える賠償となっている。
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　　加えて、１審原告番号１２－１は、１審被告東京電力に対し、合

計１５０項目にわたる住居確保費用の賠償請求を行い、合計１５７３

万２６２６円の支払を受けている。本住居確保費用は、その全額が実

損害を超える賠償であるが、１審原告番号１２－１が住居確保費用の

請求対象とした１５０項目の中には、上記ｉｂ町の自宅の購入費用の

ほか、平成２６年７月１０日に取得したとされるｉｂ町内の別の土地

（以下本節において「ｉｂ町ｉｃの土地」という。）の購入費用、及

び、平成３１年３月１９日に取得したとされる宮城県ｉｄ郡ｉｄ町に

所在する別の土地建物（以下本節において「ｉｄ町の物件」とい

う。）に関するリフォーム費用等が含まれている。

　　そして、１審原告らはｉｂ町ｉｃの土地に移住した様子はうかが

えず、また、ｉｄ町の物件については、１審原告らがｉｂ町の自宅を

購入し、同所に居住することについて何ら客観的な問題が窺われない

にもかかわらず、１１年以上が経過した令和４年１１月に同所に転居

したものであるから、両物件に係る住居確保費用のいずれも、移住先

住居の取得という住居確保費用の趣旨に反する形で請求され、支払を

受けたものである。また、１審原告らは、平成２３年７月２３日にｉ

ｂ町に自宅を取得しており、以降家賃を負担していないにもかかわら

ず、１審被告東京電力から、同年８月１日以降の家賃相当額として月

額５万円（合計１８５万円）の賠償を受けており、その全額が実損害

を超えた賠償となっている。

　　１審原告番号１２－５は平成２９年５月、同１２－６は平成２８

年６月に逝去しており、その後は、精神的損害は発生しないにもかか

わらず、いずれも平成３０年３月までの期間について慰謝料の支払を

受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で５４５４万５０００円、総額で

１億２７７０万３３４７円を支払済み。）

　（オ）世帯番号２７の１審原告

　　世帯番号２７の１審原告が本件事故時に居住していたｃｇ町の町

営住宅は、本件地震によって大きな被害を受け、１審原告も家具の下

敷きになって負傷して救助され、同居していた母親も死亡するなど、

本件事故が無くとも避難することなく同所にとどまり続けることは不

可能な状態にあった。

　　さらに、同原告は、平成２３年３月１４日に事故時自宅から救助

された後、持病の糖尿病が悪化して閉塞性動脈硬化症を発症し、同月

２０日に緊急搬送され、その後は介護を要する状態にあったため、介

護施設に入所した。その後も、医療機関や介護施設への入退所を繰り

返し、脚の切断を経て、成年後見人である訴外妹の夫の本人尋問時点

まで妹夫婦のいるｃｍ市の介護老人福祉施設で生活している。
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　　以上のとおり、同原告は、本文第２の２（３）イ（ア）記載のと

おり、本件地震により避難を余儀なくされたものであり、かつ、本件

地震による避難当初から自力で生活していくことは困難な状況にあ

り、本件事故の有無にかかわらず医療機関及び介護施設の入退所を繰

り返すことは不可避であったから、本件地震後の避難経過について本

件事故との条件関係ないし相当因果関係は認められない。

　　その点を措くとしても、同原告に対する訴訟外での賠償請求及び

本件訴訟の提起については成年後見人である訴外妹の夫が行ってきた

ことが窺われ、同原告に関する本件事故後の事実関係及び本件訴訟に

関する同原告自身の意向は不明であり、同原告に生じた慰謝料を基礎

づける事実関係も明らかになっていない。

　　なお、同原告はもともとｃｍ市の出身で、同所に３０歳くらいま

で住んでいた上、妹夫婦を含む親戚もｃｍ市に住んでおり、本件事故

後は妹夫婦宅から６００メートルほどの距離にある介護施設に入所し

て妹夫婦らとの交流は本件事故前よりも増えている。

　　また、世帯番号２７の１審原告は、住居確保費用として介護施設

の入所費用である２２３万円の賠償を受けており、その全額が実損害

を超える賠償となっている。

　　加えて、同原告は、家財の定額賠償として４４５万円、仏壇・仏

具一式の賠償として１０１万円の支払を受けているが、同原告の事故

時自宅は地震によって大きな被害を受け、家具は全て倒れていたとい

うのであるから、本件事故にかかわらず、家財の相当部分が本件地震

による損害を受けたものと考えられ、賠償額の相当額が実損害を超え

る賠償となっている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で１０２２万円、総額で２３００

万１９４３円を支払済み。）

　（カ）世帯番号２８の１審原告ら及び同２９の１審原告

　　世帯番号２８の１審原告ら及び同２９の１審原告は、本件事故時

にｃｇ町の事故時自宅において同居していた。この点については、原

判決が正当に判示するとおりである（原判決２２４頁）。

　　世帯番号２８の１審原告らは、平成２３年６月には訴外長男が暮

らすｈｎ市で仮設住宅を確保し、同所で新規事業の立ち上げを行うな

ど一定の生活基盤を整えている。

　　他方、世帯番号２９の１審原告は、本件事故前から平成２３年４

月にｃｍ市の専門学校に進学することが予定されており、同月１８日

にはｃｍ市の学生寮に入居して避難生活を終了している。

　　その後、世帯番号２８の１審原告ら及び同２９の１審原告は、１

審被告東京電力から受領した賠償金を原資としてｈｎ市内に自宅を新

築し、居住している。

　　同原告らが住居確保費用として受領した１４１４万円は、その全

額が実損害を超える賠償である。
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　　また、１審原告番号２８－１は、本件事故時に営んでいた訪問

マッサージの事業に係る営業損害として、総額１８３４万０４９１円

の賠償を受けているが、１審原告らが本件事故後にｈｎ市で始めたデ

イサービス事業の売上は「特別の努力」の適用により一切考慮されて

おらず、実損害を超える賠償が行われている。

　　さらに、１審原告番号２９は、１審被告東京電力の直接請求手続

において、本件事故当時はｃｏ町で単身生活をしていたと事実と異な

る申告をし、帰還困難区域からの避難者であることを前提に慰謝料１

４５４万円や、単身世帯を前提とした家財賠償３２５万円を含む合計

４２７７万６４３５円の支払を受けている。加えて、同原告は、そも

そも平成２３年４月にはｃｍ市の専門学校に進学することが本件事故

前から決まっていた。したがって、１審原告番号２９が帰還困難区域

からの避難を強いられ長期にわたって避難継続を余儀なくされている

と申告して受領した既払金の大半は本件事故とは条件関係ないし相当

因果関係を欠く損害についてなされたものである。そのため、少なく

とも事実と異なる事故時住所の申告に基づいて支払われた９２５万円

（慰謝料のうち６００万円分及び単身世帯であることを前提に行われ

た家財賠償３２５万円分）については、相殺が認められるべきであ

る。

　　１審原告番号２９は、平成２３年３月から平成２７年２月までの

就労不能損害として合計７２７万２７５２円の賠償を受けている。し

かしながら、本件事故時に同原告が就労していたことを基礎付ける客

観的証拠は存在せず、かつ、１審原告番号２９は平成２３年４月から

ｃｍ市の専門学校に進学することが決まっておりフルタイムで就労す

ることは全く不可能であったから、上記７２７万２７５２円全額又は

少なくともその大半が本件事故との条件関係を欠く損害について賠償

がなされたものである。

　　１審原告番号２９は、本件事故との因果関係がない傷病について

２５万９９２０円の賠償を受けており、その全額が実損害を超える賠

償となっている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で３１６２万円、総額で１億１５

５８万７９７６円を支払済み。）

　ウ　ｃｆ町に住所地を有していた１審原告らについて

　（ア）世帯番号１４の１審原告ら

　　１審原告番号１４－１は、平成１６年から認知症であり、本件訴

訟の委任状への署名押印時には訴訟能力がなく、訴訟要件を欠く状態

にあったから、同原告については却下判決がなされねばならない。ま

た、仮に１審原告番号１４－１の訴訟能力の点を措くとしても、同原

告については、陳述書の提出及び本人尋問のいずれも実施されておら

ず、同原告が主張する損害を基礎づける事実は全く立証されていない

から、同原告の請求が認容される余地はない。
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　　なお、本世帯の１審原告の主張を前提としても、同原告は本件事

故時一人で生活していたが、平成２３年３月２０日にはｃｍ市内で長

男家族と同居を開始し、平成２４年４月には１審原告番号１４－２が

入居する介護施設の隣室を確保し、同居生活と遜色ない暮らしを実現

している。

　　また、１審原告番号１４－１は、介護施設への入所を要する状態

では無く、同１４－２と同居するため入所したものであるが、１審被

告東京電力は、１審原告番号１４－１分の施設入居費用として３８万

円を賠償している。

　　さらに、１審原告らのｃｆ町の自宅は、昭和４３年築の木造住宅

であるから相応に老朽化しており、本件地震による被害も相当あった

ものとみられる中でも、同原告らは、当該不動産に係る賠償名目で９

３０万７００２円を受領しており、実損害を超えた十分な賠償が実施

されている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で１７０４万円、総額で３６０５

万１１１３円を支払済み。）

　（イ）世帯番号２０の１審原告

　　世帯番号２０の１審原告については、同原告の陳述書が提出され

るのみであり、本人尋問は実施されておらず、また、陳述書作成時に

同原告はアルツハイマー型認知症を発症していた可能性があることか

ら見れば、陳述書の記載についてもその証拠力は乏しいと言わざるを

得ず、１審原告らが主張する慰謝料の発生を基礎づけるに足る事実を

認定することはできない。

　　また、その点を措くとしても、世帯番号２０の１審原告は、平成

２３年５月１９日に訴外娘夫婦宅と同じマンションの９階にある別居

室を賃料負担なく確保して同所に移り住み、娘のサポートを受けなが

ら生活したのち、平成３０年３月には宮城県ｅｓ市に自宅を新築して

同所に移り住んでいる。

　　世帯番号２０の１審原告は、ＡＤＲ手続において自宅建物及び借

地権の財物賠償として、住居確保分も加味して時価を超える合計３０

８９万５５９７円の賠償を受け、さらに直接請求において住居確保費

用として１５９３万７７４９円の支払を受けており、少なくとも同額

が実損害を超える賠償となっている。

　　さらに、１審被告東京電力は、同原告に対して、物品購入費用と

して合計１４８万９９６５円を支払っている。本文第２の２（３）ア

（ア）ｄ記載のとおり、このような物品購入費用の賠償は、精神的損

害の賠償又は家財賠償と重複するものであり、同原告は、１審被告東

京電力から、精神的損害の賠償として９３７万円及び一般家財を対象

とした定額賠償として２４５万円、仏壇・仏具一式を対象として１１

５万円の支払を受けており、物品購入費用として賠償された１４８万

９９６５円は実損害を超える賠償となっている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で９３７万円、総額で６５７６万

３３５９円を支払済み。）
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　エ　ｃｈ村に住所地を有していた１審原告らについて

　（ア）世帯番号３２の１審原告らについて

　　世帯番号３２の１審原告らは、世帯番号３４の１審原告らととも

に平成２３年８月、ｉｅ郡ｉｆ町の応急仮設住宅に入居し、平成２５

年５月、１審原告番号３２－１が訴外夫と結婚したことを機に、訴外

夫の勤務先のあったｈｎ市に転居し、避難生活を終了させている。

　　１審原告番号３２－１は、本件事故時の営農状況が不明であるに

もかかわらず、１審被告東京電力から１４０万１０９３円の農業賠償

を受領しており、実損害を超える賠償となっている可能性がある。

　　また、同原告らは、本件事故時、世帯番号３４の１審原告らと同

居していたが、別の世帯としてそれぞれ定型の家財賠償を受けてお

り、同世帯の１審原告らに対する家財賠償との合計額は１１３６万１

５００円（世帯番号３２の１審原告ら５１７万円、世帯番号３４の１

審原告ら６１９万１５００円）にのぼる。特に、このうち財物（仏

壇）に係る賠償については、両世帯がそれぞれ５１万円を受領してい

るが、両世帯の１審原告らが本件事故時に同居していたことからする

と、重複した賠償となっている可能性がある。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で２６７４万円、総額で６１８７

万８１６０円を支払済み。）

　（イ）世帯番号３４の１審原告らについて

　　世帯番号３４の１審原告らは、世帯番号３２の１審原告らととも

に平成２３年８月にはｉｅ郡ｉｆ町の応急仮設住宅に入居した。１審

原告番号３４－１及び同３４－２は、平成２８年４月にｉｆ町の災害

復興住宅に転居し、現在に至るまで生活している。

　　他方、１審原告番号３４－４は、平成２４年４月に東京の専門学

校に進学し、避難生活を終えている。また、同３４－３は平成２８年

９月に逝去した。

　　１審原告番号３４－３に対しては、平成２８年９月以降の精神的

損害は発生しないが、平成３０年３月分までの期間について慰謝料が

支払われている。

　　１審原告らは、本文第２の２（３）ア（ウ）ｂ記載のとおり、１

審被告東京電力から、１審原告番号３４－４の進学後及び婚姻後の住

居に係る賃料として、合計４４３万１４２０円の賠償を受けている

が、同額については実損害を伴わない賠償となっている。

　　世帯番号３４の１審原告らは、世帯番号３２の箇所で記載したと

おり、世帯番号３２の１審原告らと同居していたにもかかわらず、財

物賠償として６１９万１５００円を受領しており、特に仏壇に対する

賠償５１万円については実損害を超える賠償となっている可能性があ

る。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で３５０２万円、総額で５６３６

万７２６１円を支払済み。）

　オ　ｃｉ市ｃｊ区に住所地を有していた１審原告らについて
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　（ア）世帯番号６の１審原告らについて

　　１審原告番号６－１は、本件事故前後を通じてｃｍ市内に居住し

ており、ｃｊ区の自宅には居住していなかったのであるから、本件事

故による避難等対象者ではなく、原子力損害の発生自体が認められな

い。原判決も同原告の請求を棄却している。

　　１審原告番号６－１及び同６－３は、平成２３年１２月に同原告

らの訴外長男が居住するｇｄ市に隣接し、かつ同６－３が居住するｃ

ｍ市内の借家を確保し、平成２７年６月には同市内にマンションを購

入し、リフォームを行って今日に至るまで居住している。

　　１審原告番号６－１がｃｍ市で購入したマンションの取得費用及

びリフォーム費用は１審被告東京電力からの財物賠償金及び住居確保

費用の賠償金によって賄われているところ、住居確保費用の賠償金

は、全額（２１７８万１４８１円）が実損害を超える賠償である。

　　１審原告番号の姉の死亡については、本件事故との因果関係が認

められないにもかかわらず、１審原告番号６－１及び同６－２は、Ａ

ＤＲ手続において、１審原告番号６－１の姉が死亡したことを理由と

して、平成２３年３月から同年６月までの期間について、精神的損害

につきそれぞれ２４万円の増額を受けた。また、１審原告番号６－１

の姉も、平成２３年３月から同年６月までの期間について、精神的損

害につき８０万円の増額を受けている。

　　さらに、１審原告番号６－１の姉に対しては、ＡＤＲ手続におい

て、死亡慰謝料４８０万円、逸失利益１６０万４８０６円、葬儀費用

３５万１８０９円の賠償も行われている。

　　以上に記載する各２４万円の慰謝料の増額に加え、１審原告番号

１０－１及び同１０－２は、それぞれ１審原告番号６－２の介護及び

持病（がん）を理由として、ＡＤＲ手続において、それぞれ２４３万

円の慰謝料の増額を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で２７５４万０２００円、総額で

７９５０万０４５０円を支払済み。）

　（イ）世帯番号８の１審原告らについて

　　世帯番号８の１審原告らは、平成２３年４月２９日には三女も住

んでいるｃｍ市ｇｊ区で３ＬＤＫの賃貸マンションを確保の上、同所

に入居した。

　　そして、本文第２の２（３）ア（ア）ａ（c）記載のとおり、１審

被告東京電力の住居確保費用及び不動産賠償を原資に、ｃｍ市ｇｊ区

内でタワーマンションを購入するとともに、事故時自宅をリフォーム

し、納屋を新築している。同原告らに対し支払われた住居確保費用５

８９３万２７２５円は、その全額が実損害を超える賠償である。

　　さらに、本文第２の２（３）ア（イ）ｄ記載のとおり、１審原告

番号８－１は、本件事故時における営農の実態がうかがえないにもか

かわらず、団体賠償を通じて合計３３５５万１５３１円の支払を受け

ており、実損害を超える賠償となっている可能性が高い。
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　　加えて、１審原告らは、本文第２の２（３）ア（ウ）ｃ記載のと

おり、いずれも本件事故前からの持病である高脂血症等について、本

件事故との因果関係が認められないにもかかわらず、１審原告番号８

－１が６５万０４９０円、１審原告番号８－２が３９万５７１０円の

賠償を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で２５６６万円、総額で２億５３

６０万０８６９円を支払済み。）

　（ウ）世帯番号３５の１審原告らについて

　　１審原告番号３５は、訴外妻とともに平成２３年１０月ｃｍ市内

の公務員宿舎に転居した後、平成２６年５月、訴外妻の希望により訴

外妻の実家がある宮城県ｉｇ市に１審被告東京電力の賠償金を原資に

自宅を新築し、転居した。その後、同原告は、訴外母とともにｆｓ市

に自宅を購入し、訴外母との同居という希望を実現している。

　　同原告は、１審被告東京電力から、住居確保費用として１０４５

万８８２３円の支払を受けており、その全額が実損害を超える賠償と

なっている。

　　また、同原告は、本件事故との因果関係が無い又は不明な傷病に

対する賠償として１６４万８０８４円の賠償を受けており、その全額

が実損害を超える賠償となっている。

　　１審原告番号３５、日常生活阻害を理由として、ＡＤＲ手続にお

いて、８７６万６０００円の慰謝料の増額を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で４６１４万２０００円、総額で

１億６９５０万５７２７円を支払済み。）

　（エ）世帯番号３６の１審原告らについて

　　世帯番号３６の１審原告らは、同原告ら自身の慰謝料ではなく同

原告らの父の相続人として同人の慰謝料等を請求しているところ、同

原告らの父は平成２３年３月２５日に１審原告番号３６－２の自宅に

転居し、同年４月２日に同原告とともにｃｍ市に転居した後、同年５

月２７日に逝去した。したがって、同日以降について同原告らの父に

ついて慰謝料は発生しない。

　　世帯番号３６の１審原告らの父の事故時自宅は本件津波により浸

水した可能性があり、同原告らの父は本件津波により避難を余儀なく

され、また、同原告らの父の財産も損害を受けた可能性がある。さら

に、同原告らの父の事故時自宅は本件地震後、災害危険区域に指定さ

れている。

　　また、同原告らの父は慰謝料名目で３２万円の賠償を受けたこと

に加え、世帯番号３６の１審原告らは、同原告らの父の死亡と本件事

故の因果関係が不明な中で、遺族固有の慰謝料を含め死亡慰謝料とし

てＡＤＲ手続において５５０万円を受領している。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で８２２万円、総額で２９５２万

６５７５円を支払済み。）

　（オ）世帯番号Ｔ１の１審原告らについて
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　　世帯番号Ｔ１の１審原告らは、本件事故後の平成２３年３月１３

日に避難を開始し、同年４月２１日には神奈川県ｉｈ市の賃貸住宅を

確保の上同所に入居しており、早期に安定した避難先を確保してい

る。

　　その後、同原告らは、平成２４年３月１６日には長兄が居住して

いるｃｍ市で賃貸住宅を確保すると、平成２８年７月１２日にｃｊ区

の避難指示が解除された後の、同年１０月３日にｃｍ市ｈｈ区に所在

するマンションを購入し、平成２９年６月１５日に同所に移り住ん

だ。

　　同原告らは、上記マンション購入に際し１審被告東京電力から住

居確保費用として２３５９万１８９１円の支払を受けており、その全

額が実損害を超える賠償となっている。

　　１審原告らは、１審原告番号Ｔ１の訴外母及び訴外妻が本件事故

時に営んでいた旅館について、赤字経営が続いていたことが窺われる

中で１審被告東京電力から３億００４９万２８９６円の賠償を受けて

おり、実損害を超える賠償となっていることが窺われる。

　　１審原告番号Ｔ１は、家族別離を理由として、ＡＤＲ手続におい

て、１４４万円の慰謝料の増額を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で２５７４万円、総額で３億７０

７５万６００３円を支払済み。）

第２　旧緊急時避難準備区域の１審原告らの損害について

　１　総論

　（１）侵害の内容・程度

　　１審被告東京電力控訴審準備書面（１５）等において述べたとお

り、旧緊急時避難準備区域は、本件事故直後の１か月強の期間に限り

屋内退避の指示対象となり、当該指示が解除されてからは緊急時に避

難のための立退き又は屋内への退避が可能な「準備」を行うことが求

められた区域（緊急時避難準備区域）であって、そのような指示のも

とで生活をすることにより日常生活上の行動に事実上一定の制約が生

じたとみられるものの、従前の居住地における生活基盤からの隔絶を

強制されたものではなく、居住や立入についても制約が課されておら

ず、また、健康被害を及ぼす程度の放射性物質の飛来はない。区域の

指定がなされた期間自体も平成２３年９月３０日までと、本件事故後

約６か月半の期間にとどまっており、政府により避難指示がなされた

区域のように長期化したものではない。

　（２）利益侵害が継続したと考え得る期間
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　　旧緊急時避難準備区域においては、本件事故直後から市民生活を

営むために必要な基本的な機能が維持されており、また、本件事故後

一時停止していた教育機関、行政機関、公共交通網、商業施設、医療

機関も区域の指定解除の前後を通じて順次再開し、そのような実情は

新聞や広報誌、インターネット等を通じて周知されていたことから、

旧緊急時避難準備区域においては現に相当数の住民が自主的な避難を

選択することなく居住を継続していた上、区域の指定解除後はその多

くが元の居住地に帰還している。

　　このように、同区域においてはそもそも健康被害を及ぼす程度の

放射性物質の飛来がなかったことに加え、区域の指定解除後は、緊急

時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を行うことす

らも求められなくなったものであり、このような経緯を踏まえると、

遅くとも平成２３年９月末を越えて、同区域での平穏な生活が阻害さ

れた状況が継続したとは評価できず、また、同区域からの避難の実施

を選択した者が帰還のために必要な期間を考慮したとしても、遅くと

も平成２４年８月末を越えて損害の発生を認めることはできない。

　（３）十分な賠償が行われていること

　　旧緊急時避難準備区域の居住者に対しては、各種の財産的損害の

賠償に加えて、日常生活阻害慰謝料として１人当たり１８０万円の賠

償を実施しているほか、第五次追補を踏まえ、生活基盤変容による慰

謝料として５０万円を訴訟外において賠償する方針としている（以上

合計で２３０万円）。

　２　個別事情

　（１）旧緊急時避難準備区域の自治体の状況について

　　旧緊急時避難準備区域の自治体（ｃｉ市ｃｋ区）の状況について

は１審被告東京電力控訴審準備書面（１７）にて詳述したとおりであ

る。

　（２）１審原告らの状況について

　　１審原告らの個別事情は１審被告東京電力控訴審準備書面（１

２）にて主張したところであるが、その要点を記載すれば以下のとお

りである。かかる１審原告らの個別事情を踏まえれば、１審原告らに

既払金を超える損害は認められない。

　ア　世帯番号３の１審原告ら

　　世帯番号３の１審原告らは、平成２３年３月２２日にｃｍ市内の

借家を確保し、平成２６年６月には同市に自宅を購入して現在に至る

まで居住している。
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　　１審原告番号３－１が勤務する会社はもともと異動が多く、全国

転勤もあり、本件事故まで１３年間勤務をする中で転居を伴う転勤を

６回経験し、このうち１回は単身赴任であった。そのため世帯番号３

の１審原告ら（本件事故時１歳であった１審原告番号３－５を除

く。）は本件事故時のｃｉ市ｃｋ区への居住歴は３年にすぎず、ま

た、本件事故の有無にかかわらず１審原告番号３－１が単身赴任し、

又は世帯番号３の１審原告らが他所への転居を行う可能性が十分に存

在した。

　　１審被告東京電力は、１審原告番号３－１の平成２３年３月下旬

の異動に伴う転居費用は本件事故によるものと認められないにもかか

わらず、２０万２０５０円を賠償している。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で１１５９万円、総額で２１２８

万４２２０円を支払済み。）

　イ　世帯番号９の１審原告ら

　　世帯番号９の１審原告らは、平成２３年３月１２日に自宅から移

動したが、同年５月には訴外二女の高校再開に合わせ１審原告番号９

－１が、その数か月後には同９－２が、それぞれ自宅に帰還してい

る。その後、１審原告番号９－２が平成２３年１０月に、同９－１が

平成２４年４月にｇｄ市の借上住宅に転居したのち、１審原告らは平

成２７年２月に千葉県ｉｉ市の住宅を取得し転居した。

　　１審原告番号９－１は、平成２３年３月１１日から平成２６年４

月３０日までの就労不能損害として１２７８万８３５８円の賠償を受

けているが、当該賠償は、１審原告番号９－１が平成２４年３月にｇ

ｄ市に転居して以降、コンビニエンスストアでアルバイトしたこと等

により実際に得た収入を一切控除しておらず、１審原告番号９－１

は、本件事故後に得た収入分に相当する金額について実損害を超える

賠償を受けている。

　　また、本文第２の２（３）ア（ア）ｃ記載のとおり、１審原告番

号９－１及び同９－２は、本件事故との因果関係が不明な傷病につい

てそれぞれ１１万４４８０円、７２万５４００円の賠償を受けてお

り、その全額が実損害を超える賠償にあたる。

　　１審原告番号９－２は、家族別離を理由として、ＡＤＲ手続にお

いて、１５万円の慰謝料の増額を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で６０３万円、総額で２１３１万

９７４４円を支払済み。）

　ウ　世帯番号１８の１審原告ら

　　世帯番号１８の１審原告らは、平成２３年５月にｊｊ市が無償で

提供する住宅を確保し、平成２４年４月には１審原告番号１８－１の

復職に合わせて宮城県ｉｊ市の借上住宅に転居している。その後、１

審原告らは平成２７年３月には、１審原告番号１８－３の小学校入学

に合わせて、１審原告番号１８－１の実家に近いｈｎ市の借家に移り

住んでおり、現在に至っている。
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　　同原告らは、本件事故後も本件事故前と大差ない態様で就労及び

生活を行っており、休職期間についても就労不能損害の賠償がなされ

ているから、既払金を上回る精神的損害の発生はうかがわれない。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で６２９万円、総額で１６４９万

４２０７円を支払済み。）

　エ　世帯番号１９の１審原告

　　世帯番号１９の１審原告は、平成２３年３月１１日にｃｉ市の中

学校に避難し、翌日の同月１２日には自宅に戻ったが、勤務先からの

指示により同日から２２日までｃｉ市のｉｋ病院に泊り込んで業務に

従事し、その後ｃｋ区の自宅に戻った。その後、同原告及び訴外夫

は、同年６月に岩手県ｉｌ市内の無償の雇用促進住宅への避難を経

て、同年８月には訴外夫がｈｑ市で働くこととなったことを契機とし

て夫婦で同市に転居し、１審原告番号１９は現在に至るまで同所で生

活をしている。

　　１審原告番号１９は、平成２０年１１月に転職のためｃｉ市ｃｋ

区に転居した者であり、従前は福島県全域で勤務してきたものである

から、ｃｉ市ｃｋ区とのつながりは相対的に希薄である。また、同原

告がキャリアアップのために転職を重ねてきたことから見れば、本件

事故の有無にかかわらずｃｉ市ｃｋ区から転居していた可能性もあ

る。

　　１審被告東京電力は１審原告番号１９に対して、平成２３年３月

から平成２７年２月までの就労不能損害として、転職先から同人が得

た収入８５９万７２５１円を控除することなく、総額１２３９万４９

７５円の賠償を実施している。したがって、仮に１審原告番号１９の

減収について本件事故が何らかの影響を与えたものと仮定したとして

も、少なくとも「特別の努力」分（８５９万７２５１円）については

実損害を超える賠償であることが明らかである。

　　同様に、１審被告東京電力は、１審原告番号１９の訴外夫に対し

ても、平成２３年３月から平成２６年１月までの就労不能損害とし

て、転職先から得た収入２７８万８２２６円を控除することなく、総

額５３５万１６３１円の賠償を実施しており、仮に同人の減収につい

て本件事故が何らかの影響を与えたものと仮定したとしても、少なく

とも「特別の努力」分（２７８万８２２６円）については実損害を超

える賠償であることが明らかである。

　　１審原告番号１９は、本件事故直後、食事の介助の手伝いなど過

酷な環境にあったことを理由として、ＡＤＲ手続において、１０万円

の慰謝料の増額を受けている。

　　（世帯全体に対し、で３８４万円、総額で２４１４万６８４３円

を支払済み。）

　オ　世帯番号２５の１審原告
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　　世帯番号２５の１審原告は、平成２３年３月１４日から訴外長男

家族が居住するｈｎ市に避難し、平成２７年８月１日以降は同市の災

害公営住宅に転居し、長男家族と交流を持ちながら生活をしている。

また、本件事故時の仕事についても再開しており、休業期間について

は就労不能損害の賠償を受けている。

　　同原告は、避難生活との因果関係が診断書上「なし」または「不

明」とされた傷病について、１審被告東京電力から、合計２７万３７

２０円の賠償を受けており、その全部が実損害を超える賠償となって

いる。

　　１審原告番号２５は、高齢女性の一人暮らしであり、本賠償で傷

病が認定されていること、不眠等が避難生活から生じたものと思われ

ること等を理由として、ＡＤＲ手続において、それぞれ５４万円の慰

謝料の増額を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で２４２万円、総額で９１３万７

８４３円を支払済み。）

　カ　世帯番号３３の１審原告ら

　　１審原告番号３３－３は、本件事故当時は大学生であり、千葉県

の借家で下宿をしながら大学に通っていた。また、本件事故前から大

学卒業後の平成２３年４月よりｃｍ市内で就職することが決まってお

り、平成２３年３月末あるいは同年４月１日に千葉県からｃｍ市に転

居する予定であったが、千葉県の借家については本件事故時点で引き

払っていなかった。

　　したがって、１審原告番号３３－３の生活の本拠は千葉県内にあ

り、本件事故により避難を余儀なくされた事実はなく、避難に伴う慰

謝料も発生しない。

　　１審原告番号３３－４も、本件事故当時は大学生であり、ｃｌ市

の借家で下宿をしながら大学に通っていた。その後も同原告は一貫し

てｃｌ市で生活している。

　　したがって、１審原告番号３３－４の本件事故時点における生活

の本拠はｃｌ市であることは明らかであって、本件事故により避難を

余儀なくされた事実はなく、避難に伴う慰謝料も発生しない。

　　１審原告番号３３－１及び同３３－２は、平成２３年６月にはｃ

ｍ市内の仮設住宅、平成２５年９月９日には同市内のアパートに転居

し、１審原告番号３３－１は平成２６年頃に、１審原告番号３３－２

は平成２７年３月頃に、それぞれｃｉ市ｃｋ区の事故時自宅に帰還し

た。
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　　世帯番号３３の１審原告らは、１審原告番号３３－３及び同３３

－４の生活の本拠がｃｉ市ｃｋ区に無かったにもかかわらず、旧緊急

時避難準備区域の居住者として賠償金の請求を行い、１審原告番号３

３－３に対する賠償として２９７万１７８０円、同３３－４に対する

賠償として２９０万１３１０円の賠償を受けている。これらの賠償

は、事実と異なる申告に基づき実施されたものであるから、少なくと

も上記合計５８７万３０９０円については相殺が認められるべきであ

る。

　　また、世帯番号３３の１審原告らは、本件事故により家族別離が

生じた事実及び避難者ではない１審原告番号３３－３及び同３３－４

の安否確認に生じた費用について本件事故との相当因果関係が認めら

れないにもかかわらず、ＡＤＲ手続を通じて、１審被告東京電力から

賠償を受けており、少なくとも５８万３０００円が実損害を超える賠

償となっている。

　　加えて１審原告番号３３－２は、本件事故に伴う避難との因果関

係が診断書上「なし」又は「不明」とされた傷病について、６万４７

６０円の賠償を受けており、その全額が実損害を超える賠償となって

いる。

　　加えて、世帯番号３３の１審原告らは、自宅不動産に係る補修・

清掃費用の定額賠償として３０万円の賠償を受けており、実損害を超

える賠償となっている可能性がある。

　　１審原告番号３３－２は、避難慰謝料に関して、ＡＤＲ手続にお

いて、５４万円の慰謝料の増額を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で７８４万円、総額で１７６５万

９０２７円を支払済み。）

　キ　世帯番号Ｔ２の１審原告ら

　　世帯番号Ｔ２の１審原告らは、１審原告番号Ｔ２－１が勤務先の

会社に本件事故後にｃｍ勤務を申し入れたことにより勤務地がｃｍに

異動となったため、同年４月３日にはｃｍ市の借家に移り、更に同月

２４日にｃｍ市のマンションを借りて転居しており、同時期には安定

した生活基盤を確保している。

　　そして、同原告らは、平成２３年５月頃には、ｃｍ市に住み続け

ることに決め、翌６月にはｃｋ区の自宅を売却し、平成２５年７月は

ｃｍ市に新居を建てて移り住み、現在に至るまで同所で生活をしてい

る。

　　同原告らは、本文第２の２（３）ア（イ）ｆ記載のとおり、住宅

等の補修・清掃費用について、実損害を２７万３７５０円上回る賠償

を受けている。

　　（世帯全体に対し、慰謝料名目で１１５９万円、総額で１８０２

万０８３８円を支払済み。）

　　以上
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１５　ただし、計画的避難区域の指定を経て帰還困難区域に指定され

た区域については、子供及び妊婦以外は、日常生活阻害慰謝料８５０

万円、相当線量地域滞在慰謝料３０万円、生活基盤喪失慰謝料７００

万円、合計１５８０万円で上記と同額であるが、子供及び妊婦は、日

常生活阻害慰謝料８５０万円、相当線量地域における健康不安による

慰謝料６０万円、生活基盤喪失慰謝料７００万円となり、一人１６１

０万円となる。

１６　ただし、計画的避難区域の指定を経て居住制限区域又は避難指

示解除準備区域に指定された区域については、子供及び妊婦以外は、

日常生活阻害慰謝料８５０万円、相当線量地域滞在慰謝料３０万円、

生活基盤変容慰謝料２５０万円、合計１１３０万円で上記と同額であ

るが、子供及び妊婦は、日常生活阻害慰謝料８５０万円、相当線量地

域における健康不安による慰謝料６０万円、生活基盤変容慰謝料２５

０万円となり、一人１１６０万円となる。

別紙９

別紙１０

令和２年（ネ）第３１１号　各損害賠償請求控訴事件

控訴人（一審原告）　控訴人番号１－１ほか

被控訴人（一審被告）　国ほか１名

　　第５準備書面

　　（一審被告国の主張の要旨）

　　令和５年８月２８日

仙台高等裁判所第３民事部Ｃ係　御中

　　被控訴人（一審被告）国指定代理人（省略）

第１　規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法となる場合

第２　経済産業大臣は、実用発電用原子炉施設の基本設計ないし基本

的設計方針の安全性に関わる問題につき、電気事業法４０条に基づく

技術基準適合命令により是正する規制権限を有していなかったこと

第３　仮に、本件において、経済産業大臣に電気事業法４０条に基づ

く技術基準適合命令により基本設計ないし基本的設計方針の安全性に

関わる問題を是正する規制権限が認められたとしても、経済産業大臣

の規制権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く

とはいえないこと

第４　予見可能性について

　１　予見可能性の意義等

　２　津波評価技術は、地震・津波の専門家の間で原子力規制に取り

入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認される知見で

あったこと

　３　「長期評価の見解」は、地震・津波の専門家の間で原子力規制

に取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認される

知見であったとはいえないこと
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　　（１）　はじめに

　　（２）　「長期評価の見解」の公表当時の地震・津波の専門家の

見解等

　　（３）　専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度

を備えた正当な見解として是認されていた津波評価技術の作成段階に

おける議論状況を見ても、「長期評価の見解」のような考え方は取り

上げられていなかったこと

　　（４）　地震本部が想定した地震防災対策における長期評価の位

置づけ等

　　（５）　「長期評価の見解」の作成過程における地震本部での議

論の状況等

　　（６）　「長期評価の見解」の公表後の地震本部の対応

　　ア　「長期評価の見解」の信頼度の公表（平成１５年３月）

　　イ　地震動予測地図の作成（平成１７年）

　　ウ　平成１４年長期評価の一部改訂（平成２１年３月）

　　エ　「日本の地震活動－被害地震から見た地域別の特徴－」（第

２版）の発行（平成２１年３月）

　　（７）　「長期評価の見解」の公表後の地震・津波の専門家の見

解及び反応並びに地震本部以外の専門家により構成される公的機関や

民間の専門機関の反応等

　　ア　「長期評価の見解」の公表後の地震・津波の専門家の見解及

び反応

　　イ　「長期評価の見解」の公表後の地震本部以外の専門家により

構成される公的機関や民間の専門機関の反応等

　　（ア）　中央防災会議における「長期評価の見解」の取扱い（平

成１８年）

　　（イ）　土木学会津波評価部会（第４期）における「長期評価の

見解」に対する姿勢や立場及び平成２１年度から平成２３年度までの

検討状況

　　（８）　まとめ

　４　貞観津波の知見について

　　（１）　はじめに

　　（２）　平成２１年報告の時点において、貞観津波に関する知見

は、専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた

正当な見解として是認される知見ではなかったこと

　　ア　耐震バックチェックの審議において、貞観津波に関する知見

は、専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた

正当な見解として是認される知見に当たらないと判断されたこと
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　　イ　ｄｒ氏が一審被告東電に対して平成２１年報告を求めたの

は、貞観津波に関する知見が原子力規制に直ちに取り入れるべき精度

及び確度を備えた正当な見解として是認される知見と考えていたから

ではないこと

　　（３）　貞観津波に関する知見についてパラメータスタディを実

施する合理的理由がないこと

　　（４）　まとめ

第５　結果回避可能性について

　１　「長期評価の見解」を踏まえて試算される津波について

　　（１）　仮に、「長期評価の見解」を踏まえて福島第一原発に到

来する津波を試算したとしても、福島第一原発の主要建屋の敷地高を

超える津波が敷地東側から到来することは予測できなかったこと

　　（２）　「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試

算津波と本件津波の規模等の違い

　２　規制行政庁（経済産業大臣）による技術基準適合命令に応じて

事業者（一審被告東電）が福島第一原発において講じたであろう結果

回避措置の内容について

　　（１）　技術基準適合命令を発することが可能である場合の発令

の在り方

　　（２）　規制行政庁が本件事故当時に津波対策に係る技術基準不

適合状態の解消を判断することができる措置は、ドライサイトコンセ

プトに基づく福島第一原発の敷地又はその周辺における防潮堤・防波

堤等の設置であること

　　（３）　結果回避措置の内容として、事業者が防潮堤・防波堤等

を設置することなく水密化を講じようとしても、規制行政庁におい

て、不適合状態が解消されたと判断することはできなかったこと

　　ア　はじめに

　　イ　主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入すること

を容認した上での津波対策には、大きな不確定性が伴い、合理性、信

頼性に欠ける上、事故対応等に支障が生じることも想定されること

　　（ア）　主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する

ことを容認した上での津波対策には、大きな不確定性が伴い、合理

性、信頼性に欠けること

　　（イ）　事故対応等に支障が生じることも想定されること

　　ウ　本件事故前の科学技術水準として、主要建屋等が存在する敷

地内に津波がそのまま浸入する事態を容認した上で水密化のみによっ

てこれを防護する技術は確立されていなかったこと

　　エ　本件事故の経験を踏まえて策定された新規制基準でも、防潮

堤・防波堤等を設置することなく、主要建屋等が存在する敷地内に津

波がそのまま浸入することを前提に水密化のみによって津波対策を行

うことは求めていないこと

　　オ　小括

152/189第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 09:40
（審71）2-1-6



　３　一審被告国（経済産業大臣）が規制権限を行使し、電気事業者

（一審被告東電）が講じたであろう結果回避措置によっても結果を回

避することはできないこと

　　（１）　はじめに

　　（２）　仮に、一審被告国（経済産業大臣）が規制権限を行使

し、電気事業者（一審被告東電）において、「長期評価の見解」を踏

まえて試算された平成２０年試算津波に対する対策として、防潮堤・

防波堤等を設置したとしても、本件事故の発生を回避することができ

ないこと

　　（３）　仮に、防潮堤・防波堤等の設置に加えて「建屋の水密化

及び重要機器室の水密化」を図ったとしても、本件事故の発生を回避

することができず、防潮堤等が完成する前の単独の水密化措置を講じ

ることを選択したとしても、同様に、本件事故の発生を回避すること

ができないこと

　４　最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）の判断及びその考え方

　　（１）　本件事故当時の我が国における原子炉施設の津波対策に

ついて

　　（２）　防潮堤等の設置と併せて他の対策を講ずることを検討し

た蓋然性がないことについて

　　（３）　最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）の考え方

第６　損害論について

　１　一審原告らの損害額

　２　一審被告東電の一審原告らに係る損害に関する主張の援用

　３　一審被告国の損害賠償責任の範囲について

　本件訴訟における一審被告国の主張の要旨は、以下のとおりであ

る。

　なお、略語等は、従前の例による。

第１　規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法となる場合

　　公権力の行使に当たる公務員の行為（不作為を含む。）が国賠法

１条１項の適用上違法となるのは、当該公務員が個々の国民に対して

負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたときで

あると解されている（最高裁昭和６０年１１月２１日第一小法廷判

決・民集３９巻７号１５１２ページ、最高裁平成１７年９月１４日大

法廷判決・民集５９巻７号２０８７ページ、最高裁平成２７年１２月

１６日大法廷判決・民集６９巻８号２４２７ページ）。

　　したがって、公権力の行使に当たる公務員の規制権限の不行使と

いう不作為が同項の適用上違法となるのは、当該公務員が規制権限を

有し、規制権限の行使によって受ける国民の利益が国賠法上保護され

るべき利益である（反射的利益ではない）ことに加えて、当該規制権

限の不行使によって損害を受けたと主張する特定の国民との関係にお

いて、当該公務員が規制権限を行使すべき義務（作為義務）が認めら

れ、この作為義務に違反した場合である。

153/189第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 09:40
（審71）2-1-6



　　規制権限を行使するための要件及びこれが満たされたときはその

権限を行使しなければならない旨の法令の定めが置かれている場合に

は、当該要件が満たされたときは基本的に作為義務が認められること

になると解される。他方、規制権限を行使するための要件は定められ

ているものの、その権限を行使するかどうかにつき裁量が認められて

いる場合や、規制権限を行使するための要件が具体的に定められてい

ない場合には、直ちに作為義務を認めることはできない。

　　このような場合について、最高裁は、「国又は公共団体の公務員

による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、

その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が

許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、

その不行使により被害を受けた者との関係において、国賠法１条１項

の適用上違法となるものと解するのが相当である」との解釈を確立し

ており（宅建業者最高裁判決〔最高裁平成元年１１月２４日第二小法

廷判決・民集４３巻１０号１１６９ページ〕、クロロキン最高裁判決

〔最高裁平成７年６月２３日第二小法廷判決・民集４９巻６号１６０

０ページ〕、ｉｍじん肺最高裁判決〔最高裁平成１６年４月２７日第

三小法廷判決・民集５８巻４号１０３２ページ〕、関西水俣病最高裁

判決〔最高裁平成１６年１０月１５日第二小法廷判決・民集５８巻７

号１８０２ページ〕、大阪ｉｎアスベスト最高裁判決〔最高裁平成２

６年１０月９日第一小法廷判決・民集６８巻８号７９９ページ〕及び

建設アスベスト最高裁判決〔最高裁令和３年５月１７日第一小法廷判

決・民集７５巻５号１３５９ページ〕参照）、前記の解釈規範に当て

はまるときに、当該公務員は、規制権限を行使すべき法的な義務（作

為義務）を負い、そうであるにもかかわらず、その規制権限を行使し

なかった場合に、その規制権限の不行使は、その被害を受けた者との

関係において、国賠法１条１項の適用上違法となるものと解される。

第２　経済産業大臣は、実用発電用原子炉施設の基本設計ないし基本

的設計方針の安全性に関わる問題につき、電気事業法４０条に基づく

技術基準適合命令により是正する規制権限を有していなかったこと

　　平成１８年末当時の法令上、経済産業大臣は、実用発電用原子炉

施設の基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関する事項につい

て、電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令を発することにより

是正する規制権限を有していなかった。

　　そして、福島第一原発については、その主要建屋の敷地高（Ｏ．

Ｐ．＋１０メートル）を超える津波を想定して設備上の対策を講じさ

せるか否かという問題は、ドライサイトコンセプトの下、敷地高と想

定津波との間に十分な高低差があることをもって、津波による浸水等

によって原子炉施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれのないも

のとしていた福島第一原発の設置（変更）許可処分段階において安全

審査を受けた津波対策に係る基本設計ないし基本的設計方針に関わる

問題であるといえる。
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　　したがって、経済産業大臣は、一審被告東電に対し、福島第一原

発の主要建屋の敷地高を超える津波を想定した設備上の対策を講じる

よう電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令を発する権限を有し

ていなかった。

第３　仮に、本件において、経済産業大臣に電気事業法４０条に基づ

く技術基準適合命令により基本設計ないし基本的設計方針の安全性に

関わる問題を是正する規制権限が認められたとしても、経済産業大臣

の規制権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く

とはいえないこと

　　仮に、本件において、経済産業大臣が実用発電用原子炉施設の設

置許可処分の段階において安全審査を受けた基本設計ないし基本的設

計方針に関する問題につき、電気事業法４０条に基づく技術基準適合

命令により是正する規制権限を有していたとしても、前記第１のとお

り、規制権限不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その

権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容

される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときに限り、

その不行使により被害を受けた者との関係において、国賠法１条１項

の適用上違法となるものと解されるところ、規制権限不行使が問題と

なったこれまでの最高裁判決の判示に照らすと、その判断に当たって

考慮される要素は、おおむね、「〈１〉規制権限を定めた法が保護す

る利益の内容及び性質、〈２〉被害の重大性及び切迫性、〈３〉予見

可能性、〈４〉結果回避可能性、〈５〉現実に実施された措置の合理

性、〈６〉規制権限行使以外の手段による結果回避困難性（被害者に

よる被害回避可能性）、〈７〉規制権限行使における専門性、裁量性

などの諸事情」（ｉｏ・最高裁判所判例解説民事篇平成２６年度４２

０ページ）に整理され、これらの考慮要素の全部又は一部が総合的に

考慮されているものと解される。
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　　本件における事実関係等を基に、前記第１の規制権限不行使の違

法性に関する最高裁判決の判断枠組みに係る考慮要素に当てはめた場

合、本件事故の発生に至るまでの間において、「長期評価の見解」

が、地震・津波の専門家の間で、原子力規制に取り入れるべき精度及

び確度を備えた正当な見解として是認されるものであったとはいえ

ず、「長期評価の見解」に基づき、経済産業大臣に、規制権限の行使

を義務付けるだけの予見可能性を認めることはできなかったこと、ま

た、貞観津波に関する知見も、地震・津波の専門家の間で、原子力規

制に取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認され

るものであったとはいえず、貞観津波に関する知見に基づく平成２１

年報告を受けたことによって、経済産業大臣に、規制権限の行使を義

務付けるだけの予見可能性を認めることはできなかったこと（考慮要

素〈３〉。後記第４）、仮に、経済産業大臣が何らかの規制権限を行

使し、一審被告東電が津波対策を講じたとしても、「長期評価の見

解」を踏まえて試算される津波（平成２０年試算津波）と本件津波と

では津波の規模、到来の方向や流況等に大きな違いがあるから、本件

事故の発生を回避することができたとは認められないこと（考慮要素

〈４〉。後記第５）などの事情を考慮すれば、一審原告らに対する関

係において、経済産業大臣の規制権限不行使が許容される限度を逸脱

して著しく合理性を欠くものとはいえないことを明らかにする。

第４　予見可能性について

　１　予見可能性の意義等

　　（１）　ここで問題とされる予見可能性とは、規制権限を行使し

なければ法益侵害が継続し、又はその危険が顕在化することを、規制

行政庁が認識していたか、又は認識し得たことをいう。かかる結果発

生の危険性の予見可能性は、当該結果発生を防止し得る規制権限を有

する公務員において、ある特定の国民に対し、当該結果が発生するこ

とを防止すべき職務上の法的義務（結果回避義務）を負担するかどう

かを判断する上での一考慮要素であり、国賠法上の違法判断に影響を

及ぼすものである。そして、規制行政庁が危険を予見することが可能

でないにもかかわらず、作為義務（結果回避義務）を課すことはでき

ないのであるから、この予見可能性は、結果回避義務を肯定するため

に不可欠の要件である。（以上、ｉｐほか編著・条解国家賠償法４０

７ページ〔ｉｑ〕、ｉｐ・国家補償法１６４ページ）

　　そうだとすれば、規制権限不行使の違法性の考慮要素としての予

見可能性は、結果回避義務（結果回避措置を講ずべき作為義務）を課

すに足りる程度のものでなければならず、規制権限の行使主体におい

て、職務上の法的義務として、そのような予見をすべきであったとい

える必要がある。
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　　（２）　しかも、本件は、一審原告ら又は原判決が経済産業大臣

において規制権限を行使すべきであったとする時期において、いまだ

被害が発生しておらず、また、かかる被害をもたらす原因事象も科学

的に判明していなかったという事案である。そのため、本件では、規

制権限不行使が問題とされた当時の具体的事情の下で、一審原告らに

実際に発生した被害又はその被害発生の危険を経済産業大臣が職務と

して予見すべきであったか否かが慎重に検討される必要があり、例え

ば、被害をもたらす原因事象の発生可能性や確率等を示唆する見解が

存在したとしても、それが一定程度の成熟性を有しなければ予見可能

性は認められないというべきである。すなわち、被害をもたらす原因

事象の発生可能性や確率等を示唆する見解が存在するだけで、僅かで

も予見可能性が否定し得ない以上、結果回避措置を講じることが義務

付けられ得るとすると、社会活動に極めて深刻な萎縮効果を及ぼすこ

ととなるから、そのような見解が存在することだけでは、前記予見可

能性を肯定することはできない。言い換えれば、ここでいう予見可能

性については、結果を回避し得る措置を規制権限者に義務付けてよい

ほどの予見可能性が認められるのかという視点で検討を行うことが肝

要なのである。

　　（３）　そして、規制権限不行使の違法性の考慮要素としての予

見可能性は、法令の趣旨・目的から、どの程度の危険が存在する場合

に予見可能性を肯定するかという規範的判断の対象となるものである

から、どの程度の予見可能性を要するかの検討に当たっては、当該規

制権限を定めた法令の趣旨・目的を参照する必要がある。
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　　この点、福島第一原発のような実用発電用原子炉施設には、炉規

法及び電気事業法が適用されるところ、炉規法は、電気事業法による

規制の及ぶ範囲については炉規法の規制を適用除外としており（炉規

法７３条）、相互に補完しあって実用発電用原子炉施設についての規

制体系を構築している。そして、炉規法は、２４条１項３号におい

て、原子炉を設置しようとする者が原子炉を設置するために必要な技

術的能力及びその運転を適確に遂行するに足りる技術的能力を有する

か否かにつき、同項４号において、当該申請に係る原子炉施設の位

置、構造及び設備が核燃料物質（使用済燃料を含む。）、核燃料物質

によって汚染された物（原子核分裂生成物を含む。）又は原子炉によ

る災害の防止上支障がないものであるか否かにつき、審査を行うべき

ものと定めている。原子炉設置許可の基準として、前記のように定め

られた趣旨は、原子炉が原子核分裂の過程において高エネルギーを放

出する核燃料物質を燃料として使用する装置であり、その稼働によ

り、内部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させるものであっ

て、原子炉を設置しようとする者が原子炉の設置・運転につき所定の

技術的能力を欠くとき、又は原子炉施設の安全性が確保されないとき

は、当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命、身体に重大な

危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深刻な災

害を引き起こすおそれがあることに鑑み、そのような災害が万が一に

も起こらないようにするために、原子炉設置許可の段階で、原子炉を

設置しようとする者の前記技術的能力並びに申請に係る原子炉施設の

位置、構造及び設備の安全性につき、科学的、専門技術的見地から、

十分な審査を行わせることにあるものと解される。また、前記の技術

的能力を含めた原子炉施設の安全性に関する審査は、当該原子炉施設

そのものの工学的安全性、平常運転時における従業員、周辺住民及び

周辺環境への放射線の影響、事故時における周辺地域への影響等を、

原子炉設置予定地の地形、地質、気象等の自然的条件、人口分布等の

社会的条件及び当該原子炉設置者の前記技術的能力との関連におい

て、多角的、総合的見地から検討するものであり、しかも、前記審査

においては、将来予測に係る事項もその対象に含まれるのであって、

原子力工学はもとより、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、

専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるものであることが

明らかである。そして、炉規法２４条２項が、経済産業大臣等の主務

大臣において原子炉設置の許可をする場合においては、同条１項３号

（技術的能力に係る部分に限る。）及び４号所定の基準の適用につい

て、あらかじめ原子力安全委員会の意見を聴き、これを尊重してしな

ければならないと定めるのは、前記のような原子炉施設の安全性に関

する審査の特質を考慮し、前記各号所定の基準の適合性については、

各専門分野の学識経験者等を擁する原子力安全委員会の科学的、専門

技術的知見に基づく意見を尊重して行う主務大臣の合理的な判断に委

ねる趣旨と解するのが相当である。（以上、ｉｒ原発最高裁判決参

照）
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　　そして、設置許可処分がされた原子炉について、主務大臣が原子

炉施設の位置、構造及び設備の安全性に関する規制権限を行使するに

当たっても、科学的、専門技術的見地から検討を行う必要があること

は、原子炉設置許可処分の段階と異なるところはなく、当該検討にお

いては、設置許可処分の時点における安全審査の場合と同様に、原子

力工学はもとより、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門

技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるというべきである。

　　したがって、原子炉施設の使用開始後に、規制権限不行使の違法

性の考慮要素として、津波によって原子力被害が引き起こされること

の予見可能性の有無を判断するに当たっても、炉規法の定め及び設置

許可処分に関するｉｒ原発最高裁判決の趣旨に鑑みれば、どの程度の

危険に対する安全性を確保すべきかについて、専門分野の学識経験者

等の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重した規制判断が求め

られることを前提にする必要があるというべきである。

　　（４）　また、原子力規制実務においては、ある科学的知見を原

子力規制に取り入れようとする場合には、審議会（原子炉安全専門審

査会）等において、各専門分野の学識経験者等が、当該科学的知見が

原子力規制に取り入れるだけの客観的かつ合理的根拠に裏付けられて

いるかを審議した上で、その取捨の判断をしていることからすれば、

原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性に関して規制権限不行使の

国賠法上の違法性が問題となる場面において、ある科学的知見に基づ

いて予見可能性が認められるためには、少なくとも、前記のような専

門家の間で、当該科学的知見が原子力規制に取り入れるべき精度及び

確度を備えた正当な見解として是認される知見でなければならず、こ

れに当たるか否かについては、当該知見の形成過程や同知見に対する

専門家による評価等に基づいて判断されるべきであり、単に国の機関

が発表した見解や意見であるというだけでは原子力規制に取り入れる

ことはできないというべきである。特に、本件では、平成１４年当時

から本件事故に至るまで、専門家の間で原子力規制に取り入れるべき

精度及び確度を備えた正当な見解として是認されていた津波評価技術

が存在していたのであるから、その存在を踏まえて予見可能性の有無

が判断されるべきである。

　２　津波評価技術は、地震・津波の専門家の間で原子力規制に取り

入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認される知見で

あったこと

　　津波評価技術は、平成１１年に原子力施設の津波に対する安全性

評価技術の体系化及び標準化について検討することを目的として設置

された土木学会の津波評価部会により、平成１４年２月に取りまとめ

られたものである（甲Ａ第２号証の１・本文編３７５及び３７６ペー

ジ）。すなわち、土木学会は、高い安全性が求められる原子力施設に

ついて、「想定し得る最大規模の地震津波」の評価方法を先行的に整

備すべく、平成１１年以降研究を重ね、平成１４年２月にそれらの成

果を集大成し、４省庁報告書及び７省庁手引きを補完するものとし

て、津波評価技術（丙Ｃ第３５号証の１ないし３）を策定した。
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　　津波評価技術は、土木学会津波評価部会主査としてその策定を主

導したｄｉ名誉教授が津波評価技術の巻頭において、「現時点で確立

しており実用として使用するのに疑点のないものが取りまとめられて

いる。」（丙Ｃ第３５号証の１・ⅱ及びⅲページ）と述べているほ

か、ｄｋ教授も「長期評価よりもさらに保守的で、ほぼすべてが「科

学的に確立された知見」に基づいている。」（丙Ｃ第１４３号証の

２・８ページ）と述べているとおり、原子力発電所における設計津波

の想定について、それまでに培ってきた知見や技術進歩の成果を集大

成して、その時点で確立しており実用として使用するのに疑点がない

ものを取りまとめたものである。

　　本件で問題とされている想定津波の波源モデルの設定との関係に

即していうと、津波評価技術は、特定の地点に到来し得る津波を評価

する際の評価手法として、〈１〉信頼性のある波源モデルの構築が可

能な既往津波の波源を取り上げ、領域ごとに基準断層モデルを設定

し、〈２〉その際、既往地震の発生領域だけでなく、地震地体構造に

関する最新の知見も考慮して基準断層モデルを設定するとの考え方に

基づいている（丙Ｃ第３５号証の２・１－２３及び１－３１ページ参

照）。かかる考え方は、具体的な根拠を有する津波の発生可能性を余

すことなく取り入れて、設計想定津波の水位を推計することを可能と

するため、世界に先駆けて策定された手法であった（丙Ｃ第１２０号

証１１ページ）。そして、この津波評価技術に基づいて算出される津

波の高さは、パラメータスタディ等の手法を用いることにより、平均

で既往津波の痕跡高の約２倍となっており（丙Ｃ第３５号証の２・１

－７ページ）、より高い安全性が求められる原子炉施設に用いられる

ことを踏まえた安全寄りの考え方に基づいていた。

　　このような津波評価技術は、本件事故の前後を通じ、科学的に想

定可能な最大規模の津波を評価する方法として国際的にも高い評価を

受けており、我が国の原子力規制機関の一つである原子力安全委員会

も、津波評価技術の合理性を認め、津波評価技術に基づく評価を前提

に原子力事業者の新設炉の設置許可申請を許可していた。

　　そして、津波評価技術では、「地震地体構造の知見」に基づいた

上で、当時の科学的知見の進展状況を踏まえた各領域の波源モデルの

例が示されているところ、明治三陸地震が発生したとされる三陸沖の

海溝寄りの領域に同地震の波源モデルが設定されたが、福島県沖の海

溝寄りの領域には波源モデルが設定されなかった（丙Ｃ第３５号証の

２・１－５９ページ）。この点、地震の長期予測手法は地震が繰り返

し起こるという考え方を基本に行うものであり、プレート間地震は１

００年程度の期間で繰り返されると考えられていたことからすれば、

過去約４００年間の歴史資料においてＭｗ８．０級の津波地震の発生

が確認されていない福島県沖に波源を設定しなかったことは地震学の

基本的な考え方に沿うものであった。
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　　津波評価技術においては、当時判明していた最新の知見の整理や

レビュー等が行われた結果、地震・津波の専門家が共有する地震学の

基本的な考え方に沿うものとして、明治三陸地震が発生したとされる

三陸沖の海溝寄りの領域に同地震の波源モデルが設定された一方で、

福島県沖の海溝寄りの領域には波源モデルが何も設定されなかったの

であって、かかる波源モデルの設定は、平成１４年当時、地震・津波

の専門家の間において、日本海溝寄りのプレートにおいて、津波地震

は特定の領域（明治三陸地震の震源域である三陸沖のような、特殊な

海底構造を有する領域）でのみ発生する特殊な地震であるとの見解が

大勢を占めており、三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域の北

部（明治三陸地震が発生したとされる領域）と南部（福島県沖が含ま

れる領域）とでは地震地体構造が異なること等が客観的な観測事実等

として明らかになっていたこととも整合するものである。

　　したがって、津波評価技術において示された日本海溝沿いの波源

設定は、平成１４年当時、専門家の間で原子力規制に取り入れるべき

精度及び確度を備えた正当な見解として是認されるものであったとい

うことができる。

　３　「長期評価の見解」は、地震・津波の専門家の間で原子力規制

に取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認される

知見であったとはいえないこと

　　（１）　はじめに

　　福島第一原発にＯ．Ｐ．＋１０メートルを超える津波が到来する

ことの予見可能性が認められるためには、三陸沖北部から房総沖の海

溝寄りの領域を一つの領域とし、明治三陸地震と同様の津波地震（Ｍ

ｔ８．２前後）が同領域内のどこでも発生する可能性があるとした

「長期評価の見解」が、地震・津波の専門家の間で原子力規制に取り

入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認されるような

ものであったことが必要となる。

　　（２）　「長期評価の見解」の公表当時の地震・津波の専門家の

見解等

　　ア　「長期評価の見解」が公表された平成１４年７月までに、地

震・津波の専門家の間では、津波地震の発生メカニズムに関する進展

状況（ペルー地震やニカラグア地震等、付加体が存在しない領域でも

津波地震が発生していること等）を踏まえても、明治三陸地震を含め

津波地震の発生メカニズムを付加体のテクトニクス（動き）や物性と

関連づけることによって説明することができ、日本海溝寄りのプレー

トにおいて、津波地震は特定の領域（明治三陸地震の震源域である三

陸沖のような、特殊な海底構造を有する領域）でのみ発生する特殊な

地震であるとする見解が大勢を占めていた上、三陸沖北部から房総沖

の日本海溝寄りの領域の北部（明治三陸地震が発生したとされる領

域）と南部（福島県沖が含まれる領域）とでは地震地体構造が異なる

こと等が客観的な観測事実等として明らかになっていた。
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　　イ　そして、「長期評価の見解」が公表された平成１４年７月当

時、地震・津波の専門家の間において、慶長三陸地震及び延宝房総沖

地震については、その発生機序や震源域について有力な異説が複数存

在していたのであるから、これら二つの地震が三陸沖北部から房総沖

の海溝寄りの領域で発生した津波地震であるとの見解が確立していた

とはいえない。

　　（３）　専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度

を備えた正当な見解として是認されていた津波評価技術の作成段階に

おける議論状況を見ても、「長期評価の見解」のような考え方は取り

上げられていなかったこと

　　津波評価技術においては、明治三陸地震が発生したとされる三陸

沖の海溝寄りの領域に、明治三陸地震の波源モデルが設定される一方

で、福島県沖の海溝寄りの領域には、波源モデルが設定されなかった

ところ、この点は、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域を一つの

領域とし、明治三陸地震と同様の津波地震（Ｍｔ８．２前後）が同領

域内のどこでも発生する可能性があるとする「長期評価の見解」と相

いれないものである。

　　しかるところ、仮に、地震・津波の専門家の間において、三陸沖

北部から房総沖の海溝寄りの領域のどこでも明治三陸地震と同様の津

波地震が発生する可能性があるとする「長期評価の見解」のような考

え方が、原子力規制に取り入れられるべき科学的知見、あるいは原子

力規制に取り入れるか否かが検討されるべき科学的知見として認識さ

れていたならば、津波評価技術の作成段階においても、「長期評価の

見解」のような考え方が議論のそ上に載せられたはずである。しか

し、津波評価技術の波源設定について議論された第３回土木学会津波

評価部会における議論状況（乙Ｃ第９号証）及び配付資料（丙Ｃ第２

７０号証の添付資料）を見ても、同部会において、三陸沖北部から房

総沖の海溝寄りの領域のどこでも明治三陸地震と同様の津波地震が発

生する可能性があるとする「長期評価の見解」のような考え方が取り

上げられて議論された形跡はない。

　　このことは、翻って、地震・津波の専門家の間においては、「長

期評価の見解」のような考え方が原子力規制に取り入れられるべき科

学的知見として認識されていなかったことはもとより、原子力規制に

取り入れるか否かが検討されるべき科学的知見としてすら認識されて

いなかったことを端的に示すものである。

　　（４）　地震本部が想定した地震防災対策における長期評価の位

置づけ等

　　地震本部は、地震防災対策特別措置法７条２項１号が定める「地

震に関する観測、測量、調査及び研究の推進について総合的かつ基本

的な施策」として、平成１１年４月２３日付けで、総合基本施策を定

めている（丙Ｃ第１８０号証）。
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　　その上で、地震本部は、前記の総合基本施策において、長期評価

や強震動予測等を統合した「地震動予測地図は、その作成当初におい

ては、全国を大まかに概観したものとなると考えられ、その活用は主

として国民の地震防災意識の高揚のために用いられるものとなろう。

また、将来的に地震動予測地図が、その予測の精度を向上させ、地域

的にも細かなものが作成されることとなった場合には、（中略）地震

防災対策への活用（中略）も考えられる。」（同号証１５ページ。下

線は引用者）としていた。

　　かかる総合基本施策の内容からすれば、地震本部自身、自らが公

表する「海溝型地震の特性の解明と情報の体系化」や「地震発生可能

性の長期確率評価」は、その全てが直ちに地震防災対策に活用するこ

とができるような精度及び確度を備えたものではないことを当然の前

提としていたということができる。

　　このように、地震本部自身が、自らが公表する長期評価等につい

て、その全てが直ちに防災対策に活用することができるような精度及

び確度を備えたものではないことを当然の前提としていたことは、後

記（５）で述べる地震本部における「長期評価の見解」の審議過程、

平成１４年長期評価の冒頭柱書に、「今回の評価は、現在までに得ら

れている最新の知見を用いて最善と思われる手法により行ったもので

はあるが、データとして用いる過去地震に関する資料が十分にないこ

と等による限界があることから、評価結果である地震発生確率や予想

される次の地震の規模の数値には誤差を含んでおり、防災対策の検討

など評価結果の利用にあたってはこの点に十分留意する必要があ

る。」との留保が付されていること（甲Ｃ第１５号証１枚目。下線は

引用者）や後記（６）で述べる同見解公表後の同見解に係る信頼性評

価の内容等からもそれぞれ裏付けられる。

　　（５）　「長期評価の見解」の作成過程における地震本部での議

論の状況等

　　「長期評価の見解」が公表された平成１４年７月当時、地震・津

波の専門家の間において、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震が三陸沖

北部から房総沖の海溝寄りの領域で発生した津波地震であるとの見解

が確立していたとはいえない状況の中で、海溝型分科会では、第８回

以降の各分科会において、繰り返し、慶長三陸地震及び延宝房総沖地

震を三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域で発生した津波地震とし

て扱ってよいかどうかが議論され、津波地震に関しては、第１０回海

溝型分科会において、事務局から、日本海溝沿いプレート間津波地震

を、１６１１年の慶長三陸地震、１６７７年の延宝房総沖地震、１８

９６年の明治三陸地震と整理した旨が示されてもなお、委員からは、

慶長三陸地震及び延宝房総沖地震を日本海溝沿いの津波地震とするこ

とについて異論が出されていた。
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　　そして、「長期評価の見解」についての実質的な議論が行われた

最後の第１２回海溝型分科会においては、慶長三陸地震及び延宝房総

沖地震のいずれについても、当該領域で発生したものではないのでは

ないかとの異論が述べられたが、最終的には、事務局から「メカニズ

ムは分からないけれども、３回大きな津波が発生して三陸に大きな被

害を発生させているわけだから、警告としてはむしろ３回というほう

を」、「メカニズムは厳密なものがあるだろうが、最終的に三陸沖周

辺で津波で大きな被害がおこる確率というのが重要である。」との発

言がされ、また、ｊｋ氏から「次善の策として三陸に押し付けた。あ

まり減ると確率が小さくなって警告の意がなくなって、正しく反映し

ないのではないか、という恐れもある。」、「津波はやっぱりあった

のだから、いれておいてもいいような気がする」、「いずれにせよ、

被害がでますので３回としてしまっていいと思う。」との発言がさ

れ、議論が収束していったものである。

　　このような議論の経過に加え、〈１〉「長期評価の見解」の公表

後、同見解に信頼度を付すための議論が行われた平成１４年９月１８

日開催の第１６回海溝型分科会で配布された資料に、延宝房総沖地震

について「海溝寄りかどうかは怪しい（陸寄り？）」との記載や、慶

長三陸地震について「但し怪しい（千島沖の地震かもしれない）」と

の記載が、明治三陸地震、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震の三つの

地震を日本海溝寄りの津波地震であることを前提として導かれた発生

間隔や想定地震の発生確率について「最初の２回（引用者注：慶長三

陸地震及び延宝房総沖地震）は怪しい」との記載がそれぞれされてい

たこと（甲Ｃ第１９８号証の４・右下部のページ数で３９５ペー

ジ）、〈２〉地震本部自身、海溝型地震の特性の解明と情報の体系化

や、地震発生可能性の長期確率評価について、その全てが直ちに地震

防災対策に活用することができるような精度及び確度を備えたもので

はなく、これらの知見を統合して作成した地震動予測地図の当面の目

的は国民の地震防災意識の高揚のためであることを想定していたこと

（前記（４））、〈３〉地震本部自身が、平成１５年３月に発表した

長期評価信頼度において、「長期評価の見解」が示した三陸沖北部か

ら房総沖の海溝寄りの領域で発生する津波地震の「発生領域の評価の

信頼度」及び「発生確率の評価の信頼度」をいずれも「Ｃ」（やや低

い）と評価していること（丙Ｃ第４８号証８ページ、後記（６）ア）

を併せ考慮すると、海溝型分科会では、慶長三陸地震及び延宝房総沖

地震を津波地震とするか否か、これら二つの地震の震源域がどこなの

かについて、理学的な根拠に基づく議論に決着がつかないまま、多分

に国民の地震防災意識の高揚を図るという防災行政的な見地から、こ

れら二つの地震を明治三陸地震とともにいずれも日本海溝寄りの領域

で発生した津波地震として扱うとする方向へ議論を進め、その結果、

理学的に否定することができないという以上の積極的な評価をするこ

とが困難な「長期評価の見解」を作成するに至ったということができ

る。
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　　また、「長期評価の見解」において採用された、三陸沖北部から

房総沖の海溝寄りの領域をどこでも津波地震が発生し得る一つの領域

とした上で将来の地震発生確率を評価するという手法は、平成１４年

当時、津波防災対策を講じるに当たって最大規模の地震を予測する手

法として、地震地体構造論の知見による想定（すなわち、地震の繰り

返し発生の性質を前提とした上で、地震地体構造論の知見に基づき、

共通の地震地体構造を持つ領域において、その領域内で発生し得る最

大規模の地震が領域内のどこでも発生し得るとするもの）に基づくも

のが一般的であったにもかかわらず、多分に国民の地震防災意識の高

揚を図るという防災行政的な見地から、既往地震の記録が乏しいため

に将来における地震の発生確率を評価することができないとの事態を

避けるため、かかる一般的な想定とは異なる想定（地震地体構造論の

知見には基づかずに、具体的な震源域における地震の繰り返し履歴に

は依拠しないで最大規模の地震を想定するもの）に基づく手法として

採用されたものであり、積極的な理学的根拠に基づくものではなかっ

た。

　　以上のとおり、「長期評価の見解」は、積極的な理学的根拠に基

づかずに、多分に国民の地震防災意識の高揚を図るという防災行政的

な見地から作成されたものにすぎないということができる。

　　（６）　「長期評価の見解」の公表後の地震本部の対応

　　ア　「長期評価の見解」の信頼度の公表（平成１５年３月）

　　地震本部地震調査委員会は、平成１５年３月２４日、長期評価信

頼度を公表し、「長期評価の見解」について、「発生領域の評価の信

頼度」と「発生確率の評価の信頼度」をいずれも「Ｃ」（やや低い）

と評価している（丙Ｃ第４８号証８ページ、前記（５））。

　　長期評価信頼度では、発生領域と発生確率の評価の信頼度につい

て、「想定地震と同様な地震が発生すると考えられる領域を１つの領

域とした場合」には過去に当該領域で発生した地震の数に基づいて信

頼度が付されているため、「長期評価の見解」の信頼度の評価に当

たっては、明治三陸地震、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震の三つの

地震を三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域において発生した津波

地震であると整理することの不確かさは捨象されている。それでもな

お、地震本部は、「長期評価の見解」の信頼度について、「発生領域

の評価の信頼度」及び「発生確率の評価の信頼度」をいずれも「Ｃ」

と評価したのであり、このことからすれば、地震本部自身が、前記三

つの地震を日本海溝寄りの領域の津波地震であると整理するか否かと

いう点をおいてもなお、根拠となるデータの不十分さから、「長期評

価の見解」の信頼度が、低いものにとどまると判断していたというこ

とができる。

　　イ　地震動予測地図の作成（平成１７年）
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　　地震本部は、固有地震説（同じ規模の地震が一定の繰り返し間隔

で発生するという考え。丙Ｃ第１４３号証の２・７ページ）を基本と

しており、「震源断層を特定した地震動予測地図」（決定論的地震動

予測地図）において強震動評価の対象とされるためには、「震源断層

を特定した」との文言からも分かるように、「詳細法」による場合で

あろうと、「簡便法」による場合であろうと、いずれの手法による場

合でも、少なくとも震源断層が特定されている必要があった。しかる

ところ、「長期評価の見解」が示した明治三陸地震と同様の津波地震

は、「震源断層を特定した地震動予測地図」（決定論的地震動予測地

図）において強震動評価の対象とされた宮城県沖の地震や三陸沖北部

の地震に比べて科学的データが少なく、震源断層も特定されていな

かったことから、「詳細法」はもとより、「簡便法」による強震動評

価の検討対象地震にすら含まれず、それゆえ、「震源断層を特定した

地震動予測地図」（決定論的地震動予測地図）の基礎資料にされな

かったものであり（丙Ｃ第２５５号証の１・２及び５４ページ並びに

丙Ｃ第２５５号証の３・１７４及び２２１ページ）、かかる事実は、

地震本部自身が、「長期評価の見解」を決定論的に取り扱うことがで

きるだけの精度及び確度を備えたものとして考えていなかったことを

示すものである。

　　ウ　平成１４年長期評価の一部改訂（平成２１年３月）

　　地震本部は、平成２１年３月、平成１４年長期評価を一部改訂し

たが、「長期評価の見解」に係る記載に大きな変更はなく、発生確率

の更新も行われなかった（甲Ｃ第８９号証）。

　　かかる事実は、平成１４年７月以降も「長期評価の見解」を裏付

ける新たな科学的知見の集積がなかったため、地震本部が、新たな記

述や評価を加えず、確率評価手法も変更しなかったことを示すもので

ある。

　　エ　「日本の地震活動－被害地震から見た地域別の特徴－」（第

２版）の発行（平成２１年３月）

　　地震本部は、平成２１年３月に発行した「日本の地震活動－被害

地震から見た地域別の特徴－」（第２版）において、延宝房総沖地震

について、震源域の詳細や、プレート間地震であったか沈み込むプ

レート内地震であったかは不明であり、津波地震であった可能性が指

摘されているなどとしている（丙Ｃ第１４４号証１５３ページ）。

　　「日本の地震活動－被害地震から見た地域別の特徴－」（第２

版）における前記記載は、平成１１年当時の「日本の地震活動－被害

地震から見た地域別の特徴－」（追補版）の記載から大きな変更はな

く、かかる事実は、地震本部自身が、「長期評価の見解」で示された

延宝房総沖地震を三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域で発生した

津波地震であるとする見解について、飽くまで一つの仮説と位置づ

け、積極的な理学的根拠に基づくものではないと考えていたことを示

すものである。
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　　（７）　「長期評価の見解」の公表後の地震・津波の専門家の見

解及び反応並びに地震本部以外の専門家により構成される公的機関や

民間の専門機関の反応等

　　ア　「長期評価の見解」の公表後の地震・津波の専門家の見解及

び反応

　　「長期評価の見解」の公表後、三陸沖北部から房総沖の海溝寄り

の領域の南北で付加体の発達状況に大きな違いがあることが客観的な

観測事実として明らかになっていたことを踏まえて、明治三陸地震と

同様の津波地震は福島県沖の海溝軸付近では発生しない可能性がある

との見解、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域を四つに区分し、

明治三陸地震、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震をいずれも福島県沖

以外の領域の地震であるとする見解、津波地震が特定の条件がそろっ

た場合にのみ発生する可能性が高いとの見解が示されたり、慶長三陸

地震や延宝房総沖地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域で発

生した津波地震であるとすることに異論を唱える見解が示されたりし

ていた。

　　一方で、「長期評価の見解」の公表後、「長期評価の見解」と同

様に、海溝軸近傍であればどこでも明治三陸地震と同様の津波地震が

発生し得るとの見解や、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域をど

こでも明治三陸地震と同様の津波地震が発生し得る一つの領域として

扱うことを支持する見解、慶長三陸地震や延宝房総沖地震が三陸沖北

部から房総沖の海溝寄りの領域で発生した津波地震であるとすること

を支持する見解が発表されることはなかった。

　　なお、念のため付言するに、〈１〉ｄｏ氏が平成１５年に公表し

た論文（「津波地震とは何か－総論－」。丙Ｃ第３８０号証）におい

て、「このような現象（引用者注：津波地震が浅いところで発生する

ことや変動の進行速度が遅いこと）を付加堆積物のテクトニクスや物

性に関連づけて説明しようとする動きが最近の研究で大勢を占めてき

た。」（同号証３４２ページ）と評していることや、〈２〉ｄｊ教授

が、平成２１年に公表した「津波データに基づく震源・津波発生過程

の研究」（丙Ｃ第３８１号証）において、付加体や地塁・地溝構造を

津波地震の発生メカニズムと考える研究成果として、平成８年ｄｊ・

ｄｋ論文のほかに、「ｉｓ’（引用者注：ｉｓの誤記と解される。）

（1979）」、「ｉｔ（1988）」、「ｊａ and ｊｂ（2000）」及び「ｄ

ｊ et al.（1997）」等の複数の研究成果を紹介していること（同号証

４９２及び４９３ページ）などからすると、「長期評価の見解」の公

表後も、地震・津波の専門家の間では、津波地震の発生機序につい

て、付加体のテクトニクスや物性と関連づけることによって津波地震

の発生を説明することができるとする見解が大勢を占めていたという

ことができる。
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　　以上からすれば、「長期評価の見解」の公表後も、地震・津波の

専門家の間では、明治三陸地震と同様の津波地震が三陸沖北部から房

総沖の日本海溝寄りの領域内のどこでも起きるとする「長期評価の見

解」を積極的に支持する者はほとんどなく、消極的ないし懐疑的な意

見を示す者が多かったということができる。

　　イ　「長期評価の見解」の公表後の地震本部以外の専門家により

構成される公的機関や民間の専門機関の反応等

　　（ア）　中央防災会議における「長期評価の見解」の取扱い（平

成１８年）

　　中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができ

（災害対策基本法施行令４条１項）、日本海溝・千島海溝調査会もそ

の一つであるところ、日本海溝・千島海溝調査会は、同調査会におけ

る議論を経て、平成１８年１月２５日、日本海溝・千島海溝報告書を

作成・公表した。

　　日本海溝・千島海溝報告書では、調査対象領域については平成１

４年長期評価を基本としつつも、防災対策の検討対象とする地震は、

既往の巨大地震が確認されている地域に限ることとして、福島県沖海

溝沿い領域を防災対策の検討対象から除外しているが（丙Ｃ第４９号

証６ないし１０ページ）、その理由が、同報告書の作成過程におい

て、「長期評価の見解」の信頼度が低いと評価されたためであること

は、日本海溝・千島海溝調査会が防災対策の対象とすべき地震を検討

するために設置した北海道ワーキンググループにおける検討状況を見

れば明らかである。

　　（イ）　土木学会津波評価部会（第４期）における「長期評価の

見解」に対する姿勢や立場及び平成２１年度から平成２３年度までの

検討状況

　　平成２１年度から平成２３年度にかけて開催された土木学会津波

評価部会（第４期）では、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域に

ついて、その北部と南部とを区別せず一体として見る「長期評価の見

解」とは異なり、北部と南部とを区別すべきであるという方向で議論

が進んだ。
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　　そして、土木学会津波評価部会が、「長期評価の見解」を採用せ

ず、日本海溝沿いの領域を南北に区分し、北部の基準断層モデルとし

て明治三陸地震の断層モデルを、南部の基準断層モデルとして延宝房

総沖地震の断層モデルをそれぞれ用いることとしたのは、「長期評価

の見解」の公表後の地震・津波の専門家の見解等（明治三陸地震と同

様の津波地震は福島県沖の海溝軸付近では発生しない可能性があると

の見解、日本海溝寄りの領域を四つに区分し、明治三陸地震、慶長三

陸地震及び延宝房総沖地震をいずれも福島県沖以外の領域の地震であ

るとする見解、津波地震は特定の条件がそろった場合にのみ発生する

可能性が高いとの見解は提唱されたが、「長期評価の見解」と同様

に、海溝軸近傍であればどこでも明治三陸地震と同様の津波地震が発

生し得るとの見解や、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域をどこ

でも明治三陸地震と同様の津波地震が発生し得る一つの領域として扱

うことを支持する見解が発表されることはなかった。）の状況を踏ま

えたものであると評価することができる。

　　（８）　まとめ

　　津波評価技術は、津波防災対策のために策定された４省庁報告書

及び７省庁手引きを補完するものとして、平成１４年当時の原子力施

設における設定津波に関する科学的知見を集大成したものであり、そ

の波源設定（地震の予測）の手法は、津波防災対策に取り入れるべき

確立した知見として科学的信頼性の認められる地震地体構造論の考え

方に基づくものであって、地震・津波の専門家の間で原子力規制に取

り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認されている

ものであった。

　　そして、「長期評価の見解」が公表された平成１４年７月当時、

地震・津波の専門家の間においては、〈１〉津波地震の発生メカニズ

ムに関する知見の進展状況（ペルー地震やニカラグア地震等、付加体

が存在しない領域でも津波地震が発生していること等）を踏まえて

も、日本海溝寄りのプレートにおいて、津波地震が特定の領域（明治

三陸地震の震源域である三陸沖のような、特殊な海底構造を有する領

域）でのみ発生する特殊な地震であるとの見解が大勢を占めていた

上、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域の北部（明治三陸地震が

発生したとされる領域）と南部（福島県沖が含まれる領域）とでは地

震地体構造が異なること等が客観的な観測事実等として明らかになっ

ており（前記（２）ア）、原子力施設の設計津波の設定について、そ

れまでに培ってきた知見や技術進歩の成果を集大成したものとして作

成された津波評価技術においても、海溝寄りの領域は北部と南部とで

明確に区別されていた（前記２）。また、〈２〉慶長三陸地震及び延

宝房総沖地震については、その発生機序や震源域について有力な異説

が複数存在し、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域で発生した津

波地震であるとする見解が確立しているわけではなかった（前記

（２）イ）。
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　　そのような中、地震本部は、平成１４年７月３１日、「長期評価

の見解」を作成し、公表したが、この「長期評価の見解」は、地震の

予測は地震の繰り返し性を基本として行うものであるとする地震学に

おける基本的な考え方や地震地体構造論の考え方に基づくものではな

く、「長期評価の見解」の公表当時の地震・津波の専門家の見解等

や、地震防災対策における長期評価の位置づけ等、「長期評価の見

解」の作成過程における議論状況等からすれば、多分に国民の地震防

災意識の高揚を図るという防災行政的な見地から作成されたものであ

り、積極的な理学的根拠のないものであった（前記（２）、（４）及

び（５））。

　　また、「長期評価の見解」の公表後の地震本部の対応（前記

（６））や地震・津波の専門家の見解及び反応並びに地震本部以外の

専門家により構成される公的機関や民間の専門機関の反応等（前記

（７））を見ても、「長期評価の見解」は、地震・津波の専門家の間

でおおむね消極的ないし懐疑的に見られており、本件事故が発生する

前の科学技術水準の下では、理学的に否定することができないという

以上の積極的な評価をすることは困難であって、必ずしも信頼性の高

いものとは評価されていなかった。

　　したがって、このような「長期評価の見解」は、津波評価技術と

比較して、その科学的信頼性が同等であるなどとは評価することがで

きないものであって、地震・津波の専門家の間で原子力規制に取り入

れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認される知見で

あったとはいえず、「長期評価の見解」に基づき、経済産業大臣に、

規制権限の行使を義務付けるだけの予見可能性を認めることはできな

かった。

　４　貞観津波に関する知見について

　　（１）　はじめに

　　前記第４の１（４）のとおり、原子炉施設の位置、構造及び設備

の安全性に関して規制権限不行使の国賠法上の違法性が問題となる場

面において、ある科学的知見に基づいて予見可能性が認められるため

には、少なくとも、原子力規制に関係する各専門分野の学識経験者等

の専門家の間で、当該科学的知見が原子力規制に取り入れるべき精度

及び確度を備えた正当な見解として是認される知見でなければなら

ず、これに当たるか否かについては、当該知見の形成過程や同知見に

対する専門家による評価等に基づいて判断されるべきであるところ、

貞観津波に関する知見は、本件事故前はもとより、本件事故時におい

ても、原子力安全委員会の構成員を含む専門家の間で、いまだ原子力

規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認さ

れる知見ではなかった。

　　（２）　平成２１年報告の時点において、貞観津波に関する知見

は、専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた

正当な見解として是認される知見ではなかったこと
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　　ア　耐震バックチェックの審議において、貞観津波に関する知見

は、専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた

正当な見解として是認される知見に当たらないと判断されたこと

　　貞観津波に関する知見については、保安院における耐震バック

チェックの審議において、地質学の専門家であるｃｑ委員から、貞観

地震・津波について評価する必要がある旨の意見が出ただけで、貞観

津波に関する知見を踏まえた対策を直ちに講じるべきとの意見は出な

かったことから、合同ＷＧの了承の下に作成された保安院の本件各評

価書においては、一審被告東電の耐震バックチェックの中間報告の内

容について、「現在、研究機関等により８６９年貞観の地震に係る津

波堆積物や津波の波源等に関する調査研究が行われていることを踏ま

え、当院は、今後、事業者が津波評価及び地震動評価の観点から、適

宜、当該調査研究の成果に応じた適切な対応を取るべきと考える。」

との要望を付して妥当であると評価され、貞観津波に関する知見を根

拠に直ちに何らかの津波対策を講じるべきとは評価されなかった。ま

た、原子力安全委員会における審議においても、専門家である委員ら

に対し、保安院の担当者から、保安院による本件各評価書における意

見・要望について説明されたところ、貞観津波に関する知見を踏まえ

た対策を直ちに講じるべきとの指摘はなく、貞観津波の研究の成果に

応じた対応を執るべきとの本件各評価書における保安院の指摘に対す

る異論もなかったため、同委員会は、一審被告東電の耐震バック

チェックの中間報告を妥当と評価し、貞観津波に関する知見を根拠に

直ちに何らかの対策を講じるべきとは評価しなかった。

　　このように、貞観津波に関する知見は、保安院（合同ＷＧ）や原

子力安全委員会における各審議で取り上げられたものの、いずれにお

いても、これを根拠に具体的な津波対策を直ちに講じるべきものとは

されなかったものであり、平成２１年１１月の時点において、原子力

安全委員会の構成員を含む専門家の間で、いまだ原子力規制に取り入

れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認される知見では

なかったということができる。

　　そして、保安院（合同ＷＧ）及び原子力安全委員会の耐震バック

チェックの審議の際に指摘されたｄｋほか（２００８）が、貞観津波

の評価検証に必要な津波堆積物調査を終了しておらず、中間的な報告

にとどまるものであった上、近い将来、修正される可能性も十分に見

込まれる状況にあったことも踏まえると、貞観津波に関する知見につ

いて、保安院（合同ＷＧ）及び原子力安全委員会の耐震バックチェッ

クの審議において、原子力規制に直ちに取り入れるべき精度及び確度

を備えた正当な見解として是認される知見に当たらないと判断された

ことは、妥当であったということができる。

　　イ　ｄｒ氏が一審被告東電に対して平成２１年報告を求めたの

は、貞観津波に関する知見が原子力規制に直ちに取り入れるべき精度

及び確度を備えた正当な見解として是認される知見と考えていたから

ではないこと
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　　一審被告東電は、平成２１年９月、保安院の耐震バックチェック

の担当者であったｄｒ氏の要望に基づき、同人に対し、平成２１年報

告を行ったが、ｄｒ氏が一審被告東電に対して平成２１年報告を求め

たのは、貞観津波に関する知見が直ちに原子力規制に取り入れるべき

精度及び確度を備えた正当な見解として是認される知見であると考え

ていたからではなかった。

　　すなわち、ｄｒ氏は、平成２１年８月２８日に貞観地震・津波の

検討の進捗状況を一審被告東電に確認したが、その理由は、保安院

が、耐震バックチェックの中間報告の評価の中で、貞観津波について

は、一審被告東電が、適宜、当該調査研究の成果に応じた適切な対応

を執るべきとの要望を付していたことから、耐震バックチェックの担

当者としては、その検討の進捗状況を確認する必要があったからにす

ぎない。

　　（３）　貞観津波に関する知見についてパラメータスタディを実

施する合理的理由がないこと

　　前記（２）アのとおり、ｄｋほか（２００８）によって示された

波源モデルは、更なる堆積物調査を踏まえて基礎情報を補充しなけれ

ばならない段階にあったといえ、決して確定的な知見ではなかったと

いうべきであるし、現にその後の津波堆積物調査の結果を踏まえて新

たな波源モデルが提案されるなどしていたのであるから、具体的な津

波対策に利用できるような状況ではなかった。

　　そして、津波評価技術に基づくパラメータスタディにより想定津

波の不確実性を適切に津波評価に取り込むためには、その前提となる

基準断層モデルが発生の蓋然性のある津波に係る断層モデルでなけれ

ばならないところ、平成２１年当時、津波堆積物の進展に伴って、ｄ

ｋほか（２００８）のモデル１０を含め複数のモデルが提案されてい

る状況にあり、専門家の中で「最終的な断層モデル確立には更なる知

見の拡充が必要で、あと２～３年程度要する」（丙Ｃ第３１号証１枚

目）と認識されている状況にあった。この点については、ｄｋ教授自

身も、同種訴訟の書面尋問の回答書において、貞観津波が津波評価技

術において評価対象とされる既往津波になるために必要な調査やその

期間について問われたのに対し、「津波評価技術では、評価対象とし

ての「既往津波」は信頼性の高い痕跡高が得られるものとしていた。

貞観津波のように主に津波堆積物データしか得られないものについて

は、信頼性の高い津波堆積物データの収集、それに基づく痕跡高・浸

水域の推定が必要であろう。必要な期間の推定は困難であるが、（中

略）少なくとも今後数年は必要であり、おそらく５年後（本件地震か

ら１０年後）頃になると思われる。」と述べている（丙Ｃ第１４３号

証の２・１１ページ）。

　　このように、貞観津波に関する知見は、本件事故の直前において

も、貞観津波の断層モデルの信頼性が低く、津波評価技術における基

準断層モデルに選定することができないため、これに対してパラメー

タスタディを実施する合理的理由はなかった。

　　（４）　まとめ
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　　以上のとおり、貞観津波に関する知見は、地震・津波の専門家の

間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解と

して是認される知見であったとはいえず、貞観津波に関する知見に基

づく平成２１年報告を受けたことによって、経済産業大臣に、規制権

限の行使を義務付けるだけの予見可能性を認めることはできなかっ

た。

第５　結果回避可能性について

　１　「長期評価の見解」を踏まえて試算される津波について

　　（１）　仮に、「長期評価の見解」を踏まえて福島第一原発に到

来する津波を試算したとしても、福島第一原発の主要建屋の敷地高を

超える津波が敷地東側から到来することは予測できなかったこと
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　　「長期評価の見解」が、「震源域は、１８９６年の「明治三陸地

震」についてのモデル（ｄｊ and ｄｋ、1996；ｊｃ、1978〔引用者

注：「ｊｃ、1978」とあるのは「ｊｃ、1977」の誤りである〕）を参

考にし、同様の地震（引用者注：明治三陸地震と同様の地震）は三陸

沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があ

ると考えた」（甲Ｃ第１５号証９ページ）ものであることからすれ

ば、想定津波の試算に当たっては、明治三陸地震の断層（波源）モデ

ル（ｄｊ and ｄｋ、1996；ｊｃ、1977）を用いることになる。そし

て、明治三陸地震の断層（波源）モデル（ｄｊ and ｄｋ、1996）を基

に、津波評価技術の手法に従って試算したのが平成２０年試算である

（甲Ｃ第９４号証）。平成２０年試算では、三陸沖北部から房総沖の

海溝寄りの領域のうち、明治三陸地震が発生したとされる領域（甲Ｃ

第９４号証２ページの「領域〈３〉」の領域。なお、同領域内で発生

する津波〔明治三陸地震に伴う津波〕が福島第一原発の主要建屋の敷

地高であるＯ．Ｐ．＋１０メートルを超えないことは、津波評価技術

の策定時に確認済みであった。）より更に南方の海溝寄りの領域（同

ページの「領域〈９〉」の領域）の北、やや北、中央、やや南、南と

同領域内に満遍なく断層（波源）モデルを設定した上で、３種類の走

向に変化させた合計１５ケースの概略パラメータスタディを行い、そ

のうち最も高い津波高が算出されたケース（やや北に設定して走向を

＋５度変化させたケース）につき、上縁深さ、傾斜角及びすべり角を

それぞれ変化させた合計２７ケースの詳細パラメータスタディを実施

している（同号証１ないし３、７及び１１ページ）。そして、２７

ケースの詳細パラメータスタディのうち、最大の津波高となるケース

（上縁深さ２キロメートル、傾斜角２５度、すべり角±０度）につい

て、朔望平均満潮位を前提に再度数値計算をした結果、敷地南側が最

も高いＯ．Ｐ．＋１５．７０７メートルとなり、また、概略パラメー

タスタディのみを実施した他の１４ケースの全てでも、敷地南側に到

来する津波が一番高くなるだけでなく、断層モデルを領域の南側の位

置に置いたケース以外は全て敷地高を超える試算結果となる一方で、

これらのケース全て（詳細パラメータスタディを行った２７ケース及

び概略パラメータスタディのみを行った１４ケースの全て）で、敷地

東側では主要建屋等がある敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）を超え

ない結果となった（同号証８及び９ページ）。
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　　このような平成２０年試算の結果からすれば、明治三陸地震と同

様の津波地震が三陸沖から房総沖の海溝寄りの南部の領域（前記「領

域〈９〉」の領域）で発生し、当該津波が福島第一原発の敷地に到来

した場合、その津波高は敷地南側において最も高くなる一方で、敷地

東側には主要建屋の敷地高を超える津波が到来しないことになるが、

その理由は、福島第一原発沖合や福島第一原発周辺の海底地形構造等

が影響しているためであると考えられる。すなわち、津波は、水深が

深いほど速いスピードで進む性質を持っているため、海底の同じ深さ

の地点を結んだ等水深線と直角に近い角度で進む性質を持っていると

ころ、福島第一原発沖合の等水深線は、北北東、南南西に走行してい

る上、福島第一原発の敷地南側周辺は、防波堤と陸地とがＶ字型湾の

ようになっており、津波が陸地に向かって進むにつれてそのエネル

ギーが奥に向かって集中していく構造になっていたため、敷地南側が

最も高い水位となるものと考えられるのである（丙Ｃ第２９９号証の

２・右下部のページ数で２２０ないし２２４ページ及び同号証の４・

右下部のページ数で７１４ないし７１６ページ）。

　　このように、「長期評価の見解」を踏まえて福島第一原発に到来

する津波を試算したとしても、福島第一原発の主要建屋の敷地高

（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）を超える津波が敷地東側から到来するこ

とは予測できなかったものである。

　　（２）　「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試

算津波と本件津波の規模等の違い

　　地震エネルギーは、マグニチュードが１大きくなると約３２倍と

なるところ（丙Ｃ第９３号証５ページ）、「長期評価の見解」が前提

とする地震はＭ８．２であったのに対し（甲Ｃ第１５号証７ペー

ジ）、本件地震は、Ｍ９．０であったから（丙Ｃ第１９号証４ペー

ジ）、「長期評価の見解」が前提とする地震よりも約１５倍の大きな

地震エネルギーを有していた。また、「長期評価の見解」を踏まえて

想定した地震によって動くとされていた断層領域は、南北の長さが約

２１０キロメートル、東西の幅が約５０キロメートルであったのに対

し（丙Ｃ第１３６号証９ページ）、本件地震によって実際に動いた断

層領域は、南北の長さが約４００キロメートル以上、東西の幅が約２

００キロメートルであったと推定された（丙Ｃ第１９号証４ペー

ジ）。さらに、地震の断層すべり量についても、「長期評価の見解」

を踏まえて想定した地震が９．７メートルであったのに対し（丙Ｃ第

１３６号証９ページ）、本件地震は、最大で５０メートル以上であっ

たと推定された（丙Ｃ第１９号証４ページ）。このように、「長期評

価の見解」を踏まえて想定した地震と本件地震とでは、地震エネル

ギーの大きさ、動いた断層領域の広さ、断層すべり量等が、格段に大

きく異なるものであった。
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　　また、「長期評価の見解」を踏まえて津波を試算した場合、前記

（１）のとおり、平成２０年試算津波が福島第一原発の主要建屋の敷

地東側から敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）を超えて浸入してくる

ことは予測することができなかった。これに対し、本件津波は、ほぼ

東方（敷地東側）から福島第一原発に到来し、１号機ないし４号機の

主要建屋の敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）を超えて遡上し、１号

機ないし４号機の海側エリア及び主要建屋設置エリアはほぼ全域が浸

水した。１号機ないし４号機の敷地エリアでの津波高は、Ｏ．Ｐ．＋

約１１．５ないし約１５．５メートルであり、局所的に最大Ｏ．Ｐ．

＋約１６ないし約１７メートルに及んだ（丙Ｃ第１３７号証１及び２

ページ）。つまり、本件津波は、福島第一原発の主要建屋の敷地北

側、東側、南側の全ての方向から敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）

を超えて津波が浸入したのである。その浸水深も、「長期評価の見

解」を踏まえて試算された平成２０年試算津波では、１号機及び２号

機の主要建屋の立地点で１メートル前後、４号機の立地点で２メート

ル前後と推定されていたが（甲Ｃ第９４号証１５ページ）、本件津波

では、１号機ないし４号機の敷地エリアで最大で約５．５メートルに

至った（丙Ｃ第１３７号証・１及び２ページ）。

　　このように、平成２０年試算津波と本件津波とでは、その規模や

到来する方向等は全く異なるものであった。

　　そして、津波の規模の違いは、津波の継続時間にも表れていた。

平成２０年試算津波では、１号機ないし４号機の取水口前面の水位が

０メートルから６メートル程度に上昇した後に、再び０メートルに低

下するまでの時間は、いずれの施設においても１０分弱程度であるこ

とが読み取れる（甲Ｃ第９４号証１７ページ）。これに対し、一審被

告東電が行った本件津波の再現計算における港湾内の検潮所位置付近

の水位の時間経過では、水位が５メートルを超えて最大１３．１メー

トルに達した後に、０メートルまで低下するまでの時間のみでもおよ

そ１７分程度（水位が０メートルから上昇し、再び０メートルに低下

するまでの場合は約３０分程度）であることが読み取れるなど、津波

の継続時間に大きな違いが認められる（丙Ｃ第１３７号証２ペー

ジ）。

　　さらに、津波の規模や到来する方向性の違いは、タービン建屋に

生じる波力にも現れていた。本件津波のタービン建屋内への主要な浸

水経路として考えられている大物搬入口や入退域ゲートはタービン建

屋東側（海側）壁面に存在しており、平成２０年試算津波は、これら

主要な浸水経路に対して直接的に波力を及ぼすような状況にはないの

に対し、本件津波は、直接的に波力を及ぼす状況にあった。このよう

に、平成２０年試算津波と本件津波との間には、タービン建屋内への

主要な浸水経路となる大物搬入口や入退域ゲートに生じる波力に大き

な違いが認められる（丙Ｃ第３３１号証４－３ないし４－１３ページ

及び甲Ｃ第９４号証）。
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　　加えて、ｅｄ教授の意見書においては、福島第一原発に押し寄せ

た本件津波の水量は、「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成

２０年試算津波の水量の約１０倍である旨が述べられている（丙Ｃ第

１２０号証４７及び４８ページ）。

　　以上のとおり、本件津波は、「長期評価の見解」を踏まえて試算

された平成２０年試算津波と比較して格段に規模が大きく、敷地高を

超えて到来・浸入する方向も多方向にわたるなど規模や態様が全く異

なるものであったということができる。

　２　規制行政庁（経済産業大臣）による技術基準適合命令に応じて

事業者（一審被告東電）が福島第一原発において講じたであろう結果

回避措置の内容について

　　（１）　技術基準適合命令を発することが可能である場合の発令

の在り方

　　規制行政庁において技術基準適合命令を発するには、その発令が

問題とされる当時の科学的、専門技術的知見に照らして、当該対策が

技術基準に適合している（当該対策により原子炉施設の安全性が確保

される）か否かが判断可能であることが必要であり、当該対策を講じ

ることが物理的に可能であっただけでは足りない。

　　（２）　規制行政庁が本件事故当時に津波対策に係る技術基準不

適合状態の解消を判断することができる措置は、ドライサイトコンセ

プトに基づく福島第一原発の敷地又はその周辺における防潮堤・防波

堤等の設置であること

　　ア　少なくとも本件事故当時まで、津波対策としては、ドライサ

イトコンセプト、すなわち、安全上重要な全ての機器が設計想定津波

の水位より高い場所に設置されること等によって、それらの機器が津

波で浸水するのを防ぎ、津波による被害の発生を防ぐという考え方が

主流であり、我が国においては、設計想定津波が敷地に浸入すること

が想定される場合には、防潮堤・防波堤等の設置により津波の敷地へ

の浸入を防止してドライサイトを維持することが津波対策の基本的な

考え方であった。

　　そのため、仮に、一審被告東電において、「長期評価の見解」を

踏まえて試算された平成２０年試算津波への対策を講じるとすれば、

前記の基本的な考え方に基づき、福島第一原発の敷地又はその周辺に

防潮堤・防波堤等を設置するのが基本となる。

　　イ　しかも、本件訴訟において、一審被告東電が、「平成２０年

試算の結果を踏まえて、かかる試算により得られた津波の敷地への浸

水を防ぐための措置としては、前記試算によっても、（中略）本件原

発（引用者注：福島第一原発）の南側敷地及び北側敷地上に防潮堤を

設置することによって、敷地への浸水を防ぐことが合理的な対策であ

る」（一審被告東電原審準備書面（12）２２ページ）と主張している

ことからすると、技術基準適合命令が発令された場合に同命令に応じ

て一審被告東電が講じたであろう津波対策は、福島第一原発の主要建

屋の敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）を超える津波の到来が予測さ

れる場所に防潮堤・防波堤等を設置することであったと考えられる。
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　　そして、主要建屋の敷地高を超える津波を予見すべきであったと

された場合に、かかる津波の到来が予測される場所に防潮堤・防波堤

等を設置するという措置が、当時の科学的、専門技術的知見の到達点

に照らして原子炉施設の安全確保上支障がないと認められるもので

あったことは、一審被告東電が平成１８年９月に設置許可申請を行っ

たｄｂ発電所１号機の実例からも明らかである。

　　また、このような津波の到来が予測される場所に防潮堤・防波堤

等を設置することが津波対策として不合理でないことは、ｅｄ教授

（丙Ｃ第１２０号証４０及び４１ページ、丙Ｃ第３７２号証２２ない

し２４ページ）、ｊｄ教授（丙Ｃ第９０号証の１・１４ページ）、ｊ

ｅ教授（丙Ｃ第９１号証７ページ）がその旨をそれぞれ評しているこ

とからも裏付けられる。

　　（３）　結果回避措置の内容として、事業者が防潮堤・防波堤等

を設置することなく水密化を講じようとしても、規制行政庁におい

て、不適合状態が解消されたと判断することはできなかったこと

　　ア　はじめに

　　仮に、原子炉施設の津波防護措置について、一審被告国が省令６

２号４条１項に適合しない状態にあることを理由に電気事業者（本件

では一審被告東電）に対し技術基準適合命令を発することができると

した場合でも、いかなる方法でかかる不適合状態を解消するかは、設

置許可処分時の安全審査の内容や技術基準適合命令の発令が想定され

る当時の科学的、専門技術的知見の到達点に照らして、規制行政庁が

原子炉施設の安全確保上支障がないと認める範囲内で、電気事業者の

判断に委ねられるものと解される。

　　その上で、規制行政庁がいかなる状態をもって不適合状態の解消

と判断するかは、設置許可処分時の安全審査における津波対策に係る

基本設計ないし基本的設計方針や技術基準適合命令の発令が想定され

る当時の科学的、専門技術的知見の到達点を踏まえて判断せざるを得

ない。

　　この点、福島第一原発の設置許可処分時の安全審査における津波

対策に係る基本設計ないし基本的設計方針は、主要建屋の敷地への津

波の浸入を阻止するというものであったし、技術基準適合命令の発令

が想定される当時においても、津波対策としては、ドライサイトコン

セプトに基づく防潮堤・防波堤等の設置が基本であったため、規制行

政庁としては、一審被告東電が主要建屋の敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０

メートル）を超える想定津波の浸入を阻止する防潮堤・防波堤等を設

置することをもって不適合状態の解消と判断した可能性が高い。

　　他方で、電気事業者がドライサイトコンセプトを放棄して敷地内

への津波の浸入を容認するような水密化等の措置を講じようとする場

合には、その当時の科学的、専門技術的知見に照らせば、規制行政庁

において、これらの措置によって不適合状態が解消されたと判断する

ことはできなかったのであるから、同措置を命ずることが義務付けら

れることはないというべきである。
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　　イ　主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入すること

を容認した上での津波対策には、大きな不確定性が伴い、合理性、信

頼性に欠ける上、事故対応等に支障が生じることも想定されること

　　（ア）　主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する

ことを容認した上での津波対策には、大きな不確定性が伴い、合理

性、信頼性に欠けること

　　ａ　防潮堤・防波堤等の設置を前提とせずに、水密化のみを講じ

るのであれば、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入す

ることを容認した上で津波対策を行うこととなるが、このような対策

を行う場合、規制行政庁において技術基準に適合していると認めるた

めには、原子炉施設及びタービン建屋に設置してある扉を水密扉等に

替えればよいといった単純な対策で足りることにはならず、防潮堤・

防波堤等を設置する場合と同様に、想定津波水位や波力等を適切に評

価した上で水密化設計や強度設計を行い、科学的、専門技術的な観点

から原子炉施設の安全性に重大な影響を与えないと判断し得るだけの

対策を行う必要がある。

　　そのためには、津波対策の設計条件も必要となるため、主要建屋

等が存在する敷地内の陸上構造物をモデル化した上で、同敷地内に詳

細な計算格子を設定して、津波の同敷地への遡上数値計算を行い、浸

水範囲を特定し、津波対策が必要となる各箇所における浸水深や、波

力等を特定する必要がある。

　　ｂ　ところが、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸

入する場合、当該津波は構造物等による反射や集中等の影響によって

複雑な挙動となり、津波波圧の評価式も確立していなかったため、前

面に障害物がない防潮堤・防波堤等と異なり、相対的に計算結果の精

度が低くならざるを得ない（丙Ｃ第１２０号証５４ページ）。

　　また、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入するの

を容認した上で水密化を講じることとした場合、津波の波力や漂流物

の影響を直接受ける海側に面した大物搬入口のような大面積の扉の水

密化については、本件事故当時には技術的に確立していなかったとい

う問題もあった（丙Ｃ第３５６号証）。

　　このように、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入

する事態を想定する場合、建屋等の水密化の措置が破られ、防護すべ

き機器が被水するなどして惹起されるあらゆる被害を想定せざるを得

なくなるところ、そのように原子炉施設の安全確保に重大な支障が生

ずることを容認した上で津波対策の設計をすることは困難であった。

179/189第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 09:40
（審71）2-1-6



　　ｃ　その上、主要建屋等が存在する敷地内にそのまま津波が浸入

する事態を容認する場合には、単に建屋等のみを水密化すればよいと

いうものではなく、非常用ディーゼル発電機の燃料を保管する軽油タ

ンクや、原子炉注水設備のＲＣＩＣ（原子炉隔離時冷却系）やＨＰＣ

Ｉ（高圧注水系）の水源である復水貯蔵タンクといったタンク類、更

には、それらのタンク類から建屋までの配管等の様々な屋外設備につ

いても、遡上後の津波の挙動や漂流物の影響を考慮した上でのきめ細

かな対策を検討しなければならず、その対象範囲も広くなり、それに

応じておのずと不確定性も大きくなる。

　　この点、本件事故の際には、本件津波の漂流物である自動車が

タービン建屋の扉を破壊して建屋内に押し込まれるなど（丙Ｃ第３３

５号証５９ページ及び〔弁護人提示資料１〕１４２ページ、丙Ｃ第３

８７号証３９ページ及び丙Ｃ第８９号証の２・添付資料６－９

（７））、漂流物による影響が被害の拡大に寄与したと考えられ、主

要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入することを容認した

場合、このような事態が発生することは当然に想定されるところであ

る。

　　（イ）　事故対応等に支障が生じることも想定されること

　　主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する事態を容

認する場合には、車両や通信設備等のインフラ破壊や漂流物の道路封

鎖等によるアクセス障害等、幾通りもの被害が想定される（実際に本

件事故の際に経験したところである。）ところ、その全ての事態に応

じた様々な状況を想定して事前に事故対応を準備しておくのは至難で

ある。

　　また、原子力発電所には主要建屋等以外にも様々な屋外施設が存

在するほか、作業用クレーン車等の車両や、場合によっては船舶等も

存在することから、それぞれの施設等の特性に応じた事故対応もあら

かじめ検討しておく必要がある。

　　このように、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入

する事態を容認した上で津波対策を講じることには様々な不確定要素

が存在し、事前にそれらのリスクを正確に把握して対処しておくこと

は極めて困難である。

　　なお、新規制基準においても、主要建屋等が存在する敷地内に津

波が浸入する事態を容認すれば、想定外の様々な事象が発生する可能

性があり、それによって原子炉施設の安全性に重大な影響が及ぶおそ

れがあるとの評価がされているところである（丙Ｃ第３３４号証１７

ページ）。

　　ウ　本件事故前の科学技術水準として、主要建屋等が存在する敷

地内に津波がそのまま浸入する事態を容認した上で水密化のみによっ

てこれを防護する技術は確立されていなかったこと
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　　主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する事態を容

認した上で津波対策を講じる場合には、津波の波力や漂流物の衝突力

を評価する必要があるところ、津波波力の評価手法については、本件

事故により得られた知見を踏まえて目覚ましい進展が見られたとはい

え、現時点においても鋭意研究が続けられているところであり、いま

だ確立した評価手法は存在しないし、また、漂流物の衝突力について

も、研究機関において鋭意研究が続けられているが、現時点でもなお

解明されていない点が多く、衝突力の算定式が幾つか提案されている

にとどまり、定量的な評価手法は確立されていない（丙Ｃ第２４１号

証１２０ページ）。

　　また、建屋等の全部の水密化については、そもそも技術的な発想

とその裏付けとなる確たる技術がなかったほか、局所的・部分的な水

密化とは異なる技術的に未解決の課題もあり、安全上重要な機器の全

部を防護するための津波対策として実用段階にはなかったものである

（丙Ｃ第９０号証の１・１５ページ、丙Ｃ第２９３号証の１・右下部

のページ数で９６ページ並びに丙Ｃ第３３７号証・右下部のページ数

で４３及び４６ページ参照）。

　　エ　本件事故の経験を踏まえて策定された新規制基準でも、防潮

堤・防波堤等を設置することなく、主要建屋等が存在する敷地内に津

波がそのまま浸入することを前提に水密化のみによって津波対策を行

うことは求めていないこと

　　新規制基準は、〈１〉第一に、津波遡上波の地上部からの到達・

流入、津波の取水路又は放水路等の経路からの敷地内への流入を防止

する浸水防止対策（外郭防護１）を求め、〈２〉第二に、その浸水防

止対策をもってしても発生することが否定しきれない取水・放水施設

及び地下部からの漏水に対する浸水対策（外郭防護２）を求め、

〈３〉第三に、地震・津波の影響で設備等が損傷することによる保有

水や津波の溢水に対する浸水対策（内郭防護）を求めている（甲Ｃ第

６１号証１３４及び１３５ページ並びに甲Ｃ第１２１号証２８ないし

３２ページ）。

　　外郭防護１は、正にドライサイトの維持を求めるものであり、新

規制基準は、外郭防護１を行わず、外郭防護２や内郭防護のみをもっ

て津波対策をすることを是認するものではない。

　　すなわち、外郭防護２は、飽くまで外郭防護１による浸水対策に

よっても発生する可能性を否定することのできない取水・放水施設等

からの「漏水」に対しての浸水対策を求めるものにすぎず、ここで求

められる対策は、漏水箇所と漏水量の推定に基づき、浸水想定範囲を

確認した上で行うものであって、主要建屋等が存在する敷地内に津波

がそのまま浸入することを前提としたものではない（甲Ｃ第１２１号

証３０ページ並びに丙Ｃ第３４０号証１７及び１８ページ）。
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　　また、内郭防護も、重要な安全機能を有する設備等（耐震Ｓクラ

スの機器・配管系）を内包する建屋及び区画である津波防護重点化範

囲についてのみ求められるものであり、地震・津波によって循環水系

等の機器や配管が損傷することが想定されるため、その場合に生じる

「溢水」から防護するための局所的・部分的な水密化を要求している

にすぎず、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入するこ

とを前提としたものが求められているものではない（甲Ｃ第１２１号

証３１及び３２ページ並びに丙Ｃ第３４０号証１９及び２０ペー

ジ）。

　　このように、新規制基準は、主要建屋等が存在する敷地内に津波

がそのまま浸入することを前提とした上での水密化を求めるものでは

ない。このことは、本件事故前のみならず、本件事故後の知見を踏ま

えても、防潮堤・防波堤等の設置によるドライサイトの維持ではな

く、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入することを前

提に水密化のみを講じたとしても、原子炉施設の安全性を確保し得る

と判断することができるものではないことを端的に示すものである。

　　オ　小括

　　以上のとおり、福島第一原発の設置許可処分時の安全審査におけ

る津波対策に係る基本設計ないし基本的設計方針は、主要建屋等が存

在する敷地（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）への津波の浸入を阻止すると

いうものであったし、本件事故前はもとより、本件事故後において

も、津波対策としてドライサイトコンセプトが維持されていたことか

らすれば、一審被告東電等の電気事業者が、「長期評価の見解」を踏

まえて試算される津波への対策として、防潮堤・防波堤等を設置する

ことなく、水密化のみを講じることを選択するとは考え難い。

　　また、規制行政庁としても、仮に、電気事業者が「長期評価の見

解」を踏まえて試算される津波への対策として防潮堤・防波堤等を設

置せずに水密化のみを講じることを選択した場合には、技術基準に最

も適合するとされていたのがドライサイトコンセプトに基づく防潮

堤・防波堤の設置の措置であり、その当時、水密化のみによる津波対

策が技術基準に適合しているかどうかを判断することのできる科学

的、専門技術的知見もなかったことからすれば、水密化のみをもって

不適合状態の解消を判断することはできなかったということができる

から、規制行政庁に水密化の措置を命ずることが義務付けられること

はないというべきである。

　３　一審被告国（経済産業大臣）が規制権限を行使し、電気事業者

（一審被告東電）が講じたであろう結果回避措置によっても結果を回

避することはできないこと

　　（１）　はじめに
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　　本件当時、ドライサイトを維持することが津波対策の基本的な考

え方であったことからすれば、規制行政庁が津波対策に係る不適合状

態の解消を判断できる措置は、ドライサイトコンセプトに基づき、想

定津波の浸入が予測される場所に防潮堤・防波堤等の設置をすること

となるから、電気事業者（一審被告東電）としては、当該防潮堤・防

波堤等の設置を選択した可能性が高い。

　　また、電気事業者（一審被告東電）において、ドライサイトコン

セプトを放棄し、津波が敷地に浸入することを容認するような水密化

は、一審原告らが技術基準適合命令の発令義務があったと主張する当

時の科学的、専門技術的知見に照らせば、規制行政庁において、それ

をもって不適合状態が解消されると判断することはできないもので

あったから、規制行政庁において技術基準適合命令を発した場合に、

仮に電気事業者（一審被告東電）において、「長期評価の見解」を踏

まえて試算される津波への対策として、防潮堤・防波堤等の設置に加

えてタービン建屋の水密化及び重要機器室の水密化の措置を講じるこ

とを選択したとしても、これらの措置は、決して原子炉施設内への津

波の浸入を容認するようなものではなく、法令上の津波対策として求

められる想定津波を阻止し得る防潮堤・防波堤等の設置を前提に、こ

れらによっても阻止し得ない軽微な浸水に対して局所的・部分的に行

うものにとどまることになると解される。

　　しかしながら、電気事業者（一審被告東電）が講じる措置が前者

であっても、後者であっても、いずれにせよ本件津波による本件事故

の発生を回避することはできない。

　　（２）　仮に、一審被告国（経済産業大臣）が規制権限を行使

し、電気事業者（一審被告東電）において、「長期評価の見解」を踏

まえて試算された平成２０年試算津波に対する対策として、防潮堤・

防波堤等を設置したとしても、本件事故の発生を回避することができ

ないこと

　　「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試算津波と

本件津波とでは規模、到来の方向や流況等に大きな違いがあるとこ

ろ、「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試算津波を

踏まえた技術基準適合命令に対し、一審被告東電が同津波の防護措置

として防潮堤・防波堤等の設置を行ったとしても、福島第一原発の敷

地南側周辺を中心に、かかる試算による津波を阻止可能な範囲で設置

されるにすぎないから、多方面から到来・浸入し、かつ、流況も異な

る本件津波による本件事故の発生を防止することができるとは認めら

れない。
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　　そして、実際、一審被告東電は、平成２８年７月２２日、「長期

評価の見解」を踏まえて試算される津波を前提に福島第一原発の敷地

への浸水を防ぐための対策として敷地の南北側に防潮堤を設置した場

合に、本件津波による浸水を防ぐことができたか否かについてのシ

ミュレーションを行っているが、「長期評価の見解」を踏まえて試算

された平成２０年試算津波を前提として防潮堤を設置していたとして

も、本件津波が敷地東側から浸入することを防ぐことができず、その

結果、１号機ないし４号機の主要建屋付近の浸水深は、本件事故時の

ものと比べてほとんど変化がないことが明らかとなっている（丙Ｃ第

１３６号証及び丙Ｃ第１３７号証２ページ）。

　　以上の事情からすれば、「長期評価の見解」を踏まえて試算され

る津波を想定した防潮堤・防波堤等の設置によって、本件事故の発生

を避けることはできないと考えるのが自然かつ合理的である。

　　（３）　仮に、防潮堤・防波堤等の設置に加えて「建屋の水密化

及び重要機器室の水密化」を図ったとしても、本件事故の発生を回避

することができず、防潮堤等が完成する前の単独の水密化措置を講じ

ることを選択したとしても、同様に、本件事故の発生を回避すること

ができないこと

　　仮に、電気事業者が、平成２０年試算津波への対策として、防潮

堤・防波堤等の設置に加えて建屋の水密化及び重要機器室の水密化の

措置を講じることを選択したとしても、これらの措置は、想定津波を

阻止し得る防潮堤・防波堤等の設置を前提に、これらの設置によって

も阻止し得ない軽微な浸水に対して事業者が自主的に講じる局所的・

部分的なものにとどまることになるところ、もとより、平成２０年試

算津波と本件津波とでは規模、到来の方向や流況等に大きな違いがあ

るし、平成２０年試算津波に対する防護措置として防潮堤・防波堤等

が設置されたとしても、福島第一原発の敷地南側周辺を中心に、平成

２０年試算津波を阻止可能な範囲で設置されることになるにすぎない

から、本件津波の多方面からの到来・浸入を防ぐことはできず、取り

分け敷地東側からの浸入を防ぐことはできなかった蓋然性が高い。そ

の上、外部溢水（津波）に対する水密化の技術は、本件事故が発生し

た時点においても研究途上にあり、想定する津波の波力評価や、自動

車等の比較的複雑な形状の物体の漂流物の評価が確立していなかった

（丙Ｃ第１２０号証５３ないし５８ページ）。

　　そうであるとすれば、平成２０年試算津波に対し、防潮堤・防波

堤等の設置に加えて「建屋の水密化及び重要機器室の水密化」といっ

た措置を講じたとしても、本件津波の波力や自動車等の漂流物との衝

突によって水密機能が失われる結果、建屋及び重要機器室への本件津

波の浸入を阻止することができない可能性が高いから、本件事故の発

生を避けることはできないというべきである。
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　　そうすると、仮に、一審被告東電が、平成２０年試算津波への対

策として、防潮堤等の設置に先立ち（防潮堤等が設置されない状態

で）、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する事態を

容認した上で水密化措置のみによって防護すること、すなわち防潮堤

等が完成する前の単独の水密化措置を講じることを選択したとして

も、本件事故当時の科学的、専門技術的知見の下においては、同様

に、ここで講じられる水密化措置は、防潮堤・防波堤等の設置を前提

とした上で、これらの設置によっても阻止し得ない軽微な浸水に対す

る局所的・部分的なものにとどまることになり、本件事故を回避する

ことができないことは明らかである。

　　以上によれば、一審被告国（経済産業大臣）が規制権限を行使

し、電気事業者（一審被告東電）が講じたであろう結果回避措置に

よっても結果を回避することはできないというべきである。

　４　最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）の判断及びその考え方

　　（１）　本件事故当時の我が国における原子炉施設の津波対策に

ついて
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　　ア　最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）は、本件事故当時の我

が国における原子炉施設の津波対策について、「本件事故以前の我が

国における原子炉施設の津波対策は、津波により安全設備等が設置さ

れた原子炉施設の敷地が浸水することが想定される場合、防潮堤等を

設置することにより上記敷地への海水の浸入を防止することを基本と

するものであった。したがって、経済産業大臣が、本件長期評価（引

用者注：平成１４年長期評価。以下同じ。）を前提に、電気事業法４

０条に基づく規制権限を行使して、津波による本件発電所（引用者

注：福島第一原発。以下同じ。）の事故を防ぐための適切な措置を講

ずることを東京電力（引用者注：一審被告東電。以下同じ。）に義務

付けていた場合には、本件長期評価に基づいて想定される最大の津波

が本件発電所に到来しても本件敷地（引用者注：福島第一原発１号機

から４号機までの各原子炉に係る原子炉建屋、タービン建屋等の主要

建屋の敷地。以下同じ。）への海水の浸入を防ぐことができるように

設計された防潮堤等を設置するという措置が講じられた蓋然性が高い

ということができる。（中略）そうすると、経済産業大臣が上記の規

制権限を行使していた場合には、本件試算津波（引用者注：平成２０

年試算津波。以下同じ。）と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を

防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置するという措置が

講じられた蓋然性が高いということができる。他方、本件事故以前に

おいて、津波により安全設備等が設置された原子炉施設の敷地が浸水

することが想定される場合に、想定される津波による上記敷地の浸水

を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置するという措置

を講ずるだけでは対策として不十分であるとの考え方が有力であった

ことはうかがわれず、その他、本件事故以前の知見の下において、上

記措置が原子炉施設の津波対策として不十分なものであったと解すべ

き事情はうかがわれない。したがって、本件事故以前に経済産業大臣

が上記の規制権限を行使していた場合に、本件試算津波と同じ規模の

津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮

堤等を設置するという措置に加えて他の対策が講じられた蓋然性があ

るとか、そのような対策が講じられなければならなかったということ

はできない。」（同判決８及び９ページ。なお、ページ数は裁判所

ホームページによる。以下も同じ。）と判示した。
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　　その上で、最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）は、「本件試算

津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるもの

として設計される防潮堤等は、本件敷地の南東側からの海水の浸入を

防ぐことに主眼を置いたものとなる可能性が高く、一定の裕度を有す

るように設計されるであろうことを考慮しても、本件津波の到来に

伴って大量の海水が本件敷地に浸入することを防ぐことができるもの

にはならなかった可能性が高いといわざるを得ない。」（同判決９及

び１０ページ）と判示し、「以上によれば、仮に、経済産業大臣が、

本件長期評価を前提に、電気事業法４０条に基づく規制権限を行使し

て、津波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずるこ

とを東京電力に義務付け、東京電力がその義務を履行していたとして

も、本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することは

避けられなかった可能性が高く、その大量の海水が主要建屋の中に浸

入し、本件非常用電源設備が浸水によりその機能を失うなどして本件

各原子炉施設が電源喪失の事態に陥り、本件事故と同様の事故が発生

するに至っていた可能性が相当にあるといわざるを得ない。そうする

と、本件の事実関係の下においては、経済産業大臣が上記の規制権限

を行使していれば本件事故又はこれと同様の事故が発生しなかったで

あろうという関係を認めることはできないことになる。」（同判決１

０ページ）と判示して、一審被告国の国賠法１条１項に基づく損害賠

償責任を否定した。

　　イ　このように、最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）は、本件

事故について、一審被告国の国賠法１条１項に基づく損害賠償責任を

否定しているが（同判決以外の最高裁令和４年判決も同様の判断をし

ている。）、これは、本件事故当時の科学的、専門技術的知見に照ら

せば、設計上の想定津波が敷地に浸入することが想定される場合に

は、防潮堤・防波堤等の設置により津波の敷地への浸入を防止してド

ライサイトを維持するというドライサイトコンセプトが、本件事故当

時の我が国における原子炉施設の津波対策として採用されていたこと

を前提にしているものと解される。

　　（２）　防潮堤等の設置と併せて他の対策を講ずることを検討し

た蓋然性がないことについて

187/189第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 09:40
（審71）2-1-6



　　さらに、最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）は、一審被告東電

又は規制機関において、防潮堤等の設置と併せて、これによっては防

ぎきれない福島第一原発の主要建屋の敷地の浸水に対する対策を講ず

ることを検討した蓋然性があるとし、このことを前提に、経済産業大

臣が規制権限を行使していれば本件事故と同様の事故は発生しなかっ

たとする原審の判断を排斥する中で、「想定される津波による原子炉

施設の敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設

置するという措置は、本件事故以前に我が国における原子炉施設の津

波対策の基本とされていたものであり、当時の知見の下においては、

津波による原子炉施設の事故を防ぐための措置として合理的で確実な

ものであったということができる。これに対し、本件事故以前に、我

が国における原子炉施設の主たる津波対策として、津波によって上記

敷地が浸水することを前提とする防護の措置が採用された実績があっ

たことはうかがわれず、当該防護の措置の在り方について、これを定

めた法令等はもちろん、その指針となるような知見が存在していたこ

ともうかがわれないし、海外において当該防護の措置が一般的に採用

されていたこともうかがわれない。」（同判決１０及び１１ページ）

と判示した上で、「東京電力又は保安院その他の規制機関が、防潮堤

等によっては上記津波（引用者注：平成２０年試算津波と同じ規模の

津波）」による本件敷地の浸水を防ぎきれないという前提で、そのよ

うな防潮堤等の設置と併せて他の対策を講ずることを検討した蓋然性

があるということはできない。原審が、上記蓋然性があることを前提

に、経済産業大臣が、電気事業法４０条に基づく規制権限を行使し

て、津波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずるこ

とを東京電力に義務付けていれば、本件事故と同様の事故は発生しな

かったと判断したことは、合理性を欠く」（同判決１１ページ）と判

示している。

　　これは、本件事故当時の科学的、専門技術的知見に照らした場

合、防潮堤・防波堤等の設置により敷地内への津波の浸入を防ぐとい

う前記（１）のドライサイトコンセプトは、合理的で確実なものとし

て、我が国における津波対策の基本とされていたのに対し、防潮堤等

の設置により敷地内への津波の浸入を防ぐことを前提とせず、主要建

屋等が存在する敷地内に津波が浸入することを前提とする防護措置

（水密化措置を含む。）が主たる津波対策として採用された実績が

あったことはうかがわれないことや、その指針となる知見が存在して

いたことはうかがわれないことから、一審被告東電又は規制機関が、

防潮堤等の設置と併せて他の対策を検討した蓋然性は認められず、そ

の結果、前記（１）のとおり、経済産業大臣が規制権限を行使してい

れば本件事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであろうという

関係を認めることはできないことになるという判断を示したものと解

される。

　　（３）　最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）の考え方
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　　前記（１）及び（２）のとおり、最高裁令和４年判決（一審千葉

地裁）は、一審被告東電又は規制機関が、防潮堤等の設置と併せて他

の対策を講ずることを検討した蓋然性があるとはいえないとして、原

審の判断を排斥したものではあるが、前記（２）のとおり、同判決

は、本件事故当時の科学的、専門技術的知見に照らせば、防潮堤等の

設置により敷地内への津波の浸入を防ぐことを前提とせず、津波の浸

入を前提とする防護措置（水密化措置を含む。）が主たる津波対策と

して採用された実績があったことはうかがわれず、その指針となる知

見が存在していたこともうかがわれないという判断を示したものであ

る。そうである以上、同判決は、防潮堤等の設置に先立ち（防潮堤等

の設置がされない状態で）、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそ

のまま浸入する事態を容認した上で水密化措置のみによってこれを防

護すること（防潮堤等が完成する前の単独の水密化措置）について

も、これが主たる津波対策として採用された実績（すなわち、技術が

確立していること）やその指針となる知見が存在していたことがうか

がわれないという考え方も当然の前提としているものと解される。そ

して、この考え方からすれば、一審被告東電又は規制機関が、津波対

策として、防潮堤等が完成する前の単独の水密化措置を講ずることを

検討した蓋然性もあるとはいえないことになる。

　　このような、最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）の判断及び考

え方は、本件事故当時の科学的、専門技術的知見を前提として講じら

れるであろう津波対策という点について、前記３で述べた一審被告国

の主張と考え方を同じくするものであり、正当である。

第６　損害論について

　１　一審原告らの損害額

　　一審原告らの主張はいずれも否認ないし争う。

　２　一審被告東電の一審原告らに係る損害に関する主張の援用

　　一審被告国は、一審被告国の主張に反しない限度で、一審被告東

電が一審原告らに対してした一審原告らに係る損害に関する主張を全

て援用する。

　３　一審被告国の損害賠償責任の範囲について

　　福島第一原発の安全管理は、一次的には一審被告東電において行

われるべきものであり、一審被告国はこれを二次的・補充的に監督す

るにとどまる。そして、仮に一審被告国の規制権限不行使について、

国賠法１条１項の違法が認められるとしても、これと一審被告東電の

不法行為とは、共同不法行為とはならず、単に別個の不法行為が競合

しているにすぎない。したがって、仮に本件において、一審被告国が

損害賠償責任を負うことがあったとしても、一審被告国の損害賠償責

任の範囲は限定されるべきである。

　　以上
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